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ま え が き 
 

わが国の政府開発援助（ODA）は、援助額で世界第 2 位を占めているが、近年 ODA 事業

に係る政府予算は減少傾向にあり、今後もその傾向は続くことが予想される。今後、労働分

野においても、効率的な国際協力の実施や、我が国としての国際協力の戦略が必要と考えら

れるが、その検討に当たっては、我が国の実績等を分析するだけでなく、我が国以外の先進

国の援助動向、国際機関の活動方針等に関する情報を入手し、我が国 ODA と比較検討する

ことも重要である。 
このため、当機構においては、厚生労働省からの要請研究として、労働分野、経済分野等

の有識者から成る検討会を設置し、次の 2 点に係る調査研究を実施した。すなわち、①国際

機関・主要ドナー国が行っている労働分野における国際援助の動向を把握すること、及び②

今後わが国が行う労働分野の国際援助について、そのあり方・方向性を示すことである。厚

生労働省では、平成 15 年度に「国際協力事業評価検討会」を設置し、3 年間にわたり国際協

力の評価方法を検討してきたところであり、本研究の成果は、今後の効果的、効率的な国際

協力に向けた取りまとめや、その後の政策に活用されるものと考えられる。 
特に、研究に当たっては、世界で広く行われている国際協力の流れを把握する観点から、

我が国の労働行政という分類にとらわれず、貧困削減、教育等労働に関連付けられる様々な

活動も含めて情報を収集するよう努めた。これにより、我が国の国際協力を世界の中に位置

付け、今後の我が国の国際協力のあり方を広い視野で検討できることを期待する。 
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序章 研究の概要 

 
 
１ 研究の背景及び目的 

わが国の政府開発援助（ODA）は、援助額においてアメリカに次ぎ世界第 2 位を占めてい

る。しかし近年の ODA 事業に係る政府予算は減少傾向にあり、今後もその傾向が続くこと

が予想される。労働分野においても同様の傾向にあり、平成 16 年度における労働分野の ODA
事業の予算額は 31.9 億円で、5 年前の平成 11 年度（55.2 億円）に比べて約 23 億円の減少

となっている。 
こうした状況のもと、今後、労働分野においても、効率的な国際協力の実施や、我が国と

しての国際協力の戦略が必要と考えられる。その検討に当たっては、わが国の実績等を分析

するだけでなく、わが国以外の先進国の援助動向、国際機関の活動方針等に関する情報を入

手し、わが国の ODA と比較検討することも重要である。 
このため、当機構においては、平成 17 年度厚生労働省からの要請研究として、労働分野、

経済分野等の有識者から成る検討会を設置し、次の 2 点に係る調査研究を実施してきた。す

なわち、①国際機関・主要ドナー国が行っている労働分野における国際援助の動向を把握す

ること、及び②今後わが国が行う労働分野の国際援助について、そのあり方・方向性を示す

ことである。厚生労働省では、平成 15 年度に「国際協力事業評価検討会」を設置し、3 年間

にわたり国際協力の評価方法を検討してきたところであり、本研究の成果は、今後の効果的、

効率的な国際協力に向けた取りまとめや、その後の政策に活用されるものである。 

 
２ 研究の内容と方法 

本研究における調査研究事項は次のとおりである。 
① 国際機関、主要ドナー国による労働分野における国際援助の動向 

 国際援助の趨勢、国際機関（世界銀行、アジア開発銀行、国際労働機関（ILO））及び

主要ドナー国（イギリス、米国）による援助の動向（基本方針、特徴、事例等） 
② 労働分野における国際援助のあり方 

 効果的な援助のあり方、方法及び日本がとるべき援助の方向性 
これらに係る調査研究を行うため、本研究では有識者の参集を求めて研究会を開催した

（平成 17 年 4 月から平成 18 年 1 月にかけて延べ 6 回開催）。研究会では技術協力活動に従

事してきた専門家等からブリーフィングを受けた。また、研究会委員及び JILPT 調査員が各

執筆分担に係る文献調査、関係者からのヒアリングを行い、報告書をとりまとめた。 
また、研究に当たっては、世界で広く行われている国際協力の流れを把握する観点から、

我が国の労働行政という分類にとらわれず、貧困削減、教育等労働に関連付けられる様々な

活動も含めて情報を収集するよう努めた。 
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３ 報告書の構成 

本報告書では以下のような構成により、2 で述べた 2 つの調査研究事項、すなわち労働分

野における国際援助の動向及び援助のあり方を明らかにする。 
まず総論にあたる第 1 章で、労働分野の国際援助動向の全体像を明らかにする。基本的な

概念である「国際援助」、「労働分野」の定義の難しさについて述べた上、第 2 章以下の内容

をふまえながら、国際援助の歴史的な流れ、国際援助の動機、効率性の問題を概観し、さら

に労働分野の国際援助（技術協力）のあり方を提言する。 
第 2 章及び第 3 章は、労働分野の国際援助のあり方に関する考察及び提言を中心とする。

第 2 章ではわが国の国際援助の歴史的経緯を整理するとともに、使用者団体による研修生受

け入れという技術協力の実践経験を踏まえ、日本人として国際援助にいかに関わっていくべ

きかを考察する。 
第 3 章では NGO／労働組合による開発協力という視点から、欧米の先進動向を踏まえ、

今後の活動の展開に関する提言を行う。 
第 4 章では国際社会における労働分野の援助動向を、様々な国際機関の資料、統計データ

に基づき考察する。まず最近の開発援助の特徴、特に技術協力の改善に関する議論を概観し

た上で、個別の開発援助機関として世界銀行、アジア開発銀行をとりあげ、各機関の事業全

体の中で労働分野の援助がどう位置づけられているかを分析する。また、労働分野の国連専

門機関である ILO の技術協力の最近の動向を記述する。 
第 5 章では主要ドナー国としてアメリカ、イギリスをとりあげ、各国の援助政策の変遷と

現状、実施体制、援助の内容等を記述する。 

 
４ 研究結果のポイント 

研究結果のうち、わが国の国際援助のあり方を考える上で重要と思われる点を試みにあげ

ると、以下のようになる。 

 
(1) 国際的な援助の趨勢 

・ 先進国1の ODA は 2002 年以降、貧困削減を主要テーマとする MDGs（ミレニアム開

発目標）の策定を契機として増加に転じている。近年の開発援助の特徴としては LDCs
（低開発国）・サブサハラ諸国などへの援助、教育等社会関連インフラへの援助の拡大

がある。近年は援助の効果をあげるため、被援助国側の良い政策や統治（ガバナンス）

の問題が注目され、また先進国側のドナーシップについても評価が試みられている。 
・ 技術協力は開発援助の進展に不可欠だが、近年はその改善のための様々な議論、提言

がなされている。例えば途上国のオーナーシップの重要性、技術移転のあり方、キャパ

                                                 
1 OECD の DAC（開発援助委員会）加盟国 
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シティ・ビルディングとして個人や組織にとどまらず社会全体として生産を高める能力

開発の重要性などが指摘されている。 

 
(2) 国際機関による労働分野の援助動向 

・ 開発援助機関のうち世界銀行、アジア開発銀行における労働分野の援助は、現状では

極めて限定的といえる。 
 世界銀行の ODA 融資に関する分析結果によれば、労働分野が全体に占めるウェイト

は 1～2 割程度にとどまっている。一方、世界銀行と日本政府との合意により設置され

た PHRD(日本人材開発基金)は、技術援助の贈与も行っており、労働に関する贈与を拠

出する機関の代表的な例である。これは世界銀行内の機関としては例外的存在といえる。 
・ アジア開発銀行が行っている途上国への支援の一つに、技術援助がある。そのうち労

働分野に関連する「社会的保護」の分野では、労働市場政策及び計画、社会保障計画等

の 5 分野で援助を行っている。日本は米国とならぶアジア開発銀行の最大の出資国であ

り、労働分野の技術援助に関しても貢献の余地が大きいと思われる。 
・ ILO はディーセント・ワークの実現を通じて MDGs に貢献することを表明しており、

その技術協力においても貧困削減問題は最重要視されている。近年の技術協力に関して

は、ドナー財源の拡大（アメリカへの依存への危機感）、資金の分野・地域バランスの

改善、援助の継続性の確保、世界銀行をはじめ他の開発機関との連携強化など、多くの

課題がある。 

 
(3) 米国、イギリスにおける労働分野の援助動向 

・ 米国の開発援助政策は近年大きく変貌しており、2002 年 3 月には MCA（ミレニアム

挑戦会計）が創設され、2004 年度から 3 年間で ODA 予算の増額（単年度で 50 億ドル

規模）が公約された。しかしその一方で、労働問題の比重は低下しつつある。労働分野

の公的援助機関としては ILO の技術協力の最大のドナーである USDOL（米国労働省）

をはじめ、USDOS（国務省）、USAID（米国国際開発庁）がある。労働分野の援助の特

徴としては、国際労働基準の向上を基本方針とし、通商・貿易政策とリンクさせている

こと、プロジェクト管理・運営におけるドナー主導性の強さ等が指摘できる。 
・ イギリスの開発援助政策は労働党政権発足とともに改革が行われ、援助の企画・実施

が DFID（英国国際開発省）に一元化された。その活動は貧困削減を究極的な目標とし、

MDGs の達成と密接な関連を持つ。労働分野の援助を特定することは困難だが、DFID
の事業展開のあり方、援助の実施に当たっての民間企業や NGO など「市民社会組織」

との連携、国内の「開発援助教育」に力を入れていることなど、注目すべき点は多い。 
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(4) 労働分野の国際援助のあり方に関する提言 

① 技術協力のあり方 
国際援助を担当し、遂行する専門家が絶対的に不足している。技術協力の専門家の養

成を早急に進める必要がある。国際機関の勤務経験者、NGO の出身者など、多様なル

ートを活用した育成が重要である。 
また、技術協力を効果的に実施するためには、プロジェクトの立案の早期の段階で専

門家を現地に派遣すること、早期から現地カウンターパートの参加を求め、立案により

多くの時間をかけることが必要である。 
技術協力におけるドナー側の政策を明確化することも重要である。専門家の人材不足

とコミュニケーションの問題を考慮すると、専門性が高く、ハードな資材提供を組み合

わせるプロジェクトが適当であろう。 
② NGO／労働組合の援助のあり方 

欧米の例に鑑み、社会・労働分野における NGO／労働組合の援助活動が、政府と連

携し、かつ独自性を保ちながら行われるよう、そのあり方を見直すべきである。具体的

には次のことを提言する。 
・ 「社会・労働分野における開発協力基本指針」の策定。 
・ 独自性をもつ主要プレイヤーとして NGO/労働組合を位置づけ、官民のパートナー・

シップを形成すること。 
・ 政府・公的機関や使用者と合同で援助活動の企画・調整等を行う場の設置。 
・ NGO/労働組合の活動への ODA からの支援の拡大。 
・ NGO/労働組合の活動の専門家の養成・支援機関の創設。 

③ 日本人としての国際援助に関する意識の醸成 
グローバル化の進展の中で、人間の労働を中心に捉えた社会過程の変化をより良い方

向にもって行くためには、人材の教育・訓練が国際援助の中心に位するといえる。その

際、「日本はなぜ労働分野の国際援助を行うのか」という問いを常に発し続けることに

なろう。われわれが「共に歩む間柄」としてアジアや世界の人々に理解されてゆくため

には、日本人が国際援助の専門家として活動する際、あるいは海外で事業展開を行う際

には、日本が途上国への協力・援助を行うようになった経緯についても知っておきたい

ものである。 
今後は、労働分野の国際援助のあり方が、日本人一人ひとりの心の中に確立されるこ

とが期待される。そのためには国際援助、ODA の役割について国民への広報・啓発活

動を行う必要がある。成功した技術協力のプロジェクトをモデルケースとして周知する

ことも有効であろう。ODA に対する意識改革がなければ、わが国の国際援助は削減さ

れる可能性が強い。しかし、失業や貧困が増加する世界で日本のみが孤立することは、

国際社会の一員である以上許されないだろう。 
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第１章 総論：労働分野の国際援助動向 

 
 

労働分野における国際援助の動向は壮大なテーマであるが、同時に問題の輪郭が非常に掴

みづらいように思われる。まず、国際援助の範囲はどう定義付けられるのだろうか？一般的

な商業上の取引や融資との境界線はどう引けるのだろうか？また、国際援助を ODA とみな

すことが多いが、NGO や大学が行動主体であるときは国際援助の枠の中に入らないのだろ

うか？労働分野の特定も難しい。労働分野の援助の大部分は人材育成に関連する技術協力だ

が、教育や社会政策との境界はどうなるのか？わが国国内の話ならば、厚生労働省の管轄と

割り切れるが、援助の対象が発展途上国あるいは国際機関となると範囲の特定は困難な場合

が多い。この境界線は普通の場合には重要な問題ではないかもしれないが、国際援助の理念

や今後の方向性を考える時には避けて通れなくなる。 
この報告書は国際援助全体を扱うものではないが、ある程度国際援助のコンセプトを明確

に捉えることは必要である。まず国際援助に相当する英語の表現があるのだろうか？直訳す

れば International Aid になると思われるが、あまり使われない言葉である。Foreign Aid
は一般的な表現だが、外国からの援助という受入国の立場が強く含まれているように響く。

Official Development Assistance（ODA）は OECD が使う表現で、わが国のマスコミに

も登場するが、公的な援助、特にドナー側の立場が強調される。このほか、Development 
Aid, International Cooperation など様々な表現が存在するが、国際援助という包括的な響

きと多少ずれがあるように思われる。逆に言えば、国際援助というわが国の表現は国際語に

ならない、曖昧な部分を含んでいるのかもしれない。 
国際援助の統計はほとんど ODA か国際機関によるデータである。そもそも統計はその範

囲に入るものとそれ以外とを区別し、分類し、データ化する。しかし国際援助の基準は

OECD の DAC や世界銀行グループが定めた、人為的なそしてかなり流動的な分類である。

一般的に、ODA と認められるためには、3 つの要件がある。①政府や政府機関が行うもの、

②途上国の経済発展や福祉の向上を目指したもの、③グラント・エレメントが途上国に有利

なものである。それぞれの要件を具体的に見ると、不明確な部分が大きい。労働組合も含め

た様々な NGO、医療関係の人道的団体の活動は ODA の統計からは無視されるが、間違い

なく受入国の福祉や健康の向上に貢献する援助である。融資の分野になれば、もっと厄介な

問題が多発する。商業的な取引において、低金利の融資は一般的な慣行であろう。先進国間

の取引において、航空機、船舶、発電所などの莫大な長期投資の案件では低金利は普通の交

渉条件の一部である。この低金利融資は、途上国に関する案件では援助の一部と計算される。

また、自国の業者を優先する、いわゆるタイドな融資も援助になる。つまり、ODA はドナ

ー側から見た援助であり、途上国側から見た開発援助とは異なる。 
長期的な視点から見れば、国際援助の動向は経済発展の問題と密接に結びついている。
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1950 年代の韓国は南アジアやアフリカ諸国と同様の所得水準であり、世界銀行あるいは先

進国からの援助を受けていた。同様のシナリオは中国にも近いうちに適用されるだろう。

1960 年代までわが国の大型プロジェクト（新幹線、高速度道路網の整備）などに世界銀行

グループから援助を受けていたことが思い起こされる。世界銀行グループの援助政策は 10
年ごとくらいのタームで戦略的な変更がなされているが、長期的に何より大きな変化は各国

の経済発展の軌跡と国際関係の展開にあることは間違いなさそうである。 
労働分野の定義や範囲の確定も困難なポイントである。わが国内では、旧労働省の管轄の

活動を労働の分野とすることは分かりやすく、合理的である。国際援助の労働分野をおおむ

ね ILO の活動範囲と解釈することもできる。しかし、ILO 自体の技術協力の予算は微々た

るものだし、マルチ・バイの活動はドナー側の意向が強くなる。現在 ILO の技術協力は児

童労働の分野に比重が傾いているが、今後もつづくのだろうか？さらに言えば、最貧国にお

いては、フォーマルなセクターにおける雇用はわずかなもので、大多数の国民はインフォー

マルなセクターで“就業”している。貧困対策、農業への援助、教育への援助あるいはイン

フラ整備は就業促進の側面も持っている。つまり、援助を受ける側から見れば、職業訓練、

安全衛生、社会保障などは独立した分野ではなく、社会発展や経済発展の一部としてしか認

識されないことが多い。この報告書の第 3 章において、筆者は“｢社会的分野｣と｢労働分

野｣の両分野は社会開発戦略にとって不可分の関係にある”と鋭く指摘している。国連や世

銀などの援助機関あるいはアメリカ、イギリスなどの労働分野の援助動向が展望しにくいの

は労働が独立した分野でないことに起因しているのだろう。 
この章では、まず、国際援助の目的や理念の多様性を検討してみたい。これは本報告書の

第 2 章の問題提起を受けた形である。次に、経済発展と開発戦略との関係において国際援

助の位置付けを試みてみる。その後、各章からの問題提起を私なりに要約してみたい。 

 
１ 国際援助の長期動向 

わが国において国際援助の目的や理念は本当のところ、あまり掘り下げた議論の対象に

ならなかった。アフリカ、アジアなどの最貧国への援助は先進国の道徳的な義務であるとい

う表面的なレトリックで思考停止し、援助の性格やその目的に関してあまり注意が払われな

かった。何のための、そして誰のための援助なのか、本当のところは、曖昧な部分が多い。

第 2 章において、長年労働分野における技術国際協力の責任者として活躍する鈴木俊男

ILO 理事はなぜ国際協力が必要なのかという基本的な問題提起をしている。国際援助に関

して、美辞麗句を使った情緒的な文章を作ることは簡単である。アフリカ諸国などの貧困の

問題あるいは劣悪な条件下の児童労働の問題に誰が反対や異議を唱えることができようか？

しかし貧困の問題の根源に政治と経済の崩壊があり、いくつかの非効率な国際援助のプログ

ラムでは最貧国はとても貧困から脱出の糸口すら見えてこないのが現実だろう。今日の時点

で、国際援助の役割をどう規定すべきだろうか？ 
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ここで国際援助の歴史を少し振り返って見よう。国際援助―すなわち経済の復興のための

多国間援助―の始まりは、やはり、1940 年代のマーシャル・プランと世界銀行・グループ

の設立であろう。第二次大戦後、ヨーロッパ経済の復興のために果たしたマーシャル・プラ

ンの役割は大きかった。1948 年から 1951 年までの 3 年間にアメリカは、戦争で疲弊した

西ヨーロッパ諸国に対し、食料と必需品の大量の無償援助を行う。3 年間の累計額は実に

103 億ドルに上ったと見積もられている。2003 年のアメリカの援助総額は 160 億ドルなの

で、当時の通貨価値を考えるといかに巨大な援助が短期間になされたかが分かる。この援助

はイギリス、フランス、西ドイツ、イタリアに集中した。なお、この多国籍援助の窓口が

OEEC で、その後 OECD と改名する。その一方、道路や電力などの経済インフラの整備に

は IBRD の低金利の融資が使われた。この結果、西ヨーロッパ諸国は経済の復興に成功し、

1950 年代後半には戦前の経済水準を凌駕し、高度成長期の礎を築いた。これらの復興基金

の一義的な目的は経済の復興にあったが、同時に自由主義圏の維持という政治的な意図も存

在した。 
先進国から発展途上国への援助が大きな流れになるのは 1960 年代に入ってからのことで

ある。イギリス、フランスなどの植民地が次々と独立し、国連に加盟する。アフリカやアジ

アにおいてアメリカとソ連邦が援助競争を行うことになる。1944 年に戦後の経済復興を目

的として設立された IBRD は、1960 年に途上国への援助を主務とする IDA（国際開発協

会）を併せ持つグループに強化された。1960 年代後半になると、インド、エジプト、ユー

ゴスラビアを中心とした中立グループが力を持ち、貿易の不均衡の改善や援助の拡大などを

要求した。国連の UNCTAD などで世界規模での貿易交渉が定期的になされ、南北格差など

が脚光を浴びることになった。 
この情勢に大きな変化が現れるのは第一次石油危機ごろと思われる。膨大なオイル・マネ

ーが中東に流れるとともに韓国、シンガポール、香港、台湾などが発展の軌跡に入ってくる。

その一方、先進国は低成長の時代になり、アメリカはベトナム戦争の後遺症を引きずること

になった。その一方、旧ソ連邦は経済の硬直化のために、冷戦体制を維持することで手いっ

ぱいだった。 
1990 年代にはソ連邦の解体と EU の拡大と統合が加速し、次第に国際援助に関する関心

が薄れてゆく。その間に、わが国の ODA の予算は量的に拡大し、1991 年から 2000 年ま

で絶対額では世界一にまでなる（援助額は 2001 年からアメリカがトップ）。また、近年に

おいては、NGO が人道援助の主役を務めることが多く、国際援助の性格に変化が見られる。

さらに、2002 年以降、ブッシュ政権は低所得国における貧困の問題がテロを誘引したとの

認識から、開発援助政策が防衛・外交と並ぶ国家安全保障政策の三本柱の一つに位置づけら

れ、アメリカの国際援助は再び拡大傾向にある。 
このように、国際援助の動向を鳥瞰しただけでも、国際援助に与えられた役割が時代と

ともに変化したのが理解される。国際関係や発展段階により援助の方向が変わることが確認
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できる。とくに重要なポイントは先進国すなわちドナー国あるいは国際機関の戦略次第で援

助の方向が変わることである。この点は発展中のアジア地域と EU 周辺国を除くと、援助

の受け入れ側に大きな変化が見られないのと対照的である。 
ここで近年の ODA の全体的な統計を抑えておこう。ODA は国が行う援助活動のみが範

囲で、民間の援助は記録されていない。また、ODA 自体の算出方法に関しても問題を含む

ことにも留意する必要がある。 
 第 1－1 表は先進国における ODA の最近の推移を示している。確かに、先進国の ODA
の支出額は全体で 1982－83 年の 469 億ドルから 2002－03 年には 596 億ドルと増加した

しかし、GNP に占める ODA 支出の割合は 1985 年の 0.35%から 2003 年には 0.25%へと

低下した。アメリカ、ドイツ、フランス、カナダなどで ODA の比率の低下が著しい。とく

に、豊かな国アメリカの支出は絶対額でも減り、1998 年には GNP の 0.10%にまで落ちた

後、2003 年に 0.15%となった。これに対し、わが国の ODA 支出は漸増し、1990 年代には

額の上では世界一になったが、ここ 2－3 年の ODA 予算は減額される傾向が続いている。

どちらにしても、国連の設定した 0.7%には遠く及ばない。わずかに、オランダ、デンマー

ク、スウェーデンが 1999 年に 0.70%を上回るにとどまっている。第 1－2 表は地域別

（中・低所得国）にみた GNI に占める ODA の割合だが、実に雄弁な数字である。ほとん

どの地域で、その割合は１%にも達しない。とくに、ラテン・アメリカとカリブ諸国と東ア。 

 
第 1-1 表 DAC ODA の長期動向 

1982-1983 1992-1993 2002-2003 1982-1983 1992-1993 2002-2003

オーストラリア 946 906 991 3.0 1.7 1.7
オーストリア 369 184 467 0.7 0.3 0.8
ベルギー 914 764 1,290 1.8 1.4 2.3
カナダ 1,654 2,250 1,877 4.9 4.1 3.2
デンマーク 805 1,291 1,538 1.5 2.3 2.7
フィンランド 247 475 463 0.6 0.8 0.8
フランス 5,137 7,239 5,724 11.1 13.7 10.0
ドイツ 5,573 6,355 5,464 11.8 12.3 9.5
ギリシア - - 284 - - 0.5
アイルランド 77 84 405 0.1 0.1 0.7
イタリア 1,621 3,225 2,154 3.1 6.0 3.7
日本 7,243 9,882 8,856 12.6 18.9 14.3
ルクセンブルク 8 44 153 0.0 0.1 0.3
オランダ 2,294 2,592 3,285 5.0 4.5 5.7
ニュージーランド 96 98 126 0.2 0.2 0.2
ノルウェイ 967 1,299 1,735 2.1 1.9 2.9
ポルトガル 22 271 291 0.0 0.4 0.5
スペイン 309 1,272 1,645 0.6 2.4 2.9
スウェーデン 1,334 1,692 1,983 3.2 3.6 3.5
スイス 569 965 1,032 1.1 1.6 1.8
イギリス 3,386 3,599 5,270 6.3 5.2 8.8
アメリカ 13,342 13,009 14,643 30.3 18.4 23.2

DAC合計 46,912 56,519 59,677 100.0 100.0 100.0
上記の内のEU諸国 22,095 29,087 30,417 45.8 53.1 52.7

出所：OECD, Development Co-operation Report 2004.

ODA実施額（US$Million）
（2002年の価格および為替レートによる）

DAC合計の負担比率（％）
（2004年の価格および為替レートによる）
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第 1-2 表 援助依存度 

1998 2003 1998 2003 1998 2003

中および低所得国 56,167 76,184 11 14 1.0 1.1
東アジア・太平洋 8,436 7,131 5 4 0.6 0.4
欧州・中央アジア 8,880 10,465 19 22 0.9 0.8
中南米 5,562 6,151 11 12 0.3 0.4
中東・北アフリカ 5,356 7,629 19 24 0.9 1.0
南アジア 4,883 6,171 4 4 0.9 0.8
サブ・サハラ・アフリカ 14,528 24,146 23 34 4.7 6.0

出所：The World Bank, World Development Report 2005.

$ millions $ （GNI比率）

純ODA
一人当たりの

援助額
援助依存度

 
 
ジア・太平洋地域が低い。これを 1 人あたりで見ると、南アジアや東アジア・太平洋地域

では、年間数ドルでしかない。ODA の支出額は巨大そうに見えるが、発展途上国のニーズ

からみると微々たるものでしかない。ただ、経済の停滞の続くサハラ以南のアフリカ地域で

は 2003 年には GNI の 6%という高い水準である。近年アフリカ諸国に対する援助が増加し

たこととともに、この地域の経済の停滞が原因である。なお最近 BRICs として注目されて

いる中国、インドなどは援助の絶対額は大きいが、1 人あたりにすると微小で、援助額自体

も急減している。これらの数字を総合すると、明らかにドナー側が援助の方向を変えつつあ

るのが読み取れるように思われる。 
ではなぜ国際援助のドナー側が態度を変更しているのだろうか？もちろん、国により事情

が異なるが、援助に託された目的が変化しつつあることを示すのだろう。 

 
２ 国際援助の動機 

なぜ先進国は国際援助を行うのだろうか？この根源的な疑問にはいくつもの答えがありう

るが、一般的には、3 つの動機に集約することが可能だろう。人道的動機、政治的な動機そ

して経済的な動機である（当然、軍事的な動機も考えられるが、ここでは考慮しない）。 

 
(1) 人道的な動機 

国連や世銀などの国際機関の場合、人道的な配慮は援助の主要な要因である。貧困から

の解放、HIV 問題、児童労働の廃止などは広く人道的な配慮が援助活動の動機になる。世

界銀行グループなどが担当する経済・社会のインフラ整備も究極的には貧困からの解放が目

指されている。同様に、国際赤十字、“国境を越える医師団”、アムネスティ・インターナ

ショナルなどの国際的ネットワークを持つ NGO も明確に人道的な目的を活動の根拠として

いる。わが国の ODA の中にも、自然災害に対する緊急援助の項目がある。2004 年の実績

をみると、インドネシアなどへ 700 億円強と大きな額になっている。 
しかし、個別の国の ODA になると、長期的に人道的配慮が本当に国際援助の主要な動機
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になっているかは疑わしい。世界規模の災害や問題になれば、先進国は国連とともに人道的

援助を行うことは珍しいことではない。古くは、ベトナムのボートピープル、湾岸戦争の際

の出稼ぎ労働者、インド洋大地震などの際には各国が援助を競争した。しかし、平時に、先

進国が国民の税金を使いながら、人道的目的から援助活動を長期的に支援する例は少ないも

のと想像される。北欧諸国やドイツ、オランダなどは発展途上国の民主化のためのプロジェ

クトを支援することはあるが、人道的な動機と政治的な配慮が重なるためなのだろう。ただ

し、人道的な動機を軽視することも危険だろう。人道的配慮は先進国の意識の根底にあり、

時として世論を動かし、国際援助の方向を変える力がある。このことはアメリカが ILO に

児童労働撲滅のために 1995 年から 2003 年までの累積で 2 億ドルという巨額を拠出したこ

とからも分かる。また最近イギリスは停滞するサブサハラ諸国に対する援助を優先するよう

に国際社会に働きかけ、最貧国が多い西アフリカへの援助が次第に拡大するようになってい

る。国際社会において、人道的援助の欠如は国連あるいは OECD などの場で標的になりう

るし、発展途上国グループとの対話で不利になることも考えられる。 

 
(2) 政治的動機 

表面的なレトリックを別にすれば、国際援助の大きな動機が先進国の政治的な影響力の増

大にあることは間違いない。アメリカの場合、マーシャル・プラン自体、冷戦体制が明確に

なる中で多大な物資と資金の供給を行った。その後、東アジアやヨーロッパのように共産圏

に接する国々に対し、軍事援助とともに政治的な援助を行い、南ベトナムのような悲惨な終

末も経験した。また、石油資源の確保のために、エジプト、イラン、サウジアラビアに多額

の援助を行った。キューバの革命後、中南米への援助が増加したのも、もちろん、この地域

での政治的な安定を求めたものであった。旧ソ連邦の解体とともに、政治的な緊迫が薄れ、

アメリカの援助額は停滞した。近年、ブッシュ政権により、テロからの脅威を減らすために、

発展途上国の貧困救済の方に援助政策を軌道修正しているのが注目される。同様に政治的動

機が顕著なのはイギリス、フランスなどの旧植民地を持っていた国々で、国際援助の対象地

域は旧植民地に集中する傾向が強かった。ようやく最近になり、イギリスなどの援助の流れ

に変化が見られる。 
わが国の場合には、政治的なプレゼンスの関係から ODA は極端に東アジアに集中してい

た。1970 年代においてはインドネシアが断トツにトップで、第二位が韓国であった。1980
年代にも累計でインドネシア、中国、フィリピンの順であり、1990 年代にはわずかの差で

中国に首位をゆずるものの、インドネシアは 2000－2003 年にはまた首位に回復する（第 1
－7 図）。インドネシアが石油資源を持つとともにわが国の海上交通の生命線の一つである

マラッカ海峡を守る意味もあるのだろう。さらに、最近の ODA の支出先を見ると、アフガ

ニスタン、イラクへの支出が急増している（第 1－3 表）。2004 年のイラクへの援助は 6
億 6 千万ドルと巨額に上り、国別ランキングでも中国に次ぐ援助先になった。2003 年の無
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償資金供与は実に 6 割以上がイラクとアフガニスタンであった。言うまでもなく、アメリ

カのブッシュ政権と緊密な小泉政権の政治的配慮であることは間違いない。ODA 関連の支

出に関して、政治的な配慮が明確にされることはないが、実績額は政治的動機の強さを物語

っているともとれる。ODA の予算が税金で賄われている以上、国益が優先されても不思議

はない。しかし、政治的配慮ばかりが先行すると、経済的援助を失う国からの不満が出てこ

よう。また、政治的な目標は指標作りが難しく、事業計画の効率性の視点が弱いのが一般的

である。しかし、何より問題なのは、政治的な事業は情報公開されないまま巨額の援助資金

がつぎ込まれることであろう。 

 
第 1-3 表 国別・援助形態別内訳（2004 年）：上位 10 ヶ国 

（支出純額ベース、単位：百万ﾄﾞﾙ）

順位 国又は地域名 無償資金協力 技術協力

1 中　　国 50.80 322.80 373.61 1,206.20 615.11 591.08 964.69
2 イラク 654.46 7.60 662.07 0.00 662.07
3 ベトナム 39.81 83.89 123.69 542.21 50.58 491.64 615.33
4 マレーシア 0.03 45.77 45.80 362.24 151.54 210.70 256.50
5 フィリピン 42.17 74.60 116.77 546.11 451.50 94.61 211.38
6 スリランカ 25.31 22.45 47.76 263.68 131.91 131.77 179.53
7 アフガニスタン 152.32 20.21 172.52 0.00 172.52
8 パキスタン 41.45 17.06 58.50 79.18 3.57 75.60 134.11
9 カザフスタン 5.58 8.86 14.44 119.90 3.58 116.32 130.76
10 ガーナ 989.27 14.32 1,003.60 17.09 905.27 (888.18) 115.42

（注）(１）技術協力の二国間分類不能には各地域にまたがる調査団の派遣、留学生世話団体への補助金、行政経費、開発啓発費等を含む。

　　　(２)四捨五入の関係上、合計が一致しないことがある。

　　　(３)国名の表記については、外務省「国名表」中の「一般名称」を使用。

　　　(４)地域区分は外務省分類。なお、[ ]は、地域名を示す。

　　　(５) (旧ユーゴースラビア)には、ボスニア・ヘルツェゴビナ、クロアチア、マケドニア、スロベニア、セルビア・モンテネグロが含まれる。

出所：政府開発援助（ODA)白書2005年度版．

計
贈　　　与

計
合　計

形　態　　 政　　府　　開　　発　　援　　助

貸付実行額 回収額
政府貸付等

 
 
(3) 経済的動機 

昔から、わが国の援助の特色は経済的な動機が強かったことにある。近隣の東アジア地域

に国際援助を集中してきたのも、経済的な側面を意識したためと思われる。また、援助の形

態において、有償融資の多くがしかもいわゆるひも付きであり、国際的な批判にさらされた。

商社や企業が介在し、インフラ関連の大事業を企画し、それに国際協力銀行などからの融資

をタイ・アップさせる。工事の施工は、当然、日本の企業が請け負うことになる。途上国の

政府にとって、都合の良い話だが、当該の発展途上国にとって本当に必要な事業なのか疑問

符が着く場合が多い。投資額の大きなプロジェクトが実際に稼動しなかったり、国民の生活

向上に寄与しなかった例は数多い。もちろん、これらは日本の事業に限った事ではない。た

だ、日本の場合、ひも付きの融資が多かっただけに国際的な批判の対象になることが多かっ

た。他方、援助の第一位が長い間インドネシアであることから分かるように、その国の政治

情勢の不安は、長期的な援助の効果に疑問を呈することになる。スハルト体制が崩れたイン
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ドネシアの情勢は混乱し、まだ見通しが立たない。個別事業の評価方法が確立せず、援助の

有効性が実証できないだけに、インドネシアの経済が回復しないとわが国の援助政策全体に

も疑問符がつくこともあろう。 
経済的な援助でもう一つ留意すべきことは、大規模プロジェクト、たとえば通信設備のイ

ンフラは電話やケイタイなどの規格そのものを規定することもある。競争の激化するセクタ

ーでは市場を優先的に占拠する意味は大きい。それは同時に援助の形を取る経済的な植民地

主義といった批判にさらされることにもなる。また、わが国の基本的な立場が自助努力にあ

り、援助の主力が道路やダムといったインフラへの融資にあったので、波及効果が少ないと

単に日本の企業のための援助と批判されることにもなる。 
最後に、国益と上記の三つの援助の動機との関係に触れておこう。国益の概念も立場によ

り、あるいは時間軸の置き方により評価が異なるだろう。東アジアや東南アジアを中心とし

て行われてきたわが国の援助はアジアの発展と安定に寄与したとみることができるが、同時

に、最近の中国との関係のように、政治的なねじれが厳しくなっているところもある。多分、

人道的な動機と他の二つの動機のバランスを保つことが中・長期的にはもっとも安全な援助

政策なのであろう。ただし、21 世紀に入ると、わが国の ODA 予算は削減傾向が顕著であ

り、ODA 大綱から次第にかけ離れた方向に動いている。財源が減る中でこそ国際援助の理

念の確立と実施が強調されるべきである。現実にはイラクやアフガニスタンに理念とは無関

係の予算がつぎ込まれているように思われる。 

 
３ 援助受入国とガバナンス問題 

これまで、主に日本などのドナー側から国際援助をみてきたが、もう一方の課題は受入国

側の状況である。近年、世界銀行の動向に見られるように、援助の効率性を重視し、ガバナ

ンスのしっかりした国へ選抜的に援助を集中させる傾向がある。ドナー側に“援助疲れ”が

あり、財源が減る中で、ガバナンスがキーファクターとみなされる。ただ、経済が未発展な

状況は、政治および経済の面で、国や組織を効率的に機能させる能力が欠けていることでも

ある。発展に必要なプロジェクトの発案あるいは設備のメインテナンスなどに関する人材や

資材が不足することこそ途上国の現状である。やはり、援助国が相手国のニーズに配慮し、

対話を進めるしか方法はないのだろう。 
振り返ってみると、国際援助の分野で大きな救いは多くのアジア地域とヨーロッパ周辺国

が発展の軌道に乗ってきたことである。韓国、台湾、マレイシア、タイそして中国の目覚し

い経済成長は後発国の発展の速度が早いことを示している。技術の習得が短時間に可能とな

り、新製品の普及が国境を越えて実現する。経済・社会のインフラが整備され、発展の軌道

に向かえば、援助と商業ベース交易のミックスが可能になるのであろう。通信、道路、港湾、

電力そして教育というインフラの整備に成功したアジアの離陸は、発展途上国にとっても、

またドナー側にとっても明るい兆候のように思われる。 
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４ 労働分野における技術協力 

労働分野における国際援助は大部分技術協力の形をとるものと思われる。ILO の技術協

力の活動をみると、労働基準関係と雇用・能力開発が主力になっている。もっとも、労働基

準といっても、その大半はアメリカが拠出した児童労働廃止に向けた活動となっている。 
もともと、ILO の技術協力の主流は職業訓練であった。その後、世界雇用計画や労働条

件の改善計画などマルチ・バイの予算を中心として、ILO の技術協力が行われた。1990 年

代になると、アメリカが援助政策を転換し、児童労働廃止や人権関係の基準遵守に集中的に

資金の拠出をした。今後、ブッシュ政権の下、援助政策の変更があれば、当然 ILO の活動

の方向も変わらざるを得ない。このほか、マルチ・バイに熱心な国として、オランダ、デン

マーク、ノールウェイなどがあり、1990 年代には日本もマルチ・バイの予算を増加させた。

近年はアメリカの資金拠出が圧倒的であった。 
国連機関の融資を担当する UNDP は 1980 年代にはまったく機能しなかったが、最近は

そこそこ援助を行っている模様である。ILO 関連では職業訓練、研修、女性などの予算が

少ないプロジェクトに対しての支出に限られる。なお、国連は 2000 年にミレニアム開発目

標を採択した。この中には貧困、飢餓の撲滅や初等教育の完全普及、環境の持続可能性確保

など 8 つの項目が挙げられている。8 つめの「開発」のためのグローバルなパートナーシッ

プの推進の中には、ターゲットとして「開発途上国と協力し、適切で生産的な仕事を若者に

提供するための戦略を策定・実施する」とある。 
UNDP の予算に比べると、世界銀行の予算は 10 倍の規模である。世界銀行の全体的な流

れとしては、1980 年代に大型のインフラプロジェクトへの融資と同時に、構造改革の支援

のための調整融資を活発化させた。1990 年代になると、経済のインフラと教育などへのべ

ーシック・ヒューマン・ニーズの領域が重視された。さらに、2000 年以降になると公的部

門と社会保護（社会的な弱者の保護）が新しく加わる。 
ILO と世界銀行の関係は残念ながら、順調とは言えない。1980 年代後半にはかなり ILO

と世界銀行・グループとトップレベルでの対話があったといわれるが、ILO 担当者の話で

は、社会的保護の活動は結局世界銀行グループの外部へのジェスチュアーにしか過ぎず、本

流は銀行業務である。したがって、採算の合わない社会・労働面への活動にはほとんど興味

を示さないとのことであった。同様の結果はアジア開発銀行との協力関係にも見られる。発

展途上国や NGO などから世界銀行グループの援助の動向に批判が強まると、社会的な側面

に多少配慮するが、風が止めば元の姿に戻るのであろう。なお、今回の報告書では苦労しな

がら、労働分野の活動を統計的に割り出そうと試みた（第 4 章）。 
今回の報告書で取り上げられたイギリスについても、同様であり、労働の分野の技術協力

を単独で拾い出すのは大変に難しい。教育や社会保護の中に労使関係や労働問題が含まれる

のであろう。唯一の例外はアメリカで、信じがたいような変革が企画されている（第 5
章）。児童労働の撲滅に向けた ILO マルチ・バイへの巨額の出資とともに、NGO を大幅に
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活用することなどが最近議会で承認された。2002 年にはテロ対策としての援助活動が強調

されるなど、進路の変更が目立っている。これまで国際援助の受け皿だった USAID が大幅

に組織縮小・改革されるとともに MCA が創設され、アメリカの国際援助組織は大きな改革

の時代となっている。また、プロジェクトの評価にも新しい方法が取り入れられている。こ

れらの動きはアメリカにおいて政治、経済そして人道的動機という三つの柱の比重が変わり

つつあることを示しているように思われる。 
最後に、研究会のヒヤリングや私個人の経験から労働分野における技術協力のあり方にい

くつかの提言をしてみたい。 

 
技術協力にはいくつかのステップがある； 

① 途上国におけるニーズの把握とプロジェクトの作成 
② ドナー側の調査（FS）と援助政策との整合性 
③ 資金の確保（JICA）など 
④ 専門家の派遣、現地のカウンターパートの選択 
⑤ プロジェクトの実施 
⑥ プロジェクトの評価 

 
技術協力の分野やプロジェクトの規模により、多少このプロセスに違いがありうるが、流

れは変わらないものと思われる。個人的に重要なポイントは①と④にあると考えている。発

展途上国は人材も資金も不足しているので、技術協力の可能性は多々ある。しかし、プロジ

ェクトが単発的なものでなく、広く波及効果を持つためにはプロジェクトのフォーミュレー

ションが重要である。多分、この初期段階から現地の事情に詳しい専門家と実際にプロジェ

クトを担当する人が参加することが望ましい。どんなに立派な企画であろうとも、現地で十

分働ける人材に恵まれない場合は失敗する。 
ドナー側の政策を明確化することも重要である。マルチ・バイの場合、アメリカや北欧諸

国などは重点項目を設けて、援助の担当を ILO などに託すことが一般的である。わが国の

労働分野の ODA は、地域の選択を除くと、どの領域を重視しているのか判りにくい。わが

国における援助の専門家の不足、コミュニケーションの問題という現状を考慮すると、かな

り専門性が高く、ハードな資材と組み合わせることができるプロジェクトが適当であろう。

安全衛生、社会保険、日本企業の工場を活用する訓練・研修などが候補になろう。また、現

地の受入れ体制の確認も重要である。途上国の有力者からの要望は中味を精査しないと援助

事業の失敗につながる。 
わが国において援助の専門家の養成は急務であると考える。多分、妙案はないが、国際機

関で働いた経験を持つものに JICA のプロジェクトに参加してもらう。あるいは、NGO 出

身者を登用する、定年後の技術者を訓練後派遣するなど多様なルートの開発が大切だろう。
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有能な専門家に恵まれれば、技術協力はまず成功する。 
最後の提言は、労働分野の技術協力の成功プロジェクトを集め、教材として利用したり、

広報することである。本研究会のヒヤリングにもあった、成功事例のモデルケースは関心の

ある途上国にとって興味深いだろう。ただし、それ以上に、日本国内で労働関連の ODA 活

動の広報・宣伝に役立つのではなかろうか。昨今 ODA 予算が削られるのは、日本人の意識

が ODA に冷淡になっていることの結果でもある。日本全体の意識が内向きになりつつある

ので、意識面に訴える活動の強化は重要である。失業や貧困が増加する世界で日本のみ孤立

することは国際社会の一員である以上許されないだろう。 
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第1-4図　日本のODA供与先上位10ヶ国：1970年代
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第1-5図　日本のODA供与先上位10ヶ国：1980年代
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第1-6図　日本のODA供与先上位10ヶ国：1990年代
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第1-7図　日本のODA供与先上位10ヶ国：2000年～2003年
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第２章 労働分野の国際援助のあり方について 

 
 
第１節 振りかえってみれば 

 
１ 一品料理の工程作りであった    

本章で取り上げる労働分野の国際協力・援助のあり方を考察するに当たって、私自身が係

わっている、「人事・労務管理者の育成ための研修員の受け入れ事業」をベースにする。この

プロジェクトは平均して年間 15 名から 20 名程度の参加者を受け入れているもので、出身国

はカンボジア、中国、インドネシア、ラオス、マレーシア、モンゴル、フィリピン、タイ、

ベトナムの 9 カ国である。現在のところ 8 ヵ月間の期間を掛けての日本における研修事業で、

最初の 4 ヵ月間は日本語の研修、次の 3 週間は人事労務実務に関連した経営、組織、財務、

法規、人事管理、安全衛生、教育・訓練等の集中講座、その後の 2 ヶ月間は企業内研修、残

りの 1 ヵ月間は、管理者訓練（MTP）の実務研修・帰国後のアクションプランを含む最終報

告書作成と発表という構成になっている。 
具体的には、研修員が滞在する企業の寮探し、渡航と生活面一切の世話をすること、研修

員や研究者の研修目標の設定、研修日程の設計である。講師陣の結成から研修内容の吟味と

参考資料の作成・編纂、研修受け入れ協力企業の募集と協力内容についての交渉、そして企

業内研修内容と資料準備の手伝い、研修の実施、研修生による帰国後のアクション・プラン・

レポート作成の補佐、派遣元への報告、研修員と派遣元による研修評価の収集までのプロセ

ス・工程を管理している。更に、研修員の帰国後の「追跡調査」を時折行っている。  
今までに 299 人の研修生の卒業をみている。帰国後の彼等は、派遣元の企業でそれぞれの

職務を継続している者、昇進している者、転職している者もいる。多くは推薦母体である夫々

の国の経営者団体で講師として、また委員会の委員として公的な任務に就いている。更に

NICC の他のプロジェクトの参加者の協力を受けて、NICC 卒業生クラブを結成する人もい

る。 
我々が手がけている全工程は、一品料理のように一つ一つ異なっている。時間的に見れば、

実に長い工程になり、社会一般から見れば、「見えにくい」ものである。 
財源という点で見るならば、一般には ODA 予算と称される公的資金が主流にあり、民間

企業の人たちが実質的に労働分野の協力・援助活動を行った場合、それにかかった経費は見

做し経費として民間による負担と見做される場合もある。しかし、企業会計の中で労働分野

での国際協力・援助として明確な経費項目として計上されることはない。大企業が別途設立

した諸々の財団による海外向けの協力・援助活動を別に扱うならば、ODA が在ってはじめ

て民間の部分が見えるきっかけが出てくるのであって、民間による労働分野の協力・援助の

世界が、独立して日の当たる場所を持っている訳ではない。このことが、民間による協力・
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援助の姿を、現時点で一層見え難いものにしていると言える。我々の場合は日本経団連事務

局職員等の出向者の見做し人件費収入、自主事業の展開での収入、日本経団連傘下企業から

の拠出金収入、それに加えて政府からの労働分野での国際援助実施の委託金・補助金で、工

程造りは実現されている。 

 
２ いつも、「何ゆえに協力・援助なのか」を説明しながら 

通常の場合、日本における「研修の場」は、我々のような海外からの研修員の受け入れ担

当機関が直接提供するのではなく、実施担当機関の支援を申し出てくれる企業やエキスパー

ト集団（企業形態を取っている場合もあれば、個人である場合もある）の善意とボランタリ

ー精神にすがることで、初めて具体化されるものである。従って、この世界では、どの場合

でも絶えず「何ゆえに労働分野での協力・援助が必要なのか」を説明し、納得をしてもらう

ことで、工程造りが成立する。そして、企業側に人なり､ノウハウなり、必要な場合には金銭

なり必要な資源の配分をしてもらわなければ、何も始まらない世界で、そこでは、研修員を

受け入れることの意義・意味も含めてメリットが存在することを説明することが第一歩であ

る。例えば、外国人研修生を企業内に受け入れる事で従業員の間で、今まで経験をしたこと

の無い状況が発生し、この状況に対して個々の従業員が他の誰もが期待もしなかったような

人間的な思いやりや素早い対応をするといった、上司にとっては、未だかつて経験したこと

のない人柄なり態度なりを従業員のなかに発見し、以って社内の人事政策に正しい人間関係

の導入を考え、それについて話し合えるというメリットを獲得したといったような話である。  
そんな人間臭い雰囲気のようなものを説明することで、受け入れを依頼したい企業なり人

の心に、その必要性、妥当性、現実性、納得性の「理解・気付き」が発生することを期待し

て、研修工程、研究工程の実現に結実させて行くのが実情である。ある意味で、「偶然の世界」、

一般的な言葉に置き換えれば、「お付き合い程度の世界」という性格も持ち合わせているとも

言える。換言すれば、労働分野の国際援助・協力することの意味や必要性を理解している人

が少ないということである。 

 
３ 意味のある工程作りを求めながら 

他方、研修生を出す側の人選は、いわゆる途上国側のテーマであって、日本側にとっては

与件のものとして扱われている。協力・援助の工程を企画立案し、実施する側から見ると、

人選の条件は我々の側で注文できるとしても、人選自体は途上国側ということになる。派遣

される研修生を選考する機関がその国でどんな社会的役割・機能を持ち合わせているかが、

我々が準備する工程に意味を与えてくれる。現在、我々は途上国の経営者で使用者機能を専

管とする「使用者団体」に援助活動をしている。人選についてお願いしている点は、個人や

個別企業だけの利益に直結することを極力避けて、協力・援助による研修員の学習への支援

が、派遣をする国の、或いはその社会の発展・進歩につながるような目的・目標のための研
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修となるよう、人選を選択的に、且つ、透明で公平になされるような基準作成を求め、その

実施の協力を求めている。人選の手続きには一定の歯止めが施されていると認識している。 
このように時間的に長くかかり、地理的にも遠距離をカバーするこの細長い工程は、開発

途上国・その社会の進歩に貢献し、尚且つ、日本においても協力・援助することが「意味の

ある繋がり」を持つものとして組み立てられている必要がある。さもなければ、依然として

見てもらえない、形骸化して支持が得られなくなり、壊れやすいものになる。そのような危

険と同居している訳で、協力・援助の必要性を単に心情論的に支持するだけでは長続きしな

い。標題のテーマについて考察するとは、このような工程の、日本における労働分野の国際

援助の必要性を考える側面と、途上国における国際的な援助の必要性を考える側面との二つ

の側面の「連続性」を見極めてゆくことであり、それが本稿の目的となる。効果的な教材や

資料といった言語的産物を作成することも、内容を伝える教育・練習・学習の方法手順を体

系化すること、工程造りに計画性をもたせることもここから出発することが出来る。そして、

人材をどう工面し育成するのか、労働分野の国際協力・援助の「在り方」をどのようにリニ

ューアルするのかといった喫緊の課題も集中してここにある。そこで、そもそも日本が何を

キッカケに国際協力を始めたのかを理解しておくことで、このような視点に日本全体の流れ

の中の位置付けを求めてみる。 

 
第２節 日本が労働分野の国際援助をするそもそもの理由は何か 

 
１ 忘れられた日本のポツダム宣言受諾 

そもそも、日本が協力・援助する様になった背景に何があったかといえば、戦後初期の段

階の日本では、アジア諸国との関係を再構築する努力の一環として技術協力・援助を考えた

ことがある。そこには、アジア諸国が旧宗主国から政治的に独立を果たす中で、援助を通じ

ていち早く市場確保を狙う考え方があったと記憶している。他方で、戦後東西対立が激しく

なってきた段階で、自由主義市場経済を南の開発途上国に広く実現しようとする経済的・外

交政策論的な援助の必要性を見出そうとする考え方が日本では支配的になった経緯がある。

経済学中心の援助必要論を ODA 予算獲得に利用しながら、労働分野での援助は国際社会の

平和と進歩の追求・努力への参加を大義名分の中心に据えたと推察する。 
基本において労働分野の国際援助は経済協力の一環としての扱いであり、国際的なレベル

での援助の必要性の議論が、「援助が必要にならない状況を達成するため」というような記述

に留まっていたことから、私は、このような消極的な扱いに、日本として満足するというこ

とで良いのかどうかが問題であると考えた記憶がある。労働分野の国際的援助のあるべき姿

が、専ら経済的利益を確保する狭い目標が先行して、経済的メリット論、経済中心主義、経

済学中心の体系論の中に、閉じ込められていたのではないかということが実は問題ではない

かと考える。その理由は、ポツダム宣言受諾による戦争責任の反省を込めた実物賠償と平和
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への保障に人為を尽くすといった戦後の日本が、国際社会に復帰させてもらう過程で身の丈

ほどの誠意と将来に対する信頼をアジア諸国と分かち合い、それを通じてアジア諸国の繁栄

を願う気持ちを込めたいとする真の平和への望求が日本に存在していたことを忘れてはなら

ないという思いがあるからである。 
第二次世界大戦に突入してしまった背景に、日本だけの自給自足論を追求するあまり、ア

ジアの人達の福祉を優先させる使用者機能を発揮させることが出来ず、当時の日本が世界を

見回すことが出来る多層な情報を持つ人材が当時の事情で抑圧され、日本として適正な判断

が必要な場で人材不在、人材不足となってしまったことが考えられる。このように、日本サ

イドの福祉面での人材不足をアジアの目から見るならば、アジアの人材育成を考えることと

日本のあるべき人材育成を考えることとの間に、共に分かち合える視点や価値観を持てるの

ではないかと思えてならない。社会進歩と人材開発・育成、加えて国際関係の中で使用者機

能と役割を担う人材の育成論が日本国内で如何にあるべきか、アジアでは如何にあるべきか

について、広範且つ草の根レベルに至る吟味は、置き去りにされたまま、日本の ODA 規模

はいつのまにか飛躍的に拡大してしまったのではないかと思える。OECD の DAC の統計で

は 2001 年で 98 億ドル（日本の GDP 比で 0.23%）にのぼり、米国に次ぐ世界第二位に位す

る国となった。そして、戦後 60 年は過ぎ去っていった。 

 
２ 初期の頃の必要論の経済学的根拠 

初期の段階での経済学に見られる援助の必要論は、世界経済の指導理念である「自由、多

角、無差別、互恵の原則」のもとでの自由貿易のみで充分に最適な状況が各国にもたらされ

るとする考え方の下で、開発途上国問題、即ち、援助（一般的には生産要素の移動）が、何

故必要とされるのかを問うこと自体は、経済学分野の対象外とする消極論であった。 理論

的に解明し、何らかの合理的説明論理を与えようとする試みは、想定されていた自由貿易の

メカニズムが、戦後の独立国家の群生的出現で、実体の世界経済に当てはまらなくなり、結

果として自由貿易が調和的発展につながるような前提条件を整備する程度の援助が必要であ

るとする、論理補正・修正する程度のものであった。それは、日本にとって消極論であり、

積極的意義を提示するものではなかった。 
 その後、援助の必要性を何等かの新しい論理の展開によって立証する試みが出てきた。そ

のアプローチは以下のように様々であった： 
(1) 伝統的な理論内容の拡大、深化を試み、先進国、途上国双方を含め、世界経済の均衡・

安定・拡大の論理を確定しようとするもの、 
(2) 世界経済の効率化・成長の極大化以外の視点・基準を導入する、例えば、テｲンバー

ゲンの「世界経済の形成」に代表される、世界経済の「効率性の原理」に加えて「連

帯性の原理」を世界的に適用し、先進諸国は支払能力に応じて、援助を分担すべきと

する考え方、 
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(3) 経済学的視点のみではなく、政治学的視点、所謂、国家平等原則の新しい展開と適用

として、援助の必要性・合理性の明確化を試みるもので、南北の経済格差を縮小し、

世界経済全体のよりよい発展を実現するという目標を国際社会全体の共通の使命・課

題と設定し、そのような使命の達成の為、全ての先進国と全ての途上国が国家平等の

原則に基づき実質的に「均等な」「応分な努力」を尽くす責任を持つという考え方、 
(4) もっと現実的且つ短期的な視点にたって、援助の必要性を明かそうとする試みで、援

助の効果分析を利用して経済援助の効果を理論化し、それによって、その国の経済的

インタレストに役立つことを明示し、そのような効果を持つものとして援助の必要性

を積極的に立証し、その知識・経験を梃子に、世界経済の長期的・安定的拡大の理論

にまで展開させようとするアプローチ、 
(5) 大衆意見、世論の動向を調査・研究し、そこから援助の理念・必要性を見出そうとす

る地味な努力も多く見られるようになった。 
(6) 必要性を理解できても、協力と援助の具体的行動をとる上で、どれだけの援助が必要

かとか、経済援助の規模決定をどう理由付けるのかが、次ぎの問題として出てきた。

その主要な内容は：①全体としての供与規模や必要規模をどう定めるか、②供与額、

必要額の配分をどの規準でするのか、③援助量が決定されても如何なる形態で、また、

いかなる条件で与えるべきか、援助の質の問題と、個々の特定プロジェクトに対する

規模決定の問題が提起されている。 
ア 供与国側の規準として、国民所得の 0.7%援助決議が国連で採択されたが、どんな根

拠が挙げられ、日本人一人ひとりが納得するものなのかどうか、その様に納得する

手続きが準備されていたかどうか、真の意味での衡平分担かどうか、この議論に未

だ説得材料が不足しているままになっている。 
イ 他方、受入国側から見た必要規模の決定に関するものとして、成長目標を設定した

上で、「貯蓄―投資ギャップ」と「輸出―輸入ギャップ」という二つのギャップを

推計（gap-estimate）方法が先ず挙げられる。「貯蓄・投資ギャプ・アプローチ」

は、目標とされる経済成長率を設定し、それに応じてそれを実現するために必要と

される投資必要額を、資本産出高比率を用いて導き出し、それと国内で動員可能な

貯蓄額の差額を必要援助額とする推計方法論。それに対し、「輸出―輸入ギャッ

プ・アプローチ」は目標成長率を実現するために必要とされる輸入額を予測し、こ

れと輸出収入との差額を必要額とする推計方法論。この二つのギャップの整合性を

考察する「dominant-gap」アプローチは、どちらのギャップが支配的であるかに

よって、開発途上国の経済成長の制約条件が異なることから、発展段階に応じて、

技術、投資能力、国内貯蓄、貿易それぞれの局面での経済成長の制約条件を分析し、

離陸と自立的経済性成長段階に達するための開発援助が、援助政策の目標として置

かれるべきとする。 
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(7) 更にもう一つのアプローチとして「資本吸収能力＝受入国側が援助を生産的に活用し

得る能力」を分析して、受け入れた援助額に相当する額の生産的資本形成を行い得る

かどうかに応じて援助額を決定する考え方。途上国に対して生産的に利用し得るだけ

の資本確保を保障するというスタンスをとるが、その規準は投資の収益性、援助が最

低限度、受け入れ可能な収益性をもたらす限りにおいて援助を行うとする、効率性の

視点に立つ。ここでは、援助を金融業的感覚のもとで行おうとする立場といえる。 
(8) 更に、経済学は援助の量的決定ではなく、今日では質的決定についての議論（例えば、

金利水準、据置期間、返済条件、返済期間等）が多くでてきた。それが更に進んで、

経済援助の効果分析が今日盛んに行われている。その評価には、経済的なものだけで

はなく、制度変化や社会変化、満足度、問題解決率等がある。このようにして与えら

れた経済援助がどのような効果をもつのかの効果分析を総合化し、一貫性を求めてゆ

く動きが出てきた。 
(9) 援助の性格がいろいろな国際政治変動で変わってきた。それは、戦後の東西対立激化

の中で戦略的意義を第一番において開始された経緯があったのに対し、南北問題の登

場と経済援助・開発援助の相対的割合が拡大し、戦略的援助規準から、途上国が現在

通過しつつある変化の過程にどのような力が働いているかを理解し、総合的に分析し

考察する政治または社会発展をみる目が援助政策の立案上必要とされるようになっ

た。経済学中心の開発理論を反省する動きが出て来た。 

 
このように、開発計画が経済学の理論を中心に立てられ、背景に、「投資と産出高との投

資比率関係」が主流をなしていたのに対し、対象社会の実体構造において、階級、カースト、

宗教、価値観・価値体系、言語文化、天候等に支えられた生活習慣等の社会的・政治的諸要

因が経済発展に大きく作用していることへの認識・理解が深まってきた。社会的発展プロセ

スに関する総合的研究が盛んに登場するようになった。このような経緯を経て労働分野の国

際援助・協力の場は用意されてきたと考える。 

 
３ 持続的な援助・協力の条件 

しかしながら、80 年代に入って、高齢化や少子化などの人口構造の変化を前に、「成長の

限界」、「環境問題」が世界的に取り上げられるようになって、国際社会全体が「生活の条件」

や「人類の生存の条件」を考えるようになった。個々人の生活スタイルの変更を迫る「うね

り」の様なものが意識され、社会と人間、社会的 Institution と個々人の人間的な生活との

関係に目が注がれるようになった。ボランタリーで細長い工程造りに有意性を求めて、企業

レベルでは、組織、人、金、その他の経営資源に照らし合わせて、社会における個々の「企

業の在り方を尋ねる」ようになった。外国の私人である個人的研修・研究を支援する我々の

工程造りも、「生活圏と企業」、「自然と企業」、「市場社会と企業」、「家庭生活と労働従事」、
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「人権と企業」といった非経済要因との関係領域での問題を取り上げるようになった。 
このような環境の中に、日本と国際社会との関係形成に資するだけではなく、国際的な共

同体形成に有意な方向に累積的且つ効果的に作動するような工程造りを今や実現しなければ

ならなくなった。日本という援助する側の社会の中に労働分野の国際援助と協力への充分な

理解とそれなりの態度形成が生き生きとした形で存在している必要があり、そのために、国

際援助の設置体制・組織体系が長期的な忍耐力と息の長いビジョンと、そして受け手が見え

る、力強い国際的絆や連帯性に裏打ちされたものに成長させることが重要である。国内的に

援助の在り方を論ずるには、労働分野における国際援助体系を日本人の心を表すようなもの

へと脱皮させてゆく必要がある。共感を伝える劇場装置なり舞台装置なりで、日本とアジア

の開発途上国との社会的連帯性を感じ取れるようなシナリオや仕組（広報メカニズムのよう

なもの）が今や創造されることが重要である。その様な創造への努力の中に「人間労働の世

界」という人類共通項で、且つ、日本の特色を発揮する分野で、「何故に労働分野の国際協力

と援助が日本にとって、日本の企業にとって、今必要なのか」を考察する人材を確保してお

くことが緊急課題である。 

 
第３節 使用者団体による労働分野での国際協力・援助を検討する 

 
１ 使用者団体との協力を土台に 

私が係わっている海外からの研修生の研修工程造りの主体は、日本経営者団体連盟（略称

日経連）という企業経営を預かる者の使用者機能の実効性を高めようとする「使用者団体」

が設立した国際協力実施機関なので、相手の国の同じような使用者団体に人選の協力をお願

いしている。使用者団体とは使用者機能を持つ者の連帯性を基礎に「経営道義を高揚」、「経

営における正しい人間関係を求め」、「企業活動を通じ国家・社会への貢献」を基本理念とし、

労働問題・社会問題を研究しその方向を明らかにすることで合理的な労使関係を樹立し、社

会の安定帯として機能することを目的としている。使用者機能を取り巻く経営環境の一つで

ある人間労働（経済の社会的側面）を主な活動分野としている。労使二者間で整備できる分

野もあれば、政労使三者で整備する分野もあるし、国レベル、国際レベルの調整・解決場面

を ILO に求めることが出来る。 
使用者団体のリーダー達には社会全体の総合的、調和的な発展を志向する企業レベルの

leadership を越える Statesmanship が求められている。使用者団体は大企業から中小企業

に至るまで多くの企業を傘下に持ち、企業活動の諸環境条件整備のうち、主に、次世代の教

育・訓練を含めた労働の世界に関連する環境条件を改善してゆく活動を行っている。日本の

経済的安心を保全するための産業政策ではなく、働く者の、従業員の、そうして労働者の人

格を認め、不断の人間的工夫と努力によって、雇用関係にある人との将来への信頼関係を醸

成する活動が中心で、使用者機能を持つ者の、使用者機能を持つ者による、使用者機能を持
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つ者のための全国組織的運動である。グローバル化の進展で、社会の複雑な構造調整が進む

中で新たな課題が発生し、それらの問題解決に使用者団体の国際的行動力や機動性の向上が

求められている。使用者団体傘下の企業は、人間労働の質的な高揚を中心に効果的な富の創

造を達成すべく工夫と努力を日常的に行っている。そして、その高揚の基礎を広く人の人間

性、社会性・連帯性に求めている。 
しかし、これを歴史に遡ってみれば、戦前は「日本工業倶楽部」が使用者機能を担当して

いたようであるが、終戦直後の日本における使用者機能は、戦闘的労働組合運動のイデオロ

ギー闘争に極端に敵視されている中で、使用者機能を持つ者の自主的な学習団体として日経

連は戦後の日本に誕生した。背景には、連合国側の日本占領政策による民主化と非軍事化が

あった。労働組合運動の促進を軸として、財閥解体、農地改革、教育制度改革が進められた。

財閥解体は持ち株会社禁止の形をとり、経営の責任者達は戦争責任でパージされ、財閥傘下

にあった企業は独立した会社となり、使用者機能を充分意識した経営者の不足に曝された。

そんな中で、内部昇進が断行され、従業員であった上級管理者層の人が取締役になって行っ

た。このように企業経営体のリーダーシップは若い人たちに委ねられて、多くのリーダー達

が登場してきた。彼らは「経営者よ、強く正しかれ！」と使用者機能を前面に押し出した全

国的組織である日本経営者団体連盟の結成を期していたが、東西対立が鮮明になる 1948 年 4
月 27 日まで、GHQ に労働運動中心の民主化政策にブレーキになると看做され、待ったを掛

けられていた。 
注意しなければならない点として、世界中で、使用者機能は経営を預かる者の自主性に委

ねられている点である。経営者機能を資格付ける国家試験のようなものは無く、そのような

職域を社会的に責任のある人として確立することに専心する職業的集団として、使用者団体

（Employers’ Organization）が世界各国にかなり前から存在していたことである。日本では、

戦後の民主化の過程で各都道府県別に経営者連盟が設立され、経営者機能の責任と役割につ

いての勉強会が盛んに行われた。しかし、使用者機能を持つ者を育成するための客観的な総

合システムは「形」を取るには至らず、日経連自体が行っていた「経営幹部育成講座」や、

傘下に日本産業訓練協会を設置して行われていた「管理者訓練プログラム（MTP）」が散在

していた。MTP は、初期の頃には駐留軍の手助けもあったが、Trainers’ training として、

日本産業訓練協会の手で育まれ、今日でも使用者機能を持つ者による、使用者機能を持つ者

のための使用者教育として展開されている。我々の労働分野での国際援助では、日本の労働

観、倫理観、そして日本人の理性を上手く説明するものとして、この MTP の訓練者訓練は

重要な役割を果たしている。 

 
２ NICC 設立の経緯 

日経連創立 40 周年を迎えた 1988 年に、日経連のリーダー達は、ILO の協力を得て、アジ

ア太平洋地域 17 カ国の使用者団体の会長及び専務理事及びオブザーバーを含め総勢 45 名を
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東京に招聘、第一回アジア太平洋経営者サミットを開催した。席上、途上国側の使用者団体

リーダーから、先進国側使用者団体による、途上国の経済・社会の持続的発展に繋がる人材

開発及び使用者団体強化のノウハウ提供に関する国際的技術協力支援要請が出た。即ち、「使

用者機能の観点からみた、企業経営と労働の世界を取り巻く社会的、経済的、技術的環境変

化を先取りする日本の革新的経営のノウハウ」、及び、「社会全体の進歩を促進する使用者団

体機能と連帯性を強調する使用者団体機能」を学びたいということであった。 
当時、日経連は「アジア太平洋経営者サミットの 3 年毎の開催」と、「開発途上国の使用

者団体職員及び会員企業の人事労務担当者研修事業の開発と実施」を決意、日経連事務局内

に国際協力センターを開設、事業実施の準備に当たらせた。1990 年には日本政府からの助成

を受け、第一回アジア人事労務管理者研修事業実施に入った。更に、日経連は 1994 年には、

国際協力センターの財団化に踏み切り、名称を「財団法人日経連国際協力センター（NICC）」

とし、2002 年の経団連、日経連の統合で「日本経団連国際協力センター（NICC）」に改称

した。 
政府側の判断は、連合が似たような趣旨で設立した「国際労働財団（英語略称は JILAF）」

に並ぶものが出来上り、日本の政労使三者が夫々の世界で、労働分野の国際協力・援助の仕

組みが形成されたとして、歓迎する姿勢を示した。 
 我々が協力と支援を行う途上国側のカゥンターパートは、このような同じ分野で、同じよ

うな理念のもとで活動する途上国の全国組織である使用者団体で、我々が行う日本の労働分

野の国際的な協力・援助活動の受け皿として適切なものと考えられている。それは、これら

の協力関係にあるアジア各国の使用者団体は、国際労働機関（ILO）が設定する国際労働基

準（ILO 条約や勧告）の審議・議決・採択に参加する権限と責任を持つ使用者団体であるこ

と、及び、夫々の国において最も代表的な団体であると夫々の政府によって認知されている。

使用者団体は国際舞台でも、国内の舞台でも社会正義と政策の実現を実効性のあるものに仕

立ててゆく上で Statesmanship を現在でも発揮しているからである。 

 
３ 研修計画を設計する際のコンセプト   

NICC の人事労務管理者研修設計の背景には、企業の二大目標、即ち、企業レベルの付加

価値労働生産性の向上と、企業の自己資本比率の改善を追求するといった課題を使用者機能

の視点から見つめるということがあった。この二大目標達成には付加価値労働生産性の向上

が必須なことであり、これはどの国のどの企業にも共通するテーマであると考えた。かつて

は、生産性の決定要素は「土地」であったが､それが諸々の生産手段と総合した「資本」に変

わり、それが今では、人間自身、人間の知識、特に科学知識、多様な人間をまとめ上げる共

同体組織を形成する能力、そして、他人のニーズを把握し、それに応える能力、必要なリス

クを引き受ける訓練された創造的且つ、企業家的リーダーシップ能力が生産性の重要な決定

要因であることを考慮するようになった。このようなプロセスに、仕事熱心、勤勉、必要な
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ときには危険をも辞さない賢明さ、対人関係での信頼性や誠実さ、事業についてまわる不振

時の困難且つ苦渋の判断をする勇気などの徳性が係わっている点を考慮している。どの企業

も富の創造を目標にヒト、カネ、モノ、ノウハウといった資源を有効利用しながら、市場経

済の原則を基盤に、実際は、お互いに競争している関係にありながら、夫々の社会に特有な

ルール形成を行い、その過程で社会的に啓蒙された経営者像・使用者像を追及する形を取っ

ている。 
付加価値労働生産性とは単なる比率ではなく、「異なる条件下での人間労働の実りぐあい

（fruitfulness）」を計測するわけで、労使の協働で生産性の向上が達成され、その結果とし

て達成された果実を公正なやりかたで、労働者の福祉にも反映させることは使用者として当

然のことと考えている。その当然視こそが人材にモティベーションをもたらし、労使関係の

安定にも寄与することになるものとの判断がある。事実、我々の経験では、国際社会からの

協力を受けながらも、労使協力による富の創造で戦後の荒廃からの復興を成し遂げた事、二

度のオイル・ショック（石油危機）を人間的・社会的努力を背景に省エネで乗り切ったこと、

為替圧力をキャピタル・ゲインよりインカム・ゲインで押し返した事が、労働分野の国際的

援助と協力を通じて発信する我々のメッセージの内容を構成するものであると考えている。

多くの日系企業はかつての偏狭な自給自足論を排し、国際的な協力関係を軸にしたモノ造り

に成功した。 
そこでは、自己責任、自主性、自律性、一連の自己管理、自治の精神が中核を成している。

そして、これらの経験をもとに環境保全型の経済への脱皮を日本の政労使三者の協力で乗り

切ろうとする決意を途上国の研修生や研究者にも分かち合うことが、経済発展の基礎となる

社会発展と平和への保障に繋がるものと考えている。ここに、戦争責任を取ったリーダー達

の願いを実現する国際的な信頼関係を醸成する、そして、民間が貢献し得る労働分野の国際

協力と援助の世界が横たわっているのではないかと見ている。進歩と平和は全ての人の心の

うちにある強固な願いであり、特定の文化によって左右されるものではなく、最終的には全

てを超越した同じ行き先に向かっているという意識に繋がっているものと見るからである。 

 
４ 人間労働を中心とした社会進歩に向けてアジアの使用者団体が立ち上がる 

このような文脈を背景にしながら、この 15 年を眺めると、途上国の経営者・使用者とそ

の団体が熱心に取上げたものに、労働投入の内の「児童労働の問題」をどう扱うかという労

働問題、社会問題、教育問題、そして、政治問題という複合的な課題があった。アジアの経

営者団体の代表者達が、貿易の自由化に伴い先進国の組合運動と一部の政府から、途上国の

低い労働条件や不充分な社会保障制度を理由に、不公正な競争で利益を上げているとの糾弾

や非難を受け、貿易上のルールに関する取決めに「社会条項を挿入し、貿易制裁を国際的な

制度で発動させる」という脅しに近い圧力にさらされていた背景があった。当時の我々の議

論は、世界中の労働コストを平準化することが国際自由貿易の条件だと誰も考えていない、
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労働コストにいろいろな水準があることは競争の要素になるが、大切なことは、生産性、投

資、インフラ構造、市場へのアクセスであって、結社の自由といった労働者の権利の侵害や、

強制労働、児童労働といった、受け入れ難い労働条件のような例外的なことが議論の対象に

なっている点を確認した上で、貿易制裁はこのような状況を効果的に改善せず、経済開発を

停滞させるだけで、問われるべきは受け入れ難い経営環境を改善する途上国への促進的支

援・奨励的協力の方が制裁より効果があるという主張であった。 
アジアの使用者グループのリーダー達は協議を重ね、制裁よりも、開発・進歩を促進する

国際的な協力体制の確保に焦点を当てたキャンペーンを展開した。その結果の表れとして、

1996 年の ILO 理事会に対して、使用者側の一致した声として「児童労働撲滅のため国際文

書の審議」を ILO 総会の議題とするよう提案した。このことは 1999 年に採択の「最悪の形

態の児童労働廃絶条約」（ILO182 号条約）の形で結果を出すに至った。批准数は、2003 年

の時点で ILO 加盟国 175 カ国中 132 カ国に上った。このような社会発展や、労働分野での

国際協力を充分意識したアジアの使用者団体のリーダー達の Statesmanship と彼らの対応

振りは、われわれ人材作りに焦点を置く工程を準備する側に、然るべき評価とそれなりの配

慮を促すものとして受け止められるべきものである。 

 
５ 共同研究事業も手がける 

それ故に、NICC は ASEAN 地域の経営者団体連合会と、南アジア諸国の使用者団体が行

うそれぞれの共同研究事業を支援してきた。最近では国連主導の「グローバル・コムパクト

と使用者団体の役割」、「企業の社会的責任に関する事例研究から学ぶ点について」の各国使

用者団体間の経験交流を支援してきた。当然の事ながら、現在は如何に競争力を付けるか、

更に、国家なり、政府をメンバーとする国際機関による企業活動の自主性を損なう干渉を排

除する試みとして、自主的な企業の社会的責任論が焦点になっている。それは、マーケット

社会に前向きな社会貢献を探求する研究であった。そして、そこには我われも、使用者団体

のリーダーシップ、Statesmanship、彼らの心に流れている国家と自由を基盤とする共同体、

自治体、学校、病院、寺院、企業体、家庭、そして個人等の社会構成員との間にある補完的

な関係についての多様な経験や知恵に学ぶことが多かった。企業としての社会的貢献を探り

ながら、行動を採択する企業人の Statesmanship が古くから、しかも広範に行われていたと

いう事実も学んだ。 

 
第４節 研修生達の学びに我々も学ぶ 

 
１ 研修生達の学習努力 

このようにリーダーシップに富んだ使用者団体の推薦を受けて、我々の協力と援助活動の

工程の上を走って行った参加研修生は、既に 2,000 名以上に登り、前述の通り、この章を記
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述するにあたって取り上げた対象プロジェクトの参加者は 300 名に及ぶ。彼等のバック・グ

ラウンドは実に様々で、経営者、エンジニア、法律家、人事管理のエキスパート、経営コン

サルタント、大学教授、使用者団体の職員・役員等、多種多様で、彼等が扱ってきたテーマ

も多様であった。総じて、企業経営のガバナンスを中心に、使用者による人間研究であり、

マクロ的にみれば、「人間労働を中心に据えた労使関係分野を含む社会過程の発展・進歩とい

った一連の過程を構想する世界」である。焦点は、企業を取り巻く労働の世界、社会・労働

環境を少しでも改善しようとする「企業現場のカイゼン」であり、「社会プロセスの改善」で

あった。例示すれば、 

 
(1) カンボジアの研修生は、「日本木企業の High Performance」について研究。「人が先

か、社会 System が先か」について問い続け、Inside-Out-Development（中は外に

現れる開発の基本）として、仕事に対する Lifetime-Commitment、企業内コミュニ

ケーション、ボトムアップを強調する現場主義、日本で忘れかけている新卒採用主義

の社会的効果、企業による福祉向上の精神等の人間中心主義を Cambodia の経営に生

かしてゆくことが Cambodia 全体を「良くする」との結論、帰国後の Action Plan を

書き上げた。 
(2) 中国の研修生は、研修を受けた企業では、従業員一人ひとりの教育・訓練が行きとど

いている事実を確認し、一台の電気機関車が全車両を引っ張るのではなく、新幹線の

ように各車両にモーターがついている全員参加型「新幹線マネジメント」に触発され、

これを現場の教育活動に生かす方法論を発表。「OJT と Job Rotation を通じた

Career Development の実施が必要」と結論付けた。 
(3) インドネシアの研修生は「日本経営の現場主義」に興味を覚え、自分の造船会社の従

業員のモラル・サーベイを基に、仕事上の満足を高めるため、従業員の為の「自己申

告制度」を加味した Career Development System を導入すべく、提案書をまとめた。

従業員のための制度を改善し、企業活動の「より良い条件造り」に励みたいと、決意

を明かした。 
(4) もう一人のインドネシアの研修生は「人材マネジメントと企業の組織開発をどのよう

に Integrate させるべきか」という、NICC 人事・労務管理育成研修講座の問題意識

を正面から取り上げて、研修を引き受けてくれた日本企業内での経験学習と、8 ヶ月

間の生活体験から、「日本の企業が行う採用準備活動自体は次世代に仕事、給与、企

業組織の自己責任・自主性を直接教え込むことを観察し、日本での企業の社会的貢献

が仕事を通じて実現されていることに他ならない」という結論を出した。 
(5) ラオスの研修生は、「人材育成こそが企業発展の鍵」という結論に到達し、人事開発

計画を自分の企業内で、作成する意思を表示。使用者機能を担当する者として、従業

員を中心に置く経営のリーダーシップを先ず自己改革から始め、その上で Customer 
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Satisfaction と Employee Satisfaction を実現するという帰国後の Action Plan を設

計した。 
(6) もう一人のラオスの研修生も、日本での企業内研修を通じて、従業員のやる気向上の

中心に「仕事自体を考える」ことが日本では強いという観察をまとめ、グローバル化

した国際経済の中の Laos にもこのような考え方（日本人の理性）が大切で、更に、「仕

事に現実的な要素を加味した先人の経験を次世代に伝える仕組みを考えてゆきたい」

という結論を綿密な形で引き出した。 
(7) モンゴルの研修生は日本の企業が労働の世界、社会に存在する「様」に着目して企業

は「持続的組織」でなければならないと結論付けて、経営管理の中に人材管理と開発

の重要性を強調し、「人事評価制度のダイナミズム」を自分の企業にも導入したいと

する論文を作成。 
(8) タイの研修生は、タイの若い人たちが、簡単に会社を転々と移動していく裏に、タイ

の企業が若い人の意識を良く理解していないことに問題意識を持ち、企業が従業員の

ための Career Development の System 導入を意識的に、組織的に行わなければなら

ないとの解決案を作成、経営の成功の裏に人材開発 System 在りとする論拠を確立し

た。 
(9) タイのもう一人の研修生は、研修生同志で議論を重ね、経営方針のあるべき姿を書き

出し、従業員の経営参加、訓練委員会の設置等を通じて、従業員のやる気の向上を達

成して、正当な所得配分を実現したいという時間枠を組み込んだ Action plan を練り

上げた。企業の経営活動の環境整備を、自国の経営者団体を通じ、多くの経営者の参

加を得ながら、タイの経営環境改善の流れを作りたいとする「タイにおける企業の社

会的責任論」をまとめた。 

 
このように、NICC 創作の工程の上を歩いた研修生は人材育成と企業目標達成の組織改革

管理とを有機的に結合させながら、企業活動を取り巻く人間労働の世界という社会環境を改

善しようとする「運動の芽」「信頼の芽」を育てようとしている。 

 
２ 我々も学習した 

他方で、本事業実施を通じてアジアの研修生達が共同生活している中で互いに刺激し合い

ながら、学習効果を高めている点で我々も学んだ。例えば、 

 
- 語学力。全員が日本語を短期間で学習し、日本でのサバイバルに見せる強烈な意欲と謙

虚な語学学習態度を示してくれた。驚きであったし、学ぶところが大であった。 
- 自分の仕事の意味を発見する力。研修生達は在日期間中じっと我慢しながら自分の仕事

の意味を探り続けていた。それに賭ける情熱でいっぱいであった。プロの姿を見る思い
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であった。 
- 好奇心。幅広い知的好奇心は職業人、実務家の基本的能力の一つ。研修生達は皆で助け

合いながらこれを維持・拡大していた。 
- 問題を発見する力。現状に飽き足らず、小さい問題を発見し、語り合いながら改善提案

する力を研修生の日常会話の中に、そして、発表の中に見出す事が出来た。 
- 感覚の敏感さ。研修生達は敏感に振る舞い、そんな中で、感動した事を分かち合ってい

ることを発見した。鋭い人達はわれわれが準備してきた工程（ある意味では、苦しい研

修修期間）を味わう事をしていた。そんな力は研修の習熟度をどんどん引き上げていっ

た。 
- 複数の関心領域を持つ力。今日の日本の実務家の生き甲斐を彼らは発見していた。多く

の研修生達はそのような関心を持つこと、それを生かすことは帰国後の生活設計に役立

つと考え、それを相互に確認し合っていた。 
- 対人能力。意思疎通力、親和力において、研修生全員が格段に優れていた。我々に欠け

ていたことを教えてくれた。励まされた。 

 
 このように、研修生仲間同士の学習効果の表れに我われも学ぶだけでなく、一員としての

仲間意識を共有させてもらえた。換言すれば、このような能力こそが、労働分野での国際協

力・援助を担当する人に必要な態度と資質ではないかと思う。ことに海外で活躍する日本人

ビジネスマンに求められる能力でもあると思えてならない。そこに、労働分野の国際援助・

協力の出発点があるからだ。     

 
３ 大切な日本での日常生活でのふれあい 

注意をしなければならない点は、このような工程の実施局面で、研修員、研究者が日本に

おける日常生活の体験で、人間関係を実態的人間的に捉え、理解してゆくという事実につい

てである。宿泊先をホテルに求めるわけには行かず、研修を行ってくれる企業の寮なり、研

修担当者の自宅にホーム・ステイの形でお邪魔することになったりする。当然の事ながら、

衣食住全てを共にし、それを通じて、「一般的な日本人」と海外からの研修生なり、研究者と

の間に、「人間的なふれあい、分ち合いというコミュニケーション」のプロセスが発生する。

このような生活に即した体験が、人を中心にする経営の問題解決のための彼等の人間研究に、

そして、人間労働を中心に据えた社会過呈の発展・進歩を構想する彼等の社会研究に、かな

りのインパクトを与える効果を我々は散見している。そこでは、研修生が帰国した後のアク

ション・プラン・レポート（目的目標・方法手段・結果としての何らかの進化の 3 項目を掲

げるレポート）に、日本での人間的ふれあいから、人間味のある、何か将来への希望を抱か

せるような体験が、高次元の結果を求めたいという希望を膨らませる結果となったとか、自

分の新しい生き甲斐のようなものを発見し、自国での新しい出発点を思考するきっかけにな
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ったとする発想の転換に言及する者が多くいた。 
 

第５節 結びとして（日本らしさを求める） 

 
１ 労働分野の国際協力・援助の活動は国際競争のなかで進行中 

ほとんどの先進国は、それぞれの国の威信を懸けて協力・援助を行っており、正に「競争

の世界」でもある点を指摘しておかなければならない。つい最近まで列強国と呼ばれていた

かつての宗主国は、旧植民地国に対しておおっぴらに圧制と搾取を行っていたが故に、日本

とは違う理由と目的のために、日本とは異なる社会の実体・構造・形態・機能の上で、海外

研修員・研究者のための国内研修工程を設計・実施・評価・再設計を行って、我々と競争し

ている。従って、競争し合っているこの種の世界市場で、どのような理由で、どのような動

機で、どのような目的・目標で、どんな言葉で、そして、どんな方法で、多種多様な労働分

野の国際的援助としての研修・研究工程が設計され、実施効果をあげ、それ等が、どんなよ

り善いもの、大きいものに、より高次元のものに貢献しているのか、相互に理解し合うこと

が、これからの在り方を考察する上で、大切なことになるであろう。このことは、これから

の日本の国際政治に対する方針を構築する上でも重要なテーマとなろう。 

 
２ 日本らしさを求めて：労働分野の国際援助のあり方を展望する 

援助の原則を理論上大まかに言えば：「被援助国の内部的安定と発展がとりもなおさず援

助をする側の国の利益になることを承認し、そのことをはっきり宣言し、被援助国自体の承

諾と参加をまって、これらの国の発展に助力する」となる。しかし、これは、あくまでも理

論であって、現実には、そうは簡単に行かない。日本が第二次世界大戦に突入した主たる原

因は、隣接諸国の人々の社会福祉を考慮しない日本だけの自給自足論を追求したからであっ

た。その過程で日本は全ての国富も多くの人命も失った。戦後、日本は、国際復興を目的と

する国際金融機関の「credit creation」をもとに「wealth creation、モノ造り」で再建・復

興を成し遂げた。その過程は、労使関係の健全化と真の人間関係を職場に実現する社会教育

という社会過程であった。労働市場は未完成であったが、徐々に市場の形が整えられて、二

度のオイル・ショックを乗り越え、今や、為替圧力を時間をかけながらではあったが、capital 
gain ではなく、wealth creation, income gain で克服してきた。環境保全にも敏感に対応す

るようになった。日本の民間による労働分野の国際協力の「心」はここに在る。 
しかし、日本社会が、これからの自治・自主性・自律性を、グローバル化しているマーケ

ットを中心とする社会（国際社会とでも呼べるか？）から、どのように学ぼうとしているの

か、そしてそれを人材育成にどう生かそうとしているかということが、これからのあり方を

考察する上で決定的な要因となろう。労働分野の国際的援助の重要性とその意味するところ

を理解する人をしっかりと教育訓練しなければならないことを意識する機会になるからであ
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る。 
ODA 対象国でも、同じような現象が起こるわけで、為政者と Statesmanship と使用者機

能を持つ者が社会的対話を通じて、社会のあり方なり、経済の社会的側面の問題解決の方向

と工程・手順という政治的な決断をする過程に入る時点で、実は、我々の労働分野の国際援

助を必要とする現地側のニーズが終わる訳である。その意味で、海外直接投資を通じて途上

国において、日本の企業経営者が、使用者機能を持つ者として現地の人を採用・育成するこ

と自体は、労働分野のユニークな国際的協力・援助の機会の側面を持ち得ると見て行けるの

ではないかと思われる。そこでは、まさに、細くても長い工程が一つの共同体として現地に

実現されているからである。 
途上国の経済的自立の問題ほど困難なテーマもない。諸々の矛盾をはらんでくるからであ

る。援助の推進力とでも言うべきものに三つの動機が挙げられていた。（イ）国際政治的且つ

軍事的な動機、（ロ）経済的利益の追求と保護の動機、（ハ）人道的・倫理的動機であるが、

国際社会における夫々の国の広義の「総合安全保障」を考慮の対象にするならば、むしろ、

いろいろなものが総合され得る世界戦略構築のための国家観の考察なりが先行して当然であ

る。 
今日、グローバル化する世界で、三番目の要因が重要な地位にあることに留意しなければ

ならない。ミュルダールは福祉国家を超えて福祉世界の形成へと方向付けを求め、その正当

性を示すに到った。貧しい国々の存在そのものが既に世界の動揺と緊張をもたらすとして、

1919 年採択の ILO 憲章、1944 年採択で ILO の憲章の中に取り入れられたフィラデルフィ

ア宣言を採択している。かかる国家の経済的自立を達成させる努力は世界平和の前提条件だ

とした。更に 1998 年採択の ILO 三者宣言で経済の成長と社会の進歩が相互に補強し合う国

際的な仕組みを考えるべきだとするに至った経緯等を、使用者機能を持つ者の社会的連帯性

を軸に照らし合わせてみれば、当然のことながら、企業のガバナンスの責任者としてのトッ

プ・マネジメントのリーダーシップ、Statesmanship の世界をどのように高揚するかである。 
労働分野の国際的援助の工程造りを直視するに、日本人自らが社会の歴史的、経済的、政

治的、法意識的、そして人間的生活実感に則して、敗戦からの立ち直りの真の意志を将来を

明るいものにしようとする途上国側の構想の中で思索し、立ち止まって初めて、このような

工程に新たな客観的な価値を与えることが出来ると考える。同じことが、ODA 受け入れ側

でも当然のように立ち止まって、思索して、新たな価値観を実現する工程が稼動して行く訳

で、それが、援助・協力に新しい共に同じ細長い道を歩もうとする間柄に連動してゆくこと

が期待されている。 
援助が、より良き世界の形成に対して貢献するかどうか、その度合の評価に目を向ける必

要もあろう。求められるべき世界秩序とその文明の形成は、発展途上の諸国が、自律の Nation 
Building を達成し、世界に平和な共存共栄が樹立されて、はじめて可能となる。ユートピア

かも知れない。50 年ほど前まで、多くの場所で援助ではなく、まさしく、おおっぴらに支配
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と搾取が行われていたわけで、それから見れば、Statesmanship を育成する援助と協力の歴

史と意義を充分に評価しなければならないであろう。 
 

３ コンセプトを取り巻く諸問題 

我々が国際使用者連盟（IOE）の場でよく議論に出してくることは、世界各国でほぼ同じ

ような時期に人口構造の変化による社会、経済、産業構造の変化で、各国の福祉の構造を見

直して行かなければならなくなるということである。それを前提に、世界各国で以下のよう

な問題点を意識している。 
(1) 新しい生産体制に参加できない人々が増えている 
(2) 最貧国での人的資源の有効利用が求められている 
(3) 技術革新が早いため、陳腐化する Job がでている 
(4) 消費主義の自由市場の問題との絡みで企業目的が株主価値中心主義に偏る傾向が見

られる 
(5) 生活様式が being より having を志向しているのに対して、真、善、美をもとめ隣人

との交わりのうちに共に成長する事を求めることこそが、消費者の選択、貯蓄、投資

の持続的な決定要因になると考える人が多くの国に登場している。このような生活様

式を生み出す知恵が求められている。その意味で学習することが社会の新しい価値観

となりつつある。 
(6) エコロジーの問題、都市化との関係で、ヒューマンエコロジー（家庭）と、労働のソ

シアルエコロジー問題を考える人が多くいる 
(7) 改めて企業は「資本財の集合体」であり且つ「人間の集合体」でもあるが、そのジレ

ンマを乗り越えるには、その企業の利害関係者（stakeholders’ value）をバランスよ

く代表させる工夫をしている経営者が増えてきた。 

 
労働分野の国際協力のあり方を考察するに、社会問題、労働問題とが複雑に絡み合う世界

では一元的アプローチでは纏めきれず、以下参考として、付加価値労働生産性向上をメルク

マールとして片方に置いておいて、「社会の教育・訓練と対話の過程」に焦点を当て、幾つか

の項目を以下立ててみた。 

 
(1) 付加価値労働生産性の理解を：労働生産性を中心に置く。単なる ratio ではなく、測

定されるものは異なる条件下の人的労働投入の「実り具合 fruitfulness」であること

に注目することとし、付加価値伸び率計算において、Output と Current input 夫々

を実質値に deflation した上で double-deflation された実質的生産性の伸び率を見る

ことがこれから大切になろう。その上で、日本の生産性三原則は参考になる。 
(2) 労働分野の国際援助・協力を考える上で、人間労働に対する国の補完的役割の原則を
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前提としながら、人間労働からみた社会的な条件・環境の改善と発展を見渡す対話と

教育・訓練が大切になろう 
(3) 手段・目的の関係、時間と次元との関係上、経済発展過程と社会の発展過程に差がで

る。段階に応じた人間労働を支える社会発展は、工業化の進展につれて、産業社会を

統治する行動において、次第に合理的且つ責任あるパターン（例えば、従業員代表制

度、労働組合、労使間の自治、労使協議制度、労使共同経営等）がみられるようにな

る。政治理念の平準化・普遍化に伴って、人間労働中心に社会分野での立法に対する

要求、ある基準に到達することが、自主的な人間労働中心社会の発展と考えられよう

になる。 
(4) 人間労働中心社会の Nation Building 

  この場合の社会発展の基準は、国民国家としての必要な下部構造を構成する一連の

公的諸制度や教育・訓練制度を確立することで、政労使三者各リーダーの各様の

Statesmanship の高揚を取り上げなければならなくなる 
(5) 行政ないし法的機構の発展としての人間労働中心の社会発展 

 行政発展には、合理性の拡充、法的概念の強化、ヒューマニズムの方向へ専門的・

技術的知識を用いる 
(6) Statesmanship の高揚 

 ここでは、アイデンティティー、心の状態のようなものを前提として考えている。

例えば、 
- 生きるための必需品は何かが話題となったことがある。研修生たちの先人達は、信

念、信頼、信仰であるとの答えもあったが、そこでは、 人は一人で生きていられな

い、自分と自分が生まれたところの世界はそこに住む人たちのもの、そこの他人は

私に必要な人と考える、ということであった。 私が置かれている世界、我々が置か

れている社会を離れて自分の成長、社会の成長は考えられない、という意見である。

話が進んで、人と人との間に生きている「育つ心」、育った家庭、よい友達と数多く

の知り合いが意識されていた。このことを大切にする心の持ち主の研修生であった。 
- 社会をどう見るかについての会話は、社会か共同体かの議論であった。与えられた

社会的環境の中で生きることを第一とする人が多い。社会あるところに法あり、生

きる法と生きるモラルを区別して考え、法のあるところに国家あり、国家のあると

ころに法ありと秩序立てて考える人は多い。それを前提にして、いま、私は生きて

いることの｢意味｣を共に、意識的に考えたいとする研修生が多い。  
- 人間の力について、今日の科学・技術の進歩をみて、人は全てを変えられるとする

希望的考え方を持つ人もいたが、その反面、麻薬、非行など、考えられない問題が

山積していることをみて、「変らないもの」があることも考慮に入れておくことも必

要だという研修生は多かった。曰く、人間の幸福の度合いはあまり変わらない、善
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悪の軽重などあまり変わっていない、芸術の美しさを感じる心にも変化はあまり見

られないとか。 

 
これらの事柄について工程設計者と研修生と、受け入れ企業の人達と研修生との間での分

かち合いが大切になる。我々が創造した工程の上で、将来リーダーとなるわれわれの友であ

る研修生とそのドラマ性や偶然性、そして、その意味するところが何であるかを共に考える

機会を大切に扱うことが労働分野の国際援助の基本と言える。  

 
４ まとめ 

与えられたテーマは「労働分野の国際援助のあり方」について、経験に基づく「考え方を

起こす」ということであったと思う。私の NICC でのアジア人事労務管理者研修という限ら

れた経験からみた、「援助のあり方を尋ねる」試みを行ってみた。「何故に援助か」という質

問を避けて通れない道であった。「何故に日本にとって労働分野なのか」、日本としての援助

の理由があるなら、「日本は何を援助することが出来るのか」、「使用者団体として何を援助

することが出来るのか」に絞られてきた。その後にくる質問は、「誰が」、「誰のために」、「ど

んな方法で」ということになる。残念ながら、援助・協力の意義を自分のこととして説明・

表明する人が少ない現実を認識しなければならなかった。同時に、何も新しい考え方を提示

することも出来ず、通り一片のものになった。 
グローバル化の進展の中で、人間労働を中心に捉えた社会過程の変化をより良い方向にも

って行くには、資源の乏しい日本のような国にとって、人材の教育・訓練がやはり中心に位

するであろう。同じことが、使用者機能を中心に置けば、アジア諸国においてもいえる。し

かし、一般的な援助の原則を大まかに言えば：「被援助国の内部的安定と発展がとりもなおさ

ず援助をする側の国の利益になることを承認し、そのことをはっきり宣言し、被援助国自体

の承諾と参加をまって、これらの国の発展に助力する」である。 
これに対して、「日本が何故に国際援助を労働分野で行うのか」との回答に、①われわれ

が、日本中心の自給自足論を追求してアジアの人たちの福祉を優先させなかったことへの反

省と、②悲しむべき戦争という道を歩んでしまう事になった原因に世界を見渡せる人材が日

本で不足していたことへの反省があること、③ポツダム宣言を受諾し、そこに示された路線

を受け入れながら、日本の風土に合った仕事の仕方で、使用者機能を実効あるものにする経

験を積んだこと、日本再建及びアジア諸国との関係の再構築に取り組んだこと、その延長上

に日本人として労働分野の協力の意思があることを鮮明に明示することで、「共に歩む間柄」

としてアジアの人達に理解されてゆくことが大事だと考える。 
アジアにおける真の平和的秩序の建設により積極的な役割を果たす為に、使用者機能を充

分意識する人材の不足がアジア諸国に起こらぬよう積極的に働きかけることが、日本史の流

れとして当然なことであると考える。これを梃子に、日本人一人ひとりの心の中に日本の労
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働分野の援助の在り方が確固たるものになることを期待したい。このことが、企業を預かる

者にとって、海外で、特にアジアで企業活動を展開するに際に、また、専門家として国際援

助に係る際に、自分自身を説明するのに役立つのであればと期待している。このような態度

の中に、国際的な信頼関係を醸成し、経済発展の条件である社会発展と平和への意気込みを

感じ取ってもらえるであろう。進歩と平和は全ての人の心のうちにある強固な願いであり、

特定の文化によって左右されるものではなく、最終的には全てを超越した同じ行き先に向か

っているという意識に繋がっているからである。                         

 
参考文献 

永野 護『敗戦真相記』バシリコ㈱、2002 年 
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第３章 NGO/労働組合による「社会・労働分野」での開発協力のあり方 

について 

 
第１節 国際的にみた「社会・労働分野」での NGO/労働組合による開発協力活動の現状 

 
１ 開発協力活動における NGO1の位置づけ 

(1) 社会開発・参加型開発と NGO 活動 

1990 年代に入って、「社会開発」の重要性への認識が高まった。これは、それまでの開発

戦略が経済成長至上主義に偏った結果、南北の格差はむしろ拡大し、1980 年代が開発におけ

る「失われた 10 年」とすら呼ばれたことへの反省でもあった。すなわち、経済成長がいず

れは貧困の解消や生活の質の改善に結びつくはずだという楽天的な開発戦略への疑問が高ま

り、より直接的に貧困、教育、保健等の社会的諸課題の改善を図る開発戦略として、この「社

会開発」が主張され始めたのである。また、この「社会開発」はこの時期に入って、あまり

にも急激な経済成長がもたらした、大気汚染、水質汚濁、地球温暖化、あるいは HIV、地域

紛争などの、地球的規模で対応が求められる新たな諸課題が登場したことへの対応でもあった。 
こうした状況に対応して 1990 年代以降、社会的諸課題に取り組む国際的な会合が次々に

開かれ、新たな開発戦略が打ち出されていった。1995 年の「国連世界社会開発サミット」は

社会開発戦略を世界的に認知した会合であった。また、1990 年代末の OECD・DAC による

「21 世紀へ向けて新開発戦略」では、新たな開発理念としてのパートナー・シップの確立な

どとともに、2015 年までに貧困人口を半減することなど、8 項目の社会的諸課題解決のため

の具体的数値目標が定められた。これらの開発戦略目標は、2000 年のミレニアム・サミット

での「ミレニアム宣言」に統合され、そこで MDGs（ミレニアム開発目標）として再確認さ

れた。こうして国際的な社会開発戦略が定着していったのである。 
ところで、NGO による開発協力活動のテーマは、貧困、環境、人権、健康、教育、児童

労働など、まさに社会開発が目標としている諸課題である。また、1990 年代からの社会開発

戦略の中で重視されているのが、「参加型開発」であり、そこでは、先進国、途上国双方での、

女性や住民の参加、NGO、草の根運動、労働組合の開発活動への参加が「社会開発」の効果

的展開にあたっての必須の条件とされているのである。 

 
２ NGO/労働組合による開発協力活動の現実と新展開  

 
(1) NGO/労働組合の開発協力活動の有効性と問題点 

NGO による開発協力活動の有利な面として次のような諸点が挙げられている。①人道的

                                                 
1 本章では国際開発協力活動を行う非政府・非営利の組織を NGO と呼ぶ。 
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なニーズに機敏かつ機動的に反応できる柔軟性をもっている。②政府や国際機関では（政治

的な理由などで）出来ないところに手が届くきめ細かさを備えている。③専門家が見落とし

がちな社会的・文化的価値に配慮する。④農村や都市の貧困層に対する現場経験が豊富であ

る。⑤NGO による活動には、現地住民が参加しやすい。⑥既存のさまざまな制約にとらわ

れず、革新的な試みを展開することができる。⑦低コストで適正な技術を採用する努力をし

たり、ボランティアの活動の利用が可能なので、経済性に優れている、ことなどが指摘され

ている。 
だが、他方で NGO の問題点としては、①小規模で乱立する傾向が強く、NGO 間の相互協

力が困難である。②組織が脆弱であり、資金調達力が不安定であるなど、組織管理面が弱体

である。③活動が個人の価値観や能力に頼り勝ちで、活動の戦略性や長期的視点に欠ける。

④活動地域が限定され、活動の波及効果が十分でない。⑤活動が政治化、宗教化する傾向が

あり、その際、受入国や他組織との摩擦が起きやすい。⑥NGO 組織が肥大化すると、組織

維持が自己目的化し、当初の目的から逸脱する恐れが出てくる、ことなどが指摘されている。

また、最近 NGO の一部には、WTO などの国際会議の場で過激な抗議行動を展開するグルー

プが存在することも事実である。 

 
(2) NGO/労働組合と政府開発援助の相互補完性 

かつて NGO は、僻地に赴き善意に基づく開発協力活動を行っているだけで無条件に賞賛

された時代があった。だが、今日では、上述したような、NGO の有利、不利性を十分踏ま

えたうえで、専門性と組織管理能力を備えて、持続的な活動を展開できる実績をもつ組織だ

けが生き残れる時代になっている。また、NGO の有効性を生かすためには、こうした組織

管理能力を高めるための訓練の機会を設けることが不可欠であることをここで強調しておき

たい。 
こうした NGO こそが、世界的に、開発支援活動の重要なプレイヤーに位置づけられるの

である。現に欧米諸国では、NGO は政府開発援助活動の単なる「下請け機関」ではなく、

相互の信頼関係に基づいて、NGO が独自にもつ技術や知識に基づいて展開する開発事業に

対し、政府がこれを支援するという関係が築かれていることに注目すべきである。 
また、政府の開発支援活動と NGO の活動が相互補完的に展開される必要性が指摘されて

いる。たとえば、児童労働の廃絶を目指す活動を例にとってみると、NGO は児童労働の行

われている特定の現場に直行し、教育の機会を奪われている児童を緊急に救済する活動を展

開する。だが、この問題の根本的な解決のためには、NGO 活動をフォローアップして、支

援国政府や国際機関と当事国政府が協力し合い、国民教育政策の確立やそのための本格的な

財政面からの発動が絶対に必要とされているのである。 
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(3) NGO/労働組合活動の新展開 

さらに、NGO の活動として、最近注目されているのは、NGO が国際的な繋がりを強め、

政策提言やその実現に力を発揮し始めていることである。その好例が 1997 年に調印された

対人地雷全面禁止条約の策定に当たって、国際的な NGO グループである、ICBC（地雷禁止

国際キャンペーン）の果たした大きな役割である。この活動にはノーベル平和賞が与えられ

た。その後も、NGO は地球温暖化防止京都会議でも重要な役割を演じ、重債務に苦しむ開

発途上国の債務取り消しを求めた NGO による「ジュービリー2000 キャンペーン」が G8 の

決定に大きな影響を与えたことはよく知られている。 

 
(4) NGO/労働組合と ODA 

ア NGO/労働組合の開発協力活動への ODA からの支援実績 
さきに見たように、社会開発が重視され、この面での NGO 活動の利点が認識されるよ

うになった結果、欧米各国の政府は ODA による NGO 支援制度を整備することになった。

ここでは、こうした各国の支援制度の評価について触れることは出来ないが、OECD・DAC
のデータ2から、NGO が開発協力においてどれほどの活動を行っているかを資金面から見

ておこう。2001 年に DAC 諸国では、NGO 全体として総額約 88 億ドルの自己資金を集め

て開発協力活動に充てている。これに加えて、各国政府は NGO に対して総額約 12 億ドル

の補助金を支出している。この OECD統計には、米国の NGO補助金が含まれていないが、

USAID（米国開発援助局）による二国間援助の約 3 分の 1 が NGO に向けられているとい

う。ここで試算すると NGO への援助額は約 24 億ドルになる。この米国の試算値を含める

と、NGO による活動資金を合計すると総額で約 124 億ドルになる。この年の DAC 諸国の

ODA の総額は約 583 億ドルであるから、NGO の活動規模は ODA 全体に比べて、その約

21.3%の規模にも達している。同じ年の日本の場合を見ると、NGO の自己資金調達額は、

約 1.6 億ドル、政府 ODA から NGO への補助金が約 1.4 億ドルで、その合計は約 3 億ドル

になり、これを ODA 総額 93 億ドルに比べると、NGO の活動規模は ODA 全体の約 3.2%
でしかない。 

また、わが国の ODA 予算の推移を見ても、21 世紀に入って ODA 予算自体が減額され

てきているが、その中でも国内の NGO が行なう事業への補助金の減額は著しい。 
確かに、海外の NGO への支援が原則である「草の根・人間の安全保障無償資金協力」

は紛争国・地域での NGO による緊急活動の有効性がみとめられて例外的に増額されてい

る。だが、わが国の NGO による平常時の開発協力活動への支援である NGO 事業補助金

は、1997 年度に約 9.2 億円であったものが、2003 年度には約 2.6 億円にまで減少してお

り、NGO 事業補助金の採択案件数も 1990 年代中頃の約 220 件から、2003 年度にはその

                                                 
2 各年 DAC 議長報告：外務省編「ODA 白書」などより。 
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約 3 分の 1 の 69 件にまで減少している。 
ここには、世界的に見れば NGO の活動やそれへの支援が強化されつつある中で、わが

国の NGO による開発協力活動と、それへの公的支援が立ち遅れていることは明らかであ

る。これは、NGO 自身の活動力の低下とともに、財政面からの ODA の削減策が大きく影

響していることは間違いない。 

 
３ NGO/労働組合の活動分野としての「社会的分野」と「労働分野」の相互関連性  

これまで言及してきた、社会開発における諸課題、つまり、貧困、教育、児童労働、環境

福祉（HIV）、民主化、人権など、いわば開発協力における「社会的分野」の重要性、緊急性

に関しては、前述のように世界的コンセンサスが形成されている。これら諸課題のニーズは、

経済・社会の発展段階により、あるいはアフリカとアジアなど、地域により、温度差がある

ことも事実である。 
だが、留意すべきことは、この報告で検討対象とされている、「労働分野」、つまり、雇用、

技能養成、安全衛生、労使関係、組織化、労働権、ソーシャル・セイフティー・ネットなど

の諸課題に対する開発協力の必要性への認識は、およそ不十分なままであるという現実であ

る。 
だが、ここで注目すべき点は、「社会的分野」と「労働分野」の両分野は社会開発戦略に

とって不可分の関係にあるという事実である。 
まず、①貧困の撲滅という目標を実現するためには、なによりも雇用を確保し所得を得る

ことが必須であるのは言うまでもない。また、②環境問題に対応する重要な側面は、職場に

おける安全衛生の確立である。また、最近アフリカでは HIV の急激な蔓延のもとで、労組員

の死亡が相次ぎ組合自体の存続が危ぶまれている結果、この HIV 問題が、労働組合活動の中

心的課題になっている国すらある。さらに、③社会の民主化にとって、基本的人権の重要な

内実をなす、結社の自由や団体交渉権・争議権などの保障が不可欠である。こうした労働基

本権の保障の上にこそ、民主的な労使関係が成立するのである。また、④昨今、社会の安定

性確保にとってソーシャル・セイフティー・ネットの形成の必要性が強調されている。ここ

で言うソーシャル・セイフティー・ネットとは、退職年金、失業保険、医療保健、最低賃金、

職業訓練など、主として「労働分野」の制度的保障を指している。 
率直にいって、国際的にみて、開発協力に当たって、日本でいう「労働分野」という範疇

が設定されている国、あるいは国際機関は稀である。したがって、上で見たように、労働、

社会両分野が不可分の関係にある現実に着目して、今後の開発協力活動では、従来の「労働

分野」に止まらず、「社会・労働分野」として取り組むことが求められよう。 
その際、わが国で厚生労働省が形成された状況に対応して、行政的にも、この開発協力活動

における「労働分野」と「社会的分野」を統合する条件は整っていると言えよう。 
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４ 労働組合による開発協力活動の現状と特質 

(1) NGO と労働組合の連携 

以上で、NGO と労働組合を一体的に開発協力活動の実態と特徴をみてきたのだが、以下

で労働組合独自の開発協力活動に焦点を当ててその実態を見ておこう。 
最近では、世界的にみて NGO と労働組合が連携して活動するケースが多くなってきた。

それは、開発協力活動に関してもいえることである。日本の場合にも、2004 年に、「労組・

NGO 協働フォーラム」が結成され、MDGs 目標の達成などのために協力して活動を進める

ことが確認された。 
だが、現実には、市民的 NGO の場合、開発協力活動の主たる目標として、先に見た「社

会的分野」での単一の課題に取り組んでいる場合が多い。これに対して、労働組合が行なっ

ている開発協力活動のほとんどは、「労働分野」での活動であるという違いも存在する。 
そこで、まず欧米の労働組合が行っている開発協力活動の概略と特徴を見ておこう。 

 
(2) 労働組合による開発協力活動の特質 

先に触れた「国連社会開発サミット」の「宣言」では、行動計画の第 5 章で「労働組合が

社会開発プログラムの計画策定・実施に参加することを可能にし奨励する。特に、公正な条

件下での雇用機会の創出、訓練、保健・・・などに関するプログラム」への参加が必要であ

ると述べている。現に、1990 年代以降、この「国連社会開発サミット」をはじめとして、社

会的課題をテーマにした国際会議への、NGO や労働組合代表の参加が実現したのである。 
労働組合が社会開発に当たって重要な役割を果たすことが期待されているのは以下のよ

うな理由による。 
① 社会開発の主要な目標は社会の民主的発展である。これに対して労働組合は人権、労

働基本権の確立などまさに社会の民主化を活動の本来的任務にしているのである。こ

のように、両者には活動目標における共通性が存在している。 
② 社会開発の重要な手法は開発への南北の NGO の参加である。この際、今日の世界で

は、労働組合は先進国、開発途上国のほとんどの国に存在している。したがって先進

国の労働組合は開発協力を展開するに当たって、開発途上国にカウンター・パートナ

ーとしての労働組合を見出すことが出来るのである。これは南北による参加型開発に

とっての効果的な条件をなしている。 
③ さきに見たように、今日、開発を担う NGO の国際的ネットワーキングの重要性が指

摘されている。この点でも労働組合は国際的ネットワークを持っている。かつて東西

冷戦構造時代の国際労働運動の競合時代が終わり、今日では、国際自由労連が全世界

のほとんどの労働組合を代表する組織になった。さらに、2006 年中には、国際労連と

の合併により一段とスケールアップすることが決定されている。ここに結集する南北

の労働組合にとって、このネットワークを通じた開発協力活動こそが国際連帯の具体
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的形態なのである。 

 
(3) 欧米主要国での労働組合による開発活動の実積 

ア 開発活動の総括的特徴 
主要 3 カ国の労働組合や国際労働組合組織が行っている開発協力の個別的実例について

は後に見ることにするが、まず、欧米先進国労働組合全体として開発協力活動の特徴を総

括的に検討してみると、そこには以下のような特徴が見出せる。 
① 開発活動の内容としては、労働組合の組織強化のための労働組合員教育、職業訓練、

安全衛生活動などである。また、最近では、途上国の労働組合が各国政府に対して社

会的・経済的課題に対する政策提言能力を強めるための支援を行っている。 
② 先進国労働組合が開発途上国労働組合を支援するに当たっては、歴史的理由もあり地

域的な特徴がある。アメリカやカナダの労働組合は中南米に力を注いでおり、欧州の

労働組合は、旧植民地国を重点にしてアフリカに重点をおいている。 
アジアには、欧米のあらゆる組織が参入しているが、ここでも旧植民地への旧宗主国

労組の支援が重点的に行なわれているのが現実である。だが、後に見るように、米国

の AFL/CIO（＝アメリカ労働総同盟産別会議）の国際活動全般の縮小傾向や、英国

TUC（＝英国労働組合会議）の開発協力組織の改編などにより、これら英米労組のア

ジアでの協力活動はやや後退しつつある。したがってアジア諸国労組からの支援への

ニーズにわが国が応えるべき余地は大きいと言うべきだろう。 
③ 欧米の労働組合の開発協力活動はすでに半世紀を越える歴史を持っており、今日の欧

米社会では、その積極的意義が確実に認められている。また、すでに見たように、昨

今、社会開発が重視され、そのための NGO/労働組合の活動の有効性が一層大きく認

識されている。 
④ このような社会的基盤に支えられて、欧米の多くの国では、開発協力活動に関して、

政府と労働組合の間に信頼関係が成立している。そして、活動の展開に当たっては、

政府と労働組合は相互の自主性を尊重しつつ、その上で、相互補完的な関係を成立さ

せている。例えば、国家間の政治的利害対立と関わりなく、労働組合が民主化や人道

的支援活動を行なうことにより中長期的な国家間の関係改善にもつながるケースも

見られるのである。 

 
イ 労働組合活動への ODA からの支援実績 

ICFTU（国際自由労連）が 2001 年に加盟組合を対象に行った調査によると、先進国労

働組合のほとんどが、政府からの ODA 支援を受けて開発協力活動を行っている（第 3-1
表）。 

すなわち、デンマーク、ドイツ、オランダなどの労働組合は活動資金の全てを政府の
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ODA から得ている。米国と英国の労働組合は 90%前後を得ており、ノルウェー、スウェ

ーデンが 80%となっている。次いで、日本、カナダが 70%～60%台である。これら組織が

活動資金を政府から得ている度合いを単純に平均すると 75%にもなる。 
また、ODA から NGO への補助金の比率が高い国は、さきにも触れたように、USAID

の二国間援助の 3 分の 1 を NGO に配分している米国、それに次いで、10%前後のカナダ、

オランダ、さらに 6%弱のスウェーデンなどである。これに較べて、日本は 0.16%とかな

り低い水準である。 
また、ODA から労働組合への補助金の比率が高いのは、あくまでも推計値であるが、

ノルウェーの 2.1%、スウェーデンの 0.38%、米国の 0.22%、オランダの 0.22%などであ

る。これらに較べ、日本は 0.01%に止まっている。 

 
ウ 欧米労働組合の開発協力活動様式 

まず、欧米の労働組合が開発協力活動を展開するに当たっての活動方式についてみると、

① 労働組合自身が国際活動の一環として行っているのが、ノルウェー（LO-N＝ノルウ

ェー労働総同盟）、オランダ（FNV オランダ労働組合連盟）、カナダ（CLC＝カナダ労働

組合会議）。② 労働組合が開発協力のための専門機関を設けているのが米国（AFL-CIO）

の ACILS（＝アメリカ国際労働連帯センター）、日本の連合による JILAF（国際労働財団）。

③それにドイツでは DGB（ドイツ労働総同盟）が友誼的関係にある政党である SPD（ド

イツ社会民主党）とともに設立した FES（フリードリッヒ・エーベルト財団）によって活

動を展開するなどさまざまな活動方式がとられている。 

 
エ 主要 3 カ国と国際労働組合組織の活動の実情 
(ｱ) ACILS（米国） 

AFL-CIO によって 1961 年に設立された 4 つの地域別の国際協力組織が 1997 年にこの

ACILS（American Center for International Labor Solidarity）に統合された。ACILS の

役員会の議長は労働組合である AFL-CIO の会長が務め、役員も AFL-CIO の選出役員が

占めている。職員数は本部約 60 人、海外駐在事務所 25 ヵ所に約 25 人である（数値は 2000
年、以下も同じ）。財政規模は、2,640 万ドルであり、このうち 94%が政府からの各種の補

助金である。これらの政府補助金は、USAID（米国開発援助局）、NED（全国民主基金）、

国務省、労働省などから得ている。NED は，1983 年にレーガン政権によって創設され、

共和、民主両党の研究所と企業の開発協力センター、それに労働組合の開発協力センター

の合計 4 つの NPO に、世界の自由で民主的な組織を支援するための資金を提供する機構

である。 
ところで、ブッシュ政権下で、ODA に関して重大な政策の変更がおこなわれ、開発協

力が安全保障政策の柱に位置づけられ、そのための ODA の増額が行われた。すなわち、
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2002 年には、MCA（ミレニアム挑戦会計）の創設と、USAID の改編が行われ、開発協力

実施主体間で開発戦略での同盟が築かれた。そこでは、援助対象国側の自助努力と結果責

任が強調されて、開発目標の柱として、貧困削減のための医療、教育などの人的資本への

投資が重視されている。また、開発の実行主体として、NGO や民間団体との連携が強調

されていることが注目される。 
さて、ACILS の活動の基本原則は、自由で民主的かつ公平に基づく国際社会の発展であ

り、これは米国の外交方針の基本原則とも一致したものである。 
また、ACILS の活動の重点目標は、①結社の自由とそれに基づく自由な労働組合の国際

連帯の促進、②労働組合の強化、③労働者の基本的権利の確立、④民主主義の擁護、⑤社

会的、経済的正義の実現であるとされている。 
アジアでの最近の主要な活動としては、インド、インドネシア、スリランカ、タイへの

津波被害救援、南アジアでの輸出加工区での女性労働者支援、中国での民主化活動家と人

権活動家への支援、インドでの児童労働者への支援などである。 
周知のように、AFL-CIO は 2005 年 7 月の大会で組織分裂が起こった。ここで、その詳

細に触れる紙数はないが、この分裂が今後の AFL-CIO や新組織「CHALLENGE to WIN 
COALITION（＝CWC）」の国際活動にいかなる影響を与えるかは今のところ不明である。

ただ、AFL-CIO の国際活動は分裂前から既に縮小しつつあることが指摘されている。 
これらの現象が、開発協力活動にいかなる影響を及ぼすかを今後注視すべきである。 

 
(ｲ) TUC（英国）  

1997 年のブレア政権の登場以来、英国の開発協力活動はそれまでとは大きく変化した。

まず、それまで外務省の管轄下にあった開発行政は、独立した DFID（Department for 
International Development）にまかされ、開発目標の焦点が貧困削減に絞られた。また、

それ以来、ODA が増額され続けている。今世紀に入ってからは、先に見た MDGs を実現

することに忠実な開発活動が展開されている。そして、開発協力活動の実施に当たって民

間企業や NGO とのパートナー・シップが強調されている。 
ところで、TUC の開発協力活動は、従来、CTUC（Commonwealth Trade Union Council）

を軸にして行われていた。この組織には、政府側の英連邦組織に対応した労働組合組織が

結集し、これを先進国側の TUC が主導して開発協力を展開してきたのである。だが、こ

の組織は、2004 年末に解散し、「CTUＧ（Commonwealth Trade Union Group）」に改編

され、業務の一部が ICFTU に移管された。この新組織には 89 組合、組合員数約 3,000 万

人が結集している。2005 年 6 月の ILO 総会時に開かれた「Commonwealth Trade Union 
Meeting」では、これまで CTUC が行ってきた活動である、英連邦諸国労組の年次会合の

開催、英連邦諸国会議への英連邦諸国労組の提言などを、ICFTU が引き継いで行うこと

が確認された。 
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最近の TUC の開発協力活動は、かつての CTUC の時代には、TUC による、アフリカ、

アジアでの英連邦諸国の労働組合向けの現地支援活動が主流であったが、次第に、国際舞

台での政策提言活動に重点が移ってきている。その際、TUC は英国の有力な NGO と連携

して活動が展開されているのが特徴である。その好例が「MAKE POVERTY HISTORY（貧

困を過去の歴史にする）」キャンペーンである。これは、貧困の撲滅とともに、貿易にお

ける正義、支援の拡大と改善、それに債務の縮小を求める世界的活動である。そして、2005
年に G8 サミットがエヂンバラで開催された機会を捉えて、6 月 2 日には 25 万人を集めた

集会を開き貧困撲滅を訴えた。また、前日には,世界各国で「ホワイト（リスト）バンド」

を巻いた多くの人々がこのキャンペーンに連帯した行動に加わったことは記憶に新しい。

このキャンペーンは、TUCをはじめ、英国の有力NGOである、「WAR on WANT」、「BOND」、

「ONE WARLD TRUST」、「CORE」などが共同で展開した。周知のように、G8 サミッ

トでは、最貧国への債務削減などの決定がなされたが、この「MAKE POVERTY 
HISTORY」キャンペーンが、ICFTU などの国際労働組合運動との連携によってサミット

の決定にも影響を及ばしたとされている。このキャンペーンは、9 月の国連ミレニアム・

レヴュー・サミット」や 12 月の WTO 会合に向けても引き続いて展開されている。 

  
(ｳ) FES（ドイツ） 

SPD と DGB が共同して 1925 年に設立したこの組織は、社会民主主義を国内外に広げ

る活動を展開しており、開発協力は FES 活動の重要な部分をなしている。FES の副理事

長のうち 1 名は DGB 会長である。 
70 の開発途上国に代表部を置き、70 名を本部から派遣し数百名の現地職員を配置して

いる。この他、米国や日本などの先進国、東欧諸国、CIS 諸国などに、33 の事務所を置き

民主的勢力と国際的対話を行っている。 
FES の開発協力の活動目標は、①平和の維持と相互理解の促進、②民主化の支援と市民

組織の強化、③政治的・経済的・社会的条件の全般的改善、④自由な労働組合の強化、⑤

独立した報道機関の発展、⑥国家とさまざまな利益集団の間の地域的・世界的協力の橋渡

し、⑦人権の確認、である。 
東西冷戦構造の崩壊後、FES が力を注いでいるのは、東欧や CIS 諸国への支援活動で

あり、民主化過程や市場経済への移行、市民社会の形成への支援である。ことに、労働市

場、社会、環境、情報面での政策形成能力の強化への支援を重視している。 
FES の開発協力の活動費は約 414 万ドルであり（2000 年）、この全てが政府からの補助

金である。ドイツにおける NGO 支援の特徴は、政党系列別の開発協力組織に対して政府

補助金が支給されていることであり、FES への補助金もこの枠組みのもとで支給されてい

る。 

  



 －47－

(ｴ) ICFTU の開発協力活動 
労働組合による開発協力活動の有利性の一つが、その国際的ネットワークにあることは

先に指摘したとおりである。労働組合のネットワークとしては、ICFTU とその地域組織、

GUF（国際産業別組織）、OECD・TUAC（経済協力開発機構・労働組合諮問委員会）な

どがあり、開発協力に係わる活動を展開している。以下では、ICFTU の活動を簡単に見

ておこう。 
ICFTU は発足当時から開発協力を活動の重要な目標にしている。すなわち規約では、「自

由な労働組合の設立、維持、発展を、特に開発が遅れている諸国において助長する」、「全

世界の人々、特に経済的に開発が遅れている諸国・・の人々の経済、社会、文化的発展を

助長するために、全ての国の資源を開発促進する」としている。1978 年には「ICFTU 開

発憲章」を定め、開発における社会的視点の重要性を宣言した。ICFTU は開発における 5
つの優先課題を定めており、それは、①労働組合権の擁護、②国際労働基準の遵守であり、

ここには児童労働の撲滅も含まれる。③多国籍企業の行動の規制などのグローバル化への

対応、④労働組合の社会的存在意義の強調、そのためにも労働組合の組織人員の拡大を図

る。⑤平等な権利の獲得、女性差別の撤廃を図るとしている。開発協力活動の展開にあた

って、ICFTU が常に強調していることは、支援があくまでも、途上国側労働組合の「自

助的な活動の手助け」であるべきだと言う点であり、途上国労働組合が自らの日常的活動

を先進国労働組合からの支援に過度に依拠するような状況になってはならないと言うこ

とである。 
2004 年 12 月に宮崎で開かれた、第 18 回 ICFTU 大会で採択された開発協力に関する決

議によると、①各国労働組合の開発協力資金の無駄や重複を避けるために、ICFTU が調

整活動を強める、②地域組織への権限委譲とともに、全地域的整合性を確保する本部機能

を確立する、③各国組織が自らの好みに偏った支援を行うのでなく、受け手のニーズに配

慮する、④全世界的な財源動員戦略を開発するための方策を開発する、ことなどが確認さ

れた。 
ICFTU 本部が行う具体的開発協力活動の中心は、国際会議などの場での政策提言活動

である。ICFTＵは国連の場に常駐の代表を置くことが認められており、国連社会開発サミ

ットをはじめ、国連の諸機関が開催する社会的諸課題をテーマにする国際会議には必ず出

席し発言する機会が与えられている。こうした場で、開発協力に関する労働組合の見解や

提言を表明している。また、毎年開かれる、サミット（先進国首脳会議）に先立って、OECD・
TUAC とともに ICFTU、WCL（国際労連）が国際労働組合の代表団を構成して、サミッ

ト主催国の首脳と会談し労働組合の政策提言を行っている。さらに最近では、世界銀行や

IMF の首脳部とも会見し、開発問題をテーマに意見交換を行っている。また、WTO 閣僚

会議の開催に当たっては、ICFTU は熱心にロビー活動を行って労働組合の開発戦略を申

し入れている。 
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ICFTU による開発途上国労組への支援活動は、主として ICFTU の地域組織を通じて行

われており、労働組合の組織化、運営、政策形成などの能力強化、平等問題などがテーマ

である。 

 
第２節 提言   

 
前節の検討から、今後の NGO/労働組合による効果的な開発協力活動の展開に関して、以

下の提言を行いたい。 
(1) 「社会・労働分野における開発協力基本指針」を策定する。 

「社会・労働分野」での開発協力の拡大・充実のためには、「新 ODA 大綱」などの大

方針を補完する、「社会・労働分野」を統合した基本指針が必要である。 
(2) この指導指針では、NGO/労働組合による開発協力活動を、単なる、政府 ODA の代行

的活動ではなく、独自性を持った、主要なプレイヤーと位置づける。その上で「社会・

労働分野」における、「パートナー・シップ」形成の基本戦略を表明すること。 
(3) 政府・公的機関と NGO/労働組合・使用者による合同の開発協力活動の企画、連携・

調整・評価の場を設置する。 
ここでは、(1)で提言した「基本指針」の論議も行う。 

(4) 「社会・労働分野」での NGO/労働組合への ODA からの支援を拡大する。 
その際、NGO/労働組合によるマルチ（バイ）支援を強化（認可）する。 

(5) 「社会・労働分野」の援助に関する NGO/労働組合の専門家の養成・支援機関を創設

する。 
(6) 目下進められつつある、日米間、あるいは主要ドナー国間の ODA に関する調整体制

の形成に当たっても、「社会・労働分野」における開発協力活動を重視すべきである。

また、この調整体制のなかに政労使三者構成による論議の場を設置すべきである。 

 
参考文献 

UNDP『人間開発報告書』国際協力出版会、各年版 
I. Smillie & H. Helmich ed.『Non-Governmental Organizations and Government』OECD, 

1994 年 
山田陽一『ODA と NGO－社会開発と労働組合』教育文化協会、2000 年 
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第４章 国際機関の援助動向 

 
 
第１節 世界の援助潮流と技術協力の課題 

 
本節では、最近の国際的な援助動向について探っていく。まず第 1 項では、OECD の DAC

（開発援助委員会）加盟国による開発援助の統計データを基に、被援助国である途上国を地

域別や所得別に分類し、また拠出される開発援助をセクター別にみた場合の特徴を見出して

いく。第 2 項では、開発援助の効果や評価に関する最近の動向、すなわち開発援助の効果を

上げるために近年特に注目されている途上国側の良い政策や統治（ガバナンス）の問題、ま

た一方では援助国側のドナーシップの評価に関する議論や事例について簡単にまとめた。第

3 項では、21 世紀初頭に解決されるべく開発問題として 2000 年の国連総会で採択された国

連ミレニアム宣言、またその実行のために翌年設定されたミレニアム開発目標に関して、特

に労働分野に関連すると思われる開発目標を取上げて今後の課題などについて記した。なお、

第 4 項では技術協力全般にわたる問題に関して国連機関においてこれまでに検討されてきた

様々な対応策や提言について取りまとめるとともに、技術協力分野における統計データを概

観していく。最後に、第 5 項を本節のまとめとした。 

 
１ 国際的な開発援助の動向1 

90 年代以降における国際的な援助動向として 2 つの大きな変化が見てとれる。まず、90
年代後半にかけて概観される全体的な援助の減少傾向と近年における援助額の増大傾向であ

る。第 4-1-1 表は OECD の開発援助委員会（DAC）に加盟する 22 ヶ国の政府開発援助（ODA）

の動向を示したものである。DAC 加盟国の ODA 拠出は 1980 年代後半には全体として概ね

GNI（国民総所得）比で 0.33%であったが、1990 年代に入ってからは明らかな減少傾向がう

かがえる。1987-88 の年平均値と 1999 年の数値を比較すると 0.33%から 0.22%へと ODA
の GNI 比率の減少傾向は明らかである。特に、フランスやフィンランドでは ODA 拠出比率

が大幅に低下しており、1980 年代後半から 1990 年代前半にかけて共に 0.60%前後の ODA
拠出を行なっていたにもかかわらず 1990 年代後半に至っては 0.30-0.40%前後へとその比率

を下げている。しかし、このODAの減少傾向も2002年から増大傾向に転じることになった。 
 90 年代に明らかであった ODA の減少傾向に歯止めがかかり、2002 年から増大傾向に転

じた直接的な契機として、2000 年 9 月に国連総会で採択されたミレニアム宣言をもとに提

唱されたミレニアム開発目標（UN Millenium Development Goals, MDGs）や、2002 年 3
月の国連開発資金国際会議（モンテレー会議）の影響が上げられよう2。この背景として、秋 

                                                 
1 ここでの ODA 関連の統計値は OECD(2005)に拠る。 
2 モンテレー会議のレビューについては、例えば秋山・近藤(2003)を参照されたい。 
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山・近藤（2003）は 90 年代初めの冷戦構造の終焉とともに、途上国の貧困削減に向けて制

度（institution）、参加（participation）、オーナーシップ（ownership）といった新しい概

念の導入によって効果的かつ効率的な援助が可能であるという見識が世銀などの国際機関、

また主要援助国の間で広まったこと、また 2001 年 9 月のアメリカにおける同時多発テロ事

件におけるテロと貧困の関連性の指摘とともに、貧困削減はテロ防止に役立つとの認識も重

要であるとしている3。いずれにせよ、国際的に援助は 2002 年より上向くこととなるが、2003
年において国際的な拠出目標（対 GNI 比）とみなされる 0.70%を超えている援助国にはオ

ランダ、ルクセンブルグと北欧諸国のデンマーク、ノルウェーやスウェーデンが上げられる。

ちなみに、純 ODA 拠出額としてはアメリカ、日本、フランス、ドイツ、イギリスの順に大

きい。 
なお、その他の動向として援助を被援助国の地域別、所得別、またはセクター別にみた場

合、以下の特徴が見出される。 
まず、被援助国を地域別に見た場合およそサブサハラ・アフリカ、アジア・オセアニア（南・

中央アジア、その他のアジア諸国とオセアニア）、ラテンアメリカ・カリブ海、中東・北アフ

リカ、ヨーロッパの順に多くの ODA が供与されているが、90 年代以降は特にサブサハラ・

アフリカや南・中央アジアへの ODA が通時的に増大していることは特徴的である。OECD
（2005）の国際開発統計（International Development Statistics, IDS）によると、サブサ

ハラ・アフリカ地域への援助に関しては 2002－2003 年の ODA 拠出内訳で 8 割を超えるア

イルランドやベルギーを筆頭に、ほとんどの欧米諸国が 3 割から 4 割以上の拠出を行なって

おり、EU 加盟国全体としては 48.4%となっている。しかしながら、欧米諸国以外のサブサ

ハラ・アフリカ地域への ODA の拠出割合は相対的に低い。例えば、オーストラリア、ニュ

ージーランド、日本のサブサハラ・アフリカ地域への ODA 拠出比率は 2002-2003 年にそれ

ぞれ 4.3%、9.1%、7.4%と相対的に低水準に留まっている一方で、地域的にも近隣のアジア・

オセアニア途上国への ODA 拠出比率は高く、それぞれ 89.2%、81.8%、76.3%（南・中央ア

ジアおよび他アジア・オセアニアの拠出比率計）であった4。近隣の途上国または旧植民地へ

の援助が相対的に高い比率を示す傾向にあることは、援助国に共通して見られる特徴である

として Kawai-Takagai（2001）で認識されているが、これら地域別に見る ODA 拠出が果た

して途上国のニーズに沿ったものであるのか、被援助国の所得レベルなどを検証してみるこ

とも必要であろう。 
さて、被援助国を所得別に LDCs（低開発国）、その他 LICs（低所得国）、LMICs（低位

中所得国）、UMICs（高位中所得国）、HICs（高所得国）の 5 つに分類し、最近の動向をう

かがうと 2002－2003 年にはそれぞれの所得水準に対する ODA 拠出は 41.1%、22.8%、32.1%、

                                                 
3 秋山・近藤(2003)、3-4 頁。 
4 OECD(2005), Table 27. 
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3.9%、0.0%となっている5。1992－93 年の同数値はそれぞれ 35.1%、24.3%、36.2%、4.4%、

0.0%であったため、近年では相対的に LDCs の比重が高まる一方で LMICs の比重が下がっ

ている6。なお、LDCs として分類されている多くの途上国がサブサハラ・アフリカ諸国であ

ること7、また国際的課題となっている貧困削減問題を考慮すると、所得レベルで見た途上国

のニーズに向けての援助拠出は以前より改善していることがわかる。 
ところで、DAC 加盟国の援助をセクター別に分類してみた場合、過去 20 年間の主な変化

として社会関連インフラ8への援助増大、また経済インフラをはじめとして農業・工業部門の

生産に関する援助の減少が特徴的である。具体的に OECD（2005）によると、社会関連イン

フラへの DAC 加盟国の援助拠出比率は 1982－83 年に 25.0%であったものが、2002－03 年

には 32.0%となっている一方で、同期間における経済インフラは 18.6%から 10.5%、また農

業部門生産に関しては 12.1%から 3.7%、工業その他部門生産に関しては 13.8%から 2.2%へ

とその比重は減少した9。なお、OECD（2005）において社会関連インフラは更に教育、保

健、水供給と衛生、政府と市民社会、その他に分類されており、中でも DAC 加盟国による

教育や政府と市民社会への援助拠出が相対的に高かった10。これらは後述するように近年に

おける良い政策や統治（ガバナンス）、またミレニアム開発目標との関連性が高いと考えられ

る。なお、DAC 加盟国における経済インフラへの援助拠出は低下傾向にあるものの、デンマ

ーク、日本、スペインなど依然として高い比重を占めている国もある。その他の特徴として、

2003 年には債務削減に関する援助が全体の 22.9%を占め、また緊急援助も 8.4%を占めたこ

とは特徴的であった11。 
以上、近年における DAC 加盟国の援助動向を概観すると、2002 年からの援助の増額傾向

をはじめとして、地域別にはサブサハラ・アフリカ地域、また所得レベルやその他の社会開

発指標が芳しくない低開発国への援助増大、セクター別には教育や政府・市民社会へのイン

フラを含む社会関連インフラなどへの援助が特に拡大していることがわかる。なお、OECD
の国際開発統計では、本報告書の懸案事項である労働部門のデータに関して特に明示的に分

類・記述されてはいないためにここで詳細に検証することは困難である。しかしながら、今

後より一層拡大すると思われる社会関連インフラへの援助に労働部門をどう位置づけていく

のかという点に関して今後の課題として考慮していくことは可能であろう。 

                                                 
5 国連で LDCs と分類されている国数は 2005 年に 50 カ国となっている。LDCs は 1 人あたり GNI で US$750

以下の所得水準に加えて社会開発指標などを加味して国連で分類されている。その他の所得レベルはそれぞれ、

その他 LICs で US$745 以下、LMICs で US$746 から US$2975、UMICs で US$2976 から US$9205、HICs
で US$9205 超となっている。なお、ここでの統計値は OECD(2005)の Table 26 による。 

6 OECD(2005)、Table 26. 
7 ちなみに、現在 LDCs として分類されているアジア太平洋諸国はアフガニスタン、バングラディシュ、ブータ

ン、カンボジア、キリバス、ラオス、モルディブ、ミャンマー、ネパール、サモア、ソロモン諸島、東チモー

ル、ツバル、バヌアツである（UN ホームページ）。 
8 OECD(2005)、Table 18, 19 では social and administrative infrastructure として記されている。 
9 OECD(2005)、Table 18. 
10 OECD(2005)、Table 19. 
11 Ibid. 



 －54－

２ 開発援助の評価における最近の動向 

1990 年代以降、開発援助の効果や評価を巡って大きな変化が見られている。そもそも開発

援助の期待される経済効果としては途上国の経済成長、そして近年特に注目されている途上

国の貧困削減問題があげられるが、第 2 次世界大戦後長らく開発援助が供与されてきたにも

かかわらず、経済発展を遂げている地域も東アジアなど国際的にみて一部地域諸国を除いて

は他になく、援助国である先進国の中には自国の財政悪化という環境下で、途上国からの引

続く援助要請には援助疲れ（aid fatigue）の声も聞かれる。これまで援助効果が具体化され

ない理由の一つとして援助のファンジビリティ（代用）の問題も取り上げられているが12、

この他に 1990 年代以降に顕著となっている問題として、被援助国としての途上国側の受入

れ能力、具体的に良い政策やガバナンスの問題が注目されるようになってきた。 
特に、World Bank（1998）や Burnside-Dollar（2000）の報告書や研究においては、援

助効果の増大のためには途上国における健全なマクロ経済政策など良い政策やガバナンスが

重要であると指摘されるに至り、このガバナンス問題が重要であるという認識は援助国の政

策形成にも大きな影響を及ぼすことになったとされる。この例としては具体的に世界銀行の

ほか、アメリカ政府、イギリス政府、オランダ政府などの対応があげられる13。 しかしな

がら、途上国の良い政策やガバナンスの援助効果への重要性は共有するものの、それらに過

度に依存して援助政策を形成することへの危惧、またその他の要因へも配慮すべきとする主

張もある14。  
さて、途上国の良い政策やガバナンスを重視して、援助政策の形成を行った具体例の 1 つ

として、アメリカ政府の提唱しているミレニアム・チャレンジ・アカウント（MCA）につい

て簡単に概観してみたい。MCA は 2002 年 3 月に開催された国際連合の会合で初めてアメリ

カ政府より提唱された新しい ODA 基金であり、その予算規模は既存のアメリカ ODA の約

50%、また世界 ODA 総額の約 9%に相当するものである15。MCA の拠出に際しては、まず

第 1 段階としてアメリカ政府の設置基準に適合する途上国が選別され、第 2 段階として選別

された途上国が提出するプロジェクトやプログラムに関して選択が行なわれるとされている。

ちなみに、MCA の詳細については本報告書の戎居報告を参照されたい。ところで、アメリ

カの MCA による新たな取組みがより効果的であるのか、実際の運用や今後の成果を注意深

く見守っていく必要がある。 
さて、これまでに見てきたとおり、World Bank（1998）などに代表される援助の経済効

                                                 
12 例えば、World Bank (1998)を参照されたい。 
13 この点について、アメリカ政府とイギリス政府に関しては Easterly-Levine-Roodman(2003)、またオランダ

政府に関しては Hermes-Lensink(2001)が言及しているので参照されたい。 
14 例えば、Lensink-White(2001)はあまりにも多くの援助に依存している途上国は、経済成長にマイナス効果を

もたらすこともありえると主張し、Dalgaard-Hansen(2001)は援助の経済効果は必ずしも良い統治だけによ

るものではないとしている。ただし、これらの研究結果は頑健な実証分析によるものではないと研究者自らが

認めているので留意されたい。 
15 Radelet (2003), p.12. なお、実際の拠出額は 2004 年に 10 億ドル、2005 年に 15 億ドルとなっている(Center 

for Global Development、CGD ホームページ上の MCA Monitor 欄、http://www.cgdev.org)。 
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果をめぐる最近の研究では、被援助国の良いガバナンスが援助の経済効果を高めるためには

必要との認識が深まりつつあるが、一方で援助国側がいかに途上国の開発に貢献しているか、

そのドナーシップの度合いを評価する動きも見られる。1 つの例として、近年アメリカに設

立された開発政策に関するシンクタンクである CGD（Centre for Global Development）の

開発した開発貢献度指標（Commitment to Development Index，CDI）が上げられる。言う

までもなく、途上国の開発問題は経済問題のみならず多面的な側面・要素を含んでいる。CDI
では第 4-1-2 表に見られるとおり、援助のほかに途上国との貿易、投資、移民受入、平和維

持活動、環境問題、技術移転の 7 つの項目に分類し、援助国のドナーシップに対して項目ご

との評価、更には総合的な評価とランク付けを試みている16。The Economist（2003）や小

浜・澤田・高野・池上（2004）の指摘するとおり、CDI の推定手法の詳細や項目の妥当性に

ついては議論の余地が多いものの、これまでは単に量としての ODA 拠出額またはその GNI
比率で評価されることが多かった援助を、途上国の経済発展に関連する 7 項目を総合的に検

証して援助国のドナーシップを客観的に評価しようとする CGD の努力は新たな試みとして

注目されている。ちなみに、1 例として CDI での援助項目における評価は、基本的に ODA
拠出総額からタイド（ひも付き）率、利払い額、また低所得国の中で相対的に良いガバナン

スを行っている途上国に対してどれだけの ODA を拠出しているか、また民間セクターでの

援助などを加味して援助国を評価したものである17。参考までに、第 4-1-2 表では 2005 年

における主要援助国における CDI の各項目または総合的な評価を記しており、結果として北

欧諸国、オランダ、オーストラリアなどが前年に引続き高い評価を得ている。 
このように、近年において援助を受け入れる途上国側の政策やガバナンス問題、また援助

を供与する先進国側のドナーシップに関してそれぞれ評価が試みられている18。重要なこと

は、これらの評価をツールとして用いることで援助国と途上国の双方に横たわる課題を積極

的に認識・共有することで、ともに協力しながら開発援助の効果をこれまで以上に引き上げ

ていく努力を続けていくことであろう。 

 

                                                 
16 参考までに、CGD はルクセンブルグを評価より除いている。 
17 詳細には Roodman (2005)を参照されたい。 
18 なお、CGD の CDI 指標のほかに、教育のための国際キャンペーン(Global Campaign for Education、GCE)

という NGO が 2003 年に教育セクターに関してのドナーシップの評価を試みている。GCE のホームページは

次のとおり(http://wwww.campaignforeducation.org)。 



 
第

4
-
1
-
2

表
 

開
発

貢
献

度
指

標
 
(C

o
m

m
it
m

e
n
t 

to
 D

e
ve

lo
pm

e
n
t 

In
de

x:
 C

D
I)
 

ラ
ン
ク

 
国
名

 
援
助

 
貿

易
 

投
資

 
移

民
受

入
 

環
境

 
平
和
維
持

 
技
術
移
転

 
平
均

 
１

 
デ
ン
マ
ー

ク
 

12
.3

 
5.

9 
5.

5 
5.

3 
6.

5 
7.

2 
4.

4 
6.

7 
２

 
オ
ラ
ン
ダ

 
8.

7 
5.

9 
6.

8 
5.

7 
6.

6 
6.

8 
5.

8 
6.

6 
３

 
ス
ウ
ェ
ー

デ
ン

 
9.

8 
5.

8 
5.

5 
6.

4 
6.

4 
5.

2 
5.

3 
6.

4 
４

 
オ
ー
ス
ト

ラ
リ

ア
 

2.
5 

7.
3 

6.
5 

6.
5 

5.
4 

8.
5 

5.
0 

6.
0 

５
 

ノ
ル
ウ
ェ

ー
 

10
.8

 
1.

0 
5.

8 
4.

9 
4.

2 
8.

5 
5.

2 
5.

8 
５

 
ニ
ュ
ー
ジ

ー
ラ

ン
ド

 
2.

1 
8.

8 
3.

4 
7.

1 
5.

9 
7.

8 
5.

1 
5.

8 
７

 
フ
ィ
ン
ラ

ン
ド

 
4.

9 
5.

8 
5.

9 
2.

5 
6.

1 
6.

6 
6.

3 
5.

4 
７

 
オ
ー
ス
ト

リ
ア

 
3.

0 
5.

8 
3.

0 
10

.5
 

6.
5 

4.
7 

4.
6 

5.
4 

７
 

ド
イ
ツ

 
3.

4 
5.

7 
6.

7 
6.

8 
6.

7 
3.

8 
4.

7 
5.

4 
１
０

 
イ
ギ
リ
ス

 
5.

6 
5.

9 
8.

1 
2.

8 
7.

9 
2.

1 
4.

6 
5.

3 
１
０

 
カ
ナ
ダ

 
2.

9 
7.

3 
7.

6 
4.

9 
4.

3 
3.

5 
6.

3 
5.

3 
１
２

 
ア
メ
リ
カ

 
1.

9 
7.

2 
6.

7 
4.

7 
4.

0 
6.

2 
4.

7 
5.

0 
１
３

 
ス
イ
ス

 
6.

0 
3.

3 
4.

6 
10

.5
 

4.
7 

1.
6 

3.
8 

4.
9 

１
３

 
ポ
ル
ト
ガ

ル
 

2.
8 

5.
9 

5.
5 

1.
4 

6.
7 

6.
4 

5.
3 

4.
9 

１
５

 
フ
ラ
ン
ス

 
4.

1 
5.

8 
6.

0 
2.

7 
6.

2 
2.

8 
6.

2 
4.

8 
１
５

 
ベ
ル
ギ
ー

 
5.

4 
5.

8 
5.

0 
2.

9 
6.

3 
3.

6 
4.

5 
4.

8 
１
７

 
ス
ペ
イ
ン

 
2.

6 
5.

8 
5.

2 
5.

1 
5.

1 
3.

6 
5.

4 
4.

7 
１
８

 
イ
タ
リ
ア

 
1.

6 
6.

1 
6.

8 
2.

5 
5.

4 
4.

1 
5.

3 
4.

5 
１
８

 
ア
イ
ル
ラ

ン
ド

 
5.

6 
5.

6 
2.

5 
3.

2 
5.

9 
6.

1 
2.

8 
4.

5 
２
０

 
ギ
リ
シ
ャ

 
2.

8 
5.

8 
3.

6 
1.

8 
6.

3 
5.

8 
3.

2 
4.

2 
２
１

 
日
本

 
1.

4 
-0

.2
 

5.
1 

1.
8 

3.
7 

2.
8 

5.
0 

2.
8 

出
所
：

C
G

D
 ホ

ー
ム
ペ
ー
ジ

(h
tt

p:
//w

w
w.

cg
de

v.o
rg

) 
注
：
各
項
目
は
基

本
的
に

0
か

ら
10

ま
で
を
範

囲
（

0
を
最
低

値
、

10
を
最
高

値
）
と
し
て
お
り
、
更
に

20
03

年
を
基
準
値
（

5.
0）

と
し
て
相
対
的
な
数
値
と
し
て
算
出
し
て
い
る
。
詳
細
な
算
出

方
法
に
つ
い
て
は

R
oo

dm
an

(2
00

5)
を
参
照
さ

れ
た
い
。

 

 －56－

 



 －57－

３ ミレニアム開発目標（Millenium Development Goals, MDGs）について 

ミレニアム開発目標は今日の国際的な援助動向の中核を担っているといっても過言では

ない。そもそもミレニアム開発目標は、2000 年 9 月に採択された国連ミレニアム宣言のフ

ォローアップとして、翌年の 2001 年 9 月の国連総会で「UN ミレニアム宣言の実行に向け

てのロードマップ」という報告書の中で明記されることになった19。このミレニアム開発目

標では貧困削減を主要テーマにして、主に 8 目標と 18 課題、及び関連する 48 指標を用いて

その進展度合いを検討することになっている。それら 8 目標のほとんどは 1990 年から 2015
年までの間に関連指標における数値目標の達成を目指すものである。ちなみに、ミレニアム

開発目標における 8 目標とは極度の貧困と飢餓の撲滅、普遍的初等教育の達成、ジェンダー

の平等の推進と女性の地位向上、乳幼児死亡率の削減、妊産婦の健康の改善、HIV/エイズ・

マラリア・その他の疾病の蔓延防止、環境の持続可能性の確保、開発のためのグローバル・

パートナーシップの推進である20。 
このように、ミレニアム開発目標は貧困削減に向けた広範囲にわたる領域で途上国の開発

問題の改善や解決を目指すものである。これら 8 目標と到達のための 18 課題の中で労働分

野に関する直接的な記述は見られないものの、密接に関わりのあると思われる 4 つの目標と

その課題について、現時点における進展度合いを含めてここで概観してみたい21。 
まず、ミレニアム開発目標の極度の貧困と飢餓の撲滅については、その到達目標として

2015 年までに 1990 年時点における 1 日 1 ドル以下の収入の人口を半減すること、また同期

間における飢えに苦しむ人口を半減することとなっている。UN（2005）によると、2005 年

において 1 日 1 ドル以下の収入しかない人々は依然として全世界で 10 億人を超えると試算

されている。しかし、この極度の貧困と飢餓の撲滅の目標は到達可能であるとされており、

地域別に見た場合は特にサブサハラ・アフリカ地域で貧困は拡大しているものの、アジア地

域における貧困者数の削減は劇的に改善しており 1日1ドル以下の収入しかない人々は1990
年から 2001 年の間において約 2.5 億人にまでに減少したとしている22。言うまでもなく、途

上国の貧困者数の削減には経済成長が重要であり、そのためには労働者の雇用の確保や安全

も見逃せない課題であろう。 
ミレニアム開発目標の第 2 の目標は、2015 年までに全世界において普遍的初等教育を達

成することであるが、東南アジア、北アメリカ、アジア CIS（独立国家共同体）、東アジア、

中南米カリブ海地域においては既に就学率は 90%を超え、この目標は達成されつつあるもの

の、現時点ではサブサハラ・アフリカでは約 3 分の 1 超、オセアニア、南アジアと西アジア

においては約 20%の児童が未就学となっている23。国連は就学率向上のために学費の削減、

                                                 
19 詳細には、UN (2001)を参照されたい。 
20 8 目標の和訳は UNDP (2005a)に従った。 
21 以下の４つの目標における課題と進展具合に関しては UN (2005)に拠るので参照されたい。 
22 UN (2005), p.6. 
23 Ibid., p.10. 
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学校給食の提供、教育の質的向上などを上げているが、未就学児童と家庭の貧困との関連性

も認めている24。この問題に関しては、UN（2005）では直接触れられていないものの児童

労働の問題も提起されうる。 
さて、ジェンダーの平等の推進と女性の地位向上について、ミレニアム開発目標では可能

であれば 2005 年までに初等・中等教育におけるジェンダーによる格差をなくし、2015 年ま

でにすべての教育課程において格差をなくす目標を打ち立てている。この目標は、初等教育

において改善されているものの、地域別に見ると南アジア、サブサハラ・アフリカ、西アジ

ア地域では依然としてジェンダーの格差があり懸念されるとしている。また、世界的に途上

国ではやや改善は見られるものの、女性は農業部門以外への就業機会また賃金において依然

として男性と格差があり低水準に留まっていることから、今後も引続き改善されるべき課題

であると報告されている25。このように、ジェンダーの問題として女性の教育機会の獲得や

就労問題はミレニアム開発目標でも重要な課題となっている。 
なお、UN（2005）で開発のためのグローバル・パートナーシップの推進に関しては、先

進国のこれまで以上の援助の増額、貿易や金融システムの問題、良いガバナンス、技術移転、

安価での薬剤提供など様々な項目が記されている。ここで特筆すべきは、この目標到達のた

めに特に若年層の生産部門における就業機会の維持へ向けた戦略を、先進国と途上国とで協

力して遂行しようという項目が含まれていることである。UN（2005）は現在、世界で 28
億人の労働者が 1 日 2 ドル以下で生計を立てており、その中でも 5 億人以上の労働者がその

半分の収入で生計を立てているとしている。また、世界の 1.85 億人の失業者のうち約半分弱

が 15-24 歳の若者であること、また途上国では若年層の失業の可能性が成人労働者の約 3 倍

にまで達すること、更には若年成人層（ヤングアダルト）の失業が犯罪、暴力、社会不安に

発展しかねないなどの懸念を示している26。 
以上、ミレニアム開発目標の中で 4 つの目標に限って、その内容や現在までの進展具合、

また労働分野との関連性を探ってきた。結果的に、極度の貧困と飢餓の撲滅、普遍的初等教

育の達成、ジェンダーの平等の推進と女性の地位向上、開発のためのグローバル・パートナ

ーシップの推進のためには、経済成長またその持続のための雇用の確保、児童労働、ジェン

ダーにおける教育と雇用問題、若年成人（ヤングアダルト）層の雇用問題と、一部先進国と

同様に途上国においても広範囲にわたる労働問題への関連性が示唆される。しかしながら、

恐らくこれらは ILO を除く国連機関においては、より広く社会開発分野の問題として取上げ

られる事項であろう。 
なお、ミレニアム開発目標への取り組みについて、国連は 2002 年よりミレニアム・プロ

ジェクトを立ち上げている。そのミレニアム・プロジェクトの 2005 年の報告書では、ミレ

                                                 
24 Ibid., p.12. 
25 Ibid., p.14. 
26 Ibid., pp.39-40. 
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ニアム開発目標の到達のために 10 項目に及ぶ提案が行なわれている。ちなみに、それらの

提案の中では途上国における公共投資、キャパシティ・ビルディング（capacity building、
能力構築)、国内資源の増大、先進国からの ODA の増額に関しても言及されており、また貧

困削減戦略の運営に関する人材育成やコミュニティー（地域）をベースとした各種専門家の

訓練プログラムや育成などが提唱されている27。 

 
４ 技術協力の改善に向けた議論と動向 

ミレニアム開発目標をはじめ途上国のいかなる開発問題に関しても、その進展に向けて先

進国からの資金援助と技術協力は不可欠であることはここで強調するまでもない。国連ミレ

ニアム・プロジェクトの 10 項目における提案でも示されているように、途上国では様々な

部門において専門家が不足している。ところで、この技術協力に関しては最近に至るまでそ

の成果の向上に向けて様々な議論がなされてきた。 
そもそも、途上国の開発問題は様々な資源や知識・技術の不足に起因する。資本や物的な

不足に対して供与される援助に対して、知識や技術に関わる援助が技術協力である28。言う

までもなく、技術協力はこれまでの長い期間において、先進国から途上国へ進んだ知識や技

術の移転という点で大いなる成果を期待されてきた。しかし、Berg-UNDP（1993）が示す

とおり、多くの途上国でその成果が芳しくなかったことから技術協力のあり方については多

くの批判もなされてきた。国連機関の中でとりわけ多くの技術協力を担う UNDP を中心に、

技術協力は多くの資金がかかる割には効果が薄いといった、これまでによく指摘されてきた

問題も含めて、改善策について多くの議論がなされてきた29。例えば、1990 年代初めには次

のような技術協力の問題点が指摘されている30。 
 技術協力プロジェクトの立案、実施、監督の脆弱性 
 「駐在専門家と現地カウンターパート」という形態による技術援助の提供と、それを

ツールとしたキャパシティ・ビルディングの失敗 
 援助側また供給サイド偏重の技術協力という特徴と、これらに起因する援助の供給過

多と非効率な配分、ならびに脆弱な現地オーナーシップとプロジェクト遂行の限界 
 被援助国の公共セクターにおける低いインセンティブと乏しい就労条件、また現地ス

タッフの低いモチベーション（動機）と高い離職率に拠る低いキャパシティ・ビルデ

ィングと不十分な組織開発（institutional development）の努力 
なお、これら 4 つの問題点の概要や対応策としては、Berg-UNDP（1993）によってそれ

                                                 
27 詳細については、UNDP (2005b, pp.xiv-xvi)の 10 項目の提案を参照されたい。 
28 Browne (2002)を参照されたい。 
29 UNDP のホームページの技術協力の改革(Reforming Technical Cooperation)や Berg-UNDP(1993)を参照さ

れたい(UNDP ホームページ、http://www.undp.org)。 
30 Berg-UNDP(1993)の技術協力に関する検証は、主にアフリカ諸国における技術協力に関して援助国と途上国

の双方から指摘された問題を基に考察されているが、これらの問題の多くはアフリカ諸国以外でも共有される

ものであろう。なお、指摘された問題の詳細については Berg-UNDP (1993, pp.246-247)を参照されたい。 
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ぞれ以下の提言がなされている31。 
まず第 1 に、これまでの技術協力で露見した問題の開示と、プロジェクトの立案に関して

はより多くの時間をかけること、トレーニング（訓練）をより高い優先事項とすること、ま

た計画立案の早期段階で現地からの参加を求め、現地におけるニーズと能力を考慮すること

などによりキャパシティ・ビルディングの目的を強調・重視することなどが提言されている。 
第 2 に、これまでの「駐在専門家と現地カウンターパート」という形態で行なわれてきた

職場訓練（on the job training, OJT）と技術移転に関しては、駐在する専門家が個々の専門

に精通していても必ずしも職業指導者（トレーナー）として適切であるとは限らないこと、

また駐在する専門家は高齢・高給であることの多い一方で、現地カウンターパートの給与は

あまり芳しくなく、そのために離職率が高く現地キャパシティ・ビルディングに貢献してい

ないことが多いとして、提言としては長期に駐在する専門家の代わりに短期アドバイザーに

よる訓練（トレーニング）、および現地コンサルタントの採用などが上げられている。 
第 3 に、これまでに不十分であった技術協力の要因として指摘された途上国のオーナーシ

ップの欠如に対しては、プロジェクトの運営責任を援助国から途上国へ移転することが上げ

られるが、そのためには援助国から途上国への自主的な権限委譲、途上国における技術協力

の管理・監督組織の構築、またプロジェクトごとではなくプログラムの一環としての技術協

力の運営などの 3 つの対策が考えられている。 
第 4 の提言として、現地スタッフの就労意欲を向上させるために給与やその他の就労環境

の改善を上げているが、その運用に関しては開発プロジェクトに有能な現地スタッフが過度

に配置されることによる問題、例えば途上国の国家的優先事項がなおざりにされるという問

題を考慮すべきであるとしている32。 
なお、これらの技術協力の改善に関する議論は今世紀に入ってからも UNDP を中心に引

き続き取上げられており、更なる見直しと改善が提唱されている。具体的に、Fukuda（Parr）
-Lopes-Malik（2002）は先述した Berg-UNDP（1993）が技術協力改善のために行なった

提言の多くが未達成で取り残されているとして、その根底には技術協力の古いパラダイムと

して 2 つの誤った仮定を指摘する。その 1 つは、途上国の既存の能力を無視し、他のどこか

で生み出された知識やシステムと入れ替えること、すなわち技術の移転ではなく置換として

みなされていること、他の仮定として援助国と途上国の非対称な関係、すなわち援助国は技

術協力のプロセスをコントロールすることが可能であると考えているが、一方で途上国を対

等なパートナーであるとみなしていることなどを上げている33。「技術の移転」を通しての開

発に関しては、多くの技術協力が個人や組織（機関）レベル留まりで社会レベルでの能力開

発（capacity development）は考えられていないとして、能力開発は個人、組織、社会とい

                                                 
31 以下の４つの問題点にかかる提言は Berg-UNDP (1993, pp247-254)に拠るので参照されたい。 
32 これに関しては、援助国から現地スタッフの給与補填も提唱されているが、Berg-UNDP が自ら認めているよ

うにそれに起因する問題も多く、また DAC でも基本的に推奨していない(Berg-UNDP, 1993, pp.253-254)。 
33 Fukuda(Parr)-Lopes-Malik(2002), p.8. 
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う 3 段階にわたって考慮し、全体として社会の生産を高める能力開発が必要だとしている34。

また、援助国と途上国の非対称の関係については、技術協力は依然として途上国の需要より

も援助国の供給に偏重されているとして 2 つの課題、すなわち知識・技術は移転から途上国

が利用できるように獲得すべきものとして代わるべきであり、またパートナーシップから途

上国のオーナーシップへの移行が強調されている35。そのためには、途上国の政府ばかりで

なく非政府組織（NGO）やその他の市民グループの活動とも協力していくことが必要だとし

ている36。 
また、Fukuda（Parr）-Lopes-Malik（2002）は近年のグローバリゼーションの進展とと

もに、世界はより知識基盤を重視した経済システムへと移行し、また統合されているとして、

途上国の能力開発の更なる向上の必要性、そのための技術協力の重要性を指摘する37。その

ためには、情報化時代における新しい技術協力のあり方として情報技術の活用をも積極的に

提言している38。なお、彼らの提唱する技術協力による能力開発の新しいパラダイムと現在

までのパラダイムを比較したものが第 4-1-3 表である。 

 
第 4-1-3 表 能力開発に向けた新パラダイム 

 現在のパラダイム 新パラダイム 

開発の本質 経済・社会的条件の改善 「正しい能力」の構築を含む、

社会的転換 

効果的な開発協力の条件 対外的に処方されうる良い政

策 

現地で育成されるべく良い政

策 

援助国－途上国の非対称な関

係 

一般的には、パートナーシッ

プと相互理解(敬意)に基づく

対応策をとるべく問題として

特定されるべき 

能力開発 強力な組織と人的資源開発 個人、組織、社会の 3 段階に

わたった能力開発 

知識の獲得 移転されうる知識 獲得されるべき知識 

最も重要な知識の形態 先進国で開発された知識を途

上国へ移転 

先進国または途上国から得ら

れる知識と組み合わされた現

地知識 

出所：Fukuda(Parr)-Lopes-Malik (2002), p.20., Table 0.1、著者訳。 

 
                                                 
34 Ibid., pp.9-10. 
35 Ibid., pp.11-14. なお、これまでの多くの技術協力が援助国側の供給として優先されている事例として、援助

国の本国で評価を受けやすい技術協力を優先し、途上国で必要だが地味な活動が置き去りにされていること、

また援助国の多くが個々のプログラムについて途上国に援助国側の基準による手順、形式、報告を要求するな

ど、途上国の負担となっていることを上げている。また、援助国は特に形として残る活動を好み、本来的な能

力開発が一部に留まっていることも指摘されている(pp.5-8.)。 
36 Fukuda(Parr)-Lopes-Malik(2002), p.5. 
37 Ibid., pp.17-19. 
38 Fukuda(Parr)-Lopes-Malik(2002)と同様な提言は Browne(2002)でもなされているので参照されたい。 
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 さて、これまでに技術協力の改革における様々な議論や提言をみてきた。ここでは第 4-1-4
表にある OECD（2005）の国際開発統計の技術協力に関する基本的な統計データをもとに、

その実施状況について概観してみたい。まず、DAC 加盟国の技術協力分野における拠出額は

合計として 1987-88 年平均の約 90 億ドルから 2003 年の約 184 億ドルまで約 2 倍にまで増

大していることがわかる。また、それに合わせて ODA の内訳を見ても同期間に 20.6%から

26.6%へとその比重は高まっている。ただし、2003 年の同数値を国別にみるとルクセンブル

グの 1.7%からアメリカの 47.4%まで幅広く、また全ての DAC 加盟国がこれまでに通時的に

比重を上げているわけでもないため全体として統一的な傾向を捉えることは難しい。例えば、

1987-88 年から 2003 年にかけて拠出額・比率ともに増大させている国としては、オースト

ラリア、アメリカ、フィンランド、日本などがある一方で、両数値とも低下している国には

イタリアやスウェーデンなどがある。なお、詳細な検証が必要であるが、ODA 拠出額が GNI
比率で 0.7%を超え、CDI（開発貢献度指標）の援助項目でも高い評価を得ているデンマーク、

スウェーデン、ノルウェーなどの北欧諸国では技術協力の拠出額とその比重は DAC 加盟国

の中では相対的に低い。 
ところで、途上国を地域別に見た場合、DAC 加盟国全体の拠出額増大とともにオセアニアを

除く全ての地域で通時的に技術協力の拠出額は増加している。特に、アジア、アメリカの両

地域では 1987-88 年から 2003 年にかけて約 2.5 倍前後の増加であり、ヨーロッパ地域での

増加については 1990 年代初めの冷戦構造終焉とともに旧社会主義国への拠出が増加したた

めであると考えられる。ただし、アフリカ地域に限ってはサブサハラ・アフリカ諸国も含め、

拠出額の増加は約 1.5 倍と全体の約 2.0 倍よりも低く、地域全体の比率も通時的に低下して

おり、多くの LDCs がこの地域に属していることを考えると、この地域における技術協力分

野における拠出の低さが懸念される。今後は、アフリカ地域をはじめより多くの低開発国へ

の技術協力について更なる増加が検討されるべきであろう。 

 
５ 結語 

本節では、最近の国際的な援助動向について探ってきたが、幾つかの明らかな特徴を指摘

することができる。開発援助の統計データからは、近年 DAC 加盟国では ODA が全体的に増

大傾向にあること、また被援助国としては所得レベルやその他の社会開発指標が芳しくない

LDCs またはその多くの国を含むサブサハラ・アフリカ諸国への開発援助が増大しているこ

と、また開発援助の拠出をセクター別に見た場合には教育や政府・市民社会へのインフラを

含む社会関連インフラなどへの援助が特に拡大していることが特徴的である。 
 また、近年では開発援助の効果を上げるために途上国の良い政策やガバナンス問題が注目

されており、アメリカでは MCA（ミレニアム・チャレンジ・アカウント）が創設され、そ

の運用が試みられている反面、援助国側のドナーシップに関しても評価が試みられており、

ODA の拠出に留まらず先進国から途上国への開発協力全般に関する政策についてその姿勢 
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を評価する動きも活発である。 
なお、国連ミレニアム開発目標に関する労働分野における諸問題としては、途上国におけ

る児童労働をはじめ、女性や若年層（ヤングアダルト）の就労問題や職業訓練、またはそれ

らの問題解決に向けた各種専門家などの人材育成の重要性を指摘することができよう。 
最後に、技術協力の改善に関しては国連機関を中心にこれまでに様々な議論がなされてき

たが、その中でも途上国のオーナーシップの重要性、獲得すべきとした技術移転の位置づけ、

キャパシティ・ビルディングに関しては個人や組織のみに留まらず社会全体として生産を高

める能力開発などが重要であることが提言されている。 
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第２節 世界銀行の労働に関する援助 

 
１ 世界銀行と労働に関する援助 

World Bank: 世界銀行（以下世銀）と International Monetary Fund: IMF は 2 つの代表

的な国際金融機関であり、前者は経済開発のための長期的な融資を担当し、後者は為替やイ

ンフレなどのマクロ経済安定のための短期的な融資を担当している。世銀とは事実上

International Bank for Reconstruction and Development: IBRD 、 International 
Development Association: IDA、International Financial Corporation: IFC、Multilateral 
Guarantee Agency: MIGA の 4 機関の総称であり、主に IBRD と IDA が ODA としての融資

を担当している。IDA の融資対象は LLDC や LDC など、所得レベルの低い途上国であり、

融資条件は受入国に有利になるよう、グラントエレメントが高く（利子が低くかつ償還期間

が長く）設定されている。一方、IBRD の融資対象は MIC などの中所得国も含まれており、

IDA より条件が厳しい援助を拠出している。 
 世界銀行全体の労働に関する援助は、狭い意味では教育や人的開発のための援助であるが、

広い意味では政府の官僚組織の改革から民間の起業支援まで幅広く解釈されうる。そこで、

本節では、まず、最近の世銀全体による目的別融資を調べ、労働に関する融資の重要性を考

察する。さらに、IBRD および IDA による目的別融資を調べ、労働に関する融資について比

較検討する。 
世界銀行には、労働に関する援助を専門に担当する下部組織として World Bank Institute : 

WBI が存在する1。世銀の中で、主に技術援助（Technical Cooperation/Assistance: TA/TC）

融資を通じて、専門的な助言（Consultation）や訓練（Training）を担当してきた。WBI は
過去においては、世銀プロジェクトの準備の一環として、個人の能力開発（Capacity 
Development）を中心にして活動してきたが、現在では、受入国政府のプロジェクト実行能

力（Public Governance）やマクロ経済運営（Economic Management）の支援も行っている。

さらに、世銀による ODA の評価や研究（Evaluation and Research）についても、World Bank 
Operations Evaluation Department: OED などと協力して行うようになった2。 
世銀では労働に関する融資に比較し、額が極端に少ないけれども、労働に関する贈与も拠

出している。代表的な例としては、日本政府の拠出による Japan Policy and Human 
Resources Development Fund : PHRD がある。これは、世銀プロジェクトの準備や実行お

よび気候変化への取り組みのために、直接あるいは間接的に世銀内の他機関（WBI や IDA
など）や他の国際機関（Cities Alliance など3）と協力しながら、TA/TC 贈与を行うもので

                                               
1 1956 年に WBI の前身である Economic Development Institute が開設された。World Bank Annual Report 

2004 Vol. 1 を参照せよ。詳しくは World Bank Institute Annual Report 2003 を参照せよ。 
2 詳しくは Annual Review of Development Effectiveness を参照せよ。 
3 詳しくは Cities Alliance Annual Report を参照せよ。 
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ある。本節では、世銀による労働に関する贈与の例として、PHRD による目的別贈与も考察

する。 

 
２ 世界銀行の融資方針の変更 

第 2 次世界大戦後から現在まで、世界中で巨額の ODA が拠出されてきたが、対象となっ

た受入国に対する影響は様々である。西ヨーロッパや東アジア諸国のように高成長を遂げた

国もあれば、サブ・サハラ諸国のように、ほとんど成長せずに未だ極貧に喘いでいる国もあ

る。そこで、主にアフリカに対する援助の反省から、ODA の効率性に関する研究が過去 10
年ほどの間、盛んに行われるようになった。その発端の 1 つが世界銀行エコノミストの

Burnside and Dollar: B&D（2000, 1997）による研究である。彼らの主要な結論は、簡単に

言うと、受入国の受け入れ能力が整っていないと援助は効きにくいというものであった4。こ

の結果を拠出する側からみると、政府が民主的で腐敗（Corruption）もなく、多くの市場が

開放され、マクロ経済運営も健全であるような受け入れ体制が良い場合は、援助を送るべき

であり、逆に、受け入れ体制が悪い場合は援助を送るべきでない、ということになる。事実、

この方針はアメリカなど複数の主要拠出国に採用され、ほとんどの国際機関の援助政策にも

大きな影響を与えるようになった5。  
世銀においても、B&D の研究を中心とする過去の ODA 拠出に関する評価と反省から、援

助政策が大きく変更され、労働に関する援助についても、TA/TC の役割が再評価されるよう

になった6。受入国の Capacity Building に関して、伝統的な TA/TC では、プロジェクト対

象産業・地域の個人に対する教育、衛生、生産技術、労働環境の向上を目的としていたが、

現在、受入国の組織（社会や政府など）としての受け入れ能力向上に重点が置かれるように

なった。また、国連による Millennium Development Goals: MDG の制定により、世銀も

MDG を実質的に達成できるよう援助政策を見直すようになり、IMF と共同の動きも見られ

るようになった7。 

 
(1) 世界銀行の目的別融資分類の変化 

このような融資方針の変更が世銀の融資（額や内容など）に大きな影響を与えたことは、

最近の世銀年報（World Bank Annual Report: WBAR）の記述からも明らかである。そこで、

最近の世銀の目的別融資額を概観して、他の目的と比較しながら、世銀における労働に関す

る融資の重要性を推測する。 
                                               
4 最近の海外援助についての経済学研究については、高瀬（2005）を参照せよ。 
5 国連の TA/TC に関しては、UNDP による Capacity for Development や Development Capacity through 

Technical Cooperation を参照せよ。 
6 B&D (2000, 1997)の研究で使用された Chang, Fernandez-Arias and Serven (1999)による援助支出データ

（Effective Development Assistance）では、経済成長に対する効果がはっきりしないという理由で、OECD
各国による ODA 額から TA/TC が全て除かれている。 

7 詳しくは Global Monitoring Report を参照せよ。 
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過去において WBAR では、目的別融資は対象分野（セクター: Sector）別融資として報告

されてきた。ただし、援助の効率性の議論が高まるにつれて、援助プロジェクトの実情を正

しく伝える必要が生じ、セクター項目の見直しが何度も行われてきた。そして、WBAR 2001
までに、世銀のセクター別融資は、各プロジェクトが全体として、どのセクターに所属する

かによる分類：融資案件によるセクター別融資額（Loan-by-Loan Basis）と各プロジェク

トの支出の中身をより細かく吟味し、どのセクターにどれだけ所属するかによる分類：融資

構成によるセクター別融資額（Loan Component Basis）の両方が報告されるようになった。 
例えば、ある灌漑プロジェクトを取り上げてみると、前者によれば、その融資の全額が

Water Supply セクターに分類される。しかし、後者では Water Supply に 9 割、そして

Agriculture セクターに残りの 1 割というように細分化して振り分けられる。2002 年の

WBAR から、融資構成によるセクター別融資を発展させて、テーマ（Theme）別融資が作

られ、目的別融資はテーマとセクターによる 2 本立てになった。 

 
(2) 世界銀行のセクター別融資 

 最初に、データ期間を比較的長くできるため、融資案件によるセクター別融資の年次変化

を考察する。データソースは WBAR 2000-2004 であり、データの長さは 1998 年から 2004
年までの 7 年分である。対象セクターを列挙すると、Agriculture, Fishing and Forestry、
Education、Energy and Mining、Finance、Health and Other Social Services、Industry and 
Trade、Information and Communication、Law and Justice and Public Administration、
Transportation、Water, Sanitation, and Flood Protection の 10 である。 
 ただし、WBAR 2002 以降の新しい融資案件によるセクター項目数が WBAR 2001 のセク

ター項目数より少なくなっているため、新しい項目に合うように、古い項目を統合した8。ま

た、WBAR 2000 と WBAR 2001 を比較すると、世銀全体の融資総額は等しく記載されてい

るのに、各項目には少しずつズレが生じている。そこで、新しい方に合せる意味で、2000
年の方は WBAR 2001 の数字を採用し、それ以前は、WBAR 2000 にしか記載がないため、

やむを得ず、WBAR 2000 の数字を採用することにする。 
第 4-2-1 図は世銀全体のセクター別融資額（縦軸は百万 US ドルで以下同じ）、そして、第

4-2-2 図は世銀のセクター別融資シェアの年次変化を示している。融資額全体は 1999 年か

ら 2000 年にかけて約 300 億ドル（約 3 兆円相当）から約 150 億ドルにほぼ半減し、その後

                                               
8 WBAR 2001 のセクターを列挙すると、Agriculture、Economic Policy、Education、Electric Power and Other 

Energy、Environment、Finance、Mining、Multisector、Oil and Gas、Health, Nutrition, and Population、
Private Sector Development、Public Sector Development、Social Protection、Telecommunications、
Transportation、Urban Development、Water Supply and Sanitation の 17 である。Economic Policy と Public 
Sector Development を Law and Justice and Public Administration に、Electric Power and Other Energy、
Mining、Oil and Gas を Energy and Mining に、Multisector、Private Sector Development、Urban 
Development を Industry and Trade に、Health, Nutrition, and Population と Social Protection を Health 
and Other Social Services にそれぞれ合算した。 
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2004 年まで約 200 億ドルにまで漸増してきた。この急激な変化の主な原因はアジア通貨危

機であり、国際社会における援助方針の変化や MDG の制定も少し影響を及ぼしているかも

しれない。 
セクター融資の内訳をみると、 1998 年を除くと、Law and Justice and Public 

Administration が 30 から 40%を占め 1 位であり、毎年約 50 億ドル拠出されている（1999
年に 100 億ドルを超えているのはアジア通貨危機の影響であろう）。Health and Other 
Social Services と Transportation が 15 から 20%を占め、年によって 2 および 3 位となり、

毎年 30 億ドル程拠出され、Finance、Water, Sanitation and Flood Protection、Education
が 5 から 10%を占め、年によって 4 から 6 位であり、15 億ドル程拠出されている。 
労働に関する融資に注目すると、近年増加傾向にあるとはいえ Education の割合は全体の

1 割程度しかなく、それほど重要でないことが分かる。Health and Other Social Services
も広い意味で労働に関係しているとしても、Education と合せて全体の 2・3 割程度であり、

重要視されているとはいいがたい。もちろん、Law and Justice and Public Administration
や Transportation に対する融資の中にも、労働に関係している部分もあるかもしれないので、

はっきりとした結論付けをするのは難しい。 
そこで、セクターを労働に関係している度合いから 5 つに統合することにし、労働セクタ

ー別融資と呼ぶことにする。関係が 1 番強いと想定できるものを Labor とし、ここでは

Education と同値とする。2 番目に強いのは Basic Human Needs とし、Health and Other 
Social Services と Water, Sanitation and Flood Protection の合計とする。そして、3 番目

は Sector Development として、Agriculture, Fishing and Forestry と Industry and Trade
の合計、4番目は Infrastructureで、Energy and Mining、Information and Communication、
Transportation の合計であり、Finance は Others（その他）とする。 
 第 4-2-3 図は世銀の労働セクター別融資シェアの年次変化を表わしている。確かに、Labor
だけでは、全体の 1 割ほどで非常に低いと言わざるを得ない。しかし、Basic Human Needs
を加えるとほぼ半分になり、世銀融資は労働に関してそれほどかけ離れていないということ

になる。ただし、これまでの結果は、融資案件別のセクター分類に基づいているため、プロ

ジェクトの中身までは考慮していないという弱点が残っている。 

 
(3) 世界銀行のテーマ別融資 

セクター別融資の弱点を克服するため、テーマ別融資の年次変化を考察する。データソー

スは WBAR 2002-2004 であり、データの長さは 2000 年から 2004 年までの 5 年分である。

対象テーマを列挙すると、Economic Management、Environment and Natural Resource 
Management、Financial and Private Sector Development、Human Development、Public 
Sector Development、Rule of Law、Rural Development、Social Development, Gender, and 
Inclusion、Social Protection and Risk Management、Trade and Integration、Urban 
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Development の 11 である。 
第 4-2-4 図は世銀全体のテーマ別融資額、そして、第 4-2-5 図はテーマ別融資シェアの年

次変化を示している。テーマ融資の内訳をみると、2003 年を除くと、Financial and Private 
Sector Development が約 20%を占め 1 位であり、毎年約 30 から 40 億ドル拠出されている。

Public Sector Development と Human Development が約 10 から 20%を占め、年によって

2 および 3 位となっている。ただし、前者は毎年約 20 から 30 億ドル程拠出されているが、

後者は 2000 年では 10 億ドルほどだったものが 2003 年には約 30 億ドルにまで増加してい

る。 
労働に関する融資に注目すると、Human Development の割合は全体の 1・2 割程度であ

り、かなり低いといわざるを得ないが、セクター別分類の Education の 1 割と比較すると高

いと判断できる。また、近年では Human Development の額も大幅に増加し、重要度は増し

ていることが分かる。 
前項と同じように、労働に関する融資を把握するため、テーマを労働に関係している度合

いから 5 つに統合し、労働テーマ別融資と呼ぶことにする。1 番強いものを Labor とし、こ

こでは Human Development と同値とする。2 番目に強いのは Social Development とし、

Social Development, Gender, and Inclusion と Social Protection and Risk Management の
合計とする。そして、3 番目は Local Development として、Rural Development と Urban 
Development の合計で、4 番目は Sector Development で、Financial and Private Sector 
Development と Public Sector Development の合計で、 残りは Others（その他）とする。 
第 4-2-6 図は世銀の労働テーマ別融資シェアの年次変化を表わしている。Labor だけで全

体の 1・2 割ほどあり、労働セクター別融資シェアの Labor と比較すると高く、狭い意味で

の労働の重要性は高いと判断できる。しかしながら、Social Development を加えると 30 か

ら 40%になり、労働セクター別融資シェアの Labor と Basic Human Needs を加えた 50%
と比較すると低くなり、広い意味での労働の重要性は低いということになる。どちらにして

も、労働に直接関係しているであろう融資は全体の 10 分の 1 から 5 分の 1 程度であり、世

銀における労働に対する援助の重要性は決して高くない。ただし、これまでの結果は世銀の

融資全体についてであるが、融資を担当する機関（IBRD と IDA）の違いや世銀の地域的・

国別融資における差は無視した上での話である。 

 
３ IBRD と IDA の融資 

IBRD が第 2 次大戦後の世界経済復興のため 1946 年に設立され、世界銀行が事実上誕生

した。その後、西ヨーロッパ諸国や日本などの戦後復興が一段落つき、多くのアフリカ諸国

が独立した 1960 年に、途上国の発展のために IDA が設立され、世界銀行グループに加わっ

た。このように、世銀の 2 機関は設立の時期や目的からして異なっており、労働に関する融

資についても大きな違いがあるかもしれない。 
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2 機関の目的別融資を比較するため、最初の準備として、2 機関の融資額を概観する。デ

ータソースは WBAR 2000-2004 であり、データの長さは 1998 年から 2004 年までの 7 年分

である。第 4-2-7 図は IBRD および IDA の融資額、そして、第 4-2-8 図は IBRD および IDA
融資の世銀全体に占めるシェアの年次変化を示している。IBRD の融資は 50%以上を占めて

きたが、2000 年までは 70%強あり、徐々に割合を低下させてきた。一方、IDA は 1999 年

の約 20%から 2004 年の約 50%まで順調に割合を高めてきた。ただし、2000 年以降の IBRD
の融資額は毎年約 100 億ドルと安定しているので、IDA の台頭は IBRD が収縮したからでは

なく、IDA の融資額が 2000 年の約 50 億ドルから 2004 年の約 100 億ドルへ急増したためで

ある。 
したがって、世銀融資全体の LDC 重視の姿勢がはっきりと示されたことになる。所得レ

ベルの低い方の国がより多くの労働に関する援助を必要とするならば、最近の IDA 融資の台

頭は世銀における労働に関する援助の重要性が増したことを意味する。このことを確かめる

意味でも、前項のセクター別およびテーマ別融資の見方にしたがって、各機関の融資におけ

る労働の重要性を考察する。 

 
(1) IBRD および IDA の労働に関するセクター別融資 

第 4-2-9 図は IBRD の労働セクター別融資シェア、そして、第 4-2-10 図は IDA の労働セ

クター別融資シェアを示しており、データは 2002 年から 2004 年までの 3 年間である。Labor
のシェアを見ると、IBRD は 2002 年には 10%を切っており、2003 年に約 10%に増加し、2004
年にはまた約 5%にまで減少している。IDA は 2002 年には 10%を切っていたが、その後 10%
強を維持しており、予想通り、IDA の労働に関する援助の重要性が IBRD より高い結果とな

った。しかし、その差は非常に小さく、ほぼ等しいとも解釈でき、両機関とも労働に対する

援助の割合の低さがはっきりと示されており、特に IDA の労働に対する意識が低いという意

外な結果となった。 
 Labor に Basic Human Needs を加えた広い意味での労働に関する融資の割合をみると、

両機関とも 50%前後となり、あまり差が生じていない。2004 年では、IDA が IBRD の率を

上回り予想通りとなったが、2002 年では下回り逆転現象が生じている。したがって、IDA
が LDC 融資を中心としているとはいえ、開発金融機関であり、労働に関する融資について

はやはり限界があるといわざるを得ない。 

  
(2) IBRD および IDA の労働に関するテーマ別融資 

第 4-2-11 図は IBRD の労働テーマ別融資シェア、そして、第 4-2-12 図は IDA の労働テ

ーマ別融資シェアを示しており、データは 2002 年から 2004 年までの 3 年間である。労働セ

クター別融資と比較して、IDA と IBRD の差が明確に出ている。IBRD の Labor シェアは

2002 年では 10%を切っているが、2003 年から 10%を大幅に越えている。IDA は 2002 年で
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も 10%を楽に超え、2003 年以降、20%に近づいている。つまり、IDA の労働に関する融資

の割合が明らかに高くなっている。 
 Labor に Social Development を加えても、IBRD では 2002 年が 20%弱で、2003 年以降

が約 30%となり、IDA では 2002 年に 30%、2003 年に 40%を楽に超え、2004 年には約 40%
となり、IDA の労働に関する援助の割合が高いという上と同じ結論となる。ただし、労働テ

ーマ別融資の方がセクター別融資より正確であるとしても、Labor のシェアは IDA で 20%
程度に留まっており、IDA の開発金融機関としての限界を示しているともいえる。 

 
４ PHRD の労働に関する贈与 

PHRD Fund は 1990 年に世界銀行と日本政府の合意により、純粋に受入国のためになる

よう、融資ではなく贈与を拠出する基金として設立された。世銀内（WBI、Poverty Reduction 
Strategy Trust Fund: PRSTF、Information for Development Program: infoDev、Heavily 
Indebted Poor Countries: HIPC Debt Initiative など）・外の他機関と協力しながら、各プロ

ジェクトの推進のため間接的に拠出されたり、TA や Joint Japan/World Bank Graduate 
Scholarship Program: JJ/WBGSP などの奨学金として直接拠出されている。 

労働に関する援助として、PHRD による TA 贈与を取り上げ、そのセクター別贈与額の年

次変化を考察する。データソースは PHRD Annual Report: PHRDAR 2001-2003 であり、

データの長さは 2000 年から 2003 年までの 4 年分である。対象セクターを列挙すると、

Multisector、Finance、Energy、Private Sector Development、Infrastructure、Environment 
and Climate Change、Agriculture、Public Sector Management、Human Development
の 9 つとなり、PHRDAR におけるセクター分類は WBAR と別ものであり、第 2・3 項の結

果と単純に比較するのは困難である。 
 第 4-2-13 図は PHRD によるセクター別技術贈与額、そして、第 4-2-14 図は PHRD のセ

クター別技術贈与シェアを示している。TA 贈与なので全額労働に関する援助とみなし、ま

ず、総額の動きをみてみると、2000 年では 9 千万ドル（約 90 億円相当）弱、2001 年では

約 6.5 千万ドル、2002 年に約 6 千万ドル、2003 年に 7 千万ドル強となっている。世銀全体

の融資額と比較すると、2003 年でほぼ 300 分の 1（約 0.3%）と極端に小さいけれども、贈

与であることを考慮すべきであろう。また、直接に比較できないが、世銀の労働セクター別

融資の Labor（Education）と比べると、2003 年でほぼ 30 分の 1（約 3%）となり、無視で

きない額であるともいえる。したがって、世銀全体の労働に対する援助の姿勢を考慮すると、

PHRD が世銀内で稀有な存在であることがわかる。 
 各セクター配分をみてみると、Human Development が 20 から 30%を占め 1 位であるが、

Multisector が 2000 年のほぼ 0%から 2003 年の 30%近くまで急増している。Agriculture、
Public Sector Management、Environment and Climate Change が 10%から 20%を占め、

Private Sector Development、Infrastructure、Energy と続くが、年によって順位を入れ替



 －73－

えている。Infrastructure が急激に減少しているが、急増している Multisector の中身がど

の程度他のセクターに関係しているかが分からないため、セクター別順位はあまり意味をな

さないかもしれない。 
労働に最も関係していると思われる Human Development 以外の TA も比較的バランスよ

く配分されており、第 2・3 項で分析した目的別融資の労働セクター・テーマ別分類の大き

な欠点を暗示している。つまり、労働に関係していないセクター・テーマでも、労働に関す

る融資が（例えば、TA として）ある程度含まれているかもしれないからである。したがっ

て、最終的には、各プロジェクトまで遡って、労働に関する援助がどれくらいあるかを調査

すべきであるが、各地域や各受入国に絞ったとしても、大変な労力が必要となろう。 

 
第 4-2-1 図 世界銀行セクター別融資額 
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第 4-2-2 図 世界銀行セクター別融資シェア 
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第 4-2-3 図 世界銀行労働セクター別融資シェア 
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第 4-2-4 図 世界銀行テーマ別融資額 
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第 4-2-5 図 世界銀行テーマ別融資シェア 
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第 4-2-6 図 世界銀行労働テーマ別融資シェア 
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第 4-2-7 図 IBRD および IDA 融資額 
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第 4-2-8 図 IBRD および IDA 融資シェア 
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第 4-2-9 図 IBRD 労働セクター別融資シェア 
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第 4-2-10 図 IDA 労働セクター別融資シェア 
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第 4-2-11 図  IBRD 労働テーマ別融資シェア 

0

20

40

60

80

100

2002 2003 2004
(年)

(％)

Labor (Human Development) Social Development
Local Development Sector Development
Others

 

第 4-2-12 図  IDA 労働テーマ別融資シェア 
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第 4-2-13 図 PHRD セクター別技術贈与額 
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第 4-2-14 図 PHRD セクター別技術贈与シェア 
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第３節 アジア開発銀行の労働に関する技術協力1について2 

 
１ アジア開発銀行の概略 3 

 アジア開発銀行（以下 ADB）は、アジア・太平洋地域の 45 ヶ国及び域外の 18 ヶ国の計

63 ヶ国が加盟する国際開発金融機関として、1966 年に設立された。ADB はアジア・太平洋

地域からの貧困の撲滅を最重要課題としており、その使命は、開発途上加盟国（DMCs）の

貧困を削減し、生活状況及び生活の質の向上を支援することである。ADB は、第一に民間セ

クターの開発、第二に開発に向けた地域間の協力と統合、そして第三に環境の持続可能性、

という相互に関連する 3 つのテーマの下で、持続的な経済成長、包括的社会政策、制度や政

策の効果を向上させるためのガバナンス等の戦略的課題に取り組んでいる。 
 ADB の開発途上国に対する主たる支援方法としては、政策対話、貸付、技術援助、無償供

与、保証及び出資を挙げることができる。これら全てを合わせた ADB の貸付総額は 2003
年には 61 億ドルであった。このうち技術援助はプロジェクトの準備と実行、助言活動の支

援及び地域協力の実施などに利用されており、2003 年の総額は 1 億 7650 万ドルである。な

お同年の無償資金は 4 億 8350 万ドルであった。 
 ADB の貸付累計の約 4 分の 3 は通常資本財源（OCR）によるもので、貸付は特別基金か

らも行われている。特別基金としては、アジア開発基金（ADF）4、アジア開発銀行研究所

特別基金5、日本特別基金（JSF）、技術援助特別基金（TASF）などがある。技術援助特別基

金は、開発途上加盟国への開発資金の流入と効率的な使用を促進し、また各国の開発能力を

向上させるために加盟国に対し無償資金を提供する基金である。 
 また ADB は技術援助やソフト・ローンを支援するために、二国間で行われる無償供与の

媒体としての役割も果たしている。最近では技術援助業務と特定の貸付プロジェクトの支援

を目的として、ジェンダーと開発、ガバナンス、貧困削減、水資源、エネルギー、環境を焦

点とするテーマ別信託基金が設立されている。 
 なお、ADB の 2004 年の財源は、授権資本（authorized capital）542 億ドル、応募済資

本（subscribed capital）6 542 億ドル、総収入 17 億ドルなどとなっている。また特別基金

の内訳は、約定済み財源付きのアジア開発基金 5 億 1110 万ドル、技術援助特別基金 8590 万

ドル、日本特別基金 1990 万ドル、アジア開発銀行研究所特別基金 1180 万ドルであった。 

                                               
1 出所文献では technical assistance だが、他節との整合性を保つため表題では「技術協力」とした。以下の記

述では訳語として「技術援助」を用いる。 
2 本節の取りまとめにあたってはアジア開発銀行ホームページ（http://www.adb.org/jro、http://www.adb.org/J

RO/default-jp.asp）上の資料を参照している。なお、以下の出資額などの金額は出所文献によって若干の異同

が見られるが、出所文献のままとした。 
3 以下の記述は主として「ADB 年次報告書」及び「ファクト・シート：日本と ADB」による。 
4 ADB の借入加盟国に対する譲許的貸付の手段。 
5 ADB の開発途上加盟国による適切な開発戦略の探究を支援することを目的とするアジア開発銀行研究所の活

動費用にあてられる。 
6 ADB の資本持分に対する加盟国の応募済持分のこと。 
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２ 日本の ADB への貢献7  

 日本は ADB の設立当初からの加盟国である。2004 年末現在の日本の応募済資本は

15.781%（議決権は 12.942%）で、アメリカと並ぶ最大の出資国である。 
 日本は ADB の特別基金への最大の拠出国でもある。特別基金のうち日本特別基金（JSF）
は、ADB 開発途上加盟国によるプロジェクトの準備、技術研究、政策研究の実施の無償資金

を提供する基金で、拠出の開始は 1988 年である。日本特別基金が支援を行う開発途上加盟

国の取り組みには工業化、天然資源開発、人材育成及び技術の移転などがあり、また開発途

上加盟国における地域協力及び開発に向けた研究能力向上の促進を支援している。日本特別

基金はその創設以来、ADB が承認した技術援助累計額のうち 8 億 5210 万ドルの資金を供与

している。 
 また日本は技術援助特別基金にも拠出しており、これまでの拠出額は 1 億 2692 万ドルに

上る。この他日本が拠出する基金等として、貧困削減日本基金（JFPR）、情報通信技術日本

基金（JFICT）、日本奨学金制度（JSP）などがある。 

 
３ 技術援助8  

 技術援助は ADB の開発戦略において極めて重要な要素である。ADB は技術援助によって、

①プロジェクトの特定、考案、及び実施、②政府と実施機関の制度能力の改善、③開発計画

の考案、④技術移転の促進、⑤地域協力の促進、を援助している。また、無償及び貸付によ

る ADB の技術援助の手段として次のものを挙げることができる。 
・フィージビリティ研究や融資可能なプロジェクトの詳細な計画といったプロジェクト準

備に関する技術援助（Project Preparatory Technical Assistance：PPTA） 
・プロジェクトの実施とプロジェクトに携わる人員の訓練を含む、導入段階のオペレーシ

ョンのためのコンサルティングといったプロジェクトの実施に関する技術援助 
・制度強化、セクション及び政策の研究、プロジェクトとは関連しない人的資源開発の支

援に助言を与えるような技術援助（Advisory Technical Assistance：ADTA） 
・地域や下部地域、また個別の開発途上加盟国グループの利益に関する地域技術援助

（Regional Technical Assistance：RETA） 
 なお、小規模技術援助（small-scale technical assistance：SSTA）とは技術援助額が 15
万ドル未満のものである。 
 2004 年に承認された無償技術援助は 323 件で、総額 1 億 9660 万ドルに上る。2003 年の

無償技術援助は 315 件の総額１億 7650 万ドルで、無償技術援助総額は前年比 11%の伸びで

ある。無償技術援助の大半は、プロジェクトの準備や、法律と政策の改革、財政に関する政

                                               
7 以下の記述は主として「ファクト・シート：日本と ADB」による。 
8 以下の記述は主として「ADB 年次報告書 2004 年」、「Statement of ADB Operations in 2004」、「Technical 

Assistance」、「ファクト・シート：日本と ADB」による。 
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策と手続の強化、グッド・ガバナンス、能力開発、天然資源管理などの分野における助言活

動の支援に活用されている。2004 年の技術援助総額のうち、7990 万ドルが技術援助特別基

金から、3950 万ドルが日本特別基金から（2003 年の日本特別基金からの技術援助への拠出

は 3700 万ドル）、残りの 7720 万ドルがその他の多国間及び二国間財源によるものである。

総額 1 億 9660 万ドルのうち、4620 万ドルがプロジェクトの準備に（全 323 件のうち 76 件）、

1 億 810 万ドルが助言及び運営業務に（同 175 件）、そして 4230 万ドルが会議・調査・研究・

訓練などの地域活動を目的とするもの（同 72 件）であった。 

 
第 4-3-1 表 技術援助額及び件数の推移 

 2001 年 2002 年 2003 年 2004 年 1966～2004 年の

累計 
技術援助額 1 億 4400 万

ドル 
1 億 7900 万

ドル 
1 億 7500 万

ドル 
1 億 9700 万

ドル 
25 億 8600 万 

ドル 
件数 253 件 323 件 313 件 323 件 5658 件 

出所）2004 年年次報告書 
注）地域技術援助を含む。また総額は概数で、総額及び件数ともに実施ベースで調整されたものである。 

 
 地域技術援助を除き、国別の技術援助を最も多く受けている国（2004 年）はパキスタン（総

額 2890 万ドル、全体の 15%）で、以下インドネシア（1760 万ドル、同 11%）、中国（1670
万ドル、同 11%）、アフガニスタン（1360 万ドル、同 9%）、インド（1120 万ドル、同 7%）、

ベトナム（770 万ドル、同 5%）と続いている。 
 またセクター別にその配分を見ると（地域技術援助を除く）、法律・経済運営・公共政策が

2860 万ドル（19%）、マルチセクターが 2740 万ドル（18%）、農業及び天然資源が 2720 万

ドル（18%）、運輸及び通信が 1590 万ドル（10%）、エネルギーが 1510 万ドル（10%）、金

融が 1030 万ドル（7%）、水道・衛生設備・廃棄物管理が 910 万ドル（6%）、教育が 830 万

ドル（5%）、工業及び貿易が 770 万ドル（5%）、医療・栄養・社会的保護が 470 万ドル（3%）

となっている。 
 ところで ADB は、プロジェクト融資への追加資金として公的資金、民間資金、及び輸出

信用との協調融資を行っているが、協調融資にはアンタイド無償資金供与の形での技術援助

プロジェクトも含まれる。1970 年に開始された協調融資のうち、技術援助プロジェクトは

2003 年末の累計で 590 件、10 億 5500 万ドルに上る。2003 年に実施された協調融資の資金

内訳は、融資プロジェクト 28 件 24 億 2000 万ドル、アンタイド無償資金供与の形での技術

援助プロジェクト 89 件と融資プロジェクトの無償供与分として 4 億 7193 万ドルとなってい

る9。 

                                               
9 1999～2003 年の日本との協調融資実績は 21 件・総額 22 億ドルで、これは同期間の協調融資全体の 18%以上

に相当する。 
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第 4-3-2 図 技術援助の対象国・セクター・財源別動向 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

出所）2004 年年次報告書 

 
第 4-3-3 表 技術援助グラント（セクター別）の推移 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

出所）2004 年年次報告書 

 
 また ADB は、1999～2003 年に 318 件のプロジェクトへの 276 億 6000 万ドルの融資に対

して、1503 件のプロジェクトへの 8 億 3930 万ドルの技術援助を承認している。2003 年末

時点の累計ベースでは、39 ヶ国 1818 件のプロジェクトへの 1050 億 7000 万ドルの融資に

対し、地域技術援助プロジェクトを含む技術援助プロジェクト 5053 件への 22 億ドルの技術

援助が行われた。なお、1985～2003 年に ADB の技術援助プロジェクトに関連するコンサル

タント契約は計 1 万 523 件、総額 16 億ドルであるが、日本からのコンサルタント契約は合

計 116 件、総額 3527 万ドルであった。 
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４ 労働の分野に関する技術援助10  

 前項で ADB の技術援助について概観したが、「労働」に関する技術援助は非常に限定的で

ある。ADB のホームページにある「Technical Assistance Reports」では技術援助に関する

分野として 147 のカテゴリーがあり（2005 年 9 月現在）、そのうち明らかに労働の分野と推

測できるカテゴリーは雇用（employment）や職業教育（vocational education）などのみで

ある。もちろん貧困撲滅や社会保障、年金、健康・衛生、ジェンダー開発、教育、児童など

のカテゴリーには、労働に関連する技術援助プロジェクトもあるかもしれないが、仮にそれ

らを全て含めたとしてもやはり限定的であることがわかる。 
 上記のカテゴリーとは別の視点であるが、ADB による労働分野の技術援助に関連するのが、

ADB の政策と業務に関する開発分野の一つとしての「社会的保護（Social Protection）」で

ある。社会的保護は「リスクを削減し、機会を増やす」ことを目指す取り組みで、効率的な

労働市場の促進、人々のリスクからの保護、そして、危険及び収入の中断／喪失から自らを

守るための能力の向上によって貧困と無力さの低減を目指す政策と計画、からなる。社会的

保護には「労働市場政策及び計画」、「社会保障計画」、「社会援助及び福祉サービス計画」、「マ

イクロ及び地域ベースの計画」、そして「児童保護」の 5 つの分野がある。この取り組みを

コーディネートするため、ADB は ILO と覚書（MoU）を締結している。 
 5 つの分野のうち「労働市場政策及び計画」とは、雇用、労働市場の機能、そして労働者

保護を促進するためのものである。労働市場機能の改善は人的資源開発、ジェンダー差別、

そして福祉と生産性の向上のための戦略の重要な要素である。社会的保護に関連する労働市

場への介入には積極的労働市場計画11と消極的労働市場政策に分けることができる。積極的

労働市場計画は、①直接的雇用創出（中小企業、公共事業の促進）、②労働の需給を結びつけ

る職業紹介所／雇用サービス（仕事の仲介、カウンセリング）、③技能開発プログラム（訓練、

再訓練）、などである。消極的労働市場政策は、①失業保険、②所得援助、③経済的効率と、

安全な労働条件、最低賃金、社会保障、その他の労働基準といった労働保護との均衡の取れ

た適切な法律枠組み、を含む12。 
 労働市場に関する社会的保護プロジェクトをまとめると第 4-3-4 表のようになる13。 

 

                                               
10 以下の記述は「Social Protection」による。 
11 積極的労働市場政策については例えば Betcherman et al.(2001)。 
12 社会的保護における労働市場に関する ADB の取り組みのガイドライン等については ADB（2001）を参照。 
13 本表にある技術援助プロジェクトは、先に指摘した技術援助 147 分野における個別プロジェクトについて、

社会的保護の「労働市場」の視点からまとめたものである。 
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第 4-3-4 表 

A．承認済みの社会的保護プロジェクト

承認／
実施年

対象国 プロジェクト
名

概要 援助金額
（USドル）

プロジェク
トのタイプ

財源 担当部局

2002年 モンゴル 障害者の雇
用機会の拡
大

障害者の雇用機会の拡大に新しいコ
ミュニティ・ベースのアプローチを試みる
プロジェクト。障害者の技能を高めるこ
と、障害者による事業開発の支援、障害
者のための雇用に加えて他の労働力と
統合することを目指す。

100万ドル 無償 貧困削
減日本
基金

東・中央アジア
局社会セク
ター部門

2002年 パキスタ
ン

技術教育及
び職業訓練
システムの
構造改革プ
ロジェクト

質の高い労働力を確保するために、技
能訓練プログラムの質と適切性を改良
することを目指すプロジェクト。労働市場
の需要の監視と職業紹介サービスの提
供により、技能のミスマッチと農村部及
び都市部の若年者の失業問題について
も取り組む。

15万ドル プロジェク
ト／計画
準備技術
援

技術援
助特別
基

南アジア局社
会セクター部
門

2003年 カンボジ
ア

世界貿易に
よって影響
を受ける衣
服製造に携
わる女性の
貧困防止と
エンパワメン
ト

世界貿易で2004年末の繊維及び衣料に
関する量的割当の段階的な終了によっ
て生じ得る悪影響に適切に取り組むこと
を目指すプロジェクト。本プロジェクトは、
仕事に必要とされることの変化に対する
労働者の適応を支援するものや、人員
整理にあった労働者の保護的手段を開
発するものなど、5つのコンポーネントか
らなる。

50万ドル 助言及び
実務に関
する技術
援助

貧困削
減共同
基金

メコン局ガバナ
ンス・財政・貿
易部門

2003年 モルジブ 雇用技能教
育

雇用志向の技能教育へのアクセスを増
やし、またキャリア・ガイダンスと雇用機
会への関心を改善することにより、モル
ジブの若年者の労働力化と雇用率を高
めることを目指すプロジェクト。

600万ドル 貸付 アジア開
発基金

南アジア局社
会セクター部
門

2003年 パキスタ
ン

技能開発改
善

技能ニーズの評価を行い、また技能開
発システムを評価するプロジェクト。見出
されることをもとに、費用をかけて技能
開発プログラムを改善するためのアク
ション・プランを作成する。

15万ドル プロジェク
ト／計画
準備技術
援助

技術援
助特別
基金

南アジア局社
会セクター部
門

2003年 スリラン
カ

人的資源投
資プロジェク
ト

「人的資源投資基金」の設立の援助と、
訓練施設の復興及び技能競争システム
の確立に関する計画の開発によって、
若年者の失業問題の解消に取り組む政
府を支援するプロジェクト。

60万ドル プロジェク
ト／計画
準備技術
援助

日本特
別基金

南アジア局社
会セクター部
門

承認／
実施年

対象国 プロジェクト
名

概要 援助金額
（USドル）

プロジェク
トのタイプ

財源 担当部局

2000年 スリラン
カ

民間部門開
発計画

解雇された労働者のセイフティ・ネットの
設立と、紛争解決のための能力構築の
支援に関して政府を援助するためのプ
ロジェクト。

1億ドル 貸付 通常資
本財源、
アジア開
発基金

南アジア局活
動調整部門

2001年 ブータン 雇用・労働
省の制度開
発

労働行政政策の開発とその業務に携わ
る人材開発に関して雇用・労働省を援助
するプロジェクト。また、①労働法の制
定、②労働者と使用者の権利義務、及
び労働行政の権力の確立、③職業安全
と衛生に関する規制、④労働監督、に関
する支援を目指す。

２0万ドル 助言及び
実務に関
する技術
援助

日本特
別基金

一般計画局

積 極 的 労 働 市 場 計 画

消 極 的 労 働 市 場 計 画：　　労働市場保護に関するもの
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（続き） 
B．承認済みの社会的保護プロジェクトのコンポーネント

承認／
実施年

対象国 プロジェクト
名

概要 援助金額
（USドル）

プロジェク
トのタイプ

財源 担当部局

2002年 ネパー
ル

雇用のため
の技能プロ
ジェクト

職業及び技術教育部門の分析と、政策
改定に関する勧告を策定するためのプ
ロジェクト。必要であれば費用対効果戦
略と費用をかけて実施枠組みの策定を
行う。

40万ドル プロジェク
ト／計画
準備技術
援助

技術援
助特別
基金

南アジア局社
会セクター部
門

2002年 バヌアツ 技術職業教
育及び訓練
のための政
策枠組み及
び能力構築

全国及び地域レベルの「技術及び職業
教育訓練」の枠組み作成と実施に関し
て政府を援助するプロジェクト。試験計
画では金銭的支援ではなく所得に結び
つくような技能教育を行う。

25万ドル 助言及び
実務に関
する技術
援助

技術援
助特別
基金

南アジア局社
会セクター部
門

承認／
実施年

対象国 プロジェクト
名

概要 援助金額
（USドル）

プロジェク
トのタイプ

財源 担当部局

2001年 インドネ
シア

国営企業の
民営化及び
構造改革

企業の構造改革と公企業の民営化を促
進するプロジェクト。構造改革の計画に
加えて、ベスト・プラクティスと既存法制
の遵守により、余剰従業員の公正な取
り扱いの実現に関して政府を援助する。

260万ドル 助言及び
実務に関
する技術
援助

日本特
別基金

南アジア局ガ
バナンス・財
政・貿易部門

2003年 ネパー
ル

公企業から
の政府の退
出への援助

効率的な民営化プロセスの開発及び実
施について政府を援助するプロジェク
ト。緩和手段と社会的対話を視野に入
れた人員削減に関する政策（財政的、
及び非財政的）を作成することで労働問
題も扱う。

43万ドル 助言及び
実務に関
する技術
援助

技術援
助特別
基金

東南アジア局
ガバナンス・財
政・貿易部門

C．進行中の社会的保護プロジェクト

承認／
実施年

対象国 プロジェクト
名

概要 援助金額
（USドル）

プロジェク
トのタイプ

財源 担当部局

2004年 バングラ
デシュ

衣服製造に
携わる貧し
い女性労働
者の社会的
保護

①解雇の防止に資すること、②衣服製
造に携わる女性労働者の保護、そして
③解雇された労働者の再雇用の促進、
についての介入計画・手段の作成と試
験的テストの実施に関して政府を援助
するプロジェクト。

42万ドル 助言及び
実務に関
する技術
援助（企
業）

貧困削
減協力
基金

南アジア局社
会セクター部
門

2005年 スリラン
カ

人的資源投
資プロジェク
ト

「人的資源投資基金」の設立の援助と、
訓練施設の復興及び技能競争システム
の確立に関する計画の開発によって、
若年者の失業問題の解消に取り組む政
府を支援するプロジェクト。

2000万ド
ル

貸付（企
業）

アジア開
発基金

南アジア局社
会セクター部
門

※　消極的労働市場計画は人身売買及び債務労働に関するプロジェクトのみの記載であったため割愛。

D．進行中の社会的保護プロジェクトのコンポーネント

承認／
実施年

対象国 プロジェクト
名

概要 援助金額
（USドル）

プロジェク
トのタイプ

財源 担当部局

2004年 ネパー
ル

雇用のため
の技能プロ
ジェクト

職業及び技術教育部門の分析と、政策
改定に関する勧告を策定するためのプ
ロジェクト。必要であれば費用対効果戦
略と費用をかけて実施枠組みの策定を
行う。

2400万ドル貸付（企
業）

アジア開
発基金

南アジア局社
会セクター部
門

承認／
実施年

対象国 プロジェクト
名

概要 援助金額
（USドル）

プロジェク
トのタイプ

財源 担当部局

2004年 中華人
民共和
国

貧困地域に
おける炭鉱
の閉鎖のイ
ンパクトと雇
用創出に関
するオプショ
ン

※　概要の記述なし 30万ドル 助言及び
実務に関
する技術
援助（企
業）

技術援
助特別
基金

東・中央アジア
局エネルギー
部門

出所）　ADBホームページ（http://www.adb.org/SocialProtection/projects/labor.asp）

消 極 的 労 働 市 場 計 画：　　人員削減に関するもの

消 極 的 労 働 市 場 計 画：　　人員削減に関するもの

積 極 的 労 働 市 場 計 画

積 極 的 労 働 市 場 計 画

積 極 的 労 働 市 場 計 画
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 第 4-3-4表では積極的労働市場計画としての労働に関する制度構築の支援に関する技術援

助が注目される。アジア諸国の労働行政に関する制度構築とその強化に関しては、日本の労

働に関する技術援助として貢献する余地が大きいのではないだろうか。また同表にある各プ

ロジェクトの財源を見ると、単一の基金からの拠出とはなっていないことが分かる。担当部

局についても、社会セクター部門やガバナンス・財政・貿易部門、一般計画部門、エネルギ

ー部門など複数の部門が担当している。このような場合、財源である基金間、及び担当部門

間の連携を適切にコーディネートすることが、効率的な技術援助の実現に重要と思われる。 
 

参考文献及び資料 

ADB (2001) Social Protection in Asia and Pacific, Asian Development Bank. 
ADB Annual Report（アジア開発銀行年次報告書、2004, 2003）： 

http://www.adb.org/Documents/Reports/Annual_Report/2004/default.asp 
http://www.adb.org/documents/translations/japanese/ADB-AR2003-JP.pdf 

Betcherman, Gordon, Amit Dar, Amy Luinstra, and Makoto Ogawa (2001) “Active Labor 
Market Policies: Issues for East Asia” in Gordon Betcherman and Rizwanul Islam 
eds. East Asian Labor Markets and the Economic Crisis: Impacts, Responses & 
Lessons, The International Bank for Reconstruction and Development/The World 
Bank and the International Labour Organization. 

「ファクト・シート：日本と ADB」： 
http://www.adb.org/Documents/Translations/Japanese/FactSheet-2004-JP.pdf 

「Social Protection」：http://www.adb.org/Documents/reports/operations/2004/default.asp 
「Statement of ADB Operations in 2004」：http://www.adb.org/socialprotection 
「Technical Assistance」：http://www.adb.org/TA/default.asp 
「Technical Assistance Reports」： 

http://www.adb.org/Projects/reports.asp?key=reps&val=TAR 
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第４節 ILO の技術協力の動向 

 
ILO（国際労働機関＝International Labour Organization）は、第一次世界大戦が終了し

た翌年の 1919 年に国際連盟の姉妹機関として創設された。第二次世界大戦後は国際連合と

の協定により、社会・労働問題を担当する国連の専門機関となった。ILO は国際機関として

は唯一、政府代表のほかに民間代表（労使）にも対等の地位を与えるという三者構成主義を

採っている。 
ILO の技術協力（technical cooperation）は、国際労働基準の採択・適用とならぶ大きな

活動の柱である。その目的は発展途上国などに対し、雇用開発、職業訓練、労働行政機構の

整備などの社会・労働分野の支援を行うことによって、国内制度が不十分なために ILO 条約

の批准に障害が生じている国々の条約批准の促進を図るほか、それらの国々の社会開発を進

めることである。 

 
１ 技術協力の経緯1 

(1) 「フィラデルフィア宣言」における技術協力の位置づけ 

ILO の技術協力活動は 1930 年代から、欧州諸国などですでに実施されていた。当初の活

動は、国際労働基準を適用するための補完的手段であった。しかし 1944 年に「国際労働機

関の目的に関する宣言」（フィラデルフィア宣言）が採択され、それを盛り込むために 1946
年に ILO 憲章が改正されたのを契機に、技術協力は ILO の主要な任務として位置づけられ

た。ILO 事務局の活動領域に「総会の決定に基づいて行う法律及び規則の立案並びに行政上

の慣行及び監督制度の改善に関して、政府の要請があったときに、可能な全ての適当な援助

をこれに与える」ことが加えられたためである。 
フィラデルフィア宣言では、「一部の貧困は、全体の繁栄にとって危険である」として、

貧困の削減のために ILO の努力が必要であることを黙示している。また、ILO の義務として

次の 10 項目を列挙している。これらは現在 ILO が行っている技術協力のほぼ全ての分野を

カバーしているとされる。児童福祉、医療、教育などを含む広範な分野にわたっている。 
・ 完全雇用及び生活水準の向上 
・ 熟練及び技能を最大限に提供する満足を得ることができ、かつ、一般の福祉に最大の

貢献をすることができる職業への雇用 
・ 訓練のための便宜並びに雇用及び定住を目的とする移民を含む労働者の移動のための

便宜を供与すること 
・ 賃金及び所得並びに労働時間及び他の労働条件に関する政策で全ての者に進歩の成果

の公正な分配を保障し、かつ、最低生活賃金による保護を必要とする全ての被用者にこ

                                               
1 本項の内容は、主に日本 ILO 協会「講座 ILO」（1999 年）及び「ILO のあらまし」（2000 年）を参考とした。 
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の賃金を保障することを意図するもの 
・ 団体交渉権の実効的な承認、生産能率の不断の改善に関する経営と労働の協力並びに

社会的及び経済的措置の準備及び適用に関する労働者と使用者の協力 
・ 基本収入を与えて保護する必要のある全ての者にこの収入を与えるように社会保障措

置を拡張し、かつ、広範な医療給付を拡張すること 
・ 全ての職業における労働者の生命及び健康の充分な保護 
・ 児童の福祉及び母性の保護のための措置 
・ 充分な栄養、住居並びにレクリエーション及び文化施設の提供 
・ 教育及び職業における機会均等の保障 

 
フィラデルフィア宣言の採択を契機として、ILO の技術協力は 1950 年代以降拡大を続け

た。特に、1970 年代に UNDP（国連開発計画）からの資金提供を受けるようになってから

は急速に拡大した。技術協力活動の支出総額は 1950 年代には 200～300 万ドルであったも

のが、70 年代には 3000 万～7000 万ドルに増加し、1980 年代には１億ドルを突破して現在

も同様の水準にある。 

 
(2) 「労働における基本的原則及び権利に関する宣言」における明文化 

1998 年の ILO 総会で採択された「労働における基本的原則及び権利に関する ILO の宣言

ならびにそのフォローアップ」によって、ILO の技術協力はより明確な根拠を与えられた。

この宣言は(a)結社の自由と団体交渉の効果的承認（87、98 号）、(b)強制労働の廃止（29、
105 号）、(c)児童労働の廃止（138 号）、(d)雇用・職業の差別待遇の廃止（100、111 号）の 4
分野に関する中核的 7 条約2の批准の促進と適用の推進を求めるものである。宣言ではそれら

に関する加盟国の努力を支援するため、「基本条約の批准及び履行を促進するための技術協

力・助言サービスを提供すること」を ILO の義務として謳っている。 
また、同宣言の内容を推進するためのフォローアップ手続きとして、前述の 4 分野に関す

るグローバル・レポートを毎年（各分野を順番に取り扱う。）作成し、技術協力の実行に必要

な行動計画の策定に利用することとしている。 
この「「労働における基本的原則及び権利に関する宣言」の採択により、結社の自由、社

会対話と団体交渉といった基準関連分野の技術協力プログラムや、児童労働の廃絶等の活動

に新たな弾みがつくこととなった。 
また、近年の技術協力では重点課題が掲げられ、1990 年代は民主化の支援、貧困の緩和と

雇用創出、労働者保護などが優先課題とされた。 

                                               
2 1999 年の ILO 総会で最悪の形態の児童労働条約（182 号）が採択されたことから、現在ではこれを加え中核

的 8 条約と称されている。 
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２ 近年の活動方針 

(1) 総合目標「ディーセント・ワーク」の設定 

1999 年の ILO 総会において、新たに就任したソマビア事務総長は、21 世紀の ILO の中

心目標として「ディーセント・ワーク」（Decent Work：働きがいのある人間的な仕事）とい

う概念を提唱した。そして、これを達成するための手段として次の 4 つの戦略目標（strategic 
objectives）を設定し、技術協力を含む今後の ILO の活動の指針として示した。 

① 労働における基本的原則・権利の推進 
② 男女の適正な雇用と所得の確保 
③ 社会保護の強化 
④ 三者協調原則と社会対話の強化 
これらの理念を反映した新たな決議が採択され、技術協力は上述の 4 つの戦略目標及び 2

つの横断的課題、すなわち「開発」と「男女平等」を追求する必要があるとされた。 
ディーセント・ワークは 4 つの戦略目標を 1 つの課題に統合した、いわば総合目標である。

現在の ILO の技術協力は、この総合目標の各国レベルでの実現に向けて実施されている。 

 
(2) 現在の活動目標 

ディーセント・ワークという総合目標の実現に向けて、2002 年から 4 年間を対象期間と

する ILO の中期的な戦略政策枠組み（strategic policy framework 2002-05）3が策定された。

そこでは 4 つの戦略目標をブレークダウンした 10 項目の活動目標（operational objectives）
が示された（次表。）2004-05 年期の予算・事業計画4はこれに即して項目別の予算と数値目

標を設定している。 
2006-07 年期の予算・事業計画案5では、これらの活動目標が若干変更されている。「児童

労働」の項目が特掲されず、「社会対話の強化」に関する項目が増えている。なお、これに関

連して、技術協力の資金配分における分野バランスの改善は、ILO があげる検討課題の一つ

である（(4)参照）。 

 

                                               
3 GB.279/PFA/6 
4 Programme and budget for the biennium 2004-05 
5 GB.292/PFA/8 (Rev.). 2005 年 3 月の ILO 理事会に事務総長名で提出された。 
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ディーセント・ワーク実現のための活動目標 

2004-05 期 2006-07 期案 

①-a 労働基準、基本原則及び権利の実行 
-b 児童労働の廃絶 
-c 基準監視活動 

-a 同左 
 － 

-b 同左 

②-a 雇用政策の支援 
-b 知識、技能及びエンプロイアビリティ 
-c 雇用創出 

－ 
-a 同左 
-b 同左 

③-a 社会保障の範囲の拡大 
-b 労働条件の改善 

-a 同左 
-b 効果的な労働者保護政策・制度 

④-a ソシアル・パートナーの強化 
-b  政府と社会対話制度の強化 

-a 同左 
-b 同左 
-c 産業レベルの社会対話の発展 

資料：ILO, Programme and budget for the biennium 2004-05 
      ILO, Programme and budget proposals for the biennium 2006-07 

 
(3) 地域別優先事項の設定 

2004-05 年期の予算・事業計画では地域別の優先事項が設定されている。アフリカ、アジ

ア・太平洋及び中南米地域については次のとおりである。 
○ アフリカ：貧困削減、社会対話と経済・社会政策、危機後の復興、職場における

HIV/AIDS の予防、地域統合 
○ アジア・太平洋：経済回復とグローバリゼーション、インフォーマル・エコノミー、

危機後の復興、社会参加と統合 
○ 中南米：経済・社会政策と労働市場政策の統合、社会対話と地域統合、雇用と企業政

策、女性と若年者の雇用機会 

  
一方、2006-07 年期の計画案では次のとおりである。3 つの地域に共通する優先事項とし

て「貧困削減」が掲げられている。 
○ アフリカ：地域の主体的関与（regional engagement）、貧困削減のためのディーセン

ト・ワークの主流化、戦略的パートナーシップと社会対話、ディーセント・ワーク・カ

ントリー・プログラムの実行 
○ アジア・太平洋：地域統合、労働を通じた貧困からの脱却、弱者への働き掛けと男女

均等の促進 
○ 中南米：社会的結束（social cohesion）、貧困削減、地域統合と社会対話、労働者保護 

 
(4) 資金の確保・配分に関する課題 

2004-05 年期の ILO の予算規模は 5 億 2959 万ドルで、額面上は 2002-03 期（4 億 3404
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万ドル）よりも増加した。しかし為替レートなどをそろえて計算すると、実質的にはゼロ成

長である。特に技術協力に関しては、財政上の理由から技術協力の援助の規模が制約される

ことが大きな課題となっている6。 
2004 年の理事会に提出された技術協力の活動報告7（以下「活動報告」と略称する。）では、

資金の確保及び配分に関する検討課題として①ドナーの財源ベースの拡大、②分野・地域バ

ランスの改善、③技術協力の継続性の確保、④ドナー間の連携の促進をあげている。 
特に①に関しては、後にみるように技術協力資金の 9 割は特別予算すなわち外部資金が占

めており（主にトラスト・ファンド及びマルチバイラテラル・プログラム資金）、近年は資金

の 4 割～5 割をアメリカ-USDOL（米国労働省）という単一ドナーに依存する状況が続いて

いる。しかし、アメリカの援助の規模が今後も継続する保証はない。加えて、デンマーク、

フランス、ドイツ、アイルランド、オランダ等の主要ドナーによる開発援助の縮小が予想さ

れている。特にデンマーク-DANIDA（デンマーク国際開発機関）は、むこう 4 年間の ILO
への出資を半減すると予告している（2003 年の活動報告8より）9。今後は新規ドナーによる

プログラムの開始、既存のドナーとの連携の強化等が必要としている。 
また②に関しては、新規承認額の 5 割を「労働基準・基本原則・権利」が占める状況が 2000

年以降続いており、その大部分を IPEC（児童労働撲滅国際計画）のプログラムが占めてい

る。今後はドナーの関心を IPEC 以外のディーセント・ワーク目標や、労使団体のキャパシ

ティ・ビルディングにも向ける必要があるとしている。また、支出額のシェアが低下を続け

ているアフリカ地域に対して、特別の援助が必要としている。 
これらの課題に対応するため、ILO は内部の関連制度の見直しとともに、ドナーや加盟国

に対して協力を求めるとしている（第 5 項参照）。 

 
３ 国際機関との連携 

(1) 貧困削減文書と ILO 

1999 年の世界銀行・IMF 総会では、貧困削減を具体的に実現させるための包括的・長期

的な戦略・政策として、途上国（重債務貧困国及び全ての IDA 融資対象国）自身による貧困

削減文書（PRSP）の作成を要請した。ILO は PRSP の作成国に対し、①「雇用」をはじめ

とするディーセント・ワークの目標を政策の重要部分として位置づけること、②PRSP の策

定プロセスにソシアル・パートナーが参加することを求めている。貧困問題は前述のフィラ

デルフィア宣言でも示されたように、ILO が恒常的に取り組む課題である。技術協力におい

ても、貧困削減を間接又は直接の目標とする多くのプログラム、プロジェクトがある（第 6

                                               
6 ILO, Programme and budget for the biennium 2004-05 より。 
7 ILO, The ILO’s technical cooperation programme 2003-04（GB.291/TC/1） 
8 ILO, The ILO’s technical cooperation programme 2002-03（GB.288/TC/1） 
9 マルチバイ・ドナーとしてのデンマークの技術協力への支出額は減少傾向にある。2004 年の支出額（281 万 4

千ドル）は 2000 年の約三分の一の水準である（ILO/CODEV 資料より）。 
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項参照）。それらの活動をディーセント・ワークという理念のもとに統合し、いかに途上国自

身の貧困削減政策の中に位置づけていくかが、PRSP に関する ILO の課題である。 
ILO は当事者国の政府と連携しながら、雇用が貧困削減に与える影響の分析、三者構成会

議の開催、ILO の政策に関する啓発などを行っている。重点国としてアジア・アフリカ地域

から 10 か国10を選定して活動を展開しており、そのうち例えばネパールでは PRSP に規定す

る政策について 9項目の具体的な提案を行っている。重点国における活動は、イギリス-DFID
及びオランダから資金援助を受けている11。 

今後も①途上国における政策の形成、②ソシアル・パートナーの PRSP への関与の促進及

び③ディーセント・ワークを PRSP に盛り込むことの 3 点に重点を置いた活動が続けられる

予定である12。 

 
(2) ミレニアム開発目標と ILO 

2000 年の国連ミレニアム・サミットにおいて策定されたミレニアム開発目標（MDGs）は、

8 つの目標及び 18 のターゲットから成る。前述の PRSP は MDGs を達成する手段の一つと

して位置づけられる。ILO はディーセント・ワークの目標が MDGs の多くの目標を横断す

るものとして、2015 年までに貧困の発生率を半減させること（ターゲット 1）をはじめ、

MDGs の達成に貢献することを表明している。特に、若者への雇用の提供（ターゲット 16）、
非農業部門での女性賃金労働者の割合（指標 11）は大きな関心事項である13。2005 年 9 月

の国連サミットで合意された「2005 年世界サミット成果文書」においては、MDGs を達成

するため、加盟国がディーセント・ワーク目標を中心とする ILO の諸政策に取り組むことが

明確に打ち出されている14。 

 
(3) 国際機関との連携 

国連システムやブレトン・ウッズ機関、地域開発銀行との関係の強化は、ディーセント・

ワーク目標とともに策定された ILO の行動計画の一つである。 
○ 前述の PRSP 政策では、世界銀行／IMF の政策レビュー会議にディーセント・ワーク

と貧困に関するペーパーを提出するなど、積極的な連携を図っている15。 
○ 技術協力プログラムにおける国際機関との連携は数多い。最近の例では、世界銀行、

アジア開発銀行が出資している途上国のインフラ整備プログラムに ILO が政策レベル

で参加している（EIIP プログラム。第 6 項参照)。世界銀行はガーナに続きケニヤにつ

                                               
10 当初はカンボジア、ホンジュラス、マリ、ネパール、タンザニアの 5 か国。後にエチオピア、ガーナ、イン

ドネシア、パキスタン、ベトナムが加えられた。 
11 ILO, Poverty reduction strategy papers: an assessment of the ILO’s experience（GB.285/ESP/2）より。 
12 2003 年の活動報告より。 
13 前述の GB.285/ESP/2 より。 
14 同文書の第 47 項「雇用」参照。 
15 前述の GB.285/ESP/2 より。 
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いても同様の参加を要請したという16。 
○ トリノにある国際研修センターは、ディーセント・ワークの 4 つの戦略目標に即した

研修プログラムを加盟国の政府、労使団体等に対して提供している。このセンターは ILO
及びイタリア政府が二大ドナーだが、国際連合、世界銀行、欧州連合及び地域開発銀行

からも資金援助を受け、ドナーの要求に応じた研修プログラムの設定も行っている。 
○ 国際機関が社会・労働問題に関する研究を進めるに当たり、ILO が専門機関として貢

献する例がある。アジア開発銀行が 2000 年に開始したあるプロジェクト17では、児童労

働、雇用の場における性差別及び労働安全衛生の 3 分野を対象として、国際労働基準の

不履行がもたらす経済・社会的影響を調査した。ILO は 4 か国におけるケース・スタデ

ィの実施機関としてこれに協力した。調査結果から、国際労働基準への無関心は開発に

マイナスであること、アジア開発銀行はあらゆる加盟国支援において、労働基準が尊重

されるよう働きかける必要があることが示唆された18。 
○ 2004 年には EU／欧州委員会との間で戦略的パートナーシップが導入された。これは

開発の分野における両者の連携を強化するものである（第 8 項参照）19。 

 
４ 技術協力の財源と支出 

以下では主に 2004 年の活動報告に基づき、近年の技術協力の財源と支出の動向を概観す

る。 

 
(1) 財源別支出 

2003 年における ILO の技術協力活動の支出総額は 1 億 3798 万ドル、対前年比 17.5%の

増となった。1996 年から 2000 年にかけて 1 億ドルを下回る水準が続いていたが、2001 年

以降は回復している。財源別には一般予算の割合が 13.3%で、残りは特別予算である。トラ

スト・ファンド及びマルチバイラテラル・プログラムが合計で 81.8%と最大のシェアを占め、

UNDP 及び UNFPA（国連人口活動基金）の資金がそれぞれ 4.8%と 0.1%という構成である

（第 4-4-1 表）。1990 年代以降は、①UNDP、UNFPA からの資金額が絶対的にも相対的に

も激減する一方、②トラスト・ファンド及びマルチバイラテラル・プログラムの資金は絶対

額は比較的安定的に推移しているが、相対的にはシェアを拡大している20。 

                                               
16 2004 年の活動報告より。 
17 Regional Technical Assistance project 
18 ILO,ILO Cooperation with the Asian Development Bank: Labour Standards in development (GB.286/ 

LILS/9.)より。 
19 2003 年の活動報告より。 
20 日本 ILO 協会「講座 ILO」（1999 年）より。 
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第 4-4-1 表 技術協力費の財源別支出額 

（単位：千ドル。カッコ内は構成比、%） 

出資財源 2001 2002 2003 

特別予算       
UNDP （注１） 10 644 ( 8.7) 8 480 ( 7.2) 6 672 (4.8) 
トラスト・ファンド（注２）

及びマルチバイ 
88 706 (72.9) 97 206 (82.8) 112 843 (81.8) 

UNFPA 2 429 ( 2.0)  1 852 ( 1.6) 166 (0.1) 
特別予算小計 101 779 (83.6) 107 537 (91.6) 119 681 (86.7) 

通常予算 19 966 (16.4) 9 846 ( 8.4) 18 300 (13.3) 

合計 121 745 (100.0) 117 383 (100.0) 137 981 (100.0)
（注１） ILO が協力機関として参加したプロジェクト及び SPPD プロジェクトを含み、STS プロジェクトを

除く。 
（注２） 受益国政府からの信託基金、UNEP、UNICEF 等のプログラムからの還元支出及び開発銀行を含む。 
資料出所：ILO 

 
(2) 分野・地域別支出 

技術協力の支出額を 4 つの戦略目標に対応した分野別にみると、「労働基準・基本原則・

権利」関係が最大のシェア（37.7%）を占め、これに「雇用（注 職業訓練関係を含む。）」

（31.4%）、「社会対話」（14.3%）、「社会保護」（10.6%）が続いている。近年は「雇用」のウ

ェイトが減少する一方、「労働基準・基本原則・権利」のシェアが拡大している（第 4-4-2
表）。 

 
第 4-4-2 表 技術協力費の分野別支出額 

（単位：千ドル。カッコ内は構成比、%） 

分野 2001 2002 2003 
労働基準・基本原則・権利 37 254 (30.6) 44 223 (37.7) 52 084 (37.7) 
雇用 47 158 (38.7) 40 132 (34.2) 43 377 (31.4) 
社会保障 12 859 (10.6) 11 160 (9.5) 14 655 (10.6) 
社会対話 19 010 (14.3) 
統合（integration）  -

(15.6) 
  (-) 

14 923 
792 

(12.7) 
(0.7) 

19 774 
2 601 (1.9) 

その他 5 464 (4.5) 6 154 (5.2) 5 489 (4.0)  
合計 121 745 (100.0)  117 383 (100.0)  137 981 (100.0)  

資料出所：ILO 
 
対象地域別には、アフリカ（23.4%）にアジア太平洋（22.4%）、アメリカ（17.4%）、欧州

（6.4%）、アラブ諸国（2.1%）が続いている。このほか、地域間・グローバル（interregional 
and global）プログラムが 28.4%と高い割合を占めている（表 3）。 
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第 4-4-3 表 技術協力費の地域別支出額 

（単位：千ドル。カッコ内は構成比、%） 

地域 2001 2002 2003 
アフリカ 32 757 (26.9) 27 911 (23.8) 32 246 (23.4) 
アジア・太平洋 26 816 (22.0)  26 699 (22.7) 30 938 (22.4) 
中南米 20 043 (16.5) 19 726 (16.8) 24 013 (17.4) 
アラブ諸国 2 290 (1.9) 2 510 (2.1) 2 847 (2.1) 
欧州 5 948 (4.9) 7 589 (6.5) 8 793 (6.4) 
地域間・グローバル 33 891 (27.8) 32 948 (28.1) 39 143 (28.4) 

合計 121 745 (100.0)  117 383 (100.0)  137 981 (100.0)  
資料出所：ILO 

 
アフリカの割合は 1980～90 年代初頭にピークの 50%前後に達した後、10 数年間低下を続

けている。一方、地域間・グローバルプログラムの割合が増加傾向にある。これは人口、環

境、エイズ、あるいはディーセント・ワーク・プログラムのように、地球規模での取り組み

を必要とする問題が増えていることを反映していると思われる。 
なおアラブ諸国、アフリカ、欧州では、「雇用」関係の支出が各地域のプログラム全体の

45～50%を占めている。一方、アメリカ、アジアでは「労働基準」関係の支出がそれぞれ 69%、

50%を占めている。 

 
(3) 援助の種類別支出 

専門家の派遣（20.8%）、その他の人員21（31.7%）を合わせて人員関係の支出が技術協力

全体の約５割を占めている。これに研修（19.4%）22、下請け（18.6%）、機材（2.0%）及び

雑費が続いている。 

 
５ マルチバイラテラル資金 

ILO は約 60 のドナー政府・機関から資金の拠出を受けている。以下ではマルチバイラテ

ラル資金の流れを、主に 2003 年及び 2004 年の活動報告に基づき概観する。 
 

(1) ドナー別新規承認・支出の動向 

2003 年のマルチバイラテラル・プログラム資金の支出（1 億 585 万ドル）は、技術協力の

支出総額の 76.7%を占めている。ドナー別にはアメリカのシェアが圧倒的に大きく、2003
年の新規承認額（6,790 万ドル）は EU を含むマルチバイ資金全体の約 50%、支出額（3,819

                                               
21 自国専門家（national expert）、外部協力者、現地プロジェクト・スタッフ、国連ボランティアなど。 
22 主にフェローシップ、セミナー及び職員研修である。 
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万ドル）は 36%を占めている。このほか、新規承認額、支出額が大きい国はオランダ、イギ

リス、ノルウェー、イタリアなどである。なお、日本の 2003 年の新規承認額はマルチバイ・

ドナー中上位第 7 位であり、支出額は第 10 位である（第 4-4-4 表及び 4-4-5 表）。 

 
第 4-4-4 表 主要マルチバイ・ドナー別新規承認額 

（単位：千ドル） 

ドナー 2002 2003 2004 

アメリカ 67 378 67 900 52 802 
ノルウェー 3 846 1 039 12 788 
オランダ 42 978 2 587 8 357 
デンマーク 1 580 3 010 7 689 
アイルランド - 1 811 7 252 
フランス 5 416 2 790 5 600 
イタリア 11 784 12 012 5 438 
ドイツ 5 200 3 369 3 666 
EU - 4 183 3 571 
スウェーデン 4 335 2 183 3 146 
カナダ 1 863 2 953 2 655 
日本 1 330 3 212 2 616 
ベルギー 1 910 2 178 2 288 
スペイン 4 451 5 008     2 282 
フィンランド 321 430 1 219 
フランダース 485 868 1 011 
ポルトガル 2 419 2 274 420 
スイス 4 511 3 173 1 
    

マルチバイ計 163 078 136 227 133 409 
資料出所：ILO（2004 年については内部資料による。） 
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第 4-4-5 表 主要マルチバイ・ドナー別支出額 

（単位：千ドル） 

ドナー 2002 2003 

アメリカ 29 064 38 192 
オランダ 11 436 15 117 
イギリス 8 104 8 691 
ノルウェー 5 203 6 746 
イタリア 6 868 5 902 
フランス 2 915 4 287 
スウェーデン 4 180 4 082 
デンマーク 2 925 3 832 
ドイツ 4 181 3 400 
日本 2 757 2 405 
スペイン 2 484 2 106 
ベルギー 1 925 1 837 
カナダ 1 124 1 581 
スイス 1 571 1 497 
ポルトガル 709 1 290 
アイルランド 871 1 284 
ルクセンブルク 777 908 
フィンランド 1 216 867 
フランダース - 486 
EU 543 255 
   

マルチバイ計 89 963 105 845 
資料出所：ILO 

 

(2) 資金獲得の方式 

ドナーからマルチバイラテラル資金を獲得する方式として次のようなパターンが示され

ている。特に②、③の方式は近年 ILO が重視しているものである。 

 
① 個別プロジェクト提案の提出 

ILO が把握した援助対象国のニーズに基づき、プロジェクト提案を作成してドナーに

提出し、承認を受ける。2002～2003 年にはオーストリア、ベルギー、フランス、日本、

ルクセンブルク、ポルトガル、スイス、アメリカとの間で実施された。 
② 多年度フレームワーク協定（multi-year framework agreement）  

ドナーが一定期間（通常は 1 年～4 年）のプログラム実施に係る資金配分の総額を承
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認し、その上で対象分野・地域についてドナーと ILO との間で合意を形成した後、個々

のプロジェクトを承認する。2002～2003 年にはアイルランド、イギリス、オランダ、

ドイツ、イタリア、スペイン、スウェーデン、EU との間で実施された。 
③ パートナーシップ協定（partnership agreement） 

ドナーが期間やプロジェクトのテーマに関して一定の要件を設定し、それを満たすよ

うなプログラム・プロジェクトの選択肢を ILO が提案する。イギリス、オランダとの間

で 2001 年から導入されている。 
イギリス-DFID とのパートナーシップ協定は、貧困問題に取り組みながらディーセン

ト・ワークを支援することが目標とされている。2006 年まで導入予定である。オランダ

外務省とのパートナーシップ協定では、5 つの優先分野が設定されている（「労働におけ

る基本的原則及び権利に関する宣言」の推進、児童労働、雇用創出、社会保障及び男女

均等）。2005 年まで導入予定である23。 
これらのパートナーシップ協定は、2001 年に試行が開始された、技術協力資金の適正

な配分のための新たな制度（TC/RAM：Technical cooperation resource allocation 
mechanism）24と連動して導入されたようである。一部のドナーの強い要求を背景に導

入されたというこの TC/RAM は、技術協力の資金の配分を ILO の戦略的予算の枠組み

と一致させること、プロジェクト提案の適正な評価・優先順位づけを行うことを目的と

して、従来のプロジェクト提案の企画、選定プロセスの改善が図られている。その最初

の試行にあたりイギリス、オランダとの間にパートナーシップ協定が導入され、両ドナ

ーの拠出金25について制度が適用されている。のべ 59 のプロジェクトが提案されたとい

うが、この試行については内部で批判的検討が重ねられ、様々な改善の余地が指摘され

ている26。ドナーによる評価も、提案されたプロジェクトが上述の要件を満たしていな

い27、プロジェクト提案の客観的な評価基準や評価システムが欠落しているなど、芳し

くなかったようだ。ただしイギリス-DFID は、TC/RAM が長期的には資金の配分に効

果的なカニズムであるとして、その展開に強く関与していくことを表明したという。 
2004-05 年期もイギリス、オランダとのパートナーシップ協定は継続し、TC/RAM の

第 2、第 3 試行が実施されている。 
④ 競争入札への参加 

国際金融機関、EU 及びドナー国との間で実施されている。 

 
                                               
23 ILO の内部資料より。 
24 TC/RAM については、2002 年（GB.285/TC/1）及び 2003 年の活動報告で詳しく述べられている。 
25 2002 年 1 月から利用可能な 1800 万ドルについて TC/RAM が導入された。 
26 ILO/CODEV によるレビュー（TC-RAM: overview of the process and next steps）より。ILO 内部のワーク

ショップの資料として、トリノ・センターのホームページで公開されている。 
27 上記資料によれば、イギリス-DFID は、ILO からのプロジェクト提案が小規模で、対象国・地域が限定的で、

ILO の戦略との関連性がないと評価したという。 
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(3) 資金の流れに関する課題と対応 

先にみたように、資金の確保と配分に関しては様々な課題がある。ドナーの財源ベースの

拡大、分野・地域バランスの改善のほか、技術協力の継続性の確保（長期間の援助を必要と

する場合でも、ILO やドナーの予算サイクルと一致しないことが多い。また、ドナーの優先

分野・地域の突然・頻繁な変更は援助の継続性を損なう。）、ドナー間の連携の促進と処理経

費の削減（donor-specific な要求に応じて諸手続きを行うことは処理経費がかさみ、援助の

効率的な実施に支障を来す。）といった点があげられている。 
これらの課題に対応するため、ILO は内部の予算配分制度の見直しに加え、次のことにつ

いてドナーや加盟国の協力を求めていくとしている28。 
○ パートナーシップ協定を結ぶドナー機関の拡大 

 多年度出資を前提とする。また、ILO のプログラム・サイクル（特に、政策戦略枠組

みの 4 年サイクル）や優先分野に一致した意思決定を前提とする。 
○ ドナーを集めた定期会議の開催 

 相互の関心や資金の動向について情報交換を行う。 

 
６ 技術協力の主なプログラムの活動状況 

技術協力のプログラムの数を試みに数えてみると、二十数個に上る29（第 4-4-6 表）。それ

ぞれのプログラムの下で国・テーマ・期間などを特定したプロジェクトが実施されており、

活動の全貌を概観することは容易ではない。そのため、ここではディーセント・ワーク目標

とともに導入された国際集中プログラム（International focus programme: IFP）を中心に、

各分野の主なプログラムの活動状況をみる。以下の内容は、2003 年、2004 年の活動報告及

び ILO の各プログラムのホームページから得た資料による。 

 
(1) 「労働基準・基本原則・権利」関係 

① IPEC（IFP on the Elimination of Child Labour） 
IPEC（児童労働撲滅国際計画）は、児童労働の撲滅を目的とする 2 つの条約（最低

年齢条約（第 138 号）及び最悪の形態の児童労働条約（第 182 号））の批准・適用促進

に取り組むために 1992 年に開始された。その支出額は一貫して増加傾向にある。2003
年の支出額（4,245 万ドル）は技術協力の支出総額の 31%を占め、最大のプログラムと

なっている。2004-05 期のドナーは、日本のほか英米独仏、オランダ、ノルウェー、イ

タリア、スペイン等の主要国を含む 15 か国の政府及び欧州委員会、日本の労働組合総

連合会（連合）を含む 5 機関である30。   

                                               
28 2004 年の活動報告より。 
29 各プログラムの中に下位プログラムがあることが多く、数え方による。 
30 ILO,IPEC action against child labour: highlights 2004 より。 
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なお、2003 年には日本の外務省の出資により設立された人間の安全保障基金から、初

めて百万ドル超が IPEC に提供された。「日本の労働省が出資する技術協力プログラム

に大きな追加があった。」として、同年の活動報告で紹介されている。 
2004 年には 87 か国で活動が展開されている。 

 
② IFP/DECLARATION（IFP on promoting the Declaration） 

1998 年の「「労働における基本的原則及び権利に関する宣言」を推進するためのプロ

グラムである。2003 年の支出額（756 万ドル）は 2000 年からほぼ 10 倍に増加し、上

位第 5 位のプログラムとなっている。ドナーはアメリカ-USDOL、イギリス、ドイツ、

フランス、オランダ等である31。 
2001 年にはこのプログラムの一環として、新たに SAP-FL（Special Action 

Programme to combat Forced Labour：強制労働廃止特別行動計画）が開始された。ILO
の強制労働及び人身売買に対する活動の認知度と一貫性を高めるために、理事会により

設立されたものである。 

   
(2) 「雇用」関係 

貧困問題に取り組む技術協力のプログラムは、間接的なものも含めれば数多い。特にこの

「雇用」分野では、以下でみる EIIP 及び IFP/SEEDS をはじめ、雇用機会の拡大を通じた

貧困削減への貢献を目的とする様々なプログラムが導入されている32。 

 
③ EIIP（Employment Intensive Investment Programme） 

インフラ整備のための公共事業における雇用創出、労働条件の向上を目的として、官

民の建設業の企業に対し、労働集約的な建設技法や雇用制度に関する研修を行うもので

ある。他の開発機関によるインフラ整備プログラムと連携しながら実施されている。

2003 年の支出額（917 万ドル）は上位第 3 位である。主なドナーはデンマーク、イタリ

ア、オランダ、ノルウェー、スウェーデン、スイス、UNDP 及び世界銀行である33。活

動地域はアフリカ諸国（24 か国）、アジア（11 か国）、中南米（9 か国）にわたっている

34。 

 
 

                                               
31 ILO のホームページより。 
32 例えば Jobs for Africas、Social Finance Programme など。 
33 ILO のホームページより。 
34 国の数は ILO のホームページによる（2005 年 9 月現在）。活動が終了している国を含む。 
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事例：モザンビーク／道路建設プロジェクトを通じた雇用拡大と地域統合35 

 
ILO はモザンビーク政府とともに過去 10 年以上にわたり、労働集約型の建設手法による

支線道路建設プロジェクト（Feeder Roads Programme）を各地で展開してきた。1992 年

の和平協定の調印以降は国家プロジェクトとして、全国展開されるようなった。プロジェク

トの対象は田舎部の、内戦で特に大きな被害を受けた貧困世帯である。この 1992年から 2002

年までの間に、7900km を超える道路が再建された。プロジェクトのコストは全体で 26 百

万米ドル超となった。建設費用の 50%を労働費用が占めている。労働者の平均賃金は 1.20

米ドル／日（法定最低賃金レベル）であった。平均生産性は 2600 人日/km であった。 

雇用面での主な成果は次のとおりである。 

・ プロジェクト期間を通じて、8 百万人日以上の雇用が創出された。 

・ 4 万人以上の男女がこのプロジェクトで就労した。 

・ プロジェクトの労働者に占める女性の割合が向上した（1992 年の 2%から 2002 年に

は 19%へ。） 

・ 労働集約的建設手法に関する訓練を 5 千人週分実施した（1993 年以降）。その結果と

して、2000 年には政府系の労働団 50、民間業者 20 が活動した。 

・ ジェンダーや社会問題を扱う国・地方センターを設け、公正な労働制度や労働権への

配慮という考え方を導入した。 

このプロジェクトには、数多くのドナーが資金を提供している36。 

 
④ IFP/SEED（IFP on boosting employment through small enterprise development） 

小規模・零細企業の展開の支援を通じて、ディーセント・ワーク目標を満たした雇用

機会を創出することを目的とする。2003 年の支出額（848 万ドル）は上位第 4 位である。

ドナーとしてはプログラム開始当初からのオランダの貢献が圧倒的に大きく、そのほか

スウェーデン、UNDP、アイルランド、イギリス、イタリア、オーストリアが主なドナ

ーとされている。日本もドナーとなっており、2002-03 年期のドナー別資金額では上位

第 12 位である37。 
このプログラムの具体的な援助手法の一つである SIYB（Start and improve your 

business：経営者訓練のための基礎的な訓練パッケージ）は、2003 年現在 80 以上の国

                                               
35 ILO, Working out of Poverty,2003 で紹介されている。これは同年の ILO 総会に提出された事務総長報告で

ある。また、内容については ILO のホームページも参考とした。 
36 デンマーク-DANIDA、イギリス-DFID、アイルランド-Irish Aid、ドイツ-KfW、ノルウェー-NORAD、スウ

ェーデン-SIDA、アメリカ-USAID、UNCDF、UNDP 及び World Food Programme（ILO のホームページよ

り。）。 
37 ILO, Decent employment through small enterprises: A progress report of SEED Activities,2003 より。 
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で展開されている38。 

 
⑤ IFP/SKILLS（IFP on skills, knowledge and employability） 

社会的弱者39への基礎的職業能力の付与を通じてエンプロイアビリティを高め、雇用

機会を拡大することを目的として、そのための訓練・教育に対する政策的投資を充実さ

せるべく活動している。2003 年の支出額（647 万ドル）は上位第 8 位である。 
2004 年の活動報告によれば、アメリカ-USDOL の出資によりパキスタン、フィリピ

ンで実施されているプロジェクト40は、訓練制度の強化を通じた雇用機会の拡大に大き

な成果をあげた。このプロジェクトでは、貧しい地域を対象とした TREE（training for 
economic empowerment:経済的権利付与のための訓練）という考え方と、CBT
（community-based training:地域主導型訓練）という手法を用いている。ILO は今後

の能力開発プログラムにおいて、これらの手法に対するニーズが今後高まるとして注目

している。 

  
(3) 「社会保護」関係 

⑥ IFP/SAFEWORK（IFP on safety and health at work and the environment） 
このプログラムは、4 つの目標（労働者の保護が経済的にペイすることの証明、危険

な条件にある労働者の保護、社会的弱者の保護の拡大、労働者の健康と福祉の増進）の

達成に向け、次の 2 点について途上国を支援している。 
・職場の安全衛生（Occupational safety and health: OSH）に関する ILO の基準・

指針・ガイドラインの適用及び情報・ツールの提供を通じて、OSH に関する国の

キャパシティを強化すること。 
・特定産業、危険の多い機関について国の行動計画を策定し、実行すること。 
2003 年の支出額（126 万ドル）は IFP としては少額といえるが、労働条件プログラ

ム（Conditions of work and employment programme：WISE、WIND などの参加型職

場改善手法はこれに属する。）や、その他のプログラムと連携しながら実施されている。

ドナーはデンマーク-DANIDA、フィンランド、ノルウェー-NORAD、ドイツ、UNDCP
（国連薬物統制計画）及び日本である41。 

  

                                               
38 前出の Working out of poverty より。 
39 地域によっては重点対象層が設定されている：若年失業者（ナイジェリア、コソボ、ウクライナ）、障害者（エ

チオピア）、ハンディクラフト産業（ナイジェリア、ヨルダン）。 
40 「パキスタン、フィリピンにおける経済機会の拡大と収入保障」プロジェクト。2002 年より実施されている。

資金規模はフィリピンが 153 万ドル、パキスタンが 156 万ドルである（ILO のホームページより）。 
41 ILO のホームページより。 
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 ⑦ ILO/AIDS（HIV/AIDS and the world at work） 
このプログラムの活動内容は次の３つである。 
・HIV/AIDS の社会・経済・労働面の影響調査及び政府に対する政策・制度面の助言 
・HIV/AIDS の予防、ケア及び影響の最小化のための職場プログラムの導入に関する

労使団体の支援 
・国・企業レベルでの研修プログラムの実施 
支出額は 2000 年に開始されて以来大きく伸びており、2003 年の支出額は 275 万ドル

である。主なドナーはドイツ-GTZ（ドイツ技術協力会社）、イタリア、スウェーデン

-SIDA（スウェーデン国際開発協力庁）、アメリカ-USDOL である。活動地域はアフリ

カ、アジア、中東欧、中南米と、世界中に及んでいる42。 

 
⑧ Social security policy and development 

 このプログラムでは次の 3 つの柱に則して、社会保障制度の設計・展開を支援してい

る43。 
・法定制度の強化・改善 
・地域ベースの制度の展開の支援 
・これら 2 タイプの制度間の連携及び他の公的制度との連携 
例えば、タイで 2004 年 1 月から施行されている失業保険制度は、このプログラムの

取り組みが結実したものである44。 
2003 年の支出額（678 万ドル）は上位第 6 位である。この分野で展開中の国際プログ

ラム STEP（Strategies and Tools Against Social Exclusion and Poverty:社会的排斥と

貧困をなくすための戦略とツール）には、日本の外務省を含む 14 機関がドナーとして

資金を提供している45。 

  
(4) 「社会対話」関係 

⑨ IFP/DIALOGUE（IFP on social dialogue, labour law and labour administration）
このプログラムの目的は次のとおりである46。 

・三者間・二者間の社会対話に関する法制度・組織・手続きを強化すること。また、

国、産業、地域、地方及び企業レベルでの健全な労使関係を促進すること。 
・ILO の基準と助言に基づき、三者協議のプロセスを経て、労働・雇用法制を規定す

る加盟国を増やすこと。 

                                               
42 ILO,HIV/AIDS +WORK :technical cooporation,2004 より。 
43 2003 年の活動報告より。 
44 同上。 
45 ILO のホームページより。 
46 ILO, promoting national social dialogue: an ILO training manual,2004 より。 
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・ディーセント・ワーク政策の遂行及び労働法の施行における、労働行政の政策決定

能力と責任を強化すること。 
・個人・団体間紛争がより効率的かつ平等に処理されるよう、労働裁判所、紛争解決

制度の設立と強化について加盟国を支援すること。 
・地域団体における経済・社会政策の立案過程に、ソシアル・パートナーをもっと参

加させること。また、適切な国際機関との連携を強化すること。 

  
これらの達成に向け、加盟国の労働当局に対する専門家の派遣、アドバイスや情報提

供を行っている。2003 年の支出額（949 万ドル）は IPEC に次いで第 2 位の、大きなプ

ログラムである。 
ドナーとしては、アメリカ-USDOL が出資するプロジェクトが圧倒的に多い。他の国

ではベルギー、イタリア、オランダ、スペイン等がドナーである。活動地域はアフリカ

地域を中心に、アジア、中南米、アラブ諸国、中東欧諸国である。USDOL のドナーシ

ップはこれら全ての地域に及んでいる。 
アフリカや中南米のプロジェクトは、対象地域が単一国ではなく複数国から成る文化

圏である場合が多い。例えば、アフリカでは次のようなプロジェクトが展開されてい

る：PRODIAL（「ポルトガル語圏諸国における社会対話の促進」。ドナーはポルトガル）、

PRODIAF（「フランス語圏諸国における社会対話の促進」。ドナーはベルギー）、ILSSA
（「南アフリカにおける労働法制の改善」。ドナーは USDOL）、SLAREA（「東アフリカ

における労使関係の強化」。ドナーは USDOL）。 
アジア地域で展開されているプロジェクトには次のような例がある47。これらはいず

れも USDOL をドナーとする。 
・ カンボジア：「労働紛争解決」、「衣料産業の労働条件向上」及び「独立仲裁委員

会の支援」の 3 プロジェクト 
・ 東チモール：「労働関係の改善と強化」 
・ インドネシア：「労使関係の信頼構築とキャパシティ・ビルディングを通じた結

社の自由と団体交渉の実現」 
・ ベトナム：「職場の民主化と労使関係の改善の促進」 

 

事例：ベトナムほか／三者協調原則に関するプロジェクト（SAVPOT）48 
ノルウェーをドナーとするこの SAVPOT（The South Asia and Viet Nam Project on 

Tripartism）プロジェクトは、南アジア（バングラディシュ、インド、ネパール、スリラン

                                               
47 ILO のホームページより。 
48 ILO, Decent work in Asia,2005 より。 
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カ）及びベトナムの 5 か国で展開されている。活動の重点は次の 4 点である。 

・企業レベルでの改革運動・労使対話の展開と枠組みの形成 

・国レベルでの社会対話の展開の支援と、政策介入が企業の成長と職場の改善の援助に有

効である場合の特定。 

・ベスト・プラクティスの普及。 

・社会対話への女性の参加。 

 このプロジェクトでは、企業レベルでの労使協力活動を強化するための運用ツールを開発

してきた。各国では成果が報告されている。例えばベトナムでは、三者協調原則に関する命

令が 2004 年 7 月、総理大臣名で公布され、全ての立法・技術的検討及び ILO 条約の実行と

報告における三者協議が正式に規定された。また、8 企業において労使の協調関係を構築す

るための活動が展開され、そのプロセスが雇用主向けのワークブックにまとめられた。これ

らの成果は、USDOL をドナーとしてベトナム国内 7 地方・70 企業で展開されている労使関

係プロジェクト（前述）に情報として提供されている。この労使関係プロジェクトでは、地

方レベルで三者構成に関する目標を設定するとともに、企業における労使の協調関係の構築

を支援するための研修・助言サービス体制の確立を図っている。 

 
⑩ ACTRAV（Workers Activities）及び ACT/EMP（Emoloyers Activitis） 

ACTRAV は、ディーセント・ワークの実現に向けた各国の労働組合の活動を支援して

いる部局である。技術協力としては、三者構成主義及び社会対話の強化という目標に向

け、労働者組織の代表性とサービスの拡張、社会における労働組合の影響力の強化に関

する支援を行っている49。 
例えば、インド南部で展開中のあるプロジェクトは、地域のインフォーマル・エコノ

ミーにおける女性を労働組合に加入させることを目標として大きな成果をあげた。女性

たちは収入活動を足がかりに、自分たちの利害を守るために団結できるようになった。

約 1200 の自助集団（self-help group）が生まれ、中には社会保障制度に加入するもの

もいる。ドナーはかつてはデンマーク、現在はノルウェーである50。 
ACTRAV の 2003 年の支出額（678 万ドル）は、上位第 7 位である。 
一方、ACT/EMP は、途上国の雇用主団体の活動を強化するため、そのサービスの発

展・向上、新会員の勧誘、産業界としての効果的な意見表明を通じた政策的影響力の強

化に重点を置いて活動している。このプログラムでは、様々な分野の専門家と雇用主団

体との間での詳細な対話と計画作成というプロセスを通じて、雇用主団体に自らの優先

事項を設定させる方針をとっている。 

                                               
49 2004 年の活動報告より。 
50 同上。 
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2004 年-05 年期における ACT/EMP としての重点分野は、PRSP、インフォーマル・

エコノミー及びグローバル・コンパクトである。また、ノルウェーをドナーとする 2 つ

のプロジェクト（テーマは児童労働及び生産性と競争力）にも重点を置くとしている51。 
ACT/EMP の 2003 年の支出額（233 ドル）は、前述の ACT/RAV に比べれば少額であ

る。 

 
(5) 分野を統合した取り組み 

これまで各分野の主なプログラムをみてきたが、様々な分野を統合するような活動も展開

されている。2000 年に開始されたディーセント・ワーク・パイロット・プログラムは、4 つ

の戦略目標からなるディーセント・ワークを国レベルで実現することを目標とする。受益国

はその国の実情に応じて、中長期的（3～4 年）視点から 4 つの目標の実現のために実施すべ

き優先事項を特定し、国としてのプログラムを策定・展開する。それには受益国の主体的な

関与と、三者間対話が大きく影響する。このプログラムにはこれまで述べてきた様々な分野

のプログラムが盛り込まれ、あるいは様々な担当部局からの支援を受ける、統合的なアプロ

ーチがとられている。現在 8 か国52で試行的に実施されている53。 
これに限らず、技術協力の各分野をできるだけ統合し、人々のニーズに合うような形で提

供していこうという取り組みは、新たなトレンドとして ILO 内部でも関心が高まっていると

いう。そうした取り組みの一例として、カンボジア、モンゴル、タイで実施されているイン

フォーマル・エコノミーに関するプロジェクト（ Informal economy, Poverty and 
employment）がある54。このプロジェクトの究極の目標はディーセント・ワークの実現にあ

り、具体的に次のような活動目標を設定している55。 
・ インフォーマル・エコノミーの正確な認識（Awareness raising） 
・ 社会・経済的制度への統合（policy research and capacity building） 
・ 行政又は民間組織における政策決定への参加（representation and governance） 
・ 生産性の向上とよりよい市場へのアクセス（productivity and market access） 
・ 職場の安全衛生と社会保護（occupational safety and health & social protection） 
・ 会議やワークショップの場での知識の共有（knowledge sharing） 

  
これらの目標の下、プロジェクトの活動においては、職業訓練、安全衛生、社会保障、社

会対話など、各分野の援助が少しずつ、援助対象となる人々の生活にできるだけ即した形で

                                               
51 2004 年の活動報告より。 
52 バーレーン、バングラディシュ、デンマーク、ガーナ、カザフスタン、モロッコ、パナマ及びフィリピン（2003

年 7 月現在）。 
53 詳細については ILO, Decent work pilot programme country briefs,2003 などを参照されたい。 
54 このプロジェクトは、在 ILO アジア太平洋総局・川上剛氏から最近の注目事例として紹介されたものである。 
55 2005 年 1～6 月期のプログレス・レポートより。 
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組み込まれている。多くの関係部局が参画して展開されており、今後の展開が注目される。 

 
８ 主要ドナー国の関心の動向 

各マルチバイ・ドナーの資金拠出の動向は第 5 項でみたとおりだが、本項では主なドナー

の関心分野、重点地域等を、ILO の内部資料を参考に概観する。 

 
○ アメリカ 

アメリカは最大のマルチバイ・ドナーである。その資金拠出における優先分野は、最

悪の形態の児童労働との闘い、職場の HIV/AIDS との闘い、及び中核的労働基準の推進

である。他のドナーと異なり、アメリカは貧困撲滅に援助の重点を置いていない。ILO
に拠出される資金の大部分は、アジアと中南米向けである。 

ILO への資金拠出機関には USDOL、USDOS（米国国務省）及び USAID（米国国際

開発庁）がある。特に USDOL は近年、ILO と多数の協力協定を締結している。 
アメリカのドナーシップに係る詳細については、次章を参照されたい。 

 
○ イギリス 

イギリス政府の援助政策の重点は、ミレニアム開発目標への貢献にある。ILO への資

金拠出機関である DFID は、貧困の根本的要因に取り組む長期的なプログラムを支援す

るとともに、自然災害・人的災害への対応を行っている。DFID の援助の主な対象地域

は、サブサハラ・アフリカ及びアジアの最貧国である。このほか、中南米、東欧の中所

得国における貧困削減と開発にも貢献している。 
先述のとおり、ILOと DFIDとのパートナーシップ協定が 2001年に締結されている。

技術協力資金の適正な配分は DFID の関心事項の一つである。また DFID は、ILO が国

際的な開発の議論に参加し、途上国の政策フレームワークに貢献すること、また、特に

インフォーマル・エコノミーの人々に重点を置いた貧困層への技術協力が、より効率的

に実施されることを求めている。 

 
○ オランダ 

オランダ政府は、GNP の 0.8%を貧困削減に充てることを表明している。その半分は

アフリカ地域向けである。また、アフリカを中心とする 36 のパートナー国に対して、

人権及び雇用・収入の拡大に貢献するビジネス環境に重点を置いて、良いガバナンスづ

くりの支援を行っている。 
ILO との関係では、先述のとおりパートナーシップ協定を締結している。その枠組み

での支援は後発開発途上国に集中している。2004-2005 年期の資金に関しては、

Declaration（中核的労働基準）、児童労働、雇用創出、社会保障、及び男女均等の５分
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野が優先分野とされた。このほか教育も重視されている。 

 
○ イタリア 

イタリアは、プログラムの開発段階でソシアル・パートナーを関与させ、分野横断的

なアプローチを通じて ILO の 4 つの戦略目標を支援している。2002 年の任意拠出資金

が割り当てられた新規プロジェクトは 4 分野をカバーしている（①基準：南アジアの児

童労働廃絶、児童労働に関する国際対話戦略、②雇用：危機後の地域経済開発のための

遠距離教育、中国雇用フォーラム、③社会保障：職場における心理社会問題、④社会対

話：ヨルダン労働省の体制強化、民主主義と平和のためのパートナーシップ）。このほ

か、Universitas（訓練と技術革新を通じたディーセント・ワーク）プログラム56や、ト

リノの国際研修センター57には、その設立段階から主要ドナーとして貢献している。 

 
○ ドイツ 

ILO との関係では BMZ（経済協力開発省）が主なドナーである。BMZ は 2003 年に

ILO との連携に関する戦略文書を締結している。その目標は①途上国・移行国における

中核的労働基準の実行、②生産的雇用の創出・促進である。BMZ は ILO の雇用目標を

基点として、途上国の社会経済政策の中に労働市場・雇用政策が統合されるよう支援し

ている。 
BMZ のほか、技術協力のみを提供する機関として GTZ（ドイツ技術協力公社）と

InWEnt（国際向上教育・開発協会)がある。これらをドナーとして SAFEWORK、

HIV/AIDS 及び職業訓練のプロジェクトが実施されている。 
ドイツの二国間援助の関心地域は幅広い。 

 
 ○ フランス 

フランスの ILO への支援は、主に次の分野で行われている。 
・児童労働 
・社会保障 
・Declaration のフォローアップ 
・社会対話 
主な対象地域はフランス語圏アフリカ、東欧などである。 

                                               
56 地方・国レベルでの人材開発を進めるべく、開発途上国の開発援助職員、ILO のパートナーを訓練し、ディ

ーセント・ワークの促進を図るもの。イタリア政府の出資により 2002 年に開始された。イタリアは当初段階

で 700 万ドル、実施段階で 220 万ドルを拠出している。その他のドナーとしてはオランダ、ドイツのほか、

アメリカのケネソー州立大学などの複数の大学が資金を提供している（ILO 内部資料及びホームページより）。 
57 2002 年の ILO への任意拠出 830 万ユーロのうち、570 万ユーロが ILO 向け、残り 260 万ユーロはトリノセ

ンター向けである。 
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ILO への資金拠出機関は外務省、雇用省、運輸省、社会経済省で、2002-2004 年期に

はこれらの機関との間でフレームワーク協定が再度締結された。 

 
○ ノルウェー 

ノルウェーはミレニアム開発目標の達成に最も熱心な国の一つであり、後発開発国と

低所得国の援助に特に重点を置いている。 
ILO との関係では、2003 年にノルウェー政府との間でフレームワーク協定が締結さ

れている。また、ノルウェー外務省は 2003-2005 年期に ILO とプログラム連携協定

（Programme Cooperation Agreement）を結んでおり、そこでは児童労働と社会対話

の２分野を重視している。これとは別に、NORAD（ノルウェー開発協力機関)からの資

金は、主に労働集約型の公的雇用と児童労働関係のプロジェクトに向けられている。 

 
○ デンマーク 

デンマークの開発援助は、貧困重視型の成長を通じた保持可能な開発の促進を基本課

題としており、5 つの分野に重点を置いている（社会・経済開発、人権・民主化・良い

ガバナンス、安定・保障・テロとの戦い、難民・人道的援助・属地主義、及び環境）。2
国間援助の主な対象地域はサブサハラ・アフリカである。 

ILO との関係では、2004-2005 年期にプログラム連携協定が締結された。そこでの優

先分野は次の 3 つである。 
・ディーセント・ワークの貧困削減文書への統合 
・地元・土着民族関係 
・児童労働の廃絶  

 
○ EU 

EU／欧州委員会は 2004 年、ILO との間で戦略的パートナーシップに関する合意文書

58を締結した。そこでは国・地域レベルにおける開発援助の活動において、両機関が次

の分野で連携することが表明されている。 
・中核的労働基準。特に教育、児童労働に重点を置く。 
・企業の社会的責任と中核的労働基準 
・社会対話 
・貧困削減と雇用 
・移民と開発 
また、ILO は EU と国連との間で締結されている Financial framework agreement

                                               
58 European Commission and ILO, memorandum of understanding,2004 
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（FAFA）59の参加機関である。これらにより、EU と ILO との間でプログラムの企画

段階からの政策対話の緊密化が期待されている。また、受益国の EU 代表部と ILO の地

域オフィスとの連携も必要とされている。 

 
９ 結語 

本稿では専ら ILO の資料に即して、その技術協力活動を概観することを試みた。日本はマ

ルチバイ・ドナーとして ILO の技術協力に貢献してきており、資金規模からみれば主要ドナ

ー国の一つといえる。 
一方、ILO はドナーとしての日本のプロファイルをどのようにとらえているのか。ILO の

内部資料によれば、日本の優先地域は「アジア」、優先分野は 6 項目（労働行政、労使関係、

雇用促進・職業訓練、国際労働基準、ジェンダー及び児童労働）が列挙されている。また、

資金拠出機関が（厚生）労働省で、バンコクの地域オフィスがプログラムを管理しているこ

と、APSDEP（アジア・太平洋地域技能開発計画）を強力に支援していることも言及されて

いる。このほか、ディーセント・ワーク目標を支援するプロジェクトに連合が貢献している

こと、アフガニスタン・イラク向けの特別予算（外務省管理）からの資金獲得の尽力につい

て言及されている。 
これらのプロファイルは、ドナーとしての日本について ILO が重視する事実関係を、端的

に記述したものと思われる。その内容が妥当かどうかを判断することは、本稿の及ぶところ

ではない。しかし、先にみた主要国では多くの場合、ILO とのパートナーシップ協定などの

いわば明示的な連携関係が記述されているのに比べれば、やや消極的な印象を受ける。 
ILO を通じて行う技術協力も含め、わが国の労働分野の国際援助のあり方については、有

識者による検討の場が別途設けられている。その成果が今後の技術協力に反映されることで

あろう。それに伴い、ドナーとしての日本のプロファイルも変わっていき、より一層充実し

たものとなることが期待される。 

 

                                               
59 開発・人道的援助の分野において、欧州委員会からの資金を国連機関が管理するに当たり適用される方針と手

続きを規定したもの。2003 年 4 月に導入された。 
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第 4-4-6 表 技術協力の活動分野別支出額 

（単位：米ドル） 

活動分野 2000 2001 2002 2003 
労働基準・基本原則・権利   

Executive Director’s office and common services  115 321 31 76 

International labour standards 
   Programme management 
   Social protection and labour conditions 
   Freedom of association 
   Equality and Employment 
   Standards policy and information 

482 
214 

90 
678 

14 

 

799 
178 
108 

1285 
5 

 

627 
219 

71 
1062 

7 

839 
159 

80 
781 
145 

IFP on promoting the Declaration (DECLARATION)  746 3941 5604 7555 

IFP on child labour(IPEC) 21500 30617 36603 42449 
小計 23839 37254 44223 52084 
雇用   

Executive Director’s office and common Services 3713 5998 1434 2286 

Employment strategy 5368 6029 4471 4213 

Recovery and reconstruction 
   Program management 
   Employment intensive investment (EIIP) 
   IFP on crisis reconstruction 

147 
9968 

232 

 

228 
9381 
1033 

 

148 
7404 
2101 

197 
9166 
1757 

IFP on skills, knowledge and employability (SKILLS) 5838 5112 6114 6474 

Job creation and enterprise development 
   Program management 
   IFP on boosting employment through small  

enterprise development(SEED) 
   Cooperative 
   Management and corporate citizenship 

763 
7444 

 
3361 

10 

 

1129 
9133 

 
3015 

658 

 

1760 
6961 

 
3919 

820 

935 
8479 

 
3742 

947 

Multinational enterprise - 95 125 223 

Gender promotion 1212 2609 1910 2492 

Social finance unit 1913 2737 2965 2467 
小計 39970 47158 40132 43377 
社会保護   

Executive Director’s office and common Services 130 72 57 155 

IFP on socio-economic security 491 2454 1552 1561 

Labour protection 
   Program management 
   IFP on safety and health at work and the  

environment (SAFEWORK) 
   Conditions of work and employment programme 

542 
1569 

 
95 

 

807 
1634 

 
583 

 

586 
1109 

 
595 

796 
1259 

 
751 
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   International migration 
   Occupational safety and health information service  
   HIV/AIDS and the work of work 

192 
267 

39 

259 
147 
409 

110 
93 

1380 

450 
149 

2753 

Social security 1205 6494 5678 6779 
Social security policy and development 3419 - - -

Social security, actuarial and statistical services 361 - - -

小計 8308 12859 11160 14655 
社会対話   

Executive Director’s office and common service 703 774 44 21 

Employers’ activities(ACT/EMP) 2610 2043 1183 2332 

Workers’ activities(ACTRAV) 6896 8431 4176 6521 

IFP on social dialogue , labour law and labour  
administration (DIALOGUE) 

553 4726 8689 9486 

Sectoral activities 288 614 232 1415 

Industrial activities team Ⅰ and Ⅱ 109 102 72 -

Maritime activities team 152 322 518 -

Public and private services team - - 8 -

Government and Labour law and administration 3024 1998 - -

小計 14334 19010 14923 19774 
政策統合（Policy integration）   

Policy integration - - 251 937 

National policy group - - 119 883 

International policy group - - 355 373 

Bureau of statistics - - 67 409 
小計  792 2601 
横断的活動（Cross-cutting activities）   

ILO Turin Centre 239 694 582 1211 

Communications - - - 96 

International Institute for Labour Studies 78 64 78 30 

Gender equality 941 1139 333 1489 

Statistics 294 305 - -

External relations and partnerships 54 75 - -

International policy group 76 - - -

小計 1682 2278 994 2826 
その他 2833 3186 5160 2663 

技術協力プログラム合計  90967 121745 117383 137981 
資料出所：ILO 
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第５章 主要ドナー国の援助動向 

 

第１節 米国における労働分野の国際援助動向 

 

はじめに 

 本節は、近年大きく変貌を遂げている米国の国際援助政策・制度的枠組みを概観した上で、

労働分野における援助・技術協力の動向把握を試み、わが国への政策的示唆を探るものであ

る。第 1 項では、テロ以降にブッシュ政権が打ち出した国際援助改革の文脈を踏まえ、その

中核をなす新援助会計 MCA（ミレニアム挑戦会計）の創設と USAID（米国国際開発庁）の

再編について概略をまとめるとともに、官民連携を促す新たな援助アプローチと援助効率に

関する評価手法に言及する。第 2 項では、米国による労働分野の技術協力の動向と事例を実

施機構別に整理し、その特徴と課題を探る。第 3 項では、本稿のまとめとして、今後わが国

が他のドナー国あるいは国際機関との政策協調・調整可能性を模索する上で米国から得られ

る示唆を、項目別に整理した。 
なお、本節において、労働分野の国際援助とは、国際労働基準、労使関係、人的資源開発、

職業訓練、雇用、労働安全衛生等の分野で米国政府・政府機関が実施あるいは資金提供を行

うマルチバイラテラル・バイラテラル技術協力プロジェクトを指し、動向把握に当たっては、

援助方針、拠出規模、分野・地域別フォーカス、他アクターとの連携、プロジェクト進行・

管理・評価手続き―等を視点とした1。 

 
１ 米国の国際援助政策・制度的枠組み 

(1) 近年の文脈：ブッシュ政権下の国際援助改革2 

 米国の国際援助は、2001 年 9 月 11 日の同時多発テロを契機に、援助規模、援助政策、実

施機構や実施アプローチなどあらゆる面で大きな変貌を遂げている。米国の国際援助政策に

は、第二次大戦後、3 つの転換期があった。第 1 はマーシャルプランの実施、第 2 は 1961
年の USAID の設立、そして第 3 の転機が現在のブッシュ政権下の改革である。1990 年代に

は、冷戦終結と財政赤字の削減を背景に、米国援助予算は大幅に削減され、USAID も大幅

な組織縮小・改革を余儀なくされていた。しかし、テロ以降の 2002 年 9 月にブッシュ政権

が発表した国家安全保障政策では、低所得国におけるガバナンスや貧困の問題がテロを誘引

するとの認識を背景に、米国史上はじめて、開発援助政策が防衛・外交と並ぶ国家安全保障

                                                 
1 本調査は主として文献調査によるものであるが、労働分野のバイ、マルチバイ技術協力の動向に関する第 2 項

については、在京米国大使館 Ann M. Kambara、Charles R. Aanenson 両氏に取材調査へのご協力をいただい

た他、Christopher Watson 氏（米国労働省／ILAB）、Mito Tsukamoto 氏（ILO／CODEV）、Casper Edmonds
氏（ILO／CODEV）、John Richotte 氏（ILO／DECLARATION）、Junko Ishikawa 氏（ILO／DIALOGUE）、

Pallavi Rai 氏（ILO／AIDS）、Brigitt Zug 氏（ILO／AIDS）に、資料提供のご協力をいただいた。 
2 USDOS ウェブページ、USAID ウェブページ、MCA ウェブページ、ワシントン駐在員事務所（2005）、近藤

正規（2003）を参考とした。 
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政策（対外政策）の 3 本柱のひとつに位置づけられ、再び国際援助が拡大傾向にある。ただ

し、クリントン政権下では重要視されていた労働分野の援助は、ブッシュ政権下で大幅な縮

小路線にある（詳しくは、第 2 項を参照されたい）。 
 ブッシュ政権の改革の 3 本柱は、①2002 年 3 月創設の新援助会計 MCA（ミレニアム挑戦

会計）、②エイズ緊急イニシアチブ3の実施、③USAID の再編である。同政権は、MCA の実

施を通じ、ODA 予算を 2004 年度から 2006 年度までの 3 年間に、単年度で 50 億ドル規模

にまで増額すると公約しており、これが実現すると、「マーシャルプラン」、1960 年代初頭の

中南米を対象とした「Alliance for Progress」に次ぐ ODA 予算の大型増額となる。 
 改革を支える実施アプローチとして同政権が掲げる基本方針は、「援助対象国のガバナンス

向上」と「結果主義」である。この背景には、資金や技術移転が行われても受益国のガバナ

ンスが悪ければ効果がないという従来の援助への強い反省や、受益国の強いコミットメント

と自助努力なしには援助依存は解消されないという認識がある。米国政府は、非効率な援助

の要因として、受益国政府の資金着服、腐敗、専制、行政能力の欠如を挙げた上で、援助効

率確保に向け、①受益国のガバナンスの土台となる民主主義の普及、②結社やメディア等を

通じた国民による官僚や政府の行動に対するモニター、③政策決定に参画する国民のキャパ

シティ向上―等に積極的に取り組む方向である。 

 
(2) 米国国際援助の制度的枠組みと改革の内容 

 米国の ODA は、①二国間開発援助（バイ）②米国の政治及び安全保障上の目的にかなう

経済援助③人道的援助④多国間援助（マルチバイ）⑤軍事援助―の 5 カテゴリーに分かれ、

MCA やエイズ緊急イニシアチブの発表以降はバイの比重が高くなっている。資金供与や技

術協力を担う主な援助実施主体は、外交戦略を司る USDOS（米国国務省）、USAID、平和

部隊、多国間機関、国防総省、これに新会計 MCA の実施機関 MCC（ミレニアム挑戦公社）

が加わる4。労働分野については、主要援助機構と異なり専門領域に特化したものであるが、

USDOL（米国労働省）が 1995 年以降、「特別任務」として技術協力の資金供与機能を果た

している。ただし、予算上の位置づけは ODA ではなく、その他の米国政府援助に属するも

                                                 
3 OMB ウェブページ（http://www.whitehouse.gov/omb/budget/fy2005/state.html）。2003 年 2 月のブッシュ大

統領一般教書演説で発表。2003 年度以降の 5 年間で、HIV/AIDS 対策予算を現在の 52 億ドルから 150 億ド

ルまで増額すると約束している。実施主体としては、USDOS に Special Coordinator for International 
HIV/AIDS Assistance を設置。対象国は、主にアフリカ、カリブ諸国で、ボツワナ、コートジボアール、エチ

オピア、ガイアナ、ハイチ、ケニア、モザンビーク、ナミビア、ナイジェリア、ルワンダ、南アフリカ、タン

ザニア、ウガンダ、ザンビアにおける推計 700 万人の新たな感染の予防、200 万人の既感染者への処置、1000
万人の感染者、エイズ孤児の介護―に取り組む。 

4 ただし、米国の公的国際援助には ODA の枠組み以外のものも存在し、その規模は 2000 年時点で 127 億ドル

に及ぶ。ODA 以外の米国援助は、DAC で Part2 の範疇に属する国々への拠出、IMF、米国輸出入銀行や海外

民間投資会社（OPIC）、USDOS 各種事業、国防総省国際安全保障支援―等である。DAC の定義によれば、

Part2 諸国は、途上国ステータス（Part1）諸国から卒業したとされる国々で、中央・東ヨーロッパ、ヴェラ

ルーシ、イスラエル、ロシア、ウクライナ、キプロスなどの島国が該当する。2000 年時点の米国による Part2
諸国への援助総額は 25 億ドルで、DAC 諸国による公的援助総額の 37%を占める。また、USDOS 所掌の人道・

開発支援もすべてが ODA にカバーされているわけではない。USAID (2002), pp. 131-133. 
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のである。 

 
ア MCA の内容と方向性5 

USAID が主導する従来の米国援助は外交政策あるいは地政学的戦略に影響を受けていた

が、2002 年創設の MCA は、可能な限り開発目標に焦点を絞った新たな構想によるものであ

る。これは、貧困削減により持続的な経済成長の促進を目指す PRSP（貧困削減戦略書）、

MDGs（ミレニアム開発目標）にも合致するものである。対象となる主なプログラムは、各

種コミュニティ、セクター、政府イニシアチブへの資金援助、インフラ開発、物資購入資金、

訓練・技術支援、民間企業、財団への資金援助等で、MCA の援助対象国は、①公正なガバ

ナンス（政府の統治能力向上努力、汚職対策推進、人権への尊敬、法の遵守）、②自由市場経

済の促進、③人的投資の促進（適切な医療健康サービス、教育、その他国民の健康と教育水

準を維持する機会の提供）―の 3 分野での良好なパフォーマンスを示した国とされている。 
MCA の最大の特徴は、実施過程で援助対象国のオーナーシップや結果責任が求められる

点で、現在の USAID 主要開発援助プログラム予算の 2 倍弱にあたる多額の援助資金の配分

が、業績と結果にリンクしたかたちで行われる抜本的な政策変更である。初年度の 2004 年、

2005 年の議会承認額は各々約 10 億ドル、約 15 億ドルで、2006 年度要求額は 30 億ドル。

前述のとおり、将来的には単年度で 50 億ドルにまで拡大する方向である。 
MCA の実施機構として 2004 年に設立された MCC は、戦略的・政治的影響からの中立性

を確保するため、USDOS に属していない点が従来の米国援助と異なる。MCC のスタッフは

150～250 人と見込まれており、65 億ドルの予算（USDOS 管轄プログラムを含めると 90 億

ドル規模）を約 2000 人（2002 年時点）の正規職員で運営している USAID と比較すると、

かなり少数精鋭である。また、MCC の監督を行うのは閣僚級の理事会で、議長の国務長官

を筆頭に、財務長官、米国通商代表、USAID 長官などの閣僚級メンバー及び 4 名の民間専

門家が構成している6。長い歴史のなかで高度に官僚化した USAID に対する「非効率」との

国民の印象にも訴える実施機構として注目されている。 
 MCA はさらに、実際のプロジェクト運営についても画期的な方向性を提示している。援

助対象国の「自助努力」に焦点を当て、プロジェクトの実質的な企画・実施は対象国に委ね

る。援助適格国自らが、支援対象のプログラムに関するプロポーザル（国家開発戦略）を作

成し、MCC との交渉・選定手続きを経て、合意書（ミレニアム挑戦コンパクト）を締結す

る。米国側はプロジェクトパフォーマンス目標の設定や説明責任の明確化、モニタリング等

への技術支援・助言を行うのみに留まり、評価も援助対象国が中心になって実施する。MCA
の狙いはすなわち、米国 ODA の健全な実施と被援助国の制度や政策改善を促すための財政

的インセンティブを与えることである。 

                                                 
5 MCA ウェブページ、Radelet（2003）を参考とした。 
6 FASID (2005)． 
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 援助適格国に選定されるためには、所得指標：各国の所得水準（第 5-1-1 表）と経済・政

治パフォーマンス指標（第 5-1-2 表）に基づき、各指標の半数以上において中間値以上のス

コアを出すことが条件となっている。ただし、汚職規制指標については、中間値かそれ以下

の場合他の 15 指標が高くとも援助資格を失う7。また、成果に対する評価方法も厳格で、米 

 
第 5-1-1 表 MCA 適格国選定基準①：各国の所得水準 

 

2004 年度：一人当たり GNI1,415 以下、IDA 融資適格国、米国対外援助 ACT パート 1 適格国（注） 
2005 年度：一人当たり GNI1,465 ドル以下、米国対外援助 ACT パート１適格国 
2006 年度：2 つの GNI 水準に分類 
     （1）世銀が定める低所得国水準（一人当たり GNI1,575 ドル以下）、米国対外援助 ACT パート 1

適格国 
     （2）世銀が定める低中所得国水準（一人当たり GNI1,575～3,255 ドル）、米国対外援助 ACT パ

ート 1 適格国 

第 5-1-2 表 MCA 選定基準②：被援助国のパフォーマンス：選択指標（2005 年） 

 

Ruling Justly (公正なガバナンス) 使用指標 
1 Civil Liberties (市民の自由) 
2 Political Right (政治的権利) 
3 Voice and Accountability (表現の自由と説明責任) 
4 Government Effectiveness (政府の効率性) 
5 Rule of Law (法の支配) 
6 Control of Corruption (汚職規制) 

Freedom House 
Freedom House 
World Bank Institute (WBI) 
WBI 
WBI 
WBI 

Encouraging Economic Freedom (自由市場経済の促進)   
1 Country Credit Rating (国家の信頼性格付け) 
2 1-year Consumer Price Inflation (インフレーション) 
3 Fiscal Policy (財政政策) 
4 Trade Policy (貿易政策) 
5 Regulatory Quality Rating (規制政策) 
6 Days to Start a Business (新規事業開始に必要な日数) 

Institutional Investor Magazine 
Multiple 
National Governments, IMF/WEO 
Heritage Foundation’s Index of Economic 

Freedom 
WBI 
World Bank (WB)  

Investing in People (人的投資の促進)  
1 Public Expenditure on Health as % of GDP 
  (GDP に占める保健分野への割合) 
2 Immunization Rates : DPT3 and Measles (予防接種率) 
3 Public Primary Education Spending as % of GDP 
  (GDP に占める公的初等教育への支出割合) 
4 Girls Primary Education Completion Rate 
  (女性の初等教育修了率) 

National Governments 
 
WHO 
National Governments 
 
WB, UNESCO 

注：米国対外援助法 PartＩで規定されている国。低所得かつ民間からの融資を得るのが困難な、米国の譲許
的な資金援助を受ける国（Sec 12）。選定クライテリアは毎年度修正される。各年度の指標は、
http://www.mcc.gov/countries/selection/index.shtml 参照。 

出所：MCC Report on the Criteria and Methodology for Determining the Eligibility of Candidate 
Countries for Millennium Challenge Account Assistance in FY 2004、FY2005、FY2006 より筆者
作成。 

                                                 
7 指標、適格国、合意締結国の詳細については、MCA ウェブページを参照されたい。2004 年は、候補国 63 カ

国のうち 16 カ国の適格国が選定された。選定にもれた国々は、改革の意志ある「中程度の達成国」として準

適格国と位置づけられ、USAID から政策改善に対する支援を受ける。2005 年度適格国は、アルメニア、ベニ

ン、ボリヴィア、ジョージア、ガーナ、ホンジュラス、レント、マダガスカル、マリ、モンゴル、モロッコ、

モザンビーク、ニカラグア、セネガル、スリランカ、ボナアツで、準適格国は、ブルキナファソ、東チモール、

ガイアナ、ケニア、マラウィ、パラグアイ、フィリピン、サントメ・プリンシペ、タンザニア、ウガンダ、イ

エメン、ザンビア。 
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国政府の政治意図から MCA を切り離すため、外部の強力なモニタリングと評価システムを

活用し、客観的な測定に基づいた判断を行う。評価結果もむろん公開扱いである。もっとも、

対象国の選定に関する最終決定はあくまでも理事会が行うという柔軟性の余地があり、この

点は、米国の外交政策から MCA を切り離すという趣旨に鑑みると不明確との指摘もある。

MCA の運営にあたっては、使途指定・タイドの禁止等が定められているが、具体的な実施

方法について現時点では未知数で、NGO などの民間組織との連携方法や会計監査・評価を

含めたアカウンタビリティの明確化が求められている。 

 
イ USAID 再編と今後の方針 

2002 年以降のブッシュ政権の方針を受け USAID はまず、開発援助を米国が目指す民主的

な世界の形成に向けた一手段と位置づけ、組織再編を図った。USAID は従来、ワシントン

DC 本部の 6 分野別局と管理部局（①経営・管理、②法務・広報、③政策・プログラム調整）、

在外事務所の諸プログラムを担当する 4 地域局（①サブサハラ・アフリカ、②アジア・中近

東、③中南米・カリブ諸国、④欧州・ユーラシア）で構成されていたが、2001 年に長官に就

任したナチオス氏は、本部組織のうち政策・プログラム調整局に予算調整権限を与えて機能

強化するとともに、6 分野別局を 3 部局（①保健、②経済成長・農業・貿易、③民主化・紛

争解決・人道支援）に統合。加えて、民間セクターや NGO との連携推進を担当する GDA（グ

ローバル開発アライアンス）事務局を新設している8（GDA については、第 1 項(2)ウを参照

されたい）。一方、USAID がモットーとする現場主義、在外主導のプログラム運営を担う地

域局は、従前の体制を維持し、プログラム策定、予算管理、実施団体選定・契約、モニタリ

ング・評価・報告等の各プロジェクトの運営は全て在外事務所の責任で実施9。受益国との政

策対話と受益国側の選択に基づき、援助戦略、主要支援分野、PVO（民間ボランティア団体）

との連携計画等を盛り込んだ国別 CDSS（開発戦略文書）の作成も担当する。 
次に、活動内容における USAID の動きをみてみよう。USAID は、2002 年発表の国家安

全保障戦略10を踏まえ、USDOS・USAID 共同戦略（2004 年～2009 年）11を 2003 年に作成

し、①民主化促進、②経済成長促進、③保険、教育、環境等の改善、④紛争防止、災害支援

―を主目標に掲げている。これに併せて、USAID 経済支援基金（無償資金供与：ESF）
の地域的フォーカスは、中東地域支援にシフト。エジプト、イスラエル、ヨルダン、南アジ

ア（パキスタン、アフガニスタン）、トルコ、インドネシア、フィリピン等を主要受益国とし、

自国内あるいは周辺国・地域における紛争やイスラム過激派によるテロ予防策を強調した格

                                                 
8 USAID ウェブページ（http://www.usaid.gov/about_usaid/usaidorg.html）。 
9 もっとも、具体的な活動は主に NGO やコンサルタント等の外部委託により実施され、USAID の正職員はロ

ジスティックを担当するジェネラリスト化している傾向がある。ワシントン駐在事務所(2005), op.cit., p.149． 
10 ホワイトハウスウェブページ（http://www.whitehouse.gov/nsc/nss.html）。 
11 USDOS ホームページ（http://www.state.gov/documents/organization/24299.pdf）。 
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好となっている12。予算規模は、アフガニスタンとイラクの復興支援の拡大により、2004 年

度に約 65 億ドルと増加傾向にあるが、MCA の新設により 2002 年以降二国間援助全体に占

める USAID のシェアは約半分にまで減少しており、今後も低下する見込みである。 
かくして MCA との事業の差別化や今後の役割の再定義を迫られた USAID は、2004 年 1

月にさらに、「国際援助：21 世紀の課題への対応」と題するホワイト・ペーパー13を発表。

今後の重点目標として、①変革を伴う開発の促進、②制度・基盤の脆弱な国の強化、③人道

的支援の提供、④戦略的重点国への支援、⑤地球規模問題への対応―の 5 項目を提示して

いる。このうち「変革を伴う開発の促進」の実現に向けた具体的課題としては、①援助目標

の明確化及び目標に沿った資源の配分、②援助対象国や援助地域の厳密な選択、③制度的キ

ャパシティの強化、④援助対象国の参加・オーナーシップ及びその他現地アクターの参加強

化、⑤援助対象国の受容能力への配慮、⑥ドナー国間調整、⑦効果的かつ適切なタイミング

での援助対象国の開発援助からの自立確保―が挙がっており、パフォーマンスやガバナン

スを重視する MCA と、基本方針において足並みを揃えている。一方、②、③、⑤は、MCA
がカバーしない領域を USAID の今後の役割として強調するものである。特に、脆弱国家の

基盤整備は成果が目に見えにくく長期的な視点が求められることに言及し、短期的な評価に

そぐわない国家への支援にも取り組む方針を明確化している。同ホワイト・ペーパーはまた、

①USDOS・USAID 共同戦略の外交政策と開発目標の調和・両機関の連携強化、②USAID・

MCC 間の調整、③NGO や民間団体との連携を重視する GDA―により、各援助アクター

のヨコの連携の重要性も明らかにしている。相互補完的に MCC 等の各アクターと連携しつ

つ USAID が独自性を発揮できる分野を特定することで、組織としての比較優位を示した内

容である。 

 
ウ GDA と民間イニシアチブの弊害 

GDA14は、USAID が導入した新たな援助実施アプローチで、政府、NGO、財団、大学、

企業、個人など国際開発援助に携わる官民様々なアクターによるアイディア、努力、資金を

結集したものである。USAID は、資金や専門性を使って各種アクターを開発分野に招き入

れ、新規投資を促進し、各アクター間の調整・連携役を果たすことで、援助効率向上を目指

す。対象分野も、経済発展、ビジネス、人材開発、健康・環境問題の解決、教育・技術への

アクセスの拡大―など広範で、パートナーシップ・アプローチによる援助効果拡大、各ア

クターの課題に対する認識の共有、解決策の共有、複数パートナーによる資金・資源の拡大、

リスク・評価の共有等の様々なメリットが得られる。米国援助が官民連携を推進する背景に

は、1970 年代には ODA が大半であった米国援助の構図が逆転し、民間援助が ODA を凌ぐ

                                                 
12 経済産業省ウェブページ（http://www.meti.go.jp）。 
13 USAID (2004).  
14 USAID (2003).  
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勢いで伸びていることが指摘できる。国際的にも米国は、伝統的な援助構造に縛られず、開

発アプローチを多様化するニーズを強調しており、GDA の試みは、「21 世紀型の新援助ビジ

ネスモデル」として今後の展開が注目されている。 
他方、開発分野でのこうした民間イニシアチブ拡大により弊害も生じている。急速な NGO

の台頭による発言権の拡大や米国世論等を背景に、議会のマイクロマネジメント化が起こり、

USAID のプログラム運営に機能不全・効率低下をもたらしている。米国では、NGO の見解

や世論が、議会や政権へのロビー活動を通じて政策決定過程に反映されるため、官僚的な組

織機構や援助の非効率が一般的に指摘される USAID15は、歳出法案に対するイヤーマーク

（予算使途）の特定を求められるなどの議会による制約が非常に大きくなっている16。この

結果、各国の実情に応じた現場レベルでの柔軟な援助の執行が不可能に近い。ブッシュ政権

は、議会による予算のイヤーマークを排除し、代替手段として「援助成果」を頻繁に報告す

る等の解決が図れないか模索中である。 

 
(3) 米国援助の量的・質的概観 

ア  規模と分野・地理別特徴 
米国の公的開発援助は量的には世界一で、テロ以降の MCA 創設等による大幅増額により、

2002 年に 132 億 9,000 万ドル（確定値）、2003 年に 163 億 2,000 万ドル（確定値）、2004
年に 193 億 1,000 万ドル（暫定値）と、拡大傾向にある（第 5-1-3 図、第 5-1-4 図）17。し

かし、絶対額は多いものの、GNI 比率でみると OECD の DAC（開発援助委員会）加盟諸国

のなかで最下位に近いため（2003 年：0.15%、22 位）、アカデミアやオピニオンリーダーか

ら「増額なき米国援助は不寛容、非効率」「冷戦後の米国援助制度は崩壊した」といった批判

が飛び交う18。DAC の GNP 比ターゲットは 0.7%だが、米国側は、「この数値目標は、各援

助プロジェクトの質、効率、成果、あるいは適格なタイミングで適切な対象国に適格なプロ

ジェクトを実施するための戦略的アプローチの有無を勘案したものではない」19「ODA のみ

で一国の援助規模を判断する従来の手法が非常に限定的かつ時代遅れなもの」「世界レベルで

の民間部門の拡大の観点から民間援助を含めた援助規模の再評価が必要」20―といった反

論を展開している。一方、OECD 発行の DAC レポートも、「現実的には単なる増額の全体的

な達成は難しく、また仮に実現したとしても、途上国に横たわる課題が解決するわけでも、

                                                 
15 米国民は、9･11 以降援助を基本的にサポートしているが、援助資金の大半が腐敗政権に流れ、援助機構も非

効率で無駄が多いという認識を持っている。また、国民は、NGO を通じた支援を支持する傾向が強い。一方

で、米国援助へのこうした偏見は、一部政策シンクタンクの偏った意見やマスコミによる報道がもたらしたも

のだという言説もある。USAID (2002) p.130, Roland-Holst and Tarp (2002) p.3.   
16 在京日米国大使館 Charles R. Aanenson 氏へのインタビュー調査による。 
17 International Development Statistics CD-ROM: 2005 edition, OECD． 
18 Johnson, Tracy “America’s Stinginess Is a Problem, Carter Says.” Seattle Post-Intelligencer, January, 

2000. 
19 USAID (2002), op. cit., p131.  
20 ibid., pp.26-27. 
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大規模な援助を途上国が効率的に扱えるわけでもない」21としており、数値化された目に見

える量的増額ではなく、質的改善を今後の援助効率議論のテーマに据える方向である。米国

は、国際機関や欧州諸国のリーダーたちが ODA を主要な開発援助ツールに位置づけ、民間 

 
第 5-1-3 図 米国援助内訳 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

                                                 
21 OECD (2001) DAC report, p76.  

第 5-1-4 図 米国 ODA 額推移（単位：百万ドル）
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援助の役割を過小評価している点に懸念すら示しており、今後必要な視点は、直接、間接、

軍事、多国間援助、民間援助を総合的に捉え、援助ニーズ、実施方法、成果等を多面的に測

定するツールを開発することだと主張している。 
次に、援助分野をみると、DAC 諸国平均に比して米国は、エネルギー、人道支援、政府及

び市民社会に関するプログラムに ODA を多く割り当てる傾向がある。これは、1970 年代後

半以降、NGO の台頭等を背景に、保健、教育、民主化等の分野の技術支援を強化し、その

過程でローン供与を通じた経済成長支援からグラントによる人道的支援に重点をシフトした

ためである22。また、地域的配分は、既述のとおりテロ対策の文脈で開発援助が増額された

ことで、大きく変貌している。先に言及した 2002 年の国家安全保障戦略は、「貧困、弱い機

構、腐敗が、テロリストネットワークやドラッグカルテルに脆弱な国家を形成する」「民主主

義、開発、自由市場、自由貿易をもたらすべく積極的な動くべきだ」と明言。1998 年-2001
年と 2002 年-2005 年の国別援助動向を比較すると、イラク、アフガニスタン、ヨルダン、

パレスチナ領域への二国間援助が増加している半面、イスラエル、エジプト、ボスニア、ヘ

ルツゴビナへの援助が減少している23。2004 年の国際援助プログラムの予算オーバービュー

でも、テロとの戦いのフロントライン諸国として、アフガニスタン、コロンビア、ヨルダン、

パキスタン、トルコを挙げており、中東三角地帯やアフガン周辺国に対しては、膨大な補正

予算を組んで、援助に向けている。   

 
イ 民間援助の位置づけ 

米国公的援助の規模と位置づけを把握するため、民間援助にも若干言及しておきたい。米

国の民間国際援助は、USAID が戦略的に育成してきた歴史もあり、その規模が非常に大き

い。ブッシュ政権が ODA 増額方針を示す以前の 2000 年推計値によれば、ODA 総額 99 億

ドルに対し民間援助総額は 336 億ドルと、米国の国際援助全体の約 60%を占めている24。同

年の 2010 年予測値では、そのシェアは 69%にまで伸びる見通しである25。 
米国民間援助には、財団・企業、宗教団体、PVO、大学・専門学校による援助と移民の本

国送金が含まれる（米国民間援助の類型と最近の動向については、BOX 1 を参照されたい）。

なかでも、近年、グローバルレベルでの CSR 向上への関心の高まりを背景に、米国企業に

よる開発援助分野での社会貢献へのコミットメントの拡大が目覚しい。今後 ODA で大幅な

増額が見込まれるのは MCA のみで、米国の基本的な援助スタンスとしては、民間チャネル

をフル活用する見通しが高い。こうした姿勢は、MCA や USAID の援助実施アプローチで、

                                                 
22 MCA ウェブページ。 
23 Moss, Roodman and Standley (2005). 2005 年発行の OECD／DAC レポートによれば、被援助国トップ 6 カ

国は、エジプト、ロシア、イラク、コンゴ、イスラエル、パキスタン、ヨルダン、コロンビア、アフガニスタ

ン、エチオピアの順である。 
24 民間援助との規模比較については 2000 年推計値比較。2002 年確定値で 132 億 9,000 万ドル、2003 年暫定値

で 157 億 9,100 万ドルと、テロ以降の ODA 大幅増額後の数値は明らかになっていない。 
25 USAID (2002), op., cit., p. 26.  
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民間企業、大学、財団、PVO との協働や相互ラーニング、相互キャパシティの向上等の官民

連携が必須項目となっていることにもあらわれている26。 

 
 
BOX 1  米国民間援助の類型と最近の動向 
 
（1） 財団ベースの民間援助 
 1998 年時点における財団（独立系、企業系、コミュニティ系）ベースの援助推計総額（国際活動経費）

は 16 億ドルで、1994 年の 66%増。これには、ビル＆メリンダ・ゲイツ財団とテッド・ターナーズ UN 財

団が 1999 年から 2001 年の間に行った年間 3 万 5000 ドル規模の巨額の援助資金は計上されていない。財

団ベースの援助総額は、2006 年には 25 億ドル、2010 年には 31 億ドル規模にまで膨れ上がるとの予測が

なされている。主な援助財団は、ロックフェラー、フォード、ケロッグ、マッカーサー、ビル＆メリンダ・

ゲイツ等の財団、ベクテル、アーチャーダニエルミッドランド、ブリストルマイアーズスクィッブ、コカ・

コーラ、シティグループ等の企業財団やその他のコミュニティ財団等。 
 
（2） 企業ベース（多国籍企業）の民間援助 
 多国籍企業ベースの援助総額の全体像は明らかではない。企業による社会貢献活動は比較的新しい傾向

であり、また、税制やマネジメントシステム、会計システム等により規模把握が困難。近年米国企業 209
社を対象とした調査では、83 社が国際貢献活動を行っていると回答。このうち詳細を明らかにした企業は

74 社にとどまった。過少見積によれば、2005 年に 36 億ドル、2010 年に 46 億ドルとの試算が公表されて

いるが、実際の規模はこれを上回るものと考えられている。大企業の多くは、ドナー政府との緊密な連携

の下で援助を行うことで、経済低迷や政府の腐敗等が明らかになった場合のリスクを回避する傾向が強い。

企業の社会奉仕活動の対象は、市場サポート、従業員支援、イメージ向上等。企業の援助イニシアチブは、

最近特にサプライチェーンでの CSR への取り組みの一環として注目を集めている。 
 
（3） PVO（民間ボランティア団体）による援助 

PVO とは、「USAID に登録された非営利団体で、年間予算の一部（20%）を民間、市民からの自主的な

資金、時間、現物給付のかたちで得て、海外で活動もしくは活動したい団体で、財政力（運営経費 40%程

度）があり、理事会があり、活動分野が USAID の優先方針に合致し、テロリストとのリンクがない組織」

と定義されている。ODA からの助成金を得るためには、PVO としての登録が義務付けられる。登録により

USAID から得られる資金供与は、開発支援、経済的安定、災害救助等。調査や科学的活動にのみ従事する

大学、研究機関、民間財団、病院、宗教活動のみに従事する教会・組織は PVO とみなされない。 
PVO 育成・支援については歴史的に USAID が果たしてきた役割が大きい。PVO は、USAID 資金を利

用できる他、内国歳入法の規定による非営利団体に対する免税措置のメリットも享受できる。個人や企業

からの寄付についても、寄付を行った個人や企業は税額算定にあたって所得から寄付分控除が認められて

おり、PVO 活動を支える基盤となっている。USAID に登録された PVO 数は、1979 年には 139 団体に過

ぎなかったが、2000 年には 436 団体に増加。約 159 カ国を対象にあらゆる開発援助分野をカバーする活動

を行っている。主な活動分野は、健康・栄養プログラムや人口プログラム、地域開発、食糧安全保障、職

業援助、災害援助、小額融資、農業協同組合等。最近では、民主主義構築や起業分野の活動も増加してい

る。 
PVO への資金供与規模は、1989 年に 17 億ドルであったものが 2000 年には 33 億ドルに増加。USAID

登録の上位 PVO20 団体の平均資金供与額は 4,300 万ドルで、総額は約 8 億 5,400 万ドルに上り、USAID
による PVO ファンディングの 3 分の 2 を占めている。上位 PVO は、CARE、Catholic Relief Services, World 
Vision, Save the Children 等で、6,000 万ドルから 3 億 8,000 万ドル規模の助成を受けている。PVO の資

金規模は、2005 年に 54 億ドル、2010 年に 68 億ドル規模に拡大すると試算されており、これに各年の国

際ボランティア活動に費やされる総時間分の 33 億ドル相当を加算すると、2005 年に 87 億ドル、2010 年

には 101 億ドル規模に上る見込みである。 
PVO の活動規模は大きいが、今後最大の課題は、援助対象国のキャパシティビルディング、技術の継承

など、最終的には、現地カウンターパートが自ら実施できるような体制の構築。1995 年 3 月の社会開発サ

ミットの場で、「新たなパートナーシップ･イニシアチブ」を発表して以降米国は、途上国の民間企業、地

方政府、NGO 等の市民社会の能力強化により持続可能な開発を目指すことをチャレンジとして掲げてい

る。 
 
 

                                                 
26 Ibid., pp. 134-137.  
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（4） 大学等教育機関による援助  
米国の専門学校・大学による発展途上国からの留学生への教育支援規模は巨大である。2000 年-2001 年

期の外国人学生総数は 50 万人で、米国専門学校・大学への入学者総数の 3.9%に及ぶ。外国人学生への財

政支援額は、1980 年-1981 年就学期に 8,300 万ドル、2000-2001 年就学期には 13 億ドル。米国大学・専

門学校が提供する奨学金制度の下での外国人学生の割合も漸増傾向にあり、20%程度。1996 年-2001 年に

おける米国大学・専門学校による外国人学生への資金援助総額も倍増している。外国人に対する民間奨学

金規模は、2005 年には 17 億ドル、2010 年には 26 億ドルにまで拡大すると試算されている。全米の大学・

専門学校が支給した奨学金総額は、ODA 予算によりオーストラリア、ベルギー、ノルウェー、スペイン、

スイスが実施した途上国への奨学金支給総額を上回る規模である。 
 

（5） 宗教団体 
 宗教団体による災害支援、医療、農業、教育等の分野での国際援助プログラムも大きな役割を果たして

いる。宗教団体調査によると、約 74%の宗教団体が国際活動に従事。宗教団体による援助規模は、民間援

助と同じく過小評価されているが、現在の援助規模は 34 億ドル、2005 年には 40 億ドル、2010 年には 70
億ドルと予測されている。 
 
（6） 海外送金 
 海外送金額はラテンアメリカ諸国の GDP の 10%に及ぶ規模（エルサルバドルでは 13%）。国際援助分野

では、本国への海外送金規模が無視できない重要なファクターとなりつつある。1990 年代に移民労働者に

よる海外送金規模は 2 倍以上の伸びを見せ、1989 年時点で全地域の海外送金総額は 210 億ドル（データが

入手不能のロシアを除く）、1999 年時点では 500 億ドルにまで増大。最も送金規模が大きいのはラテンア

メリカ諸国（145 億ドル）、これにインド（115 億ドル）、中東（104 億ドル）、東欧（62 億ドル）が続く。

1999 年時点でのラテンアメリカ諸国への海外送金総額は同地域への USAID 及びその他の多国間機関によ

る助成金総額を超える規模となっている。 
 
参考：USAID (2002) Foreign Aid in the National Interest. 

 
(4) 援助効率に対する評価手法 

米国公的援助への評価は、国レベル、援助機構レベル、各プログラムレベルの 3 段階で実

施される。国レベルでは、全行政機関に適用される「GPRA（政府業績成果法：Government 
Performance and Results Act 1993）」に沿った評価制度が存在し、戦略計画と業績測定を一

体のものとして実施する。また、OMB（大統領府管理予算室）は、2001 年にブッシュ大統

領が発表した行政改革方針「大統領管理運営計画」の下、国レベルで実施するプログラム評

価手法として、PART ツール（業績評価率測定ツール：Program Assessment Rating Tool）
を定めている。PART の趣旨は、全行政機関共通の指標に基づく各プログラムの利点・欠点

の明確化と予算・管理運営の改善である。評価対象及び対象項目各々の比重は、①プログラ

ムの目的と企画（20%）、②戦略的計画（10%）、③プログラム管理運営（20%）、④プログラ

ム成果及びアカウンタビリティ（50%）―で、総合判定は、①効果的、②ある程度効果的、

③許容できる、④効果的ではない、⑤成果は示されない―の 5 段階により示される27。GPRA
と成果に重点を置いた PART は、相互補強的に併存している。 

各援助機構・個別援助プログラムに関する評価も、GPRA に合わせ、成果フレームワーク

（Results Framework：RF）で行われる。ドナー国・援助機構の政策・プログラム評価手法

は、①RF と②ロジカル・フレームワークに二分できるが、英国、オランダ、デンマーク、

ドイツ、世銀、UNDP ほかロジカル・フレームワークを採用しているケースが多く、米国は

                                                 
27 PART 評価手法について詳しくは、OMB ウェブページ（http//www.whitehouse.gov/omb/budget）。 
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評価アプローチが異なることが分かる28。MCA の評価の方向性は未知数であるため、以下で

は、援助機構として歴史の長い USAID の評価体系に触れておく。 
従来 USAID はロジカル・フレームワークを採用していたが、1995 年より RF を導入して

いる。組織レベル、現地事務所レベル、特定テーマ別の戦略計画に基づき指標と数値目標を

設定し、プログラム及び活動全体を、中間成果と戦略目標の指導達成度により測定する。具

体的には29、①国益のための援助（米国開発援助の全側面を評価し将来的展望を戦略目標と

して示すもの）、②BTEC（事業変革幹部委員会：USAID の管理制度に関する評価及び提言

を目的としてブッシュ政権が導入したもの）、③組織レベル評価（PPC／DEI：政策・プログ

ラム調整局開発評価情報課が実施する組織レベルのパフォーマンス・政策立案に関する評価）、

④現地事務所レベルの内部業務評価（PPC／DEI も参加）30、⑤PART、⑥OIG（監査官オ

フィス）・GAO（米国会計検査院）による外部評価、⑦プログラムの成果に関する各種調査

―の 7 ツールにより、多面的評価を実施。これに加え USAID は、独自に受益国のガバナ

ンス程度の指標化も試みており、1996 年に「民主主義とガバナンス・プログラム指標に関す

るハンドブックを発行している31。 

 
２ 米国における労働分野の国際援助・技術協力動向 

(1) 労働分野の援助・技術協力の位置づけと制度的枠組み 

米国政府は、援助の基本方針である人権あるいは経済成長、民主的ガバナンスの推進の一

環として、差別除去、強制労働の廃止、最低賃金遵守、児童労働の廃絶、団結権・団体交渉

権の保障等の国際労働基準の向上を目指している。また、政策上、労働分野の援助と米国通

商・貿易政策とのリンクを強くサポートしている点も大きな特徴である32。米国の労働分野

の援助を担う主な公的機関には、USDOL、USDOS、USAID があるが、本節では、労働分

野を専門領域とする USDOL が実施するバイラテラルプログラムと米国任意拠出により運営

される ILO マルチバイラテラルプログラムを中心に援助・技術協力の動向把握を試み、労働

分野の特定が困難な USDOS、USAID の取り組みについては若干の言及に留める。なお、新

会計 MCA については、人材育成をはじめとする労働分野で今後援助が拡大する可能性があ

るが、現時点ではその方向性は明らかでないため、本節では言及しない。 

                                                 
28 海外援助機関の政策・プログラム評価については、FASID(2003)が詳しい。 
29 USDOS ホームページ（http://www.state.gov/s/d/rm/rls/dosstrat/2004/23511.htm）。 
30 評価対象は、目標設定、成果モニタリング・プロジェクト管理システム、評価関連調査、将来における政策立

案・企画に必要な評価―の 4 項目。 
31 ガバナンス指標について詳しくは、USAIDホームページ（http://www.usaid.gov/democracy）、近藤正規（2003）, 

op., cit.  
32 2000 年貿易開発法 412 項(c)により、米国一般関税特恵の受益国、カリブ海地域貿易連携法（CBTPA）及び

アフリカ成長機会法（AGOA）の下で付加的利益を享受する受益国について、「受益国の最悪の形態の児童労

働撲滅に向けた国際的コミットメントの実施状況」に関する労働長官の年次報告を義務付けている。対象国が

最悪の形態の児童労働の撲滅へのコミットメントを果たさない場合は、利益の享受を行わないとしている。米

国通商法は、①結社の自由及び団体交渉権の保障、②強制労働の禁止、③児童就労の最低年齢、④最低賃金、

労働時間、労働安全衛生などに関する受容可能な労働条件―などを遵守すべき国際的労働基本権としている。 
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(2) USDOL／ILAB（国際労働局）による援助・技術協力の動向33 

ア ILAB の予算規模とブッシュ政権下の変化 
ILAB の設置は 1959 年。Deputy under Secretary for International Labor Affairs（米国

労働長官代理）の指揮の下、USDOL の国際業務を遂行している。ILAB は、各省庁・政府

機関との連携による国際経済、貿易、移民、労働に関する政策策定・調査研究をコア業務と

するが、特別業務として、米国国際労働政策目標に従った技術協力も運営している。具体的

な任務は、①他国における労働分野の発展状況のモニター、②労働基準の低下を招く劣悪な

経済状況にある移行経済国への技術支援、③中核的労働基準に関する政策・プログラムの開

発、④他の先進諸国の動向・プログラムに関するモニター・情報収集。代表的な ILAB レポ

ートには、貿易協定の相手国に関する「雇用インパクトレビュー」、「労働基本権レポート」、

「搾取を伴う児童労働レポート」等がある34。 
ILABによる技術協力活動及びグラント供与機能は、1995年に議会の要請によりスタート。

1996 年-2003 年の間に ILAB による国際資金提供は 1500%増加し、大規模な技術協力活動

をカバーしてきた。しかし、①広範囲の不明瞭なミッションがあるとして PART（詳しくは、

第 1 項(4)を参照されたい）による指摘を受けていること35、②従来からのコア業務が政策策

定、調査・分析、アドボカシーであること、③ブッシュ政権下で国際労働問題の比重が低下

しつつあること36―等を背景に、2002 年以降の予算要求では、大幅なカットが再三にわた

って提示されている。同政権は、ILAB に対し、技術協力については米国貿易アジェンダに

リンクした児童労働その他の小規模なプロジェクトにのみ資金供与を行い、活動の主軸は

USDOL 内の国際的な業務調整と同政権の国際的なイニシアチブに対する専門的支援にシフ

トするよう求めている。将来的には、ILAB 主導による技術協力プログラムの大半は終了を

余儀なくされる見通しが高い。 
ブッシュ政権の ILAB への予算要求額・承認額の推移37をみると、2002 年（要求額： 7,200

万ドル、承認額：1 億 4,800 万ドル）、2003 年（同 5,460 万ドル、1 億 5,200 万ドル）、2004
年（同 1,230 万ドル、1 億 990 万ドル）、2005 年（同 3,050 万ドル、9,320 万ドル）、2006
年（要求額：1,240 万ドル）と削減傾向にあるが、例年議会の承認額は政権要求額を大幅に

上回っている（第 5-1-5 表）。予算削減の大部分は技術協力グラント機能の縮小によるもの

で、現在の承認予算内訳をみると、児童労働撲滅プログラムもしくは HIV・エイズプログラ

ムのシェアが大きく、他の労働分野への配分は既に大幅カットに至っている38。 
                                                 
33 ILABの技術協力活動の詳細については、同局Chris Watson氏の提供資料及びUSDOLホームページに拠る。 
34 各種レポートは、USDOL ホームページ（www.dol.gov/ILAB/media/reports/usfta/main.htm）を参照せよ。 
35 GPO ホームページ（http://a255.g.akamaitech.net/7/255/2422/07feb20051415/www.gpoaccess.gov/usbudge

t/fy06/part.html）。  
36 ブッシュ政権は ILO への拠出額もカットしており、国際労働分野へのコミットメントの低下を露呈している。 
37 OMB ホームページ（http://www.whitehouse.gov/omb/budget/fy2006/labor.html）、 

USDOL ホームページ（http://www.dol.gov/dol/aboutdol/main.htm#budget）。 
38 例えば、2004 年の予算承認額 1 億 990 万ドルに占める技術協力資金は約 1 億ドル程度であったが、そのうち

約 8,200 万ドルが児童労働プロジェクトに注入され、例えば、労働基準向上を目的としたバイ・マルチバイプ
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また、シェアの大きいこれらプログラムについても、2006 年度予算要求に向けた PART
評価では、「児童働撲滅や HIV・エイズ等の分野に限定した ILAB の技術協力プロジェクト

は、受益国のパフォーマンス達成にフォーカスしつつ、より包括的に貧困削減と持続可能な

発展を目指す MCA が代替実施機構として機能し得る」「ILAB の HIV・エイズイニシアチブ

は、USDOS が所掌するエイズ緊急イニシアチブと重複がみられ、ブッシュ政権の方針との

関連性が不明」―と存続意義に疑問が投げかけられており39、ILAB 技術協力グラント機能

は岐路に立たされていることが伺える。 

 
第 5-1-5 表 ILAB への予算要求額・承認額推移（単位：万ドル） 

  2002 年 2003 年 2004 年 2005 年 2006 年 
要求額 7,200 5,460 1,230 3,050 1,240 
承認額 14,800 15,200 10,990 9,320 － 

出所：OMB ホームページ、USDOL ホームページから作成。 

 
イ ILAB 技術協力の規模・形態 

1995 年-2003 年の ILAB の技術協力予算規模は 4 億 6,500 万ドルを上回り、グラント、共

同契約、委託契約などの形式により USDOL の資金供与対象となった主な機関・グラント規

模は第 5-1-6 表に示す通りである。内訳をみると、ILO マルチバイプロジェクト、とりわけ

IPEC（児童労働撲滅国際計画）への資金規模が非常に大きいことが分かる40。また、ILAB
は適宜 USAID、USDOS とも連携している。例えば、USAID の拠出による東欧民主化支援

（22,430,801 ドル）、USDOS の拠出による人身売買プロジェクト（3,250,000 ドル）、グロ

ーバル・エイズ・コミッション（Office of the Global AIDS Commission）の設立（1,956,000
ドル）、中東貿易振興イニシアチブ（900,000 ドル）、ウクライナ労働安全監督（2,300,000
ドル）等である。 

 
ウ 地域別・分野別特徴 
 ILAB 技術協力の地域的配分は、中近東・アジア地域（32%）、ラテンアメリカ・カリブ地

域（25%）、アフリカ（24%）、CEE/CIS 地域（11%）、グローバルレベル（8%）―となっ 

                                                                                                                                                         
ロジェクトに充当されたのは僅か 250 万ドル程度に過ぎない。USTR（米国通商代表部）は 2003 年 10 月、

米国政府が中央アメリカにおける労働基準向上に対し 4 年間に 700 万ドルの技術協力予算を注入すると公表

したが、同地域の労働基準を国際的な水準にまでアップするには 4 年では到底足らず、米国政府の労働基準

に対する取り組みの持続性に疑問が残ると指摘されている。一方で、米国政府が労働基準のモニタリングにつ

いて NGO 等の民間イニシアチブに資金供与する傾向は拡大しているが、労働基準に関する民間認証機関の正

当性については論争がある。Elliott (2004).  
39 GPO ホームページ（http://a255.g.akamaitech.net/7/255/2422/07feb20051415/www.gpoaccess.gov/usbudge

t/fy06/part.html）。 
40 USDOL の児童労働に関する技術協力プロジェクトリスト（予算規模、対象分野含む）については、USDOL

ホームページ（http://www.dol.gov/ilab/programs/iclp/projectchart05.htm、http://www.dol.gov/ilab/progra
ms/iclp/projectchart04.htm、http://www.dol.gov/ilab/programs/iclp/projectchart03.htm 等）を参照されたい。 
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第 5-1-6 表  USDOL 拠出先及び拠出規模（単位：ドル）1995 年-2003 年 

国際労働機関（ILO）  
IPEC（児童労働撲滅国際重点計画） 202,000,000 
DECLARATION（宣言促進国際重点計画） 66,975,103 
HIV/AIDS（ILO エイズ計画） 18,090,621 

Academy for Educational Development  9,000,000 
World Vision  1,000,000 
Research Triangle Institute  1,000,000 
Project HOPE  4,352,206 
Catholic Relief Services  2,750,000 
FUNPADEM  8,750,000 
CEPROMIN   397,000 
International Rescue Committee  3,400,000 
Vital Voices Global Partnership   300,000 
Solidarity Center  2,377,810 
International Office of Migration（国際移住機関）  5,000,000 
Hagar International   500,000 
Federal Mediation and Conciliation Service   732,746 
National Academies of Social Insurance  2,131,901 
Partnership for Energy and Environmental Reform  1,117,050 
International Research and Exchange  1,426,398 
Vietnam Association of the Handicapped   650,000 
Verite  1,337,676 
International Labor Rights Funds   937,932 
Worldwide Responsible Apparel Producers   499,960 
National Academies of Science  4,650,000 
National Association of State Workforce Agencies   663,000 
Trust for the Americas  1,379,648 
Center for the Rehabilitation of the Paralyzed   850,000 
National Safety Council  2,313,898 
出所：USDOL 提供資料 

 

ている。また、分野別戦略目標は、次の通りである。各戦略目標の成功事例については、BOX 
2 に列挙した。 
① 労働者の経済的機会・所得保障向上の実現（職業紹介サービス、職業訓練、労働者調

整、年金改革・社会保障制度改革、鉱山保安・鉱山労働者の安全衛生プログラム、人

身売買撲滅プログラムの実施） 
② 労働基本権保護の向上（調停・仲裁訓練を通じた政労使三者対話促進、労働法の効果

的な施行・実施に向けた各国政府支援、女性・障害者雇用における不平等・差別への

取り組み、各国労働法上の権利・義務に関する労使教育） 
③ HIV・エイズに関する職場教育・防止プログラムの実施（ジェンダー・介護等の視点を
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統合した職場における総合プログラムの開発、偏見・差別除去に向けた政労使への政

策提言・普及活動支援を含む） 
④ 技術支援の提供による最悪の形態の児童労働撲滅 
⑤ 米国開発援助政策、貿易政策、開発プロジェクトに関する調査・報告（米国民に対す

る啓蒙活動を含む） 
 

 
BOX 2 USDOL 主導による技術協力事例（ILO マルチバイプロジェクトを除く） 
 
＜戦略目標 1＞ 
○アフガニスタン職業訓練プロジェクト 

アフガニスタンの最脆弱層・最貧層の生活水準及び所得の向上を目的とした職業技術及び零細企業に対す

る訓練プロジェクト（予算規模 300 万ドル）。戦火で夫や息子を亡くした寡婦を含む多くの女性を対象に、

識字能力及び数学教育、職業技術訓練、独自に零細ビジネスを起業するマネジメント訓練を実施。訓練修了

者の中には、従来は男性の独占労働市場であった宝石製作訓練に参加する技術まで習得した女性もいる。 
○ボリビア鉱山安全プロジェクト 

10 項目から構成される労働安全衛生訓練プロジェクト。訓練の成果として、習得したリスク回避・救助

策を活用した救助事例が報告されている。ボリビアの総輸出で鉱業の占める割合は 40%。鉱山労働者の大

半がボリビアの経済危機及び構造改革で失業した労働者であったため、労災発生率が高く、労働安全衛生の

重要性への認識が一切欠如していた。同プロジェクトにより、1,000 人の鉱山労働者が訓練を受け、60 の

労働安全推進団体が設立され、18 の鉱山で労働安全設備が整備された。 
○バングラデシュ労働安全衛生プロジェクト 

政労使及び NGO の技術・専門能力の向上と職場の安全に関する一般市民への啓蒙活動を目的とする職業

安全衛生プロジェクト。具体的には、安全衛生法の施行に関する政府関係者及び労働者への教育・訓練、工

場における労働安全衛生デモンストレーションを実施した他、政府関係者・使用者代表を対象に、職業安全

衛生に関する米国工場視察や米国職業安全衛生関連機関・研究機関の専門家との会合機会を提供。また 2000
年 11 月の衣服産業における大規模火災を契機に、火災に関する安全教育にも力を入れている。現在では、

数回にわたる訓練セッションを通じ、労使ともに火災防止、緊急時対応、避難手続きに関する基礎知識を習

得している。 
○ルーマニア地域経済開発（LED）プロジェクト 

過去 7 年にわたって USDOL は、大量失業・大量解雇により影響を受けた東欧諸国各地域の地域経済開

発を実施し、労働者への雇用機会の提供に努めている。ルーマニアでは、35 地域が地域経済開発プロジェ

クトを実施中。例えばルーマニアのボステニの地域経済開発プロジェクトでは、小規模企業に機械リースに

あたって、使用に関する訓練を受けた労働者の採用を条件とした。その結果、中小企業 6 社が生産拡大に

成功し、40 人以上に新たな雇用機会を提供した。 
○ベトナム雇用促進プロジェクト 
 2001 年にスタートした雇用・職業訓練サービス提供及び障害者雇用促進に関するベトナム政府のキャパ

シティビルディングを対象としたプロジェクト。10 箇所の職業紹介センターの使用者利用率が 73%、職業

紹介件数が 31%上昇し、職業紹介センター登録者の平均失業日数が 87%減少した。10 センターについては、

障害者への職業紹介サービスも完備。今後はベトナム政府が独自に、国内 150 センターへの成功例の普及

を目指す。 
 
＜戦略目標 2＞ 
○ブラジル強制労働廃止プロジェクト 
 ブラジルにおける農業部門の強制労働慣行の廃止を目的とするプロジェクト。各地の監督・検査支援によ

り対象労働者を特定し、2003 年には 4,932 人の強制労働従事者を救出・解放した。2004 年はさらに 5,000
人をターゲットに取り組みを継続している。この他、強制労働廃絶のためのナショナルアクションプランの

開発、現地プレスを通じた宣伝活動、奴隷労働廃絶委員会の設置、労働省の検査ユニットへの教育訓練及び

資材の供与等を実施し、ブラジル政府の取り組みを支援している。 
○コスタリカ女性労働者プロジェクト 

コスタリカ労働省との連携による職場における男女差別・セクハラ防止支援プロジェクト。2000 年 3 月

にコスタリカ労働省に雇用均等室を設置。米国代表団が赴き、雇用均等室の設置、関連業務の確定、設置後

2 年間の事業戦略及び実施計画の策定・改訂作業に従事した。USDOL は、女性労働者の職場における権利
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に関する意識改革及び関連法規・法令の施行向上に関する支援も実施した他、コスタリカ労働省職員への技

術支援及び訓練を実施し、82 人の女性コミュニティリーダーを育成。また、各地域 1,500 人の女性を対象

とした労働基本権や権利保護・向上に関する訓練や、職場の女性の権利に関する全国レベルのキャンペーン

も支援している。さらに、ファミフレ施策の知識向上を目的とする使用者とのパートナーシップも構築。コ

スタリカ労働省内に設置した労働関連ホットラインは、これまでに数百件に及ぶ問い合わせ・相談に対応し

ている。 
○カンボジア衣服産業の労働条件向上プロジェクト 

2000 年以来、カンボジアの服飾産業は大きな成長を遂げているが、その一方で、労働不安が絶えない。

同プロジェクトは、ILO の委託専門家による定期的なモニタリングシステムを通じて、同産業におけるカ

ンボジア労働法及び中核的労働基準の確保を目指すもの。カンボジア使用者は非常に協力的で、良好な企業

イメージがカンボジアのイメージ向上につながり、結果的に顧客もビジネスチャンスも増えると認識してい

る。2002 年に労働条件向上モニタリングを開始して以来、労働基準・労働法違反件数は 60%も減少。消費

者サイドも、外部モニタリングを信頼し、ビジネスロケーションの検討に役立てている。2004 年の世銀調

査は、①80%以上のバイヤーが労働基準の外部モニタリングを考慮している、②労働基準の向上が、労災発

生率や職場の生産性、品質確保、転職率や欠勤率の低下に好影響を与える―と報告している。 
 

＜戦略目標 3＞ 
○職場における HIV・エイズ防止・教育プログラム 
ウガンダ：2004 年、防止メッセージを 2 万人以上のインフォーマルセクター労働者に発信。インド：6 ヶ

月間に、3 州 55 企業 1,300 人を対象に訓練を実施。ベトナム：使用者側に技術・専門的支援を提供する人

材 1,650 人を訓練。1,700 機関を対象に防止教育キットを配布。ハイチ：HIV・エイズのリスク軽減行動変

革・コミュニケーションキットの配布により 8 企業の 6,000 人の従業員にメッセージを発信。 
 
＜戦略目標 4＞ 
国際児童労働プログラム（ICLP） 

ICLP は、ILAB 内に設置されたプログラム。ICLP の技術協力プログラムは、①虐待を伴う就労からの

児童の救出、②児童労働従事者への基礎教育アクセスの向上、③世界的な児童労働に関する啓蒙活動―を

3 本柱に、①ILO／IPEC に対する支援、②児童労働教育イニシアチブ（EI）、③米国内啓蒙活動―を実施

するもの。このうち、ILO／IPEC への 1995 年以降の予算承認額概算は、2 億 9,200 万ドルで、幅広い技

術協力活動を展開。また、EI への 2001 年以降の予算承認額概算は、1 億 4,800 万ドルに上る。ILAB は、

様々な技術支援プロジェクトの企画・立案に尽力するとともに、米国拠出によるあらゆる児童労働プロジェ

クトの進捗モニタリングを行う責任を有している。 
○アフリカ及びラテンアメリカ教育プログラム（EI）   

World Vision 及び Catholic Relief Services（CRS）への 2,300 万ドルの資金助成（競争入札方式で選定）

により実施された USDOL 児童教育プログラム（EI）。World Vision へは 1,450 万ドルを拠出し、HIV・エ

イズの児童感染者及び搾取を伴う児童労働従事者あるいはその危険の高い若年者を対象に、教育機会を提供

している。実施にあたって World Vision は、International Rescue Committee 及び Academy for 
Educational Development と連携。このほか World Vision は、コロンビアの切花に携わるインフォーマル

セクターで就労あるいはその危険のある児童を対象とした教育機会の提供についても 350 万ドルの資金提

供を受けている。一方 CRS は、300 万ドルの資金提供を受け、教育サービスの提供を通じてエクアドルの

バナナ及び切花産業に従事する児童労働の撲滅に取り組んでいる。エクアドルで CRS は、Save the 
Children UK、 CARE International、 Ecuadorian Catholic Episcopal Conference、Foundation Wong
等と連携し、現地との密接な協力の下にプロジェクトを実施。この他 CRS は 200 万ドルの助成を受け、ナ

イジェリアにおける搾取を伴う児童労働に従事あるいは従事する危険のある児童を対象に質の高い教育ア

クセスを提供するため、各種調査、地域の啓蒙活動、パイロットイニシアチブを実施している。同プロジェ

クトで CRS は、World Vision 及び Plan International と連携。過去の実績でみると、2003 年に World Vision 
International は USDOL より 500 万ドルの資金提供を受け、フィリピンで最悪の形態の児童労働に従事し

ていた児童への教育に充当。一方 CRS は同年、USDOL より 300 万ドル規模の資金提供を受け、ベニンの

児童人身売買の撲滅に取り組んだ。児童労働プログラムの実施については、NGO の活躍、あるいはパート

ナーシップ拡大が目覚しい。各国レベルの成果については、USDOL が詳細な年報を発行している

（http://www.dol.gov/ILAB/media/reports/iclp/main.htm）。 
 

参考資料：USDOL 提供資料、USDOL ホームページ（http://www.dol.gov/ILAB/programs/iclp/about_iclp.htm）。 
 



 －137－

エ プロジェクト管理・進行・評価手法 
ILAB は、プロジェクトの各過程で、当初目標に沿った一定の進捗・成果の有無をモニタ

ーし、厳密なスケジュール管理・予算管理を行う。ILAB は、共同グラント協定（契約）も

しくは管理手続・ガイドラインを資金提供パートナーとの間で取り交わし、双方の義務・条

件を明確に定める。各プロジェクトオフィサーは、①ILAB 担当者とプロジェクトパートナ

ーとの定期的なコミュニケーション、②プロジェクトドキュメント、予算、ワークスケジュ

ールに沿った進捗管理、③活動内容や成果、費用対効果に関する財務・テクニカルレポート

の提出―を義務付けられる。 
評価は各プロジェクト指標と戦略目標に基づき通常四半期ごとに実施し、結果は、進行中

あるいは将来のプロジェクト企画・策定にフィードバックとして反映される。評価の基礎と

なるデータは、半年ごとに収集し、各プロジェクトの進捗レポート（成果モニタリングを含

む）に盛り込む取り決めとなっている。また、ILAB の技術協力活動は、GPRA、PART 評

価の成果指標に関する報告も義務付けられている。2005 年 2 月に公表された PART 評価で

は、①プログラムの目的と企画（40%）②戦略的計画（63%）③プログラム管理運営（100%）

④プログラム成果及びアカウンタビリティ（33%）―とされ、5 段階評価のうち「許容で

きる」との総合評定であった。項目別にみると、成果やアカウンタビリティに関する獲得ポ

イントが低く、「全体コストと各プログラムの成果目標達成に関し、予算・会計経理とパフォ

ーマンスマネジメントシステムを統合する制度が欠如している」との指摘を受けている。 
 これに対し USDOL と OMB は現在、ILAB 技術協力活動の年度ベース・長期ベース双方

の評価指標と成果指標を一定のタイムスパンで費用対効果・効率性と連動させる方向で、

ILAB の評価体系の改訂に取り組んでいる。全体像は現時点では未確定であるが、プロジェ

クトレベルの費用対効果測定指標としては、①プロジェクト対象国における労働法遵守率

1%増にかかるコスト、②プロジェクトにおける労働者一人当たりの雇用提供コスト、③プロ

ジェクトによる教育機会提供を通じて HIV・エイズ防止策に関する総合的な知識を獲得した

労働者 1%増にかかるコスト、④ILAB プロジェクトのベネフィットを享受した児童もしくは

労働者 1 人当たりにかかるコスト―の 5 項目が既に設けられている41。USDOL は、ILAB
のグラント活動に関する成果重視の報告を現実化するため、データ収集システムと効率性測

定アプローチの構築も急いでいる。 

 
(3) 米国政府の ILO マルチバイ技術協力の動向42   

ア 任意（外部）拠出規模と傾向 
1995 年-2004 年の米国による ILO 任意拠出総額は、ILO 技術協力総認可額 10 億 2,960

                                                 
41 GPO ホームページ（http://a255.g.akamaitech.net/7/255/2422/07feb20051415/www.gpoaccess.gov/usbudge

t/fy06/part.html）。 
42 ILO／CODEV（Development Cooperation）US デスクオフィサーCasper Edmonds 氏の提供資料を参考と

した。 
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万ドルの約 27%（3 億 4,900 万ドル）を占め43、そのシェアは 2000 年-2004 年にさらに 40%
に拡大している44。1995 年-2004 年の米国拠出のうち 1 億 7,100 万ドルは新規認可で、200
件以上の技術協力プログラムの立ち上げ・実施に注入されている。単年度ベースでみると、

1995 年から 1998 年には比較的小規模であった IPEC への拠出規模が 1999 年以降急増し、

拠出総額は 2001 年に 7,350 万ドルのピークを記録した（第 5-1-7 表）。その後 2002 年、2003
年には各々6,700 万ドル規模の減少傾向に転じ、2004 年には 5,280 万ドルに落ち込んでいる。

しかし、依然として米国は最大のマルチバイ・ドナー国の地位を堅持しており、ILO の技術

協力資金は米国に大きく依存した格好となっている。1995-1999年と 2000年-2004年の ILO
外部拠出平均額をみると、1 億 600 万ドルから 1 億 5,300 万ドルに増加しているが、米国拠

出を除くと、9,800 万ドルから 9,100 万ドル（7%減）に低下していた。過去 7 年の ILO 外

部拠出総額をドナー別にみると米国の圧倒的なシェアはさらに浮き彫りになり、米国（3 億

4,100 万ドル）、オランダ（9,000 万ドル）、イギリス（6,700 万ドル）、イタリア（5,000 万

ドル）、ノルウェー（4,500 万ドル）の構成である。 

 

第 5-1-7 表 ILO 技術協力プロジェクトへの米国拠出及び支出額の推移（単位：ドル） 

 2001 年 2002 年 2003 年 2004 年 

ILO技術協力プロジェクトへの認可額推移 73,500,500 67,378,000 67,900,000 52,802,000 

ILO 技術協力プロジェクト支出額推移 20,634,000 29,064,000 38,192,000 48,070,000 
出所：ILO 提供資料 

 
イ  米国ドナー構成と今後の見通し 
 ILO 技術協力に対する米国ドナー構成（1995 年-2004 年）は、USDOL（3 億 4,600 万ド

ル）、USDOS（300 万ドル：2001 年以降）、USAID（493,000 ドル：2003 年に ILO に対し

10 年ぶりの拠出、2004 年に 20 万ドル）で、USDOL の拠出が突出している。しかし、2004
年には USDOL 拠出の技術協力活動予算が競争入札手続となる懸念まで持ち上がり、今後も

拠出大幅削減の可能性が高いため、ソマビア ILO 事務局長は同年、米国政府高官と会し、

USAID、USDOS との将来的なパートナーシップを強化する方向を明らかにしている。ILO
側では、技術協力の調整を行う CODEV（開発協力）／COMBI（リソースモビリゼーション

                                                 
43 ILO の 2004 年の技術協力任意拠出認可額は 1 億 5,240 万ドルで、支出額は 1 億 3,840 万ドル。主な活動分野

は、中核的労働基準・労働における基本的原則及び権利を所掌するセクター１（43.1%：5,960 万ドル）、雇用

に関するセクター２（27.8%：3,850 万ドル）、社会的保護に関するセクター３（12.1%：1,670 万ドル）、社

会対話を扱うセクター４（11%：1,530 万ドル）の配分である。地域的配分をみると、アフリカが 3,170 万ド

ル(22.9%)、アジア･太平洋地域が 3,350 万ドル(24.2%)、ラテンアメリカ及びカリブ諸国が 2,670 万ドル(19.3%)、
ヨーロッパ諸国が 720 万ドル(5.2%)、アラブ諸国が 210 万ドル(1.5%)、多地域間あるいはグローバルレベル

の活動が 3,720 万ドル(26.9%)である。 
44 ILO の通常予算は人件費を中心とする運営費でほぼ消化されるため、技術協力の主体は各国分担金による通

常予算ではなく、ドナー国からの任意拠出による外部予算でまかなわれ、その規模は、通常予算の４、５倍に

上る。 
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セクション）と ILO ワシントン事務所が連携し、米国側との実務レベルの調整にあたる予定

である。 

 
ウ  地域別特徴・プロジェクト規模 
 米国外部拠出の地域別分配は、米国政府の貿易上の優先項目と開発との歩み寄りを反映し

ている。米国は MDGs に基本的に賛同しているが、MCA を例外として、援助のスタンスと

して「貧困への焦点」を掲げておらず、ILAB 技術協力も同路線である。また、他のドナー

国と異なり、後発発展途上国を原則として援助対象としていないことも特徴である。 
ILO への米国マルチバイドナーシップは、70 カ国・127 件に上るプロジェクトをカバーし

ている。地域別（2000 年-2004 年）では、22～26%程度をアジア、アフリカ、ラテンアメリ

カ諸国のプロジェクトに充当し、ヨーロッパ諸国、アラブ諸国への配分は比較的小さい。現

在進行中の 127 技術協力プロジェクトの内訳をみると、アジア太平洋（35 件）、アフリカ（31
件）、中南米諸国（28 件）、その他の地域（22 件）、地域間・グローバル（21 件）で、二国

間プログラムが圧倒的に多い。また、近年の傾向として、プロジェクトの統合が目立ってお

り、各地域で件数に減少が見られるが、個々の規模は拡大している。米国主導の各プロジェ

クトの平均資金額は 220 万ドルで、ILO 技術協力プロジェクト全体の平均資金額（810,614
ドル）の約 3 倍程度。このうち最も規模が大きいのは、米国・インド・ILO の児童労働撲滅

プロジェクトで、単独で 2,000 万ドルの資金を獲得している。 

 
エ 対象分野 

米国外部拠出の優先分野は、①最悪の形態の児童労働の撲滅、②職場の HIV・エイズに対

する取り組み、③中核的労働基準の推進―である（分野別拠出規模・推移は、第 5-1-8 表

に示す通り）。IPEC への 1995-2003 年の拠出額は 2 億 5,600 万ドルで、全体の 70%を占め

る45。最近伸びが顕著なのは、ILO／AIDS（ILO エイズ）「職場における HIV エイズ防止プ

ログラム」への拠出である。他方、中核的労働基準向上を目指す IFP／DECLARATION（宣

言促進国際重点計画）・DIALOGUE（社会対話国際重点計画）への拠出は、アジア、アフリ

カ、ラテンアメリカ諸国における政労使パートナーの対話能力強化、人身売買・奴隷労働撲

滅等に向けられているが、2004-2005 年の資金規模は大幅に縮小されている46。 
 ILO は現在、ソマビア事務局長が提唱した「ディーセンとワーク」の柱である 4 つの戦略

目標に応じて 4 セクター（①「STANDARDS：労働基準、基本的原則及び権利」② 

                                                 
45 IPEC の技術協力プロジェクトについては ILO ホームページ（http://www.ilo.org/public/english/standards/i

pec/index.htm）、米国拠出規模・対象分野等に関するリストは、USDOL ホームページ（http://www.dol.gov/
ilab/programs/iclp/projectchart05.htm）を参照されたい。 

46 中央アメリカにおける労働基本権の適用に関する労使を対象とした地域訓練プログラム、労働法・労働行政・

労使紛争処理制度の推進を目的としたインドネシア、ナイジェリア、ケニア、タンザニア、ウガンダ等におけ

るプログラム等がある。 
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第 5-1-8 表 米国マルチバイ技術協力分野別拠出規模・推移（2000 年-2004 年）（単位：千ドル） 

部門・部局等 2000 2001 2002 2003 2004 
セクター1 
ED/NORM（国際労働基準総局）   300   
DECLARATION（宣言促進国際重点計画） 5,552 10,473 4,868 7,261 599 
IPEC（児童労働撲滅国際計画） 29,574 52,000 48,500 45,830 42,948 
セクター2 
EMP/STRAT（雇用戦略） 152 1,000 75 40  
IFP/SKILLS（技能・知識・エンプロイアビリティ―
国際重点計画） 

  3,094   

EMP/ENT（雇用創出・企業開発） 1,862     
MCC（マネジメント・企業市民化）  1,429 190   
GENPROM（ジェンダー推進計画） 1,290  48   
セクター3 
SAFEWORK（労働安全衛生）    500  
CONDIT（労働条件・雇用） 2,000   95 55 
ILO/AIDS（ILO エイズ） 413  5,445 9,509 9,000 
セクター4 
ACTRAV（労働者活動局）   500   
ED/DIALOGUE（社会対話・労働法・労働行政総局）  5,208    
IFP/DIALOGUE（社会対話国際重点計画） 7,827 1,667 4,015 4,665 200 
GLLAD（政府・労働法・労働行政局） 2,055 1,772    
SECTOR（部門別社会対話局）   262   
MULTIPLE SECTOR（多部門間） 
   81   
合計 50,726 73,500 67,378 67,900 52,802 
注：ILO セクター1-4 までのうち、米国任意拠出の対象となった部門のみを掲載している。 
出所：ILO 提供資料より著者作成。 

 
「EMPLOYMENT：雇用」③「SOCIAL PROTECTION：社会保護」④「DIALOGUE：社

会対話」）に組織編成されているが、米国拠出が突出している児童労働撲滅と中核的労働基準

の推進はいずれもセクター1（STANDARDS）に属するものである。この結果 ILO の技術協

力は、セクター1、とりわけ児童労働に大きく偏り、分野別バランスの確保や国際機関とし

ての中立性の観点から大きな課題となっている（セクター別のプロジェクト事例については、

BOX 3 を参照されたい）。そもそも米国には、自国の貿易政策を土台とする労働分野の二国

間援助の延長として ILO との連携を強めてきた思惑がある。また、米国に限らず、近年ドナ

ー国は押しなべて予算的制約やモニタリング・手続きの厳格化に直面しており、国内資金を

国際機関へ拠出することで、国内に比して制約の少ない援助資金を戦略的に入手する傾向も

見受けられる。一方 ILO では、通常予算の伸び率の抑制により事業費に占める人件費比率が

高く外部資金なしには事業運営が困難な状況を強いられているため、分野別バランス確保以

前に、ドナー国の意向重視の拠出金獲得競争に追われている。こうした現状は、ILO の政治
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的モラルダウンや弱体化、中立性や専門性の低下等の様々な問題を生み出す要因になってい

る。今後 ILO が戦略目標に沿ったバランスの取れた技術協力を運営するためには、各国ドナ

ーシップにのみに頼らず、新規ドナーの開拓、競争入札への積極的な参加、ドナー国との戦

略的交渉を可能とする協議・協調の促進に向けた主導性・主体性の発揮が求められる47。例

えば、2001 年以降 ILO が競争入札により確保した資金総額 1,880 万ドル相当（6 プロジェ

クト）に過ぎず、開拓の余地が十分ある。CODEV／COMBI は競争入札ガイドを作成し、今

後の各部門のイニシアチブを促しているが、遅々として改善は見られない。 

 
 
BOX 3  米国拠出による ILO マルチバイプロジェクト事例 
 
＜IFP／DECLARATION＞ 

現在進行中の主要プロジェクトは、USDOL 拠出ベースが、①バングラデシュ：衣服産業における労使関
係・労働条件向上に関するパートナーシップアプローチ（150 万ドル）、②カンボジア：「ベター・ファクト
リー」プログラム（米国拠出 260 万ドル、他ドナーも共同拠出）、③ブラジル：強制労働廃絶プロジェクト
（170 万ドル）、④インド：女性に対するディーセントな雇用プロジェクト（130 万ドル）、⑤コロンビア：
労使関係工場及び女性の経済的平等促進（200 万ドル）、⑥カンボジア：労使紛争手続プロジェクト（150
万ドル）、⑦南北アメリカ：米州機構米州会議の文脈における労働における基本原則と諸権利（210 万ドル）、
⑧ウクライナ：労働における基本原則と権利促進（230 万ドル）、⑨ベトナム：職場における健全な労使関
係促進（160 万ドル）、⑩インドネシア：労使関係における信頼とキャパシティ構築による結社の自由及び
団体交渉権の促進及び実現（380 万ドル）、⑪カリブ諸国：労使協力促進（PROMALCO）プロジェクト（340
万ドル）、⑫モロッコ：労使関係強化プロジェクト（290 万ドル）、⑬南アフリカ労働行政強化（SLASA）
プロジェクト：ボツワナ、レソト、マラウィ、ザンビア（400 万ドル）、⑭東アフリカ：労使関係強化プロ
ジェクト：ケニア、ウガンダ、タンザニア（520 万ドル）、⑮東チモール：労使関係強化及び促進プロジェ
クト（80 万ドル）、⑯ヨルダン：社会対話促進に向けた社会パートナー能力強化プロジェクト（130 万ドル）、
⑰ネパール：奴隷労働の持続可能な排除プロジェクト（150 万ドル）、⑱バングラデシュ：雇用及び健康を
通じた女性のエンパワメントプロジェクト（320 万ドル）、USDOS 拠出ベースが、⑲中国：強制労働及び
人身売買―法の施行及び国際協力における労働関連諸機関・制度の役割プロジェクト（50 万ドル）等。こ
れらプロジェクト資金は DECLARATION ベースであるが、実施あるいは技術的支援については、IFP／
DIALOGUE が行うものが多い。 

 
○ベトナム：職場の民主化向上及び労使関係改善プロジェクト（IFP／DIALOGIUE と連携） 
 健全な労使関係及び職場民主主義の向上（労使紛争防止及び処理制度、効果的な団体交渉の推進、職場
の労使協調向上を含む）を目的としたプロジェクト（160 万ドル／2002 年-2004 年）。ベトナム政労使パー
トナーと連携の上、①政労使代表が各地の訓練、労使関係協議を実施するための 7 地方統合労使関係イン
フラの構築、②ハノイ、ホーチミンシティに常設労使関係諮問サービスセンター局設置、③70 企業の労使
代表に対し労使関係関連スキルアップ訓練実施、④調停、労使コミュニケーション、団体交渉の政労使現
地トレーナー40 人の育成、⑤労使関係ウェブサイトの設置、⑥労使関係訓練期間設立の土台構築、⑦労働
法ガイド、労働法ポスターの配布、⑧ストライキ関連調査―等を実施し、ベトナムの健全な労使関係及
び労使慣行の土台構築に成功した。違法ストライキ件数の減少、労使関係スキルの向上等の成果が得られ
たが、より高度なスキルに向けプロジェクトの継続、労働法違反のリスクの高い職場の特定などが今後の
ターゲットとして挙がっている。 
 
○カンボジア：「ベター・ファクトリー」プロジェクト（他ドナーとの共同拠出） 
 米国・カンボジアによる貿易協定を根拠に 2001 年にスタート。2009 年まで。同協定は、カンボジアの
衣服産業における労働条件向上を条件にカンボジアの米国市場へのより良いアクセスを取り決めたもの。
衣服産業の労働条件に関するモニタリングとれポーティングにより、各工場における労使への訓練を通じ
た生産性向上を支援するとともに、カンボジア政府及び消費者と連携して改善にむけた透明性あるサイク
ルを確保するもの。提供される訓練の内容は、良事例シートの配布から 12 ヶ月間のモジュール式訓練プロ
グラム等さまざま。2005 年よりアジェンス・フランセーズ・ディベロップメントからの助成も獲得。同プ
ロジェクトの訓練プログラムでは、労使間の職場協調を土台として、紛争解決、労働安全衛生、労働条件、
グローバル化と変化等のトピックをカバー。工場レベルでの実践的かつ測定可能な改善を目指している。
同プロジェクトはまた、地方機関とともに政府のキャパシティビルディングも長期的に衣服産業での訓練

                                                 
47 ILO(2004) , p.5.  2004 年 ILO 理事会の検討課題としても挙がっている。 
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が継承されるよう努めている。2005 年に公表された 26 工場の改善状況に関する報告は、成果が依然とし
て限定的な労働安全衛生に関しては一層の努力が求められるが、その他の労働条件では着実な効果を上げ
ているとしている。 
 
参考：John Richotte 氏（ILO／DECLARATION）、Junko Ishikawa 氏（ILO／DIALOGUE）提供資料。各プ

ロジェクトサマリー詳細は、ILO ホームページ。 
 
 
＜ILO／IPEC＞ 

1995 年から 2005 年に ILAB は、ILO／IPEC の児童労働撲滅プログラムの技術協力プロジェクトに総額

約 2 億 9,200 万ドルを注入（210 万ドル：1995 年、各 150 万ドル：1996 年、1997 年、300 万ドル：1998
年、2,900 万ドル：1999 年、3000 万ドル：2000 年、各 4500 万ドル：2001-2005 年）。ILO／IPEC への

USDOL による支援は、①特定セクターにおける児童労働の撲滅（特定セクタープロジェクト）、②期限付

き最悪の形態の児童労働撲滅プログラム（タイムバウンドプログラム）、③IPEC への効果的な参加を各国

に促すプログラム（カントリープログラム）、④児童労働の規模及び性質に関するアセスメント（SIMPOC）、

⑤児童労働に対する社会意識向上（ワールドワイドアウェアネスレイジング）―の 5 分野に分かれる。 
① 特定セクタープロジェクト 
 危険や搾取を伴う労働における児童労働の除去及び当該労働への児童の復帰を阻止するためのモニタリ

ング／トラッキングシステムの支援が目的。具体的には、教育、職業訓練、所得創出機会の提供を通じて

児童及びその家族を支援する。コストシェアリングも含め、政労使団体や NGO によるパートナーシップに

より実施。 
② カントリープログラム 
 児童労働の解決に対する政治的コミットメントを表明した国々に対する技術支援。児童労働に関する国

家政策やアクションプランの開発、政府のキャパシティービルディングを行う。アクションプランの開発・

実施についての監視のため、政労使団体及び NGO の参加による各国助言委員会が設置されている。 
③ SIMPOC 及び調査 
 USDOL による ILO 児童労働に関する統計情報・モニタリングを通じた各国児童労働調査への資金提供。

各国政府及び国際機関が各種プログラムの開発や進捗モニタリングを実施するために必要な児童労働統計

データを整備する。 
④ タイムバウンドプログラム 
 2001 年に開始。各国を対象とした期限付きの総合児童労働プログラム。当初は、エルサルバドル、ネパ

ール、タンザニアを対象とし、特定国の最悪の形態の児童労働撲滅を目的に開発された統合的なイニシア

チブである。同プログラムの実施について USDOL 及び ILO／IPEC は、ILO 以外の国際機関や金融機関

との新たなパートナーシップも模索し、基礎教育、給食プログラム、学校をベースとした児童の健康及び

栄養管理プログラム等の追加的資金も確保している。2001 年以降、ドミニカ共和国（2002 年）、フィリピ

ン（2002 年）、セネガル（2003 年）、インドネシア（2003 年）、パキスタン（2003 年）、ブラジル（2003
年）、南アフリカ（2003 年）、エクアドル（2003 年）及びトルコ（2003 年）等で同プログラムが実施され

ている。 
⑤ ワールドアウェアネスレイジング 
 児童労働に関する地域、国、国際レベルにおける啓蒙活動及び教育キャンペーン。IPEC は各種印刷物や

オーディオ・ビジュアル資料を作成するとともに、児童労働への市民の理解の向上や児童労働撲滅への革

新的なアプローチを政府に求める各種イベントを開催している。 
 
○パキスタン：サッカーボール産業における児童労働撲滅プロジェクト 
 USDOL、国際サッカー連盟（FIFA）、シアールコト商工会議所の共同出資により、1997 年にスタート

した ILO／IPEC プロジェクト。シアールコートは、国際的ブランドサッカーボールの 50%を生産する地

域として知られる。しかし、1996 年 ILO 調査により、5 歳から 14 歳の児童約 7,000 人がサッカーボール

の縫合に従事しており、このうち 7 割が 8-9 時間、その他は 10-11 時間もの長時間労働を強いられている

ことが明らかになった。同プロジェクトは、職場モニタリング、児童への教育アクセスの提供を通じて児

童労働の除去を目指すもの。第 1 フェーズでは、①参加製造業者企業の増加、②効果的なモニタリング制

度の導入、③サッカーボール生産の 9 割をカバーする全製造業者に対しモニタリングを実施、④185 のイ

ンフォーマル教育センターを設立、⑤地域団体の組織化（40 職場・組織人員 1,870 人）を実現し、児童労

働に関する啓蒙ワークショップを実施、⑥パキスタンの使用者団体が同プロジェクトに賛同し、児童労働

への取り組みを開始―等の成果を得た。2000 年にスタートした第 2 フェーズでは、①児童労働従事者 1
万人以上に第 2 のチャンスを提供、②IPEC が 49,765 件のモニタリング視察を実施、③255 のインフォー

マル教育センターの新設、④177 の村レベルの教育委員会の形成、⑤243 の家族教育委員会の設置、⑥イン

フォーマル教育センターが児童 10,572 人を対象に教育アクセスを提供し、このうち 5,838 人の通常教育へ

の移行を実現、⑦小額融資プロジェクトにより同セクターの各種職業訓練を拡大、⑧教師に対する職業訓

練の実施、⑨若年者への職業訓練及び徒弟訓練の実施、⑩生徒 2,719 人への健康診断を実施、健康上の問
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題を抱える児童 1,528 人に対し医療サービスを提供、生徒 33 人に対する各種医療手術を実施、一般的健康・

保健教育を提供、⑪同プロジェクト実施後の受益者へのビジネスフォローアップを目的とする児童・社会

開発組織の設立、⑫同プロジェクト終了後のモニタリングを継承する児童労働モニタリング協会の設置

―等の実績を残している。 
 
○危険な仕事に従事する児童 8 万人を対象とした児童労働撲滅プロジェクト（インド、米国、ILO が連携） 
 インド政府は 2004 年 2 月、USDOL 及び ILO との連携により、4,000 万ドル規模の 3 ヵ年児童労働撲滅

プログラムを立ち上げた。対象児童は、特定地域の 10 危険産業（花火、ビディ葉巻、履物、鍵、マッチ、

レンガ、絹、ガラス細工などの製造業）で就労する 18 歳未満の 8 万人。一国レベルの児童労働プロジェク

トとしては資金規模が最大で、USDOL 及びインド政府が各々2,000 万ドル拠出しており、プロジェクト実

施・運営は ILO／IPEC が担当している。主な活動は、①特定地域・特定危険産業で就労する児童の明確化・

特定、②危険な仕事に就労している児童の救出、③職業教育及び社会的支援の過渡的・暫定的実施、④訓

練後の就労後の家族の経済的安定確保、⑤危険な仕事から解放された児童の追跡モニター、⑥国レベル、

州レベル、地域レベルで児童労働撲滅の制度的キャパシティを強化すること。 
 
○西アフリカ（カメルーン、コートジボアール、ガーナ、ナイジェリア）プロジェクト（ILO、USDOL、

USAID が連携） 
 USDOL、USAID、ILO、世界ココア財団、西アフリカ諸国政府の支援により、熱帯農業国際協会及び各

国調査協力者が実施したココアセクターにおける児童労働に関する研究プロジェクト。コートジボアール、

ガーナ、ナイジェリア、カメルーンにおけるココア生産は世界の約 7 割を占める。USAID は、調査ツール

や研究成果の信頼性・透明性を確保する目的で独立した専門家 16 名（内外研究機関、世銀、FAO、ILO、

UNICEF、労働組合及び NGO 等から選出）が構成する技術諮問委員会（TAC）を設置。同プロジェクト

で USAID と USDOL は共同で、西アフリカ諸国政府、チョコレート産業、ILO その他の国際機関及び NGO
との連携関係を築き、問題の解決にあたっている。具体的なアクションプランには、USAID-STCP プログ

ラム、ILO-IPEC プロジェクト（西・中央アフリカ 9 カ国における搾取的労働を目的とする児童人身売買

撲滅プロジェクト）等。 
 
○人間工学的新織機の開発による児童労働の削減 
 USDOL 及びカーペット製造業者の共同拠出によるパキスタンの児童労働撲滅プロジェクトで、IPEC の

イニシアチブにより開発された新人間工学織機をパキスタンの 3 地方 30 家族・職場に設置。従前の織機は

成人が利用すると健康上のリスクが高い設計となっていたため、新織機の導入によって多くのカーペット

職人の健康状態が回復し、収入が 100%上昇するケースも散見された。結果的に児童就労が大幅に減少し、

就学児童が増加した。USDOL 及びカーペット製造業者による拠出により ILO は、カーペット産業に就労

する児童 26,000 人のリハビリを達成している。新織機の開発者は 2005 年に「テク・ミュージアム賞」を

受賞し、援助に役立つ革新的な新技術への取り組みが評価された。 
 
参考：USDOL ホームページ、ILO ホームページ、2004 年の ILO／IPEC プロジェクトについては、ILO（2005）

IPEC Action Against Child Labour: Highlights 2004、ILO (2004) “India, US and ILO Join Forces to 
Fight Child Labour; New Project Targets Directly Some 80,000 Children in Hazardous Work”, Feb 16, 
2004、ILO プレスリリース。 

 
 
＜ILO／HIV：HIV・エイズ職場教育プログラム＞ 
 同プログラムの開発目標は、労働者への HIV･エイズ蔓延リスクの軽減と HIV・エイズ感染者に対する雇

用関連差別の除去を、①政労使パートナーの連携による職場における HIV・エイズの防止及び労働者保護

に関する法的・政策的フレームワークの策定、②職場における効果的なプログラム策定に向けた労使の連

携促進、③経験や好事例の共有―の 3 本柱により実現すること。同プログラムの実施にあたっては、

ILOHIV・エイズ行動規範、教育・訓練マニュアル、行動変革コミュニケーション（BCC）ツールキット、

ILO 各種ネットワーク、経験等を土台としている。各アクターは、①対象グループ、セクター、企業の選

定、②国レベルの関連プログラムへの HIV・エイズ要素の統合、③プロジェクトモニタリング計画の策定、

④普及メカニズムの構築、⑤オーナーシップ精神の育成、⑥国家レベルの訓練能力強化、⑦好事例の蓄積

及び普及、⑧社会パートナー及び参加企業間のネットワーク構築、⑨国レベルでの取り組みに対する政策・

資金面での支援提供―等に取り組む。各国プロジェクトの具体的管理を担当するのは、各国プロジェク

トコーディネーター（NPC）。また、プロジェクトの成果測定は、各国ごとに指標を示したパフォーマンス・

モニタリング・プラン（PMP）に基づき、労働者調査、職場モニタリング、政労使パートナーモニタリン

グを通じて、プロジェクトの各段階で実施する。 
ILO－USDOL 協定により現在実施されている HIV・エイズプログラムは、①ベリーズ、ベニン、カンボ

ジア、ガーナ、ギアナ、トーゴ（2002-2006 年）職場教育プログラム、②バルバドス、ジャマイカ、ボツ

ワナ、エチオピア、レソト、ネパール、ロシア、南アフリカ、スワジランド（2003-2007 年）職場教育プ
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ログラム、③ブルキナファソ、カメルーン、中国、インドネシア、マラウィ、スリランカ、トリィニダッ

ド・トバゴ島（2004-2008 年）職場教育プログラム、④職場における HIV・エイズ政策及びプログラムの

開発・実施を目的とした「カントリー･キット」の作成、⑤対象国の中間評価結果への対応策―により構

成されている。このうち、HIV・エイズ職場教育プログラムは、パイロットプログラムとして実施された

インドでのプロジェクトを土台とするもの。インドについては別途、USDOL 拠出により、第 2 フェーズ

「職場におけるエイズ防止：三者パートナーへの対応」プロジェクト（2002 年-2005 年）が実施されてい

る。 
また、HIV・エイズプロジェクトの円滑な実施のため ILO は、「オンライン管理・コミュニケーションウ

ェブツール」を 2004 年 11 月よりスタート。各国の NPC がインターネットを通じてジュネーブ本部の管

理部門にアクセスし、継続的なモニタリング及び進捗管理が可能となった。タイムリーなコミュニケーシ

ョンによって、問題解決、情報共有、緊密なコンタクトも実現している。一般向けウェブサイトでも、基

礎情報収集から職場の HIV・エイズ対策の策定、プログラムの開始までの 10 ステップからなるアクション

プラン、各国の諸政策と現状や ILO 技術協力活動に関するカントリープロファイルや職場対策の好事例、

HIV・エイズニュース、調査結果等をアップしている。 
 
参考：ILO ホームページ、Pallavi Rai 氏（ILO／AIDS）、Brigitt Zug 氏（ILO／AIDS）提供資料、ILO（2005）

World of Work, No. 54, August 2005.  
 
＜IFP／SKILSS＞ 
○パキスタン・フィリピンにおける脆弱層の社会経済的地位向上に関するプロジェクト（USDOL） 
 三者パートナーの連携により、地域経済開発を通じた社会経済的地位の向上を目指すプログラム（予算

規模：パキスタン 156 万ドル、フィリピン 153 万ドル）。具体的には、教育・ビジネススキル習得機会の提

供を目的とする地域密着型の訓練（CBT）を実施し、雇用・所得機会を創出する。同プロジェクトでは、

特に農業あるいは農業関連分野における小規模ビジネスや自営業の活性化に成功している。今後は、より

質の高いフレームワークを可能にするため、経済的エンパワメントを目的とする訓練（TREE）概念と CBT
を統合し、貧困層の訓練ニーズの把握に基づき、訓練の企画・実施のみならず訓練制度全体に対する地域

のキャパシティビルディングを行う方向である。 
 
参考：ILO（2004）GB291-TC-1/2004-10-0012-1-En.doc, 2004、ILO ホームページ。 
 

 
オ プロジェクト管理・進行・評価手法 

USDOL マルチバイ技術協力の総合窓口を務めるのは、USDOL 側では①ICLP（国際児童

労働プログラム：International Child Labor Program）、②OFR（国際関係室：Office for 
Foreign Relations）、③ICG（国際調整グループ：International Coordination Group）、ILO
側では CODEV/COMBI である。ILO は、年 2 回開催するレビュー会議で、各プロジェクト

の四半期ごとの財務報告・テクニカル（内容）進捗報告を USDOL 側に行う。 
各プロジェクトは、プロジェクトドキュメントと予算認可に関する USDOL・ILO 協定の

締結を経て開始され、プロジェクト進捗管理は、プロジェクトマネジャーあるいはプログラ

ムオフィサーが、2000 年に ILO と USDOL が作成した MPG（管理手続き及びガイドライ

ン：Management Procedures and Guidelines）48に沿って行う。MPG は、プロジェクト開

始から終了までの手続きを詳細に定めているほか、円滑なプロジェクト管理を可能とする各

種フォーマットや雛型も盛り込んでいる。MPG の内容は、既述のレビュー会議で適宜改訂

される。 
 各プロジェクトの協定締結に至るまでのプロセスは、原則として、①プロジェクトワーク

プランの作成（2 ヶ月）、②ファンディング第一段階、③状況分析及び報告作成（4 ヶ月）、

                                                 
48 ILO 内部資料。 
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④プロジェクトドキュメント第一ドラフト作成（6 ヶ月）、⑤ドラフトプロジェクトドキュメ

ントレビュー（審査）、⑥プロジェクト認可及び資金供与（1 ヶ月）である。また、最終的な

プロジェクトドキュメントに盛り込む事項は、①概況及びプロジェクト実施の必要性、②プ

ログラムアプローチ及び戦略（説明、目的、目標、成果、仮説設定等を含む）、③プロジェク

ト対象グループ選定、④組織上・管理上のフレームワーク（実施レベルでの組織的手続、実

施パートナーと各々の責任範囲の確定、他のドナー及び国際機関との調整、プロジェクト管

理チャート作成等）、⑤ドナー、ILO 他によるテクニカルインプット、⑥前提条件・必要条

件の設定、⑦プロジェクト企画、モニタリング、評価（外部の独立した評価チームが中間報

告及び最終報告を提出）、⑧プロジェクト実施スケジュール作成、⑨資金枠確定―等である。

なお、ILO と USDOL は、プロジェクトの持続可能性を重要視しており、プロジェクトドキ

ュメント②「戦略」部分の必須事項として「持続可能性」に関する視点を盛り込むことで合

意している。実際の進捗管理は、当該プロジェクトドキュメントに沿って USDOL と COMBI
とのコミュニケーションに基づいて実施し、年 2 回のレビュー会議に反映する。 

この他 USDOL は、①ILO 側がいかなる出発物、発表資料、スピーチ、プレスリリースを

公表する場合でも USDOL のドナーシップを明記すること、②各プロジェクト実施に必要な

人材の採用・変更については、USDOL に候補者の CV を提出しコメントを求めること―の

2 点を拠出条件としている。 
このように、USDOL 拠出の技術協力は、対象分野、アプローチともにドナー主導の傾向

が強く、MPG あるいはプロジェクトごとに締結する USDOL－ILO 協定に目的、達成度、

評価、運営等の事項や拠出条件を詳細に定めている。これは、USDOL に限らず、USAID、

USDOS 等の米国ドナーシップに一般的な傾向である。さらに、労働基準関連プロジェクト

については、政府側のみならず AFL-CIO あるいは ACILS（国際労働連帯アメリカンセンタ

ー）もかなり介入するため、米国政府側への影響も大きい49。これに対し ILO は、受益国・

受益者の自助努力や決定過程形成を促すため、受益国主導の技術協力プログラムに切り替え

る必要性を課題として挙げており、その達成のため、資金の地域事務所への分散化を試みる

方向で、技術協力に係る諸手続きを合理化・改編しつつある（ILO の動向に関する詳細は、

第 4 章第 4 節を参照されたい）。 

 
(4) USDOS／DRL（国務省民主化・人権・労働局）における労働分野の国際援助 

 USDOS では、DRL／Office of International Labor Affairs（国際労働問題室）が国際労

働分野を担当し、職場の労働者の権利推進によるグローバル経済の繁栄分配を目指している。

具体的な責務は50、①4 分野の中核的労働基準の国際レベルでの承認・実施、②ILO への米

国政府の参加、USDOL・労使代表との連携を通じた国際労働基準の尊重・促進、③世銀、

                                                 
49 野寺康幸氏の講義概要。 
50 USDOS ホームページ（http://www.state.gov/g/drl/lbr/）。 
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国連、WTO 等国際機関のアジェンダに労働基本権事項を盛り込む努力、④児童労働（特に

債務児童労働、強制労働、人身売買を伴うもの）撲滅の推進、⑤米国市場の消費者向けに商

品を製造する外国企業における劣悪な労働条件（スウェットショップ）排除を目指すプログ

ラムへの資金提供・技術支援、⑥労働者の権利に関する企業の CSR の奨励、⑦在外大使館

のレーバーアタッシェの業務促進や国際労働問題に関する協調・協力の調整等を通じた米国

の国際労働外交（労働外交諮問委員会へのサポートを含む）、⑧OPIC（海外民間投資公社）

や一般特恵制度を定めた法律等米国法制の適用（労働者の権利に関する諸条項の各国遵守状

況のモニターを含む）、⑨雇用における差別の除去に関する ILO 条約第 111 号の批准推進

―である。任務の遂行にあたっては、USDOL、商務省、財務省、USTR（米国通商代表部）、

USAID、NEC（国家経済会議）、労働組合、NGO、企業等と連携することとされている。 
DRL の活動範囲は幅広く、分野横断的に労働関連の技術協力案件が存在するため、全体像

の把握は容易ではない。そこで本節では、DRL 国際労働問題室が他の政府機関と共同参画し

ている技術協力の一例として、「アンチ・スウェットショップ・イニシアチブ」を BOX 4 に

紹介するに留める。なお、USDOS の技術協力は、グラント機能に特化しており、実際の運

営は、企業、労働組合等の NGO、他省庁・政府機関が行う場合が大半である。 

 
 
BOX 4 米国政府による中核的労働基準への取り組み：ノー・スウェットショップ・イニシアチブ 
 
 1980 年代以降米国政府は、米国市場向けの衣料産業の労働条件に対する国民的関心の高まりを背景に、

中核的労働基準向上に向けた各種取り組みに着手し、1980 年代以降継続して国際貿易協定に国際労働条件

に関する条項を盛り込んでいる。1990 年代には、USDOS が劣悪な労働条件への対応と労働基本権の向上

を目的とする様々な外交イニシアチブを発揮し、各種プログラムへの助成を開始。1996 年にはホワイトハ

ウスが、衣料産業の労働条件遵守を目的とした「ノー・スウェットショップイニシアチブ」を立ち上げ、

衣料産業パートナーシップ（AIP）を構築した。グローバルレベルでの対処策の模索を目的とする AIP は、

大手衣料品・履物企業、労働組合、人権団体、消費者団体を集め、「米国市場向け生産を行う外国に拠点の

ある工場は、国際・国内・企業レベルでそれぞれ定める最低労働基準を遵守しなければならない」とする

協定を締結。同協定の実施モニター機関として、フェアー・レーバー・アソシエーション（FLA）が設立

された。AIP、FLA、USDOS/DRL、USAID、USDOL、USTR（通商代表部）は、各々あるいは連携して、

米国企業の生産工場における労働基本権の確立を目指す企業行動規範の策定・実施を奨励するとともに、

各種技術協力プログラムへの資金供与を行っている。拠出規模は、1999 年に 300 万ドル程度であったもの

が、2003 年には 400 万ドルに拡大。対象分野は、①政府のキャパシティビルディング、②貿易協定、③労

働者教育・エンパワーメント、④行動規範・モニタリング、⑤宣伝・啓蒙活動―等である。今後の改善

課題としては、米国各省庁・機関が実施するアンチ・スウェット・ショップ・プログラムの調整・合理化

を目的とした各機関連携委員会の設立が挙がっている。 
 
参考：USAID (2003b), p.6. 
 

 
(5) USAID における労働分野の国際援助 

労働分野の国際労働基準の尊重は、民主的ガバナンスの推進を目指す USAID にとっても

重要分野である。USAID で労働分野をカバーするのは、主として DCHA（民主化・紛争・
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人道支援局）DG オフィス（民主化・ガバナンス）51で、同オフィスの責務である①法支配

の確立、②選挙及び政治過程形成支援、③市民社会強化、④ガバナンス改善、⑤分野横断的

問題―には、労働基準、女性エンパワーメント、職業訓練、労組育成等の労働関連の技術

協力案件が多数確認できる。DCHA との比較では規模は小さいが、貿易政策との関連で

EGAT（経済・成長・農業・貿易局）が労働関連の技術協力をカバーする場合もある。また、

イラク復興支援やアフガン支援等の特別イニシアチブでも、職業訓練を中心に技術協力案件

が散見される。 
対象地域・対象分野も多様で、例えば、DG オフィスが 2003 年に実施した労働分野の技

術協力を取り上げると、対象国・対象地域は、アフリカ地域、マラウィ、バングラデシュ、

カンボジア、インドネシア、ジャマイカ、ブルガリア、クロアチア、欧州地域、マケドニア、

モンテネグロ、ロシア、セルビア―と広範囲であり、活動対象もアンチスウェットショッ

プイニシアチブから、中核的労働基準の推進（児童労働、人身売買撲滅プロジェクト）、労働

組合や労働関連 NGO の組織・財政能力の向上、人的資源開発、職場の安全衛生、職場の HIV・
エイズまで多様である52。 

USAID の労働分野のプロジェクト運営における共同契約パートナーは、各国政府、労働

組合、NGO、民間企業等であるが、最も代表的なのは、組合参加による民主主義の普及と健

全な労使関係の育成を目指す ACILS53、労働基準の向上・労働権保護の拡大に貢献する ILRF
（国際労働権基金）、FLA（公正労働協会）である。また、近年、職業訓練や民間セクター

の育成を通じた雇用創出等の分野では、各種民間企業の活動規模が大きい。この他、第 1 項

(2)イで言及した GDA も、既に幾つかの労働分野でのプロジェクト運営に着手している。 
USDOS 同様、USAID の重点分野に応じて横断的に労働関連の技術協力を展開しており、

全体的な傾向把握は困難であるため、本節では ACILS、GDA、民間企業が実施する若干の

事例を BOX 5 で紹介する。 

 
 
BOX 5 USAID による労働分野の技術協力 
 
①ACILS との連携 

2005 年に USAID／DG Office は、ACILS との第 4 次 5 ヵ年協定を締結し、アジア、アフリカ、中南米・

カリブ諸国における地域プログラムと 20 カ国を対象とする国別プログラムを継続中。この他グローバルレ

ベルの取り組みとして ACILS は、中核的労働基準の普及、ジェンダープログラム、労働者教育プログラム、

HIV・エイズプログラムを実施している。DG オフィスによる ACILS に対する 2005 年の資金供与額は 300
万ドルで、2006 年も同規模の資金供与を予定している。 
参考：Data Sheet on the Civil Society Program, USAID。 
 
○カンボジア労働基準・紛争解決メカニズム向上プロジェクト 

ACILS が実施する、衣服、観光、教育セクターにおける民主的な労組組織化・活動支援プロジェクト。

具体的には、現地労働者に対する労働基本権及び組合活動に関する教育訓練・技術支援を実施している。

                                                 
51 USAID ホームページ（http://www.usaid.gov/our_work/democracy_and_governance/）、USAID(2005).  
52 USAID Center for Development Information and Evaluation (2004). 
53 AFL-CIO が設立した国際協力活動機関。 
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一方 USAID は、ILO によるカンボジア政労使による労働仲裁委員会・労働紛争諮問制度への支援に関する

パートナーシップ協定を締結しており、複数パートナーとの連携で、健全な労使関係の育成に尽力してい

る。 
参考：USAID ホームページ。 
 
○中央アメリカ・フィリピンにおけるアンチ・スウェットショッププロジェクト 

ACILS は、アンチ・スウェットショッププロジェクトに長年従事している。中央アメリカ・フィリピン

では、特定産業を対象に、①国際動労基準の遵守、②組織化、③職場の労働に関する権利拡大に関する政

府のキャパシティビルディング―に関するモニタリング戦略を策定し、技術協力活動を展開している。

活動内容は、①労働者・労働組合に対する労働基本権及び組織化に関する情報・訓練の提供、②労働基本

権の実効性確保に向けたアドボカシー団体との連携強化、③労働者の権利拡大に関する民主的手法の教育、

④労組活動家の育成、⑤政府・国際機関に対する宣伝キャンペーンの実施、⑥組織化キャンペーン実施パ

ートナー組合への支援、⑦国際貿易、投資、開発政策における労働基準の推進―等。実施にあたっては、

労組、女性団体、児童労働アドボカシー団体、NGO 等の現地パートナーとの協働を基本とし、各国の発展

段階に応じた柔軟なアプローチを採っている。 
参考：USAID（2003）Mitigating Abusive Labor Conditions: Contemporary Strategies and Lessons Learned, 

Occasional Paper Series p.6。ILRF、UNITE の事例も紹介されている。 
 
②USAID／GDA 事例 
○Enterprise Development Alliance Jumpstarts Agriculture, Postwar Economy in Angola（アンゴラの

経済復興：ビジネスセクター構築・労働者訓練 
GDA が、中小規模ビジネスの育成、難民救助、軍人の農業復帰、開発銀行の構築、農業訓練センターの

開発等のプロジェクトコーディネーターを担当。2000 万ドルのマッチングファンドプロジェクトに対し、

チェブロン・テキサコが 400 万ドルを拠出し、プログラムが実施された。15 万世帯への利益供与、150 以

上の農協形成を通じた中小農業ビジネスの支援等の実績を上げている。 
○Entra 21 Alliance Prepares Latin American Youth for Jobs（南米若年労働者就業支援 Entra21 連帯） 

中南米諸国における若年労働者のフォーマルセクターで就業機会拡大を目指し、IT 経済の発展を支援す

るプロジェクト。多産業間タスクフォースを構築し、各種訓練、インターンシップを実施している。タス

クフォース参加企業、NGO、使用者団体は、積極的に職業訓練カリキュラムを企画。これまでに、中南米

諸国 26 カ国で 12,000 人の学生が IT 技術訓練の対象となった。アルゼンチン、ボリヴィア、ブラジル、コ

ロンビア、ドミニカ共和国、エクアドル、ホンジュラス、エルサルバドル、メキシコ、ニカラグア、パナ

マ、ペルーでは、4,500 人が全訓練過程を修了。今後 GDA は、NGO40 団体と現地民間セクターとの連携

で、長期雇用につながる効果的な若年訓練の実施に向け、パートナーシップ強化を目指す方向である。実

施パートナーは、インター･アメリカン開発銀行、インターナショナル・ユース・ファウンデーション、ル

セント・テクノロジー、メリル・リンチ、マイクロソフト等。 
出所：USAID（2003）The Global Development Alliance: Expanding the Impact of Foreign Assistance through 

Public-Private Alliances。 
 
③USAID イラク復興支援における労働分野の技術協力事例 
 連合軍暫定当局と USAID は、現地女性のための所得創出センターを 2003 年に設立し、①女性及び児童

への栄養・健康講座の開催、②現地市場向けの衣服生産に必要な縫製講座の実施、③調理技術の習得によ

るイラクボクシングチームに対するケータリングビジネスの開始、④現地市場向けの農作物や生花栽培に

おける就労機会の提供、⑤読み書きコース・英語コースの提供、⑥タイピング、コンピュータ、インター

ネット技術習得のためのインターネットカフェの開設、⑦民主化、女性の権利等に関する教育―等を行

っている。 
 イラク復興支援における民間企業や NGO への USAID の資金供与規模は巨大である。例えば、2003 年

-2005 年には、ルイス・バーガーは、全国レベルの職業訓練教育に 7,500 万ドル、民間セクター開発に 9,500
万ドルの資金を獲得し、雇用創出に尽力している。活動対象は、国有企業の民営化・再編、資本市場・貿

易政策整備、ビジネスマネジメントスキル向上に対する支援、教育訓練・職業紹介サービスを通じた労働

市場開発等。実施にあたっては、イラク労働社会省と連携。また、NGO では、VEGA（経済成長ボランテ

ィア連帯)が、同じく民間セクター育成を目的に、2004 年に 1,230 万ドルの資金供与を受け、現地ビジネス

センターの設立と訓練の提供に従事している。 
参考：USAID（2005）Program Financial Summary: Iraq Reconstruction、USAID Press Release。 
 



 －149－

３ わが国が参考にすべき労働分野の援助政策と他のドナーとの協力可能性 

 近年、国際援助をめぐる議論では、援助対象国・ドナー間対話のみならず、ドナー間の政

策調整・政策協調を目的とするグローバルレベルでの対話に注目が集まっている54。この傾

向は、受益国の政治情勢やニーズへの共通認識を促進する一方で、各ドナー国が、援助政策

に関する理論、優先分野・地域、援助手法等について他のドナーに対するより一層のアカウ

ンタビリティを求められることも意味する55。国際援助の政策協調や援助手法調整・統一化

がグローバルレベルで拡大すると、複数ドナーの受益国側でも、ある程度一貫性のある援助

政策の下、統一化された事務手続に沿った効率的な援助の確保が可能となる。その意味で、

本調査研究のような各ドナーの動向把握や受益国の現状に対する理解醸成は、今後わが国の

援助スタンスを国際的に明確化する上で重要である。 
例えばわが国では、クリントン政権下で打ち出された日米コモン・アジェンダ構想の下、

国際援助における政策協調の試みが現実化した。政策レベル・実施レベル双方で協調対話を

構築し、技術協力プロジェクトを運営し、その成果に関する評価調査も実施された。しかし、

援助スキーム、予算サイクル、本部権限、決裁手続きにおける相違、円滑なコミュニケーシ

ョンの欠如等を理由に多大な労力と時間が費やされ、USAID 側関係者の協調意欲が低下し

たことが報告されている56。バイラテラル技術協力については、こうした各国政府の硬直的

な手続きの相違という壁が不可避である。しかし、ロジスティックな面の相互調整を国際機

関が果たすことで、マルチラテラル技術協力における援助協調には多くの可能性が残されて

いる。 
以下では、米国ドナーシップに関する本節のまとめにかえて、わが国が労働分野の国際援

助・技術協力（バイ・マルチバイ双方）に関する政策調整・協調の構築可能性を検討する上

で米国から得られる示唆を、①国際援助政策の政治的位置づけ（外交政策・安全保障政策と

の関連）、②受益国のガバナンスと結果主義へのフォーカス、③技術協力の継続性・持続可能

性確保と国際機関の役割、④技術協力の規模・対象分野のバランス確保と分野横断的調整、

⑤技術協力の運営・管理手続きの改善と共通化の可能性、⑥人材戦略における技術協力の活

用、⑦「官」から「民」への移行イニシアチブのなかでの NGO の育成―の 7 項目に分け

て整理する。 

 
(1) 国際援助政策の政治的位置づけ（外交政策・安全保障政策との関連） 

ブッシュ政権下の国際援助改革の政治的背景には、テロ拡散防止を米国外交政策の優先課

                                                 
54 OECD/DAC は、ドナー間協調欠如に関する調査研究を実施し、カナダ、オランダ、オーストラリア、英国、

米国との間で破綻国家への政策協調が進行していると報告している。Woods (2005) pp.393-409. また DAC は、

援助効果・ドナー慣行作業部会（Working Party on Aid Effectiveness and Donor Practices: WP-EFF）を設

け、援助の調和化・アライメントや結果重視マネジメント等を議論している。同作業部会には、JICA が参加

している。OECD (2004).  
55 近藤正規, op., cit. 
56 JICA ホームページ（http://www.jica.go.jp/evaluation/after/files/13_2_8.pdf）。 
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題とし、その実現手段として開発援助政策を外交・安全保障政策と一体のものとする「国益」

がある。米国の援助は当面 MCA と USAID を中心に実施される方向だが、「結果重視の MCA
が目覚しい成功を遂げると、USAID は存続の危険に晒される可能性、あるいは USAID が人

道援助に特化しその他は MCA が担当するといった将来像もあり得る」との指摘もある57。

また、本節で言及したとおり労働分野の技術協力を牽引してきた USDOL については、PART
評価が、MCA が代替機構として機能し得ると指摘しており、テロ対策を建前に受益国ニー

ズを優先した人間の安全保障や貧困削減に対する援助が逼迫される可能性もある。 
一方、米国と同じくわが国も、例えば 2005 年 3 月にライス国務長官が提唱した日米戦略

開発同盟（発展途上国の経済的な自立支援と貧困撲滅によるテロ防止が目的）が 9 月に具現

化するなど国家の安全保障上の要請を援助と一体化する方向に進みつつある。ODA 改革論

議が活発な今を契機に、わが国が 2003 年の ODA 大綱改訂で改めて「人間の安全保障」を盛

り込んだ意義を再度問い直すと同時に、わが国 ODA が米国の外交目的のみに誘導されぬよ

う、強い舵取りが求められる。そのためには、わが国の開発援助や国際協力と外交・安全保

障政策の位置づけを明確化した上で、ODA 予算が配分される各関係省庁・援助関係機関の

横断的な政策調整・協調を重ねた総合的なアプローチが必要となろう。 

 
(2) 国際援助の基本方針：受益国のガバナンスと結果主義へのフォーカス 

米国国際援助は、基本方針、実施機構、実施アプローチ、評価手法などあらゆる面で、受

益国側の自助努力・ガバナンス促進と結果主義が前面に押し出された格好となっている。援

助効果が健全な受け入れ政府の体制・組織や政策の質と相関性があることは学術的にも立証

されており58、援助効率確保をめぐる開発援助議論の国際的潮流ともなっている。しかし、

ガバナンスの土台構築には、人づくりや組織・制度づくりを基本とする長期的な取り組みが

求められるため、プロセスを無視した過度な結果主義への傾倒は、各国の実情や発展段階を

考慮しない欧米の価値観に基づく強引かつ政治的な進め方である等の批判もある59。 
この点、わが国の労働分野の国際援助は、労働行政・労働法整備等の人材派遣や行政担当

者への研修プログラムといった長期的かつミクロ的・技術的な支援による「人づくり」を得

意とし、アジア地域を中心にガバナンスの土台構築に貢献してきた蓄積がある。また、結果

に対しては欧米ドナーに比して柔軟で、プロセス重視のアプローチを採ってきた。今後も継

                                                 
57 経済セミナー「ミレニアム・チャレンジ・アカウント：経済開発援助促進へ米国のイニシアチブ」（2003 年 1

月 14 日開催）における Larry Nowels (米国議会図書館議会調査局上級分析官)のコメント。 
58 Burnside and Dollar (2000, 2004).   
59 近藤正規, op.cit. Jagdish Bhagwati “Development aid-Getting it right” OECD Observer, April 2005 等。例

えば、開発経済学者 Bhagwati 氏は、米国政府の大幅な対アフリカ援助増額に対し量よりも質の向上を訴え、

ドナーの今後の視点として、「貧困国への援助のみならず、貧困者への援助を含む援助概念自体の拡大」を主

張している。結果主義やガバナンスの重視よりむしろ、貧困者を直接のターゲットとした「援助」取り組みの

必要性を評価。今後の可能性として、①保護の手厚い先進国農業従事者への補償の増額による貿易障壁軽減、

②高齢社会に対応するかたちで先進国退職者を途上国労働者の技能訓練に活用する―等の間接的イニシア

チブを「広義の援助」と捉えるべきと主張している。 
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続して、受益国のニーズに応じた「わが国ならでは」の質の高い技術援助の提供が期待され

る。その一方で、パフォーマンスへの評価が主流となりつつある他のドナー国の理解を得る

ためには、他ドナーや途上国の開発援助関連の十分な調査・研究、知識・情報蓄積を踏まえ、

プロセス重視のわが国援助・技術協力の根拠となる理論や成果について、国際的アカウンタ

ビリティの果たしていくことが求められよう。 

 
(3) 技術協力の継続性・持続可能性確保と国際機関の役割 

労働分野の米国技術協力では、各省庁・公的援助機関のみならず民間アクターも含めた官

民連携が進んでおり、また、ILO マルチバイ技術協力でも明らかなように、国際機関への資

金協力規模も非常に大きい。しかし、国際機関を通じた ILO マルチバイ技術協力であっても、

他のドナー国との連携によるプロジェクトは非常に稀である。米国は ILO 外部拠出の基本方

針として同国の貿易政策とのリンクを挙げているため、政治的な文脈でも、事実上ドナー国

間の連携は容易ではない。しかし、技術協力の「継続性・持続可能性」は、例えばブッシュ

政権下の USDOL 技術協力予算のカットなど政権交代や政策変更の影響を受けざるを得ない

という面で基盤が脆弱であり、長期的な視点の欠如した予測不可能な援助は、受益国のガバ

ナンス向上に逆効果をもたらす危険も高い。 
このようにドナー側の事情で技術協力の継続が困難である場合、ILO／CODEV がドナー

国間の対話の調整役を果たすことで、他のドナー国による継続拠出の道を模索する方向が検

討に値する60。ILO は、各プロジェクトの拠出スケジュールに対するアカウンタビリティを

向上させ、継続が望まれるプロジェクトについてはその成果を対外的にアピールすることが

重要である。こうした橋渡しが実現すれば、バイラテラルの延長のような現在のドナー国縦

割りのマルチバイ技術協力に風穴を開けることが可能となり、バイラテラルに比してマルチ

バイ技術協力の継続性確保が実現できる。また、ILO がこうしたイニシアチブを発揮するこ

とで、内容、成果、好事例に関する相互ラーニングや情報共有の促進における援助協調が進

むとともに、ILO・ドナー国・受益国間のプロジェクトの運営・管理手法、あるいは評価手

法共通化によるコスト削減の道も開かれる。 
この点、わが国（厚生労働省）による ILO 外部拠出は、予算管理・プロジェクト運営とも

に ILO ジュネーブ本部ではなく、アジア太平洋総局（ROAP）により管理されている点が、

マルチバイ技術協力における他ドナーとの連携を図る上で課題である。わが国による ILO マ

ルチバイ技術協力は、各ドナーのデスクオフィサーがドナー間の調整を担当する CODEV の

チャネルを経由しないため、拠出規模に関わらず、ILO 全体でのヴィジビリティが非常に薄

い。今後は、CODEV が窓口となる技術協力を増やし、ILO でのプレゼンス、発言力、影響

力を戦略的に向上させ、技術協力に関する他ドナーとの対話・協調に積極的に参加する努力

                                                 
60 実際、本調査の過程で、資金提供の終了が予定されているが、着実な成果を挙げているプロジェクトについて

わが国政府の関心があれば継承を検討されたいとのインフォーマルなコメントもあった。 
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が期待される。 

 
(4) 技術協力規模・対象分野のバランス確保と分野横断的調整 

米国の労働分野の援助・技術協力は、貿易政策との関連で、中核的労働基準の推進、特に

児童労働に偏っており、この傾向は、ILOマルチバイ技術協力にもそのまま反映されている。

確かに、児童労働や HIV・エイズはメディアの関心も集めやすいキャッチーなテーマである。

しかし、労働分野における受益国のガバナンスや自助努力の向上の土台は、各国の状況や発

展段階に応じて、人材の育成、職業能力開発、労働行政の整備、政労使の能力向上、三者対

話の醸成等により築かれるものである。また、貿易政策上の要請とはいえ、ILO 技術協力の

最大ドナー国である米国の拠出配分が ILO の戦略目標に応じたバランス確保の視点を欠い

ているため、ILO 技術協力の分野別配分も米国バイラテラル技術協力の傾向を反映した状況

になっている点は、国際機関としての中立性に大きな影響を及ぼすものである。 
ところで、わが国（厚生労働省）が実施する労働分野の技術協力は、アジアを優先地域と

して、職業能力開発、労使関係・労働基準、雇用の順に予算を注入しており61、人づくり、

制度づくり、雇用創出等の、長期スパンの取組みが必要とされる、成果がなかなか目に見え

にくい分野で地道な蓄積を続けている62。また、ILO へ任意拠出は、規模は数百万ドルと規

模は小さいが、DECLARATION、IPEC、女性雇用、雇用創出等の分野におけるアジア・太

平洋諸国への地域セミナーや技術協力プロジェクト、APSDEP（地域技能訓練プログラム）

への継続的支援に注入している。今後、継続的支援を実施する上では、受益国のニーズや各

ドナーの動向把握に基づき、分野、アプローチ等様々な面での提案型の積極的な関与の拡大

が課題であるとともに、ILO マルチバイ技術協力については、分野別バランス確保に向けた

協調・調整努力の拡大が期待される。この点厚生労働省は、「ディーセント・ワークの下の 4
つの戦略に基づく協力を強く支援する」と表明しており、例えば、受益国のニーズは高いが、

ILO 側で資金確保がままならない分野への戦略的拠出に向けた対話構築を行うことで、わが

国の貢献を積極的にアピールしていく可能性が十分考えられる。 
一方、労働分野におけるバランス確保のみならず、分野横断的視野のニーズも増している。

米国 PART評価がこれまで USDOLが所掌してきた労働分野の援助・技術協力は新機構 MCA
が代替し得ると指摘していること、あるいは USDOS、USAID 等の他の援助機構に労働分野

の援助・技術協力案件が分野横断的に存在すること等から、労働分野が社会開発、貧困撲滅、

民主主義の実現―といったより広いテーマの主要コンポーネントとして統合可能なクロス

                                                 
61 厚生労働省資料。 
62 角田学 JICA 国際協力専門員は、JICA・ILO セミナー「スキルディベロップメントと地域開発：技術教育・

訓練分野の国際協力のあり方」（2005 年 10 月 7 日）基調講演で、プロジェクト開始 3 年間は「成果の芽の蓄

え期間」で、目に見える成果は 4 年～5 年目に急に確認できるようになる、また、3 年目の中間評価で目に見

えた成果が確認できず追加資金投入で成果アップを図ろうとすると、逆に受益国側に依存が生まれ、その後期

待される目に見える成果が得られない傾向が強い、と指摘している。 
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カッティングな分野であるこことが分かる。これは、わが国で JICA その他の援助機構にも

労働分野の技術協力案件が多数存在することにもあらわれている。したがって、今後のアプ

ローチとして厚生労働省には、より広範な視点から、JICA をはじめ他分野の援助・技術協

力実施機構との協調・連携関係を内外双方で構築し、労働分野の援助の裾野を広げるイニシ

アチブが求められる。 

 
(5) 技術協力の運営・管理手続きの改善と共通化の可能性 

米国マルチバイ・バイラテラル技術協力の実施手法を整理すると、①ドナーと援助対象国

の頻繁な対話、②プログラム管理・運営上の詳細なマニュアル・関連文書の定型化による効

率確保、③厳密な進捗管理、④プロジェクトドナーとしてのアピール（拠出条件として米国

プレゼンスの明記を盛り込む）、⑤プロジェクトに関与する人選に対する強力な発言権―の

5 項目に整理できる。これらの項目はまた、USDOL・ILO 技術協力プロジェクトに関する

管理・運営手続きを定めた MPG に盛り込まれている。 
他方、わが国の労働分野の技術協力には統一的なマニュアルは存在せず、個別案件ごとの

交渉により運営・管理されている。上述の①・②・③は、ドナー側の後方支援の充実、効率

的な技術協力プロジェクトの運営、ドナー国・受益国双方の手続き負担の軽減など技術協力

の質的向上の観点から示唆に富む。また、④・⑤は拠出条件としての米国のドナーシップの

アピールであり、財政負担に見合った国際的なプレゼンスや発言権の確保が課題とされるわ

が国の援助・技術協力全般について大いに検討に値する。USDOL の MPG を参考に、わが

国厚生労働省も、手続き面での画一的な対応を可能とするために MPG に類似するマニュア

ルを作成し、人選や技術協力実施パートナーの広報・普及媒体でのドナーシップの明記等の

条件も盛り込むことで対外的なアピールと国際的なプレゼンスを拡大する方向が期待される。

また、こうしたドナー間の管理手続きの相互共有・共通化を試みることで、ドナー間の連携

プロジェクトや援助強調の可能性も広がることだろう。 

 
(6) 人材戦略における技術協力の活用 

米国に限らず他の主要ドナー国も、技術協力プロジェクトへの拠出条件として人材に対す

るドナー国出身者に限る条件を付すことは珍しくない。また、米国のドナーシップについて

は、全般的に強い規制があるのが特徴である。ILO の各戦略目標に応じたプロジェクトに直

接関与するプロセスで、各ドナー国は職員数の拡大を現実化している。 
一方、ILO の邦人職員数は、分担金に応じた定員を常に下回っている。また、ジュネーブ

本部の技術部門には、幹部レベルの邦人職員は皆無に近い。これは、他のドナー国ではあり

えない状況である。そもそも、分担金に応じた職員枠が国際機関に定められているのは、納

税者の財政負担に見合った民意と発言権に基づいたプレゼンスを確保し、わが国の経験・知

識を国際機関の場を借りて反映することで、国際貢献を果たすためである。確かに、アソシ
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エートエキスパートの派遣等に見られる ODA の活用は、これまで邦人職員の量的増加に貢

献してきた。しかし、これについても、わが国の経験や政策的意義に関する知識・経験の少

ない人材が目立つとの批判もある。今後の効果的な邦人職員の増加には、欧米流の人的資源

管理の特徴を踏まえた「押しの強い」交渉を前提とし、省庁、国際機関、大学等との対話に

基づいた人事戦略の再構築が求められる。総合的な組織内での影響力と発言権を強化するた

めには、特にジュネーブ本部における幹部レベルへの日本人の登用を、分担金あるいは任意

拠出等を交渉材料にしても実現する方向が期待される。また、技術協力の任意拠出について

は、①他のドナー国のようにアソシエートエキスパートや邦人スタッフの起用を必須条件と

する、あるいは、②前述の ILO／CODEV 経由で技術協力を具体化する過程でわが国デスク

オフィサーとして厚生労働省との円滑なコミュニケーションが可能な邦人職員ポストを確保

する―等の戦略を講じ、わが国の国際機関でのプレゼンス向上の具体化が期待される。こ

れに併せ、アソシエートエキスパート・JICA 専門家等の在外経験者と厚生労働省その他の

援助関連アクターの相互情報共有・交流や、各ニーズに応じた迅速かつ適格な人材確保・配

置を可能とする労働関連の国際協力人材を集約する共通プラットフォームやネットワーク構

築も求められる。これにより、財政負担に見合った国際的な理解と尊重が得られるとととも

に、ODA の透明性も増し、納税者である国民の理解も得やすい環境作りが可能になるであ

ろう。 

 
(7) 「官」から「民」への移行イニシアチブのなかでの NGO の育成 

本節で言及したとおり、米国では 1970 年代から意図的に NGO を育成してきた経緯があ

り63、ODA に占める NGO 向け供与の割合は 3 割以上に及んでいる。USAID 登録の NGO
の実態をみると、①NGO 同士の競争インセンティブの存在、②官民ネットワーク（GDA 等）

やセクター・分野別・地域別ネットワークの存在、③政府との協力関係（政府による資金提

供、技術支援、PR 活動、相互人材流動性）④議会における政策決定過程から ODA の実施過

程に至るまで大幅な関与、④NGO と政府間の人材の流動性がある―等の特徴がある。 
一方、わが国では、NPO 法の成立が 1998 年、JICA が NGO 等と共同でプロジェクトを

行う「開発パートナー制度」がスタートしたのが 1999 年と、米国とはかなりのギャップが

存在する。また、ODA に占める NGO 向け供与の割合も 1.7%と極めて低い64。NGO の育成

には、申請手続きの簡素化、精算払い制度・単年度制度の見直し、人件費・管理費制限の緩

和、NGO・政府間の人的交流促進等の制度的環境整備を図る必要がある。  
その際、米国にみられる NGO 等の民間イニシアチブの台頭による「負」の側面が参考に

                                                 
63 ワシントン DC 開発フォーラム（2002 年 5 月 8 日）概要（www.developmentforum.org）。米国 NGO 成長時

期は、開発の 10 年といわれた 60 年代、BHN（基本的人間ニーズ）が謳われた 70 年代、USAID が NGO を

主要パートナーに位置づけ本格的なプロジェクト支援を始めた 80 年代、そして東西冷戦終結後の USAID 予

算削減に伴う援助構造の変化と NGO 対話の深化が行われた 90 年代に分かれる。 
64 長坂寿久(2004)。 
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なる。USAID から助成を受ける NGO は、中央集権型が多く現地ニーズの配慮に乏しい、

USAID のコントラクター化し独自性に欠ける―等と指摘される。また、NGO を含む国際

援助アクターの多様化に伴う人件費・管理費の肥大化や、根幹業務の委託化や手続・予算管

理・調整業務の煩雑化による USAID の専門性低下も問題視されている。さらに、援助全般

に対する NGO・世論が厳しく、柔軟かつ長期的な援助の実施が不可能になっている。 
今後わが国が NGO の育成を拡大する上で、米国の NGO は、制度、官民連携アプローチ、

問題点も含め、様々な点で示唆に富む。もっとも、USAID 登録の NGO を取り巻く環境を概

観すると、名目上は NGO とはいえ、事実上はわが国の政府関連団体や独立行政法人と類似

する点も多く、「政府系」の印象が色濃い。米国には、援助政策に異を唱える NGO を含め政

府の助成を受けない本来の NGO も多数存在し、わが国の NGO は後者の位置づけに近い。

今後わが国は、小泉政権下の「官」から「民」への移行イニシアチブの文脈に併せ、米国

NGO の制度・動向等を参考としつつ、国際援助に従事する独立行政法人・政府系機関等と

NGO の機能分担や定義づけの明確化も求められることだろう。 

 
結語 

本節では、米国の労働分野における援助動向を、援助方針、規模、分野・地域別フォーカ

ス、他アクターとの連携、プロジェクト進行・管理・評価手続き等のマクロな視点から捉え、

わが国への示唆を探った。今後具体的に、労働分野の援助政策の改善や他ドナーとの協力可

能性を現実化する上では、第 3 項で挙げたような各々の対象項目やターゲットとなる技術協

力案件各々について、現地調査を含むよりミクロなレベルのドナー別・国際機関別・受益国

別調査に基づいた政策検討が必要であることは言うまでもない。 
また、第 3 項の各項目全体にわたって筆者がわが国ドナーシップにおける国際的プレゼン

スの拡大を強調したのは、米国のみならず他のドナーに比して、高負担に見合った発言権や

リーダーシップが発揮できていない現状を踏まえたものである。もちろん、受益国のニーズ

が国際援助の基本ではあるが、例えば ILO については年間 60 億円におよぶ巨額な拠出金を

負担しているにもかかわらず、主導的な立場になく、高負担に見合う成果が国民に説明され

ているとは言い難い65。小泉政権の下、わが国の安全保障理事会の常任理事国入りに向けた

議論は記憶に新しいが、こうした制度的議論以前に、ドナーシップの反映の仕方、受益国に

おける成果の積極的なアピール、邦人援助人材の活用や処遇を含めた既存の課題についても

                                                 
65 労働政策研究・研修機構（2004）「海外社会労働事情研究会：グローバル化の中のアジアの労働問題（前 ILO

アジア太平洋総局長野寺康幸氏講演概要）」ビジネス・レーバー・トレンド 2004 年 11 月号。日本政府が 2002
年度中に国連をはじめとする各種国際機関に対して支払った拠出金・出資金総額は、1,547 億円（米国に次い

で世界第２位）で、その 93%が ODA からの拠出である。このうち、ILO への日本の分担金比率は 19.369%
（約 60 億円）で、財源の 5 分の１を負担している。また、外部拠出金規模も約 2 億円近く計上している。参

考までに他の安全保障理事会の常任理事国の分担金比率をみると、米（22%）、仏（6.419%）、英（5.494%）、

中（1.521%）、露（1.182%）と、英米の拠出額が突出している。野寺氏は、「ODA 予算の国民一人あたりの

負担額は 1 万円にも及ぶ。国連機関における日本人職員数とその処遇はもとより、高負担に見合う評価と尊

敬を得られるよう努力すべきだ」と述べている。 
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実質的な改善を図る必要があり、この意味で米国から得られる示唆は多い。制度的プレゼン

スのみならず、マルチバイ実施機構たる国連機関や、各々のプロジェクトの実施等における

実質的プレゼンスや発言権拡大に向けて、国際機関、受益国との交渉・対話を充実化させ、

国際援助の質的向上に積極的にコミットしていく方向が今後期待される。 
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第２節 イギリスの開発援助動向1 

 

１ 開発援助の概況 

（1）開発援助の現状 

 途上国における「貧困削減」を最終目標に掲げるイギリスは、貿易・投資・債務・農業・

環境等関連部分を統合した、総合的見地からの開発支援を目指している。 
 近年のイギリスの援助の特徴として挙げられるのは、①援助の増額、②安全保障重視、③

多国間援助へのシフト―の 3 点といえる2。ODA 予算を削減する国が多い中、イギリスの

開発援助予算は、97 年以来増加傾向にある（第 5-2-1 表）。OECD の開発援助委員会（DAC）

のデータによれば、現在イギリスは、米国、日本、フランスに次いで世界第 4 位の援助国で

ある3。また、安全保障重視という点は、近年のサブ・サハラ・アフリカの人道危機・食糧危

機に対する支援、アフガニスタン及びイラク復興への援助額増加に窺える4。さらに、2002
年には 28.8%にまで落ちこんだマルチ機関を通じての援助は、2003 年に 37.7%、04 年には

45%にまで回復している5。 
 援助の重点地域は、アフリカとアジアである。アフリカでは、コンゴ民主共和国、エチオ

ピア、ガーナ、レソト、マラウイ、モザンビーク、ナイジェリア、ルワンダ、シエラレオネ、

南アフリカ、スーダン、タンザニア、ウガンダ、ザンビア、ジンバフエの 16 カ国が、アジ

アでは、バングラデシュ、中国、インド、パキスタンの 4 カ国―が重点国として挙げられ

ている。 
 なお、イギリスの開発援助は全てグラントである。債務管理・リスク審査等の業務負担を

考慮すると、二国間援助の場合、ドナーはグラントに特化する方が業務上効率的であるとい

うのが、その理由のひとつとされる。 

 
第 5-2-1 表 援助額と ODA 対 GNI 比の推移（ネット・ディスバースメント・ベース） 

（単位：百万ドル・%） 
暦年 1988-1989 

平均 
1996 1997 1998 1999 2000 2001 2002 2003 

ODA 額 2,616 3,199 3,433 3,864 3,426 4,501 4,579 4,924 6,282 

対 GNI 比 0.32 0.27 0.26 0.27 0.24 0.32 0.32 0.31 0.34 
出所）OECD/DAC 統計 

                                                 
1 イギリスの ODA 実施に携わる中核的主体となっているのが、英国国際開発省 DFID（Department for 

International Development）ということもあり、タイトルには「開発援助」という言葉を使用した。 
2 Ngaire Wood（2005） “The shifting politics of foreign aid”  International Affairs vol.81,No.2 March 

pp.393-409 
3 2004 年データ（速報値）による。 
4 これにより、アフガニスタン、イラク、パキスタンは英国の DFID の二国間援助受益国のトップに躍り上がっ

た。 
5 1990 年から 2001 年まで、イギリスの ODA の 40%がマルチ機関を通じて供与されてきた（Ngaire Wood、2005）。 
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（2）開発援助政策の変遷 

イギリスの開発援助は、植民地下に置かれた国々への支援として、1920 年代に始められた

ものが、その原型とされる6。援助の歴史は長いが、現在のスタイルが誕生したのは、大戦後、

植民地の独立後である。その大きな特徴は、①開発担当機関が援助政策の形成から実施まで

を一元的に担うという体制7、②開発援助政策の方針が、時々の政権交代によって大きく変遷

してきたこと8―である。 
1979 年から続いた長期的なサッチャー保守党政権のもとでは、「援助の国益への貢献」が

重視され始めるとともに、援助配分に関する決定は政治的、商業的な要素が大きく影響し、

開発援助額は低いレベルで推移していた9。こうした状況は、1997 年の労働党政権誕生によ

り大きく変化する。 
1997 年のブレア労働党政権発足に伴い、それまで外務省の管轄下におかれていた海外開発

庁（ODA）は、国際開発省（Department for International Development：DFID）として、

担当大臣を置く独立した省に格上げされた10。初代国際開発省大臣に就任したクレア・ショ

ート女史は、「援助のあり方」を再定義する必要性を強調するとともに、「貧困削減」及び「援

助額の増加」を目指す方針を明らかにした。 
DFID の政策方針を最初に示したのは、1997 年の『世界の貧困撲滅に向けて：21 世紀へ

の挑戦（Eliminating World Poverty：A Challenge for the 21st Century）』と題するホワイ

トペーパーである。本書において、イギリスの開発援助の主目的が「貧困削減」であること

を国内外に宣言すると同時に、国際開発目標（International Development Targets：IDTs）
11の達成に向けて、途上国及び国際機関や他のドナーとの連携の強化や、開発関連の諸政策

                                                 
6 1929 年には、「植民地開発法（Colonial Development Act）」が制定され、英国政府が継続的に植民地の開発

に責任を持つことが初めて認識された。 
7 1965 年に発表されたホワイトペーパー『海外開発：新設省の役割』において、「海外開発省（Ministry of 

Overseas Development：ODM）の目的は、『貧しい国の経済開発を助ける政策の形成と実施』である」と明

示されて以降、開発援助を担う組織形態の変遷はあるものの、「国際開発協力法（International Development 
and Cooperation Act）」（1980 年）、「国際開発法（International Development Act）」（2002 年）においても、

「開発担当機関が援助政策の形式から実施までを一元的に担う」という体制は、継承され現在に至る。ちなみ

に、ODM は、1961 年から外務省内に設置されていた技術協力課（Department of Technical Co-operation）
を前身とし、これに他の省庁内にあった援助政策に関する機能を統合したもので、1964 年に労働党政権下で、

初めて統一された援助機関として設立された。同時に、海外開発大臣（非閣僚級）の職も創設されている。ODM
の設立目的は、1966 年の「海外援助法（Overseas Development Act）」において法的にも確立された。 

8 ODM は、1970 年に労働党から保守党への政権交代と同時に解体され、その機能は外務省の下部機関である海

外開発庁（Overseas Development Administration：ODA）へ移管された。しかし、1974 年に政権を奪取し

た労働党は、翌 75 年に再び ODM を設置。その後、1979 年に、再び保守党が政権を握ると、ODM と担当大

臣の職は廃止され、援助政策は外務省が担当する体制に戻された。これにより外交政策と援助政策の連動の可

能性が高まったとされる。また、下院の「海外援助特別委員会」（1968 年設置）も「海外問題特別委員会」に

吸収され、援助政策は下部委員会で扱われるようになった。 
9 これは、公的支出を削減する方向性を打ち出した同政権が、援助についても支出削減の方針をとったことが影

響している。この方針により、イギリスの援助実績は、1980 年から減少・停滞に転じた。 
10 DFID が、外務省から切り離されたことで開発政策は、外交政策とは一線を画した。また、保守党政権時代に

は、ODA 事業をイギリス企業に優先的に受注させる Aid and Trade Provision(ATP)が存在したが、これを廃

止することにより、開発政策は商業貿易からも切り離された。 
11 IDTs は、1990 年代に開催された国連での会議の場における合意事項を原型として、1996 年の OECD による

『21 世紀の創造：開発協力の貢献』（“Shaping the 21st Century：The Contribution of Development 
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の整合性の強化が明示された12。 
次いで、2000 年には、開発白書『世界の貧困撲滅に向けて：貧困問題へのグローバリゼー

ション（Eliminating World Poverty：Making Globalization Work for the Poor）が発行さ

れ、1997 年に掲げられた一連の開発政策や方向性が更に強化された。本書は、グローバリゼ

ーションの問題に対する詳細な分析を通じて、DFID の開発アプローチを進化させたもので

ある。ここでも、IDTs への取り組みが明言されている13。 
2002 年 6 月には、「国際開発法（The International Development Act）」が採択され、貧

困削減を第一義とする開発援助の目的が法制化された14。同法において、①持続的開発また

は貧困者の福祉を向上させるためのもの、②DFID が貧困削減に貢献できると判断したもの

―のどちらかの条件を満たすことが、援助の条件とされた。また、将来にわたり海外援助

を「貧困削減」に集中させ、それ以外の目的（商業目的や政治目的）による海外援助は違法

と定められた。 
以降、イギリスは貧困削減目標の達成のために、自国での法的・政策的整備を行う一方で、

他のドナーとの協調を通じて途上国の発展に寄与する援助手法の確立や国際的なシステムの

構築を目指している。 

 
２ 開発援助の実施体制 

（1）英国国際開発省（Department for International Development：DFID） 

 現在のイギリスの開発援助政策の策定と実施に携わる中核的主体となっているのは、

DFID である。DFID は、閣僚級大臣である国際開発担当大臣（Secretary of State for 
International Development）が統括し、議会に対する責任も負っている。また、2003 年 6
月から大臣（Minister of State for International Development）が、国際開発担当大臣補佐

職として設置された。2005 年 3 月現在、職員数は、2917 名（女性 1406 名、男性 1511 名）、

また本部の他に海外に 67 の地域事務所や担当者を配置している。 

                                                                                                                                                         
Cooperation”）の中でまとめられたもの。2015 年までに、極度な貧困状態にある人口を半減させる」「世界中

の初等教育の普及を達成する」「初等・中等教育におけるジェンダー格差をなくす」「5 歳以下の乳幼児死亡率

を 3 分の 2 に、産婦死亡率を 4 分の 3 に減少させる」「適切な年齢の全ての個人に、基礎保険システムを通じ

たリプロダクティブ・ヘルス・サービスのアクセスを可能にする」こと、及び「2005 年までに全ての国で持

続可能な開発に向けた国家戦略を実施し、2015 年までに環境資源の欠乏という現在の傾向をグローバル、ナ

ショナルの両レベルにおいて逆転させる」こと―という項目が列挙されている。 
12 本白書では、「環境、人権、ジェンダーへの配慮」なども盛り込まれた。これらは、保守党政権時代に海外開

発庁と NGO との間で始まった政策協議の際に、NGO 側から政策提言されていたものである。また、DFIＤ
はパートナーシップを築く相手を、これまでの国際開発 NGO に限定せずに、労働組合や地域団体、信仰団体

などを含めた広義の「市民社会組織（Civil Society Organizations）」とした。その他にも、アカウンタビリテ

ィや透明性の向上、開発全般に対する英国民の意識や理解を向上させる開発教育の推進なども明記されている。 
13 現在、IDTs は、2000 年秋のミレニアムサミット時の国連総会で採択されたミレニアム開発目標（Millennium 

Development Goals：MDGs）によって、更に拡充されている。MDGs は、IDTs の各項目に、「HIV/AIDS」
や「住宅問題」「債務問題」等の新たな開発問題のトピックが加えられたものである。 

14 1980 年に施行された海外開発・協力法（Overseas Development and Cooperation Act）は、DFID が掲げる

貧困削減政策とは相容れないものとなっていたため、DFID は新開発政策を「国際開発法」として法制化した。

同法のように、ODA の目的を厳しく定めた国際開発法は世界に類をみないと言われている。 



 －164－

 DFID の支出、政策、実施については、DFID 創設と同時に設立された国際開発特別委員

会（International Development Committee）が監督する。同委員会は、DFID が出資、支

援する国際機関や NGO の政策・手続きについてもフォローしている。 
 また、DFID は、イギリス政府内で対途上国政策に携わる他省庁と緊密な協働関係を築く

ことを表明している。これは、開発援助の最重要目的である貧困撲滅には、「政策の一貫性が

不可欠」と認識しているためである。省庁間の開発ワーキンググループ（Inter-Departmental 
Working Group and Development：IDWG）が、政策の一貫性についてレビューするフォー

ラム15を企画するなどして、協働関係の構築を図っている。 

 
第 5-2-2 表 DFID と他省庁との協働事項 

関連省庁 協働内容 
貿易産業省（DTI） 貿易 
外務省（MoD）、国防省（FCO） 効果的な紛争予防（人道支援） 
大蔵省 重債務貧困国の債務問題 
副首相府 環境問題 
教育訓練省（DfES） 児童労働 

      資料：DFID HP（http://www.dfid.gov.uk/aboutdfid/dfidandukgov.asp） 
 
（2）英連邦開発公社（Commonwealth Development Corporation：CDC Capital Partners） 

 援助の実施については、DFID が自ら行うほか、英連邦開発公社（CDC）も、直接融資と

基金を通じた間接融資及び投資先企業に対する技術提供を実施している。CDC は、DFID が

100%株主となっており、その前身は、1948 年に設立された植民地開発公社（The Colonial 
Development Cooperation：CDC）である。ブレア政権期の「公的機関民営化政策」の第 1
号として、1999 年に半官半民（Public/Private Partnership：PPP）の体制に移行、2000 年

に現在の CDC Capital Partners に名称変更した16。 
 CDC は、2002 年の年次報告書において、①途上国の商業的採算の取れる民間セクタービ

ジネスの創生と長期的成長の奨励、②投機の成功事例を提示することによる、これらの国々

の経済成長に必要な投資の促進を目的とした「振興市場ベンチャーへの投資」―の 2 点が、

CDC の役割であり、その投資対象はあくまでも「貧困国（Poorer Countries）」であること 

                                                 
15 このフォーラムでは、国際開発担当大臣が議長を務め、外務省、大蔵省、貿易産業省、副首相府、国防省、教

育訓練省、保健省、輸出信用保証省、内閣が参加している。 
16 CDC の PPP 改革の背景には、CDC が公的機関である限り公的セクター借入れ要件の縛りを受けるため、イ

ギリス国内で途上国向けの投資資金を CDC が借入れると、その分の DFID の開発資金分配が減らされるとい

う事情があった。政府は当初、CDC 株式を一度 DFID が引き受け、その後民間企業に売却し、最終的には全

株式の 25%を下限として、DFID が保有するという PPP 化プロセスを想定していた。しかし、「途上国投資」

というリスクの大きさが影響し、CDC 株の株式売却は容易ではなく、DFID が 100%出資株主のままとなっ

ている。 
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第 5-2-3 図 DFID 組織図 
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を明記している17。 

 
（3）市民社会組織（Civil Society） 

1997 年と 2000 年に出された 2 つのホワイトペーパーでは、開発援助の実施に際し、イギ

リス国内の民間企業や NGO とのパートナーシップが強調されており、それらは「市民社会

組織（Civil Society）」と表現される。 
民間の投融資は、「持続的な発展」にとって不可欠であるという認識から、民間企業との

パートナーシップが重要視されている。また、イギリス国内には、以前から、開発協力に従

事する NGO が数多く存在しており、国内での支援金の収集と、イギリス政府及び他のドナ

ー国・機関への政策提言活動を行うと共に、途上国での開発プロジェクトの実施も独力で遂

行してきた。なかでも、Oxfam や ActionAid 等、グローバルな活動を展開してきた NGO は、

DFID とパートナーシップ・プログラム契約（PPA）18を結び、複数年にわたる財政援助を

受けている。現在、DFID と NGO とのパートナーシップが具体的に実現しているのは、人

道支援の分野に限られているが、小規模な NGO のプロジェクト支援も積極的にすすめられ

ており、DFID と NGO とのさらなる連携が期待されている19。  
また、DFID は、国内における啓蒙活動の中で、これまで DFID の支援を受けた経験のな

い民間企業、経済・貿易団体、NGO、慈善団体等の開発援助政策への取り込みを試みている

20。さらに、学校のカリキュラムに取り入れる教材を作成するなど、開発教育に関して、教

育機関との連携を積極的に推進している。 

 
３ イギリスの開発援助実施内容 

（1）基本スタンス 

DFID は、「貧困削減」を究極的な目標に据えて、被援助国の貧困削減戦略やそれに関連す

る政策や改革への支援に積極的に取り組んでいる。DFID が最も重要視しているのは、各国

                                                 
17 現在、CDC の保有する無償・技術協力スキームには以下のようなものがある。 

・Business Linkage Challenging Fund：途上国の企業に内外のパートナーとの連携を支援するもの。 
国際競争力に必要な情報と市場へのアクセスへの改善及び知識移転を促進するためのスキーム。 

・Financial Deepening Challenging Fund：国内外の金融機関に、途上国への金融サービスへの投資とそれ

らサービスの貧困層への開放を喚起するためのスキーム。アフリカと南アジアが対象。 
18 MDGs 達成などの国際的な開発目標を達成するために、市民社会組織と DFID がどのような連携を行えばよ

いかを話し合い、目的達成のためのインジケーターや評価とモニタリング手法の設定、財政的な取り決めなど

を行い、双方のパートーナーシップを築くことを目的として、2001 年より始められた。財政支援額は、年間

50 万ポンドから 1,000 万ポンドの範囲とされる。PPA は、DFID と本部だけでなく、カントリー・オフィス

レベルで行われるものもある。 
19 イギリスの開発援助における NGO の活動等については、目加田説子『NGO セクターに関する 6 カ国比較調

査―MDBs との連携に向けて―』（2004 年 3 月、経済研究所）第 4 章を参照されたい。 
20 例えば、貧困削減に有用な支援を供与できる団体に対して、最長 3 年までの支援を供与するプログラム「戦

略的贈与協定（Strategic Grant Agreement：SGA）」（2002 年 4 月開始）の実施等。SGA は、PPA 同様、目

的が同意されればフレキシブルに使える資金であり、英国医学協会（British Medecal Association）などがこ

の資金援助を受けている。 
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で進行している「貧困削減ペーパー（PRSP:Poverty Reduction Strategy Paper）」21策定へ

の支援である。支援の実施にあたっては、一方的な支援になることを避け、現状の把握と分

析の研究を行いながら、世界銀行との協調を重視している。 
貧困削減戦略の枠組みの中で優先的な支援領域としてあげられているのは、「生計の改善」

「基礎教育」「保健医療の改善」「経済機会の創出」「効果的な政府」「人道的援助」「持続的開

発」―である。各国がどの分野を重点支援分野とするかは、MDGs への達成度の観点から

検討される。 

 
第 5-2-4 図 イギリスの援助の内容の概況 

 

                                                 
21 参加型プロセスを通じて途上国自身が作成する、貧困削減を具体的に実現させるための包括的・長期的な戦

略・政策。実質的には、「包括的な開発のフレームワーク（CDF）」の考え方を、行動につなげるためのプラ

ンに変形したものとされる。PRSP は、貧困削減を阻む主な原因を明らかにし、それを克服するための計画を

策定するもので、進捗状況をモニターするメカニズムも備わっている。また、PRSP の大きな特徴は、借入国

自身が主導することにある。 
（世界銀行東京事務所 http://www.worldbank.or.jp/03agenda/02prsp/prsp_top.html） 
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DFID は、合意された貧困削減戦略と「良好な財政管理」を条件として22、「直接財政支援

（Direct Budget Support）」というアプローチで、当該国への援助を実施している。開発援

助のあり方において、「援助の効率性と効果」を最重要視する DFID は、この「財政支援」

が最も効率的な手段と考えている。また、被援助国が、「自らの政府の財政運営能力を強化す

る」という観点から、全ての援助資金が当該国の財政省庁を通じて供給される「一般財政支

援」を理想的であるとしている。 
こうした援助のあり方の背景には、「途上国のガバナンスの改善」を強調する DFID の姿

勢が存在する。DFID は、効率的な行政により、被援助国の経済成長やサービスの効率化も

進展できると考え、政治システムの改善と「良い統治（グッドガバナンス）」が何よりも重要

としている。ただし、支援するかしないか、また援助資金をどう配分するかを決定する際に

重視されるのは、被援助国のガバナンスが「現時点で良いか悪いか」ということではなく、

「現政権が、ガバナンスの改善に対してコミットメントがあるかどうか」であるという考え

も明確に示している。つまり、現在「グッドガバナンス」であったとしても、さらに改革し

ていこうという強い意欲をもたない政権であれば、積極的に援助することはしないというこ

とであり、非常に特徴的な考え方といえよう。 

 
第 5-2-5 表 二国間援助と多国間援助の推移（ネット・ディスバースメント・ベース） 

（単位：百万ドル） 
年 1996 1997 1998 1999 2000 2001 2002 

ODA 総額 3199 3433 3864 3426 4501 4579 4924
内二国間 ODA 1790 1979 2132 2249 2710 2622 3506
内多国間 ODA 1409 1454 1732 1178 1798 1957 1419
多国間 ODA 比率（%） 44.0% 42.4% 44.8% 34.4% 39.9% 42.7% 28.8%
公的援助総額（ODA 除く） 362 337 435 407 439 461 494
出所：OECD/DAC 統計 
※開発金融研究所「英国援助政策の動向」（2004）を参考に作成 

 
第 5-2-6 表 多国間援助内訳（グロス・ディスバースメント・ベース） 

（単位：百万ドル） 
年 1996 1997 1998 1999 2000 2001 2002 

国連諸機関 210 210 283 242 359 349 318
EC 707 718 843 819 975 824 925
世界銀行グループ 334 315 441 3 271 561 59
地域開発銀行 58 110 88 34 130 81 103
その他 103 108 84 79 59 170 56
多国間 ODA 総額 1411 1461 1739 1178 1793 1985 1460
出所：OECD/DAC 統計 
※第 5-2-5 表に同じ 

                                                 
22 財政支援実施の条件として、「公共支出管理と会計システム評価の実施」「公共支出管理のための信頼性の高い

政府プログラム」「潜在的利益の有無」「モニタリング・評価の実施」――等が挙げられている 
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（2）ミレニアム開発目標（MDGs）達成に向けた DFID の活動 

DFID の活動は、援助理念においては「貧困削減」を最重要目標（overarching goal）と

明記した「国際開発白書」に、予算面においては財務省との間で締結する「パブリック・サ

ービス・アグリーメント（Public Service Agreement：PSA）」23に準拠している。 
 2002 年にイギリス政府は、「2015 年までに MDGs を達成する」ことを目指し、具体的な

進行状況が測定可能な目標とターゲットを定義した PSA（2003-06）に合意した。これによ

り、DFID の活動の管理・報告システムが強化されるともに、MDGs と DFID の活動の関連

が明確化されたといえる。毎年発表される DFID の活動報告書24も、PSA の内容に沿う形で、

各目標の進捗状況をまとめるというスタイルをとっている25。 
2005 年次の活動報告は、①アフリカの重点 16 カ国における MDGs 指標の達成状況は、

一定の進展はあるものの、2015 年までの MDGs 達成のためには、更なる加速が必要であり、

ドナー側が支援のレベル及び一貫性を向上させるとともに、アフリカ諸国も平和、効率的か

つ責任ある政府、経済成長など開発のための条件整備を行うことが重要である、②アジアの

重点 4 カ国における MDGs 指標の達成状況についても、貧困削減に実質的な進展はあるもの

の、政治的意思の欠如、不平等、紛争等が、MDGs の更なる達成の障害になっている、③欧

州・中東・ラテンアメリカでは、不平等、HIV/AIDS、紛争、ガバナンス、腐敗、人権侵害

等が、MDGs 達成の制約条件になっている26―というものであった。 
このような「2015 年までの MDGs 達成は困難」という厳しい現状分析のもと、イギリス

は、2004 年 7 月に包括的歳出見直し27とともに、PSA（2005-08 年）のターゲットを次のよ

うに改正した28。 

 
PSA（パブリック・サービス・アグリーメント）2005-08 

① サブ・サハラ・アフリカ地域における MDGs に向けた進展 
貧困削減、初等教育の普及、幼児死亡率の削減、安全な出産の普及、HIV/エイズ妊

                                                 
23 イギリスでは、各省庁が PSA 制度の下で、3 年間の政策目標を財務省と合意し、予算を得る仕組みになって

いる。 
24 イギリス政府各省庁は、報告書を年に 2 回提出しなくはならない。DFID も、毎年 11 月に『Autumn 

Performance Report』を、4 月に『Department Report』を出版している。一年間の活動が報告されている

のは後者である。 
25 PSA ターゲットの査定方法として、進行状況を「交通信号」アセスメントと名づけ、緑・黄・赤・グレーで

色分けし、グレード付けしている。ちなみに、緑は「目標が達成に向けて進展している（on course）」、黄色

は「進展、後退のいずれの判断をするにも充分なパフォーマンスが観測されていない」、赤は「目標とのズレ

（slippage）が観測されている」、グレー「データ不足で達成度が評価できない」――を意味する。 
26 こうした状況に対し、2004 年 4 月以降、世銀の信託基金を通じて、パレスチナ暫定自治政府に 1700 万ポン

ドを支援していること、イラク復興支援のためにイギリスがコミットした 3億 8000 万ポンドのうち、2 億 6400
万ポンドがディバース済みであること等が、2005 年度の活動報告書で紹介されている。 

27 2004 年 7 月の歳出見直しでは、1 年あたりの ODA 総額を 2007/8 年度までに約 65 億ポンドとし、対 GNI 比
についても 0.47%に増加させ、2013 年には 0.7%とすると発表された。DFID（英国国際開発省）の援助予算

についても大幅に増加させ、2004/5 年度の約 38 億ポンドから、2007/8 年度には約 53 ポンドにまで拡大する

こととした（英国大蔵省 HP www.treasury.gov.uk ）。 
28 外務省・国防省との共同目標として、紛争関連が追加された。 
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婦の削減、効果的な援助とアフリカ開発への国際的な政策を確保するためのパート

ナーシップの向上等 
② アジア地域における MDGs に向けた進展 

貧困削減、初等教育の普及、幼児死亡率の削減、安全な出産の普及、HIV 感染及び

結核対策等 
③ 国際システムの効率化 

欧州委員会の低所得向け ODA の割合増加、重債務貧困国に対する国際的な協力、

MDGs に向けた国際的な協力、国連機関と人道支援システムの効率化等 
④ EU 及び世界の貿易障壁の削減（2008 年までに） 
⑤ 特にアフリカ、アジア、バルカン、中東における紛争防止及び紛争後の復興支援 
⑥ 二国間援助のうち 90%を低所得国向けとする 

（DFID Department Report 2005, p200-203） 

 
このように、DFID は、MDGs 達成を中心とした貧困削減に向けて、効率的かつ効果的に

遂行することを大きな目標としている。現在 DFID は、「貧困削減省」もしくは「MDGs 達

成省」といっても過言ではない29。そして、この目標の実現に向けて、国際社会における強

いリーダーシップ30、包括的なアプローチ31、調査・研究、責任体制、実績主義に基づく評価

等の確立を目指して活動を展開しているといえる。 

 
（2）労働分野における援助動向 

イギリスの開発援助は、DFID が政策（企画・実施）と予算を一元的に所掌している。そ

して、その DFID は、MDGs と省としての政策目標・実行計画を連動させている世界でも稀

有な省庁である。活動報告も、MDGs の 2015 年までの達成を目指し、具体的な進行状況が

測定可能な目標とターゲットを定義した PSA の各目標に対する評価が、順に報告されると

いう構成をとっている。 
イギリスが、途上国の「持続的経済・社会的発展」を達成するために掲げるプライオリテ

ィは、①経済改革支援、②生産性向上、③良い統治（グッド・ガバナンス）支援32、④貧困

                                                 
29 財務省も MDGs の達成を全面的に支援しており、とりわけアフリカ支援に対しては、手厚い予算を割り当て

ている。イギリス政府は今後 10 年間にアフリカへの援助資金を倍増させ、ラテン・アメリカ、東欧への援助

資金は減額する考えを示している。 
30 特に欧州内において、EC の対外援助を貧困削減のために使用されるよう、PSA ターゲットにおいて、EC の

ODA の低所得国向け供与の割合を上昇させるよう働きかけを強化している（2000 年の 38%をベースに、2008
年に 70%にまで上昇する）。 

31 MDGs 達成に向けた取り組みは、DFID の組織全体から更に個人レベルにまで細分化され、徹底されている。

例えば、PSA の目標は、各局の役割と対応しており、PSA の目的たっせいのために各局（Division）の局長

（Director）の計画書がある。この局レベルの計画書に沿った国別援助計画（Country Assistance Plan：CAPs）
と、その達成合意書がある。さらに、これを基に部（Department）、チーム、各職員の目標・計画がある。 

32 日本が援助対象国の発展の基盤として、産業育成や農業育成のための技術者の養成に重きをおくのに対して、

イギリスでは、そうした発展が遅れている分野を直接支援するよりも、援助を受ける国の「政府の育成」に力
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層支援、⑤人口問題、教育を含む人的資源開発、⑥女性の地位向上、⑦環境問題の 7 つであ

る。さらに、「経済成長は途上国自らの健全な政策なくしては達成困難である」との考えに基

づき、「良い統治に向けて努力している政府」への支援を打ち出している。 
OECD によれば、2003 年のイギリスの二国間 ODA 対象分野のシェアは、①社会インフラ

40%（教育：8.6%、保健：8.0%、人口：3.4%、上下水道：0.5%、政府・市民：16.1%）、②

経済インフラ 8.4%（運輸：2.2%、エネルギー：3.9%、その他：2.3%）、③生産セクター6.7%
（農林水産：5.2%、工業・建設：1.0%、貿易・観光：0.5%）である。DFID は、ホームペ

ージで援助実績や計画についてのデータを対象国及びプログラム毎に公表しているが、「雇

用」の分類に入るものは一つもない33。 
 こうしたことから、イギリスの開発援助動向を「労働分野における技術援助」という切り

口で分析することは難しい。しかし、それはイギリスの開発援助が「労働分野」と無関係と

いうことを意味するのではない。DFID の活動は、「貧困削減」を唯一の基本目的とし、MDGs
を到達目標として掲げている。いうまでもなく、所得を得ることを可能とする雇用の確保は、

「貧困」からの脱出の第一歩となる。MDGs の目標である「普遍的初等教育の達成」は、幼

い子供たちを「労働力」とされることから守り、「ジェンダー平等の推進と女性の地位向上」

の実現は、女性のエンパワーメントに、そして HIV/エイズやその他の疾病の蔓延防止は、「安

全な職場」の実現につながる。 
 DFID もその活動のなかにおいて、「労働」を全く考慮していないわけではない。DFID は、

「貧困削減」を達成する手段の一つとして、インフラの重要性を強調しており、毎年の年次

報告書の他に、この分野についての報告書を出している34。その中でも、インフラは、「雇用

創出を増大させ、強度な経済成長の実現に貢献する」とし、バングラデシュの農村地域にお

ける道路建設計画の例を挙げている。DFID によれば、このプロジェクトを実施するなか、

人力車や自転車の修理店など、小規模でありながらも、女性たちが事業を興している。イン

フラは、特に「女性の雇用」に非常に意義があるとして、DFID は注目しており、その分野

は従来の道路建設だけにとどまらず、灌漑や排水、公衆衛生に関連する上下水道分野も対象

とすべきとしている。 
 また、DFID が NGO との協力で取り組んだものとして、「企業の社会的責任（Corporate 
Social Responsibility：CSR）」支援策も非常に興味深い。DFID 白書（2002 年）では、図

表 8 のような政策コミットメントを明示し、各項目の詳細で「貧困層に利益をもたらす」こ

                                                                                                                                                         
を注ぐという傾向があることも指摘されている。例えば、JICA 英国事務所長の山本愛一郎氏は、「英国援助

事情 No.10『英国式アフリカ援助のやり方～もの作りより思想つくり』」（2002 年 4 月 30 日）において、ア

フリカの公務員の人材育成のため世界銀行と国連などが資金を出しあい 1991 年に設立された「アフリカ人材

育成基金」の年次総会で、会議のホスト役を務めたイギリス政府から提出された研修計画に、「経済政策とそ

の運営」「財務管理と透明性の確保」「国家統計のモニタリング手法」「行政管理」「議会の政策分析能力の向上」

といういわゆるグッドガバナンスといわれる分野の計画しかなく、工業・農業技術者の育成に関する研修は全

くなかったと記述している。 
33 「農業」や、「市民社会・民主主義」が目立つが、特に「緊急援助」は増加傾向にある。 
34 Making Connections：Infrastructure for poverty reduction（2002） 
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とを念頭においた活動計画を示している。例えば、「実施能力のある政府と効率的な市場の促

進」という項目では、「貧困削減のためには透明性のある政府による統治が必要、且つ、貧困

層が積極的に市場へ参画し便益を被ることができるようにすることが重要である」と指摘さ

れている。 
このように、イギリスの場合、「貧困削減には、途上国の貿易促進が重要」という認識に

たち、途上国企業と英国企業の関係を促進する支援が目立つ。その一環として、DFID は、

各プログラムへの資金供与というかたちで、CSR 支援に参画している。これは、途上国を支

援すると同時に、イギリス企業のグローバル化も支援しているといえる。 
CSR と開発援助の関係性が強化された背景には、途上国において、衣料産業等における児

童労働の問題や、企業活動による環境影響への懸念が広く認められるようになり、NGO を

始めとする市民からの抗議の高まりがあったとされる。こうした状況を背景に、開発援助と

の関係の中で CSR を推進しているイギリスの動向は、他のドナー国からも注目されている。 

 
第 5-2-7 表 DFID 白書（2002）における政策コミットメント 

グローバリゼーションへの対応 
実施能力のある政府と効率的な市場の促進 
人材への投資、スキルと知識の共有 
民間金融を取り込む 
貿易から利益をつかみ取る 
グローバルな環境問題への挑戦 
開発援助をより効果的に利用する 
国際システムの強化 

               出所：DFID, ”Key Policy Commitments”, White Paper,2002 
 

第 5-2-8 表 DFID による CSR 支援策例 

主な支援策 概要 
ビジネス・リンク・

アジア 
多国籍企業による中小企業育成のための技術移転、多国籍企業と途上国中心

企業の関係構築（インドネシア、ベトナム） 
開発のためのビジ

ネス・パートナー 
・ビジネス、市民社会、現地政府の関係促進による長期的なビジネス機会支

援 
・ワークショップ等の開催による知識の共有 

倫理的貿易イニシ

アティブ（Ethical 
Trade Initiative） 

・英国企業・NGO・労働組合による、途上国労働環境の向上と途上国との

貿易促進を意図した活動 
・ILO に基づく労働規約をベースとして、現地調達先の労働環境評価を実

施 
 出所：DTI (Department for International Development), “Developing Corporate Social 

Responsibility in the UK, Departmental Activities” 
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４ 日本へのインプリケーション 

 以上、イギリスの開発援助の動向について、政策の歴史的変遷も踏まえながら概観してき

た。1997 年に大きな改革を経験したイギリスの開発援助は、①援助企画・実施の DFID へ

の一元化、②「貧困削減」を重点目標とした、MDGs 達成と DFID の活動の密接な関連づけ

―という特徴があり、ドナーの中でもかなり特殊な開発援助政策をとっているといえる。 
また、旧植民地が援助対象国の大半を占めることや、「グッド・ガバナンス」という考え

に基づく援助の仕方など、日本の開発援助に対する考え方や姿勢とは、かなりの違いがある

ことは否めない。そして、このような特徴を持つが故に、その援助動向を、本研究の目的で

ある「労働分野における技術援助」という切り口で分析することも容易ではない。 
しかし、イギリスの開発援助そのものへの取組みには、注目すべき点がいくつかある。例

えば、援助実施における目標と成果評価のリンケージを強化している DFID の組織運営のあ

り方や活動方針、そして、開発援助を実施するうえでの市民社会組織と名づけた NGO や市

民団体との連携の促進等などである。 
ブレア政権発足のもと、「貧困削減」を援助の唯一の基本目的とし、他の援助目的はこれ

に「従属する」下位目標として整理するという大きな改革を行ったイギリスは、DFID に援

助に関連する諸機能を一元化し、援助全体を総合的にとらえたうえで、目標設定とその実現

に向けた戦略をたてている。さらに、その成果が具体的・計量的に評価される体制を確立し、

その評価をふまえ、予算に連動した 3 年間の政策目標・策定システムである PSA（公的サー

ビス協定）の見直し・改正も積極的に行っている。 
また、DFID は援助の「効率化や効果の向上」という観点から、援助協調や財政支援とい

う新しい援助手法を開拓すると同時に、他の国際機関やドナー諸国が「貧困削減」目標とそ

の達成方法を共有するように戦略をたて、影響力を行使している35。 
さらに、イギリスでは、国民に対する「開発援助教育」が発達しているといわれるが、そ

の際にも、国家統計局（NSO）が児童と成人それぞれを対象に、年 1 回実施する開発援助に

対する世論調査を参考にしている。DFID は、この世論調査から、国民の開発援助に対する

考えを知るとともに、国民の正しい認識と理解を深めることを目的とした開発援助教育のあ

り方を考える。そしてそこには、学会や研究機関、NGO 等―市民社会組織の協力体制が

存在する。 
もちろん、イギリスと日本では、開発援助の歴史的背景や考え方など、立場や事情も異な

り、イギリスの方法等をそのまま日本に導入することはできない。ここ数年、開発援助の分

野において、DFID は、国際的にリーダーシップをとっているが、「理論だけが先走りしてい

るのではないか」「的確な評価を行うことにより援助の効率をあげようとする『value for 

                                                 
35 イギリスは、機関戦略ペーパーを策定し、世界銀行、国連開発計画、アジア開発銀行、世界保健機構などの国

際機関の動向を分析し、これらの機関が「貧困削減」目標の達成にいかに効率的かつ効果的に貢献させるかを

記している（秋山・山内、2003）。 
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money（金額に見合う価値）』という概念に基づく徹底した実績主義は、『真の援助』にはつ

ながらないのではないか」―という声もある。 
しかしながら、「MDGs 達成」という国際的な共通目標を掲げ、その実現に向かい、新た

な援助戦略や政策を「国際開発白書」というひとつの形にまとめ、さらには、それを DFID
の具体的な活動・目標につなげるとともに、その成果を厳しく評価・分析し、新たな戦略開

発を試みるというイギリスの開発援助に対する積極的な取組みは、日本の今後の開発援助の

あり方を考える際にも、ひとつの参考となるのではないだろうか。 
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